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はじめに 

 

対象不動産変更型契約は、対象不動産の追加取得により対象不動産の変更を行うことを

予定する不動産特定共同事業契約である。 

対象不動産変更型契約に係る制度は、1999 年の不動産特定共同事業法施行規則（以下「施

行規則」という。）改正によって導入され、財団法人土地総合研究所の平成 12 年（2000 年）

3 月付け「不動産特定共同事業の制度変更に伴う標準約款の見直し」検討委員会報告書にお

いて、対象不動産変更型契約（匿名組合契約）の標準約款も公表されていたが、これまで対

象不動産変更型契約を利用した商品はほとんど組成されてこなかった。 

そのような背景もあり、2017 年に、一般社団法人不動産証券化協会に「不動産特定共同

事業法の改正に伴うモデル約款検討委員会」が設置され、当該時点までに行われた法令改正

を踏まえたモデル約款（以下「モデル約款（平成 29 年度）」という。）が作成された際、対

象不動産変更型契約に係るモデル約款についても検討されたものの、その作成は見送られ

ていた。 

もっとも、2019 年の施行規則の改正により、対象不動産変更型契約に係る規制の合理化

が行われた。かかる改正は、電子取引業務に関する規制の明確化と同時に行われ、対象不動

産変更型契約と個人が投資しやすいクラウドファンディングを組み合わせることで、個人

向けの長期・安定的な不動産投資スキームの組成が促進されることを目的として行われた

ものである。 

かかる改正を踏まえ、対象不動産変更型契約の制度の利用を促進するため、今般、国土交

通省により、第一号事業と特例事業の対象不動産変更型契約（匿名組合契約型）のモデル約

款（以下「本モデル約款」という。）が作成された。 

弊職は、モデル約款（平成 29年度）の作成に事務局アドバイザーとして関与させていた

だいたご縁により、国土交通省から健全な不動産投資の促進を受けた環境整備のための調

査業務の委託を受けた株式会社価値総合研究所及び一般財団法人日本不動産研究所のアド

バイザーとして、本モデル約款の作成にも関与させていただいた。 

本モデル約款が作成・公表されたことによって、対象不動産変更型契約に係る商品の組成

が容易になることが考えられる。本モデル約款が利用されることにより、対象不動産変更型

契約に係る商品の普及が促進されると共に、近時、対象不動産変更型契約と同様に制度が整

備された不動産クラウドファンディングと組み合わされることによって、個人投資家が投

資しやすい長期かつ安定的な運用が行われる投資商品が市場に供給され、不動産特定共同

事業に係る商品が我が国における個人の資産形成における 1 つの魅力的な選択肢になって

いくことを期待したい。 

 

2020 年 9月 

牛島総合法律事務所 弁護士 塩谷昌弘 
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対象不動産変更型契約（匿名組合契約型） 

不動産特定共同事業契約約款 

 

不動産特定共同事業法（平成 6年法律第 77号、その後の改正を含む。以下「法」という。）

第 2 条第 5項に規定される不動産特定共同事業者である○（以下「本事業者」という。）と 

    （以下「本出資者」という。）は、以下のとおり合意し、ここに同条第 3項に規定

される不動産特定共同事業契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（本契約及び本事業） 

第 1 条 本契約は、法第 2 条第 3 項各号に掲げる契約の種別のうち、同項第 2 号に規定す

る不動産特定共同事業契約とする。また、本契約は、商法（明治 32 年法律第 48号、その後

の改正を含む。以下同じ。）第 535 条に規定する匿名組合契約とする。 

【施行令第 6 条第 1項第 1 号、施行規則第 11 条第 2項第 1 号】 

【法第 25条第 1 項第 1号】 

2 本事業者は、別紙 1記載の不動産（以下「変更前対象不動産」という。）及び本契約に従

い追加取得する不動産を本契約に係る不動産取引の目的となる不動産（以下「対象不動産」

という。）として、本契約に基づく不動産特定共同事業（以下「本事業」という。）を行うも

のとする。 

【施行令第 6 条第 1項第 2 号、施行規則第 11 条第 2項第 2 号イ】 

【法第 25条第 1 項第 2号、施行規則第 47 条第 3項第 1 号】 

 

（出資） 

第 2 条 本事業に対する出資予定総額は金       円とし、本出資者は、本事業に対

して金      円（出資予定総額に対する出資の割合：  ％）を出資するものとし、  

    年  月  日までに本事業者に対し出資金を支払うものとする。本契約に基づき出

資された金額を以下「本出資額」という。 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号イ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 6 号ニ】 

2 本事業者は、本事業につき、本出資者以外の出資者と別途、前項に定める出資の金額、

出資金の支払期日及び出資予定総額に対する出資の割合を除いて本契約と同一内容の匿名

組合契約を締結の上、出資を受けることができるものとする。 

3 本事業者は、本事業を行うにあたり、第 1 項及び第 2項に基づき受けた出資と併せて自

らの資金を利用することができるものとし、当該資金は本事業に対する本事業者の出資と

みなすものとする。 

4 本出資者は、本事業に追加して出資する義務を負わない。 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号ニ】 
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5 本事業者は、本出資者に本出資額の返還を保証する義務を負わない。本出資者及び本事

業者は、本出資額の返還について保証されたものではないことをここに確認する。 

【施行規則第 11 条第 1項第 2 号、同条第 2 項第 10号イ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 10号、同条第 3項第 3号イ】 

6 本事業に係る損失は、第 8 条第 4項に基づき、本出資者に帰属する。但し、本出資者の

損失の分担額は、本出資額を限度とする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 2 号】 

【施行規則第 47 条第 2項第 10号】 

7 本事業に関して本事業者が取得した対象不動産その他の資産の所有権は、全て本事業者

に帰属するものとし、本契約の定めに従って金銭の支払を受けることができることを除き、

本出資者は、本事業に帰属する財産の全てについて所有権その他いかなる権利も有しない。 

【施行規則第 11 条第 1項第 1 号、同条第 2 項第 9号】 

【施行規則第 47 条第 2項第 9 号】 

8 本事業に係る第三者に対する債務は本事業者が負担し、本出資者は、本事業に関して、

第三者に対し、債務を負担しない。 

【施行規則第 47 条第 2項第 6 号ロ】 

 

（追加募集）【施行規則第 47条第 2 項第 15号】 

第 2 条の 2 本事業においては、本契約及び本事業につき締結された他の匿名組合契約（以

下「他の匿名組合契約」という。）に追加して行う本事業に係る匿名組合契約の締結の勧誘

（以下「追加募集」という。）を予定する。 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号へ】 

2 本事業者は、第 9 条に定める本契約の契約期間において、追加募集を行い、第 2 条第 1

項に規定される出資予定総額を超えて、新たな出資金を募ることができる。本事業者は、別

紙 3 記載の追加募集の手続に従い、追加募集を行うものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号ト(2)】 

3 本事業者は、追加募集を行う場合、追加募集を行う日の[14]日前までに、本出資者に対

し、以下の内容を記載した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法（不

動産特定共同事業法施行規則（平成 7 年大蔵省・建設省令第 2 号、その後の改正を含む。以

下「規則」という。）第 11 条第 2 項第 15 号ロに定義する。以下同じ。）により提供する。 

（1） 当該追加募集に係る募集予定総額 

（2） 当該追加募集の方法 

（3） 出資された財産により対象不動産を追加取得する場合には、当該対象不動産の所在、

地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の当該対象不動産を特定するために必要

な表示 

（4） 当該対象不動産により行う不動産取引の方法 
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【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号ト(1)】 

［4 追加募集に係る募集額の累計額の上限は別紙 3第（3）号のとおりとし、本事業者は、

当該累計額の上限を超えて追加募集を行う場合、別紙 3第（4）号の手続を行った上で、追

加募集を行うものとする。］ 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号ト(3)】 

5 本出資者及び本事業者は、追加募集を直接の原因として当該追加募集の開始前から本出

資者が有する本契約上の地位の価格が変動するおそれがあること、及び想定されるその変

動の概要が別紙 3 第（5）号に記載されるとおりであることを確認する。 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号ト(4)】 

 

（対象不動産の取得） 

第 3 条 本事業者は、第 2 条第 1 項及び第 3 項並びに他の匿名組合契約に基づき出資され

た金銭をもって、  年  月  日までに変更前対象不動産を金       円で取

得する。但し、本事業者は、本出資者に対して書面又は電磁的方法により通知することによ

り、合理的な範囲内で当該期限を変更することができるものとする。 

【施行令第 6 条第 1項第 2 号、施行規則第 11 条第 2項第 2 号ハ】 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号ロ】 

2 本事業者は、前項に定める期限までに変更前対象不動産のいずれかを取得できなかった

場合には、本契約及び他の匿名組合契約に基づく出資の総額（以下「出資総額」という。）

のうち、当該変更前対象不動産により営むことを予定していた不動産取引を行うのに必要

な額として出資された金員を、出資総額に対する本出資額の割合（以下「出資割合」という。）

に応じて本出資者に返還するものとする。 

【施行令第 6 条第 1項第 2 号、施行規則第 11 条第 2項第 2 号ハ】 

3 本事業においては、対象不動産の変更を予定する。 

【施行令第 6 条第 1項第 2 号、施行規則第 11 条第 2項第 2 号ロ】 

4 本事業者は、別紙 2記載の対象不動産の追加取得の方針に従い、対象不動産の追加取得

を相当と判断するときは、追加募集に基づき出資された金銭、対象不動産の売却等（当該対

象不動産の売却等により本契約が終了するものを除く。）により得られた金銭（以下「特定

金銭」という。）、不動産特定共同事業の業務に係る金銭以外の金銭（以下「業務外金銭」

という。）、その他の本事業に係る資産に属する金銭をもって、対象不動産を追加取得するこ

とができる。 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号イ(1)及び(2)】 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号ロ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 

5 本事業者は、対象不動産の追加取得にあたり、本出資者に対し、当該対象不動産の鑑定

評価額又は近傍同種の不動産の取引価格等を示す客観的な資料を添付した書面により、当
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該追加取得の価格が当該資料に示される価格と比して合理的な価格（当該資料に示される

価格を 1 割以上上回らない価格であること、又は当該資料に示される価格を 1 割以上上回

る価格であるものの当該価格につき合理的な理由のあることをいう。）であることを説明す

るものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号イ(5)】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 

6 本事業者は、対象不動産の追加取得をしたときは、対象不動産を追加取得した日から 30

日以内に、本出資者に対し、以下の内容を記載した書面を交付し、又は当該書面に記載すべ

き事項を電磁的方法により提供する。 

（1） 追加取得に係る対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の当

該対象不動産を特定するために必要な表示 

（2） 当該対象不動産の追加取得をした日 

（3） 当該対象不動産の追加取得の価格 

（4） 当該対象不動産の譲渡人と本事業者との関係 

（5） 当該対象不動産の追加取得をした日における財産の状況 

（6） 当該対象不動産により営む不動産取引の方法、修繕費、損害保険料その他の当該対

象不動産を管理するために必要な費用の負担に関する事項 

（7） 当該対象不動産の売却等の予定の有無及び当該対象不動産の売却等を予定する場合

における当該対象不動産の売却等の手続 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号二】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 

 

（対象不動産の追加取得の方針又は手続の変更） 

第3条の2 別紙2記載の対象不動産の追加取得の方針又は前条に定める対象不動産の追加

取得の手続を変更する場合、本事業者は、当該変更の[20]日前までに、本出資者に対し、対

象不動産の追加取得の方針又は手続の変更の内容及び時期等を書面又は電磁的方法により

通知するものとする。 

2 前項の場合、本出資者は、当該変更の日の前日までに、本事業者に対し、当該変更につ

いて反対する旨及び本契約上の地位の買取又は第三者への譲渡を求める旨を書面により通

知することにより、その保有する本契約上の地位の全部の買取又は第三者による取得を請

求することができる（以下、当該請求をした本出資者を「反対出資者」という。）。 

3 前項の請求があった場合、本事業者は、反対出資者の保有する本契約上の地位の全部に

ついて、本事業の時価純資産額（本事業に係る資産の時価評価額（対象不動産については直

近に取得した鑑定評価額によるものとする。）から時価評価した負債の額を控除した額をい

う。以下同じ。）に本出資者の出資割合を乗じた金額により、自ら買い取り、又は第三者に

取得させなければならない。但し、本事業者がかかる本契約上の地位の買取等が相当でない
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と判断する場合、本事業者は、反対出資者に対し、反対出資者による本契約の解除を認める

旨を書面により通知することができる。かかる通知を受領した反対出資者は、本契約を解除

することができる。 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号イ(3)及び(4)】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 

 

（対象不動産等の運用） 

第 4 条 本事業者は、本契約に定める対象不動産に係る不動産取引その他本事業の目的を

達成するために必要と判断する行為を行うことができる。本事業者は、善良な管理者の注意

義務をもって誠実かつ忠実に本事業を遂行するものとする。 

2 本事業者は、対象不動産を賃貸して運用するものとする。 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号ロ】 

3 本事業者は、対象不動産を本事業の目的以外のために担保に提供し、又は出資の目的と

してはならない。 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号ホ】 

4 本事業者は、本事業に係る資産に属する金銭（但し、業務外金銭及び特定金銭を除く。）

を運用する場合（第 2 条第 1 項及び他の匿名組合契約に基づく出資金を第 3 条第 1 項に定

める期限までの間運用する場合を含む。）、金融機関（規則第 11条第 2 項第 14 号ロに規定

するものに限る。）の預金口座に預金する方法により運用するものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 6 号、同条第 2 項第 14号】 

【施行令第 6 条第 1項第 2 号、施行規則第 11 条第 2項第 2 号ニ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 14号】 

5 本事業者は、業務外金銭又は特定金銭を運用する場合、以下のいずれかに掲げる方法に

より運用するものとする。 

（1） 規則第 11条第 2 項第 14号イ又はロに掲げる方法 

（2） 不動産の小口化・証券化商品への投資 

（3） 不動産を信託財産とする信託の受益権の取得 

（4） リスクヘッジ目的で行われるオプション取引等 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同項第 8 号、同条第 2項第 15号ハ、同項第 16号イ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号、同項第 16号】 

6 本事業者は、業務外金銭及び特定金銭の合計額が、1 年以上継続して本事業に係る財産

の額から特定金銭の額を控除した額の 7 分の 3 を超過した場合、超過額に係る金銭を出資

割合に応じて本出資者及び他の匿名組合契約の匿名組合員に対し速やかに返還し、又は対

象不動産を追加取得することにより、当該超過を解消するものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 8 号、同条第 2 項第 16号ロ及びハ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 16号】 
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7 本事業者は、法第 27条に基づき、本事業に係る財産を自己の固有財産及び他の不動産特

定共同事業に係る財産と分別して管理するものとする。本出資者及び本事業者は、本項に基

づく分別管理が信託法（平成 18 年法律第 108 号、その後の改正を含む。）第 34条に基づく

分別管理とは異なることを確認する。 

【法第 25条第 1 項第 4号、施行規則第 47 条第 3項第 2 号イ及びロ】 

8 修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な費用は、本事業の費用と

して本事業に係る資産から支出する。 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号ハ】 

【法第 25条第 1 項第 4号、施行規則第 47 条第 3項第 2 号ハ】 

9 本事業者は、対象不動産について、毎年  月  日までに、各営業年度（毎年  月  

日から[翌年]  月  日までをいう。以下同じ。）の末日を基準時点とする鑑定評価書（時

点修正によるものを含む。）を取得するものとする。 

 

（対象不動産の処分） 

第 5 条 本事業者は、対象不動産の売却等（売却し、又は本事業者の固有財産とし、若しく

は他の不動産特定共同事業契約に係る財産とする行為をいう。以下同じ。）を相当と判断す

るときは、適切な手続により対象不動産の売却等を行うものとする。 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号ロ】 

【施行規則第 11 条第 1項第 4 号、同条第 2 項第 12号イ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 12号】 

2 本事業者は、対象不動産の売却等にあたり、本出資者に対し、当該対象不動産の鑑定評

価額又は近傍同種の不動産の取引価格等を示す客観的な資料を添付した書面により、当該

売却等の価格が当該資料に示される価格と比して合理的な価格（当該資料に示される価格

を 1 割以上下回らない価格であること、又は当該資料に示される価格を 1 割以上下回る価

格であるものの当該価格につき合理的な理由のあることをいう。）であることを説明するも

のとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 4 号、同条第 2 項第 12号ロ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 12号】 

3 本事業者は、対象不動産の売却等をしたときは、対象不動産の売却等をした日から 30日

以内に、本出資者に対し、以下の内容を記載した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき

事項を電磁的方法により提供する。但し、当該売却等により本契約が終了する場合について

はこの限りではない。 

（1） 当該対象不動産の売却等に係る対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床

面積その他の当該対象不動産を特定するために必要な表示 

（2） 当該対象不動産の売却等をした日 

（3） 当該対象不動産の売却等の価格 
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（4） 当該対象不動産の譲受人と本事業者との関係 

（5） 当該対象不動産の売却等をした日における財産の状況並びに対象不動産の追加取得

の方針及び手続 

（6） 対象不動産の追加取得の予定時期の定めがある場合にあっては当該予定時期 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号ロ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 

 

（利益相反取引） 

第 5 条の 2 本事業者は、次に掲げる行為又は取引をする場合、これらの行為又は取引を行

う日の[14]日以上前までに、本出資者に対し、当該行為又は取引に係る財産を特定するため

に必要な表示、当該行為又は取引の予定時期並びに当該財産の評価額及びその算出根拠を

記載した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するもの

とする。 

（1） 本事業に係る財産を、自己の固有財産又は他の不動産特定共同事業契約に係る財産

とする行為 

（2） 自己の固有財産又は他の不動産特定共同事業契約に係る財産を本事業に係る財産と

する行為 

（3） 利害関係人（規則第 11条第 2 項第 15 号ホ(3)に規定する利害関係人をいう。以下同

じ。）との間における本事業に係る財産に関する取引 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号ホ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 

 

（公正な第三者の関与） 

第 5 条の 3 本事業者は、対象不動産の追加取得又は売却等を行う場合、次の各号のいずれ

かの手続を経るものとする。 

（1） 弁護士、公認会計士、不動産鑑定士その他の者であって、不動産取引に関する実務

に関する知識を有する者（利害関係人に該当する者を除く。以下「第三者専門家」

という。）を構成員に含む投資判断に関する委員会を開催し、第三者専門家の意見を

聴取し、当該取引が本出資者及び他の匿名組合契約の匿名組合員にとって必要かつ

合理的な取引であること等について第三者専門家の同意を得ること 

（2） 第三者専門家から意見書の提出を受けることによって、当該取引が本出資者及び他

の匿名組合契約の匿名組合員にとって必要かつ合理的な取引であること等について

第三者専門家の同意を得ること 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号リ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 
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［（助言契約） 

第 5 条の 4 本事業者は、別紙 4助言契約の相手方記載の者との間で、対象不動産の変更に

係る対象不動産の選定並びに当該対象不動産の変更の時期及び方法に関し助言を受けるこ

とを内容とする契約を締結する。］ 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号チ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 

 

（本事業の状況に係る報告等）【施行規則第 47条第 2 項第 6号イ、同項第 11 号】 

第 6 条 本事業者は、毎年  月  日までに、法第 28 条第 2項に定める本事業に係る財

産の管理の状況について報告書を作成し、本出資者に対し書面により交付し、又は電磁的方

法により提供するものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 3 号、同条第 2 項第 11号イ】 

2 本事業者は、本出資者が請求する場合には、財産の管理の状況について説明するものと

する。 

3 本事業者は、法第 29 条に定める本事業に係る業務及び財産の状況を記載した書類を事

業所ごとに備え置き、本出資者の請求に応じてこれを閲覧させるものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 3 号、同条第 2 項第 11号ロ】 

4 本事業者は、法第 30条第 1項に定める本事業に係る事業参加者名簿を作成して保存し、

本出資者の請求に応じてこれを閲覧させるものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 3 号、同条第 2 項第 11号ハ】 

 

（本事業者の報酬） 

第 7 条 本事業者は、本契約に定める業務執行の対価として以下の金額（以下「本事業者報

酬」という。）を本事業に係る資産から本事業者の固有財産とする（但し、第（4）号に定め

る報酬については本出資者から受領する）ことができるものとする。 

（1） ［アップフロントフィー/本事業の組成の対価］として、対象不動産の取得時に、［取

得価格の○％/金○円］ 

（2） 各計算期間（第 8条第 2項に定める。以下同じ。）に係る対象不動産の管理運営の対

価として、第 8条第 5 項及び第 10条第 2 項の金銭の分配時に、［［対象不動産の取得

価格/対象不動産の賃料収入/本事業に係る分配金の合計額/本事業に係る税引前利

益］の○％［（但し、当該金額が対象不動産の取得価格の○％を下回る場合には、対

象不動産の取得価格の○％）］/金○円］（但し、計算期間が○ヶ月に満たない場合又

は○ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算（1 円未満の端数は切り捨て）

により算出する。） 

（3） 対象不動産の全部又は一部の売却等の対価として、売却等に係る代金の受領時に、

売却等の価格の○％ 
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（4） 本契約上の地位の譲渡に伴う事務手続の対価として、譲渡の完了時に、金○円 

【施行令第 6 条第 1項第 8 号、施行規則第 11 条第 2項第 8 号、同項第 8 号の 2】 

【施行規則第 47 条第 2項第 7 号】 

 

（出資者に対する損益及び金銭の分配）【施行令第 6条第 1 項第 3号、施行規則第 11 条第 2

項第 3号】【法第 25条第 1 項第 3 号】【施行規則第 47 条第 2項第 6 号ハ】 

第 8 条 本事業の損益は、法令及び本契約に従って計算されるものとする。本事業者は、商

法第 19 条に基づき、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い、本事業に関する全て

の取引に関する正確な帳簿及び記録を作成し、かつ、保持するものとする。 

2 本事業の計算期間は、各計算期日（計算期間の末日をいい、初回を  年  月  日

とし、以降毎年  月  日及び本事業の清算手続において本事業に係る一切の債務を弁

済した日又は本事業に帰属する財産の全てが本事業に係る債務の弁済に充てられた日とす

る。以下同じ。）の翌日（但し、最初の計算期間については  年  月  日）から直後

の計算期日までとする。［但し、最後の計算期間を除き、各計算期日において当該計算期日

が属する計算期間に対応する匿名組合損益（次項に定義する。）として損失が生じることが

見込まれる場合、当該計算期間の末日は翌計算期日に延期されるものとする。］ 

3 本事業者は、各計算期間末に、当該計算期間の第（1）号に規定される本事業から生じた

収益から第（2）号に規定される本事業から生じた費用を控除することにより、本事業に係

る税引前利益（以下「匿名組合利益」という。）又は税引前損失（以下「匿名組合損失」と

いい、匿名組合利益及び匿名組合損失を総称して「匿名組合損益」という。）を計算する。 

（1） 本事業から生じた収益 

① 対象不動産から生じる賃料収入 

② 対象不動産の売却益 

③ 対象不動産に係る保険金 

④ 本事業に係る金銭の運用から得られる受取利息 

⑤ 匿名組合出資金償還益及び本事業に関連する債務の債務免除益 

⑥ 本事業に係るその他の収益 

（2） 本事業から生じた費用 

① 対象不動産の取得、管理、修繕及び売却等に要する諸費用 

② 対象不動産の売却損 

③ 対象不動産に係る損害保険料 

④ 対象不動産に係る公租公課 

⑤ 本事業に係る日常的な経理業務や一般管理業務に要する費用その他の一切の営業

費用 

⑥ 匿名組合出資金償還損 

⑦ 本事業の遂行に係る本事業者報酬 
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≪優先劣後構造にしない場合≫ 

4 各計算期間に対応する匿名組合損益は、出資割合に応じて、本出資者に帰属するものと

する。なお、匿名組合利益がある場合で、当該計算期間の前の計算期間まで（以下「経過済

計算期間」という。）に本項に従って本出資者に分配された匿名組合損失（もしあれば。但

し、経過済計算期間までに本項に従って補てんされた金額を控除する。）があるときは、当

該匿名組合利益はまず当該匿名組合損失の補てんに充当するものとする。また、当該計算期

間中に本出資額又は他の匿名組合員の出資額に変動があった場合には、これらの額を実日

数で加重平均して算出された割合を出資割合とする。 

≪優先劣後構造にする場合≫ 

4 各計算期間に対応する匿名組合損益は、以下のとおり本出資者、本事業に対する本出資

者及び本事業者以外の出資者（以下、本出資者並びに本事業に対する本出資者及び本事業者

以外の出資者を総称して「優先出資者」という。）並びに本事業者に帰属するものとする。 

（1） 当該計算期間について匿名組合損失が生じた場合、当該匿名組合損失を以下の順序

で分配する。 

① まず、第 2 条第 3 項に基づく本事業に対する出資（以下「劣後出資」という。）に

係る損失の分配として、劣後出資の額から当該計算期間の前の計算期間まで（以下

「経過済計算期間」という。）に本①に従って本事業者に分配された劣後出資に係

る損失（もしあれば）を控除した額（但し、経過済計算期間までに第（2）号③に従

って補てんされた金額を加算する。）を限度として、本事業者に帰属させる。 

② 前①による匿名組合損失の分配後になお残損失がある場合、第 2 条第 1項及び他の

匿名組合契約に基づく出資（以下「優先出資」という。）に係る損失の分配として、

優先出資の総額（以下「優先出資総額」という。）から経過済計算期間に本②に従っ

て優先出資者に分配された優先出資に係る損失（もしあれば）を控除した額（但し、

経過済計算期間までに第（2）号②に従って補てんされた金額を加算する。）を限度

として、優先出資総額に対する各優先出資者の出資額の割合（以下「優先出資割合」

という。）に応じて各優先出資者に帰属させる。なお、当該計算期間中に優先出資者

の出資額に変動があった場合には、当該出資額を実日数で加重平均して算出された

割合を本項における「優先出資割合」とする。 

③ 前②による匿名組合損失の分配後になお残損失がある場合、本事業者がその固有の

勘定において残損失を負担する。 

（2） 当該計算期間について匿名組合利益が生じた場合、当該匿名組合利益を以下の順序

で分配する。 
① まず、経過済計算期間に第（1）号③に従って本事業者の固有勘定に分配された匿名

組合損失（もしあれば）の合計額（但し、経過済計算期間までに本①に従って補て

んされた金額を控除する。）に満つるまでの金額を、本事業者の固有勘定に分配し、

本事業者の固有勘定に係る匿名組合損失の補てんに充当するものとする。 
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② 前①による匿名組合損失の補てん後になお残利益がある場合、経過済計算期間に第

（1）号②に従って優先出資者に分配された優先出資に係る損失（もしあれば）の合

計額（但し、経過済計算期間までに本②に従って補てんされた金額を控除する。）に

満つるまでの金額を、優先出資割合に応じて各優先出資者に分配し、各優先出資者

の優先出資に係る匿名組合損失の補てんに充当するものとする。 

③ 前②による匿名組合損失の補てん後になお残利益がある場合、経過済計算期間に第

（1）号①に従って本事業者に分配された劣後出資に係る損失（もしあれば）の合計

額（但し、経過済計算期間までに本③に従って補てんされた金額を控除する。）に満

つるまでの金額を、本事業者に分配し、本事業者の劣後出資に係る匿名組合損失の

補てんに充当するものとする。 

④ 前③による匿名組合損失の補てん後になお残利益がある場合、優先出資に係る利益

の分配として、当該計算期間の末日時点における優先出資者の出資額に当該計算期

間の実日数を乗じ 365 で除し○％を乗じた金額に満つるまでの金額を、優先出資割

合に応じて優先出資者に帰属させる。 

⑤ 前④による匿名組合利益の分配後になお残利益がある場合、劣後出資に係る利益の

分配として、残利益を本事業者に帰属させる。 

≪優先劣後構造にしない場合≫ 

5 本事業者は、各計算期間末の属する月の 2ヶ月後応当月の最終営業日までの間で、本事

業者が裁量により指定する日（以下「金銭配当日」という。）に、本出資者に分配された当

該計算期間に係る匿名組合利益（もしあれば。但し、前項に基づき匿名組合損失の補てんに

充当された匿名組合利益は含まれない。）相当額の金銭を本出資者に支払うものとする。 

≪優先劣後構造にする場合≫ 

5 本事業者は、各計算期間末の属する月の 2ヶ月後応当月の最終営業日までの間で、本事

業者が裁量により指定する日（以下「金銭配当日」という。）に、前項第（2）号④及び⑤に

基づき各優先出資者及び本事業者に分配された当該計算期間に係る匿名組合利益（もしあ

れば。但し、前項第（2）号①ないし③に基づき匿名組合損失の補てんに充当された匿名組

合利益は含まれない。）相当額の金銭を各優先出資者に支払い又は本事業者が収受するもの

とする。 

6 本条に基づき分配された匿名組合損失については、同額の出資の払戻しとして会計処理

する。また、当該匿名組合損失が本条に基づき匿名組合利益によって補てんされた場合、同

額について出資の増加があったものとして会計処理する。 

 

（契約期間） 

第 9 条 本契約の契約期間は、  年  月  日から  年  月  日までとする。 

2 前項にかかわらず、本契約の契約期間内に対象不動産全部の売却等が完了しない場合に

は、本事業者は、本契約の契約期間の満了日の○ヶ月前までに本出資者に書面又は電磁的方
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法により通知をすることにより、○年を超えない範囲で本契約の契約期間を延長すること

ができる。 

【施行令第 6 条第 1項第 5 号、施行規則第 11 条第 2項第 5 号】 

【法第 25条第 1 項第 5号】 

 

（本契約の終了・本事業の清算）【施行令第 6 条第 1項第 6 号、施行規則第 11 条第 2 項第 6

号イ及びロ】【法第 25 条第 1 項第 6号】 

第 10 条 本契約は、以下のいずれかの事由が生じた場合には終了する。かかる事由の発生

により本契約が終了した場合、本事業者は、本出資者に直ちに通知するものとする。 

（1） 第 9 条に定める本契約の契約期間の満了 

（2） 新たな対象不動産の取得を予定しない場合の対象不動産全部の売却等の完了 

（3） 本事業の継続の不能 

（4） 本事業者に係る破産手続開始の決定 

（5） 出資総額が第 2 条第 1 項に定める出資予定総額に満たない場合であって、本事業者

が第 2 条第 3 項に基づき自ら出資を行わないときその他のやむを得ない事由がある

とき 

≪優先劣後構造にしない場合≫ 

2 前項の規定によって本契約が終了した場合、本事業者は、本事業において金銭以外の資

産があればこれを換価処分した上、本事業に係る資産から本事業者報酬を含む本事業に係

る一切の債務を弁済し、第 8 条第 4 項に従い、速やかに最終の計算期間に係る匿名組合損

益及び本出資者に分配すべき匿名組合損益を確定し、本事業に属する金銭から清算手続に

要する費用その他の残余財産から支払われるべき費用を控除した金額に出資割合を乗じた

金額を本出資者に支払うものとする。 

≪優先劣後構造にする場合≫ 

2 前項の規定によって本契約が終了した場合、本事業者は、本事業において金銭以外の資

産があればこれを換価処分した上、本事業に係る資産から本事業者報酬を含む本事業に係

る一切の債務を弁済し、第 8 条第 4 項に従い、速やかに最終の計算期間に係る匿名組合損

益及び本出資者に分配すべき匿名組合損益を確定し、本事業に属する金銭から清算手続に

要する費用その他の残余財産から支払われるべき費用を控除した金額をもって、以下の順

序で優先出資者及び本事業者に対して出資の価額の返還を行うものとする。 

（1） まず、優先出資総額に満つるまでの金額をもって、優先出資割合に応じて各優先出

資者に対して出資の価額を返還する。 

（2） 前号の返還後になお残額がある場合、本事業者に対して出資の価額を返還する。 

【施行規則第 11 条第 1項第 4 号、同条第 2 項第 12号ロ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 6 号ハ】 

 

12



 

 

（本契約上の地位の譲渡） 

第 11 条 本出資者は、本事業者の事前の書面又は電磁的方法による承諾がある場合に限り、

本契約上の地位を譲渡することができる。但し、本事業者は、当該承諾を正当な理由なく拒

否できないものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 5 号、同条第 2 項第 13号】 

【施行規則第 47 条第 2項第 13号】 

2 本出資者は、前項に基づき本契約上の地位を譲渡した場合、本事業者に対し、本契約上

の地位の譲渡に伴う事務手続の対価として、金○円を支払うものとする。 

［3 本出資者は、第 1項に基づき本契約上の地位を譲渡する場合、本事業者に対し、当該

譲渡の代理又は媒介に係る契約の締結を申し込むことができる。かかる申込みがあった場

合、本事業者は、当該契約の締結を正当な理由なく拒否できないものとする。なお、本出資

者が本事業者に対して当該譲渡の代理又は媒介に係る業務を委託する場合、本出資者は、本

事業者と別途合意するところにより、本事業者に対し、当該業務に係る報酬を支払うものと

する。］ 

 

（本契約の解除等）【法第 25 条第 1 項第 7 号、施行規則第 47 条第 1 項第 1 号ないし第 4 号】 

第 12 条 本出資者は、やむを得ない事由が存在する場合には、本事業者に対して書面によ

って通知することにより、本契約を解除することができる。また、本出資者が死亡した場合

又は後見開始の審判を受けた場合には、その相続人又は成年後見人は、本事業者に対して書

面によって通知することにより、本契約を解除することができる。 

2 前項にかかわらず、本出資者は、本項の定めに従い、本契約の全部又は一部を解除する

ことができる。 

（1） 本出資者は、毎年  月 1 日から  月末日までの期間（以下「解除希望受付期間」

という。）、本事業者に対し、本契約の全部又は一部の解除を希望する旨を書面によ

って通知（以下「解除希望通知」といい、解除希望通知に記載される解除対象に係

る出資の価額を「解除希望価額」という。）することができる。但し、本契約の一部

の解除を希望する場合は、解除対象に係る本出資額が○円単位になるように記載し

なければならない。 

（2） 当該解除希望受付期間における本契約及び他の匿名組合契約に係る解除希望価額の

合計（以下「解除希望総額」という。）が直前の営業年度の末日の出資総額の○％（以

下「返還上限額」という。）を超えない場合、解除希望受付期間の直後の計算期間の

末日をもって、解除希望通知の記載に従って本契約の全部又は一部が解除されるも

のとする。 

（3） 当該解除希望受付期間における解除希望総額が返還上限額を超える場合、解除希望

受付期間の直後の計算期間の末日をもって、返還上限額に解除希望価額を乗じ解除

希望総額で除した金額に対応する本契約の一部が解除されるものとし、その余の金
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額に対応する解除希望通知は効力を失うものとする。 

（4） 前各号にかかわらず、以下のいずれかの事由に該当する場合、本出資者は本項に基

づき本契約を解除することができないものとする。この場合、本出資者の解除希望

通知は効力を失うものとし、本事業者は、本出資者に対し、その旨を書面又は電磁

的方法により通知するものとする。 

① ○年○月○日が経過していない場合 

② 当該営業年度における本契約及び他の匿名組合契約の解除に伴う出資の価額の返

還を行うことにより、本事業に重大な悪影響が生じるおそれがあると本事業者が

合理的に判断する場合 

【施行令第 6 条第 1項第 7 号、施行規則第 11 条第 2項第 7 号、同項第 7 号の 2】 

3 本出資者が破産手続開始の決定を受けた場合には、本契約は当然に終了する。 

≪優先劣後構造にしない場合≫ 

4 前三項又は第 3条の 2第 3 項の規定によって本契約の全部又は一部が終了した場合、本

事業者は、第 8 条第 4 項に準じて、速やかに本出資者に分配すべき本契約の全部又は一部

の終了日までの匿名組合損益を算定し、当該損益を分配した場合に生ずる本出資者に対す

る債権債務を計上した上で、本出資者に対し、出資の価額の返還として、本契約の全部又は

一部の終了後[1]ヶ月以内に、本事業の時価純資産額に本出資者の出資割合（但し、本契約

の一部の終了の場合には、終了部分に係る出資割合に限る。）を乗じた金額を本出資者の指

定する金融機関口座に送金する方法により支払うものとする。 

≪優先劣後構造にする場合≫ 

4 前三項又は第 3条の 2第 3 項の規定によって本契約の全部又は一部が終了した場合、本

事業者は、第 8 条第 4 項に準じて、速やかに本出資者に分配すべき本契約の全部又は一部

の終了日までの匿名組合損益を算定し、当該損益を分配した場合に生ずる本出資者に対す

る債権債務を計上した上で、本出資者に対し、出資の価額の返還として、本契約の全部又は

一部の終了後[1]ヶ月以内に、本出資者の出資額から本契約の全部又は一部の終了日までに

本出資者に分配された匿名組合損失（もしあれば）を控除した額（但し、本契約の終了日ま

でに第 8 条第 4項第（2）号②に従って補てんされた金額を加算する。）（但し、当該額が本

事業の時価純資産額に本出資者の優先出資割合を乗じた金額を上回る場合には、本事業の

純資産額に本出資者の優先出資割合を乗じた金額）（但し、本契約の一部の終了の場合には、

当該額のうち終了部分に対応する部分に限る。）を本出資者の指定する金融機関口座に送金

する方法により支払うものとする。 

【施行令第 6 条第 1項第 6 号、施行規則第 11 条第 2項第 6 号イ、同項第 7号の 2】 

【法第 25条第 1 項第 6号】 

【施行規則第 47 条第 2項第 6 号ハ】 

5 本事業者は、業務上の余裕金、特定金銭又は業務外金銭の一部又は全部の運用の中止、

流動性の高い対象不動産の売却、新規の借入れ、追加募集等によって調達した資金をもって、
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前項に定める出資の価額の返還を行うものとする。 

6 本出資者及び本事業者は、本事業に対して出資を行う匿名組合契約の解除が多発したと

きは、本事業を継続できなくなるおそれがあることを確認する。 

【法第 25条第 1 項第 7号、施行規則第 47 条第 1項第 5 号】 

 

（反社会的勢力排除条項） 

第 13条 本出資者及び本事業者は、反社会的勢力を排除すべく、別紙 5 の規定に従うもの

とする。 

 

（クーリングオフ）【法第 25 条第 1 項第 7 号、施行規則第 47 条第 1 項第 1 号ないし第 4 号】 

第 14 条 本出資者は、法第 25 条の書面の交付を受けた日から起算して 8 日を経過するま

での間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができ

る。 

2 前項に基づく解除は、本出資者が本契約の解除を行う旨の書面を発したときに効力を生

じる。前項に基づく本契約の解除によって、本出資者は何らの手続を要することなく当然に

本事業に係る出資者でなかったものとみなされる。 

【法第 25条第 1 項第 7号、施行規則第 47 条第 1項第 6 号】 

3 第 1 項に基づき本契約が解除された場合、本事業者は、本出資者に対し、出資金額を返

還するものとし、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできないも

のとする。 

 

（準拠法・管轄） 

第 15条 本契約は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に基づき解釈され、日本国の法

律に基づき執行されるものとする。 

2 本契約に関する紛争については○地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（規定外事項） 

第 16条 本契約に定めのない事項については、商法その他の関係法規に従うほか、本出資

者及び本事業者が信義に則り誠意をもって協議の上定めるものとする。 

 

［以下余白］ 
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上記を証するため、本契約を 2通作成し、本出資者及び本事業者が各自記名捺印の上、各

1 通を保有する。 

 

  年  月  日 

 

本出資者 

 

 

 

 

 

 

本事業者 ［許可番号］ 

  ［本店所在地］ 

  ［社名］ 

  ［代表者］ 

 

【施行規則第 47 条第 2項第 1 号、同項第 3 号、同項第 5号】 

 

  業務管理者 

  ［業務管理者名］ 

 

【法第 25条第 2 項】 
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別紙 1 

 

物件目録 

 

（所在、地番、土地面積、延べ床面積その他の対象不動産を特定するために必要な事項を記

載する） 

 

（例示） 

1．土地 

所  在： 

地  番： 

地  目： 

地  積： 

 

2．建物 

所  在： 

家屋番号： 

種  類： 

構  造： 

床 面 積： 

 

3．新築建物 

所  在： 

種  類： 

構  造： 

床 面 積： 

 

（土地及び建物については登記簿記載事項、新築建物については計画概要） 
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別紙 2 

 

対象不動産の追加取得の方針 

 

（1） 追加取得する不動産の所在地域、延べ床面積、構造方法、用途及び建築後の経過年

数並びに敷地面積その他の追加取得する不動産の選定の基準 

 

 

（2） 地域別、用途別その他の追加取得する対象不動産に係る分類別の比率の予定 

 

 

（3） 追加取得に係る借入れに関する制限 

 

 

（4） 追加取得する対象不動産の稼働率の基準 

 

 

（5） その他本事業に係る出資者の判断に重大な影響を与える事項 
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別紙 3 

 

追加募集の手続 

 

（1） 追加募集に係る募集額の決定方法 

本事業者は、対象不動産の追加取得その他の本事業の遂行又は継続に関し合理的に

必要な資金需要を踏まえ、追加募集に係る募集額を決定することができる。 

 

（2） 追加募集の方法その他追加募集の手続 

① 本事業者は、追加募集を行う場合、まず、本出資者及び他の匿名組合契約の匿名組

合員（以下「既存出資者」と総称する。）に対し、出資割合に応じて追加募集を行う。 

② 本事業者は、前①の追加募集に基づく既存出資者による出資が追加募集に係る募集

額に不足する場合、当該不足額について、他の既存出資者に対して追加募集を行う。

かかる追加募集については、出資割合に応じて行う必要はないものとする。 

③ 本事業者は、前①及び②の追加募集に応じた既存出資者による出資が追加募集に係

る募集額に不足する場合、当該不足額について、第三者との間で匿名組合契約を締

結し、当該第三者から出資を受けることができる。 

 

［（3） 追加募集に係る募集額の累計額の上限 

 

（4） 前号記載の累計額の上限を超える追加募集を行う場合の手続 

前号記載の累計額の上限を超える追加募集を行う場合、本事業者は、既存出資者の

出資割合の 3 分の 2の事前の承諾を得るものとする。］ 

 

（5） 想定される既存の権利の価格変動の概要 
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別紙 4 

 

助言契約の相手方 

 

（1） 商号若しくは名称又は氏名 
 
 

（2） 住所 
 
 
（3） 代表者の氏名 
 
 
（4） 契約の内容 
 
 

（5） 不動産投資顧問業者の場合は、不動産投資顧問業者の登録を受けている旨 
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別紙 5 

 

反社会的勢力排除条項 
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行

規
則
第

11
条
第

1
項
に

定
義
さ
れ

る
。

以
下

同
じ
。）

に
関
す
る

不
特
法

第
2
条
第

3
項
第

2
号
に
掲
げ

る
契
約
に

係
る
約
款

（
第

一
号
事

業
・
対
象

不
動

産
変

更
型
契
約
（
匿

名
組
合
契

約
型
）
約
款
）
で
あ

る
。
本

モ
デ
ル

約
款
は
、
対
象

不
動
産

変
更

型
契
約
を

想
定
し

な
い

第
一
号
事

業
・
匿

名
組
合

契
約
型

モ
デ
ル
約

款
を
基
礎
と

し
、
対

象
不
動
産

変
更
型
契

約
の

約
款
と
し

て
必
要

な
追

加
・
変
更

を
行
っ
た
も
の

で
あ
る

。
 

②
 
本
モ

デ
ル
約
款

は
、
基
本
的
に

、
不

動
産
特
定
共
同

事
業
者
が
、
各
事
業
参

加
者
と
の
間
で

匿
名
組
合

契
約
を
締

結

し
、
事
業
参
加

者
か

ら
の
出
資

金
を
も

っ
て

第
三
者
又

は
不
動

産
特
定
共
同
事

業
者
の
固

有
財
産
か
ら

開
発
後
の

完

成
物

件
を
対
象

不
動
産
と
し
て

取
得
し
、
当
該

対
象
不
動
産
の

賃
貸
及
び

売
却
等
を
行
う

事
業
の

う
ち
、
対
象
不
動

産
の

入
れ
替
え

を
行
い
な
が
ら

長
期
的

に
運
用
を

行
う

も
の
を

想
定
し
て

作
成

し
て
い
る

。
ま
た

、
平
成

29
年
の

不
特

法
改
正
に

よ
り
、
特
例
投

資
家
の

み
を
事
業

参
加
者
と
す

る
不
動
産

特
定
共
同
事
業

契
約
で

あ
っ
て
、
当
該
不

動
産

特
定
共
同

事
業
契
約
に
よ

り
当
該

不
動
産
特

定
共

同
事
業

契
約
上
の

権
利

義
務
を
他

の
特
例

投
資

家
に
譲
渡

す
る

場
合
以
外

の
譲
渡
が
禁
止

さ
れ
る

旨
の
制
限

が
付

さ
れ
て

い
る
場
合

に
は

、
約
款
規

制
は
適
用
さ

れ
な
く
な

っ

た
た

め
、
事
業

参
加
者
は
特
例

投
資
家

以
外
の
投

資
家

（
以
下

、「
一
般

投
資
家
」

と
い
う

。）
を
想
定
し
て

い
る
。
 

③
 
本
モ

デ
ル
約
款

別
紙

1
物
件
目

録
に
は

、
い
わ
ゆ
る
開

発
型
の

仕
組
み
を
想
定

し
て
新
築

建
物
に

関
す

る
記
載
欄

も

設
け

て
い
る
が
、
対
象

不
動
産

の
開
発

を
想
定
し

た
約
款
を
作

成
す
る
場

合
に
は
、
約
款
本

体
に

お
い
て
も

開
発
に

関
す

る
条
項
を

追
加
す
る
な
ど

、
対
象

不
動
産
の

開
発

を
踏
ま

え
た
約
款

の
内

容
に
す
る

必
要
が

あ
る

。
 

④
 
不
動

産
特
定
共

同
事
業
者
は
、
事
業
参

加
者
か
ら
の
出

資
に
よ

っ
て
不
動
産
特

定
共
同
事

業
に
係

る
資

金
調
達
を

行

う
こ

と
を
想
定

し
て
お
り
、
本

モ
デ
ル

約
款

は
不
動
産

特
定
共

同
事
業
に
係
る

資
金
調
達

の
た
め
に
金

融
機
関
等

か

ら
借

入
れ
を
行

う
こ
と
を
前
提

に
し
た

内
容
に
は

な
っ

て
い
な

い
。
不
動
産
特

定
共
同
事

業
に
つ
い
て

レ
バ
レ
ッ

ジ

を
効

か
せ
る
た

め
の
借
入
れ
を

行
う
こ

と
を
想
定

し
た

約
款
に

す
る
場
合

に
は

、
こ
れ
を

踏
ま
え
た
約

款
の
内
容

に

す
る

必
要
が
あ

る
。
 

⑤
 
本
モ

デ
ル
約
款

に
お
い
て
は
、
事
業
参

加
者
及
び
不
動

産
特
定

共
同
事
業
者
の

出
資
に
つ

い
て
優

先
劣

後
構
造
を

採

用
し

な
い
場
合

と
、
事
業
参
加

者
の
出

資
を
優
先
出
資

と
し
、
不
動
産
特
定

共
同
事
業
者

の
出
資
（

そ
の
意
味

に
つ

い
て

は
第

2
条
第

3
項
の
解
説

で
述
べ

る
。）

を
劣
後
出
資
に
す

る
と
い
う

優
先
劣
後

構
造

を
採
用

す
る
場
合

の
条

項
案

を
記
載
し

て
い
る
。
こ
れ

は
、
第

一
号
事
業
・
匿
名
組

合
契
約
型
の

約
款
に
つ

い
て

は
、
従

前
の
実
務

に
お
い

て
、
事
業
参
加

者
の

利
回
り
や

元
本
の

安
全

性
を
確
保

す
る
た

め
に
こ
の
よ
う

な
優
先
劣

後
構
造
を
採

用
す
る
例

が

多
か

っ
た
こ
と

を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ

る
。
な

お
、
実
際
の

約
款
の

作
成

に
あ
っ
て

は
、
優
先

劣
後
構
造

を
採
用
し

な
い

場
合
又
は

優
先
劣
後
構
造

を
採
用

す
る
場
合

の
い

ず
れ
か

を
選
択
し

、
必

要
の
な
い

記
載
は
削
除

さ
れ
る
こ

と

を
想

定
し
て
お

り
、
1
つ

の
約

款
に
優

先
劣
後
構

造
を
採
用
す

る
場
合
の

規
定
と
採
用
し

な
い
場

合
の
規
定

の
双

方

を
記

載
す
る
こ

と
は
想
定
し
て

い
な
い
。
ま
た

、
事
業
参
加

者
の
出

資
に

つ
い
て
複

数
に
階

層
を

分
け
、
各
階
層
の

事
業

参
加
者
間

に
優
先
劣
後
構

造
を
採

用
す
る
こ

と
も

考
え
ら

れ
る
が
、
こ
の
場

合
に
は

、
各

階
層
の
事

業
参
加
者

と
の

間
の
契
約

に
係
る
約
款
を

、
相
互

に
関

連
さ
せ
た

内
容
に

し
て
そ
れ
ぞ
れ

作
成
す
る

こ
と
に
な
る

と
考
え
ら

れ

る
。
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              （
本

契
約
及

び
本

事
業
）
 

第
1
条
 

本
契

約
は
、
法
第

2
条

第
3
項
各
号
に

掲
げ

る
契
約

の
種
別
の

う
ち
、
同
項
第

2
号
に
規
定

す
る
不
動

産
特

定
共

同
事

業
契

約
と
す
る

。
ま

た
、
本

契
約
は

、
商

法
（
明
治

32
年
法
律

第
48

号
、
そ
の

後
の

改
正
を

含
む
。
以
下
同

じ
。）

第

53
5
条
に
規
定
す
る

匿
名
組
合

契
約
と
す
る

。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

1
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
1
号
】
 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

1
号
】

 

2 
本
事
業
者

は
、

別
紙

1
記
載

の
不
動
産

（
以
下
「

変
更

前
対
象

不
動
産
」

と
い

う
。）

及
び
本
契
約

に
従
い
追

加
取

得
す

る
不

動
産

を
本
契
約

に
係
る
不
動

産
取
引
の

目
的
と
な

る
不

動
産
（
以

下
「
対

象
不
動
産
」
と

い
う
。）

と
し

て
、
本
契

約
に

基
づ

く
不

動
産
特
定

共
同
事
業
（

以
下
「
本

事
業
」
と

い
う

。）
を
行
う
も
の

と
す
る
。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

2
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
2
号
イ

】
 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

2
号
、

施
行
規

則
第

47
条
第

3
項
第

1
号
】
 

            

■
前

文
の
解
説
 

 
旧

標
準
約
款

に
は

前
文
は
記

載
さ
れ

て
い

な
か
っ
た

が
、
本

モ
デ
ル
約
款
に

は
前
文
を

記
載
し
て
い

る
。
 

 
こ

れ
は
、

本
モ

デ
ル
約

款
の

○
部
分

及
び

空
欄
部

分
（

下
線

部
分
）

に
必

要
な
記

載
を

追
記
す

る
こ

と
に
よ

っ
て

、
そ

の

ま
ま

不
動
産

特
定

共
同
事

業
契

約
に
係

る
契

約
書
（

以
下

、「
個

別
契

約
書

」
と
い

う
場

合
が

あ
る
。）

と
し
て

利
用

で
き

る

よ
う

に
す
る
た

め
で

あ
る
。
 

 
前

文
に
お

い
て

は
、
不

動
産

特
定
共

同
事

業
者
及

び
本

契
約

の
不
特

法
上

の
位
置

付
け

を
明
確

に
し

て
い
る

ほ
か

、
一

般

的
な

契
約
書
に

お
け

る
前
文
の

内
容
を

踏
ま

え
た
内
容

に
し
て

い
る
。
 

 
本

事
業
者

の
名

称
に
つ

い
て

は
約
款

作
成

時
に
○

の
箇

所
に

具
体
的

に
記

載
し
、

本
出

資
者
の

名
称

に
つ
い

て
は

約
款

作

成
時

に
は
空
欄

の
ま

ま
に
し
て

お
き
、

個
別

契
約
書
の

作
成
時

に
具
体
的
な
記

載
を
す
る

こ
と
を
想
定

し
て
い
る

。
 

 
な

お
、
本
モ
デ
ル

約
款
に
お

い
て
は

、
約

款
記
載
事

項
と

し
て
「

欄
」
を

記
載

す
べ
き
と

さ
れ
て
い
る
も

の
の
ほ
か
（
第

1

条
第

2
項
の
解

説
参

照
）、

約
款
作

成
時
に
具

体
的
な
記
載
を

す
る
こ

と
が
想
定

さ
れ

な
い
事

項
に
つ
い

て
は

空
欄
に
し

て
お

り
、

約
款
作

成
時

に
具
体

的
な

記
載
を

す
る

こ
と
も

可
能

な
事

項
に
つ

い
て

は
○
と

し
て

い
る
。

○
と

さ
れ
て

い
る

箇
所

で

あ
っ

て
も
、

約
款

作
成
時

に
必

ず
し
も

す
べ

て
具
体

的
な

記
載

を
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

も
の
で

は
な

い
が
、

箇
所

に
よ

っ

て
は

、
約
款
の

審
査

に
あ
た
り

、
具
体

的
な

記
載
を
す

る
こ
と

を
求
め
ら
れ
る

可
能
性
が

あ
る
。
 

 ■
第

1
条
の
解

説
 

 
第

1
条
は
、

本
契

約
の
契
約

の
種
別

や
性

質
、
及
び

本
事
業

の
概
要
に
つ
い

て
規
定
す

る
。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
不

動
産
特
定

共
同

事
業
者
の

約
款
に

は
、
不

特
法
第

2
条
第

3
項
各
号
に
掲
げ

る
契
約
の

種
別
に
関
す

る
事
項
と

し

て
、
不

特
法
第

2
条
第

3
項
各
号

に
掲
げ

る
契

約
の
種
別

の
い
ず

れ
に
該
当
す
る

か
を
明
示

し
て
記
載
す

る
必
要
が

あ

る
（

施
行
令
第

6
条
第

1
項
第

1
号
及

び
施
行
規
則
第

11
条
第

2
項
第

1
号
）
。
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
不
動
産

特
定

共
同
事
業

契
約
の
第

2
条
第

3
項

各
号
に
掲

げ
る
契
約
の

種
別
を
記

載

す
る

必
要
が
あ

る
（

不
特
法
第

25
条

第
1
項
第

1
号
）
。
 

 
第

1
条
第

1
項
前

段
は
、
本
契

約
が
不

特
法
第

2
条
第

3
項
第

2
号
に
規
定
す

る
不
動
産

特
定
共
同
事

業
契
約
で

あ

る
こ

と
を
明
記

す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
こ

れ
ら

の
約
款
記

載
事
項

及
び
契
約
成
立

時
交
付
書

面
記
載
事
項

に
つ
い
て

規

定
す

る
も
の
で

あ
る

。
 

 
ま

た
、
第

1
条
第

1
項

後
段

に
お
い

て
は
、
本

契
約
が
商

法
第

53
5
条

に
規
定
す

る
匿
名

組
合

契
約
で
あ

る
こ
と
を

記
載

す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
本

契
約
の

法
的
性
質
を
確

認
し
て

い
る
。
か
か
る

規
定
に
よ

っ
て
、

本
契

約
に
つ
い

て
、

本
契

約
に
記
載

さ
れ

る
内
容
の

ほ
か
、
商

法
第

2
編
第

4
章
の
規

定
や
こ
れ
に
係

る
判
例
が

適
用
さ
れ
る

こ
と
が
明

ら

か
に

な
る
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
不

動
産

特
定
共
同

事
業
契

約
に

係
る
不
動

産
取
引

の
目
的
と
な
る

不
動
産
の

特
定
に
関
す

る
事
項
と

し

て
、
不
動

産
特
定
共
同
事

業
契
約

を
締
結
す

る
と

き
に
対
象

不
動
産

の
所

在
、
地
番
、
用
途

、
土

地
面

積
、
延
べ
床
面

積
そ

の
他

の
対

象
不

動
産

を
特

定
す

る
た

め
に

必
要

な
事
項

を
記

載
す

る
欄

（
対

象
不

動
産

変
更

型
契

約
に

あ
っ

て

は
、

変
更
前
の

対
象

不
動
産
に

関
す
る

も
の
に
限
る
。）

を
記
載

す
る
必
要

が
あ
る
（
施
行

令
第

6
条

第
1
項
第

2
号

及
び

施
行
規
則
第

11
条

第
2
項

第
2
号

イ
）。

 

 
第

1
条
第

2
項
は
、
本
契
約
に

お
け
る

不
動

産
取
引
の

目
的
と

な
る
不
動
産
が

別
紙

1
記

載
の
不
動
産

で
あ
る
こ

と
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                            （
出

資
）
 

第
2
条
 

本
事
業
に

対
す
る
出
資

予
定
総
額

は
金
 
 

 
 

 
 
 

円
と
し
、

本
出

資
者
は

、
本
事
業

に
対
し
て
 

金
 

 
 

 
 
 
円
（
出

資
予
定

総
額
に
対

す
る

出
資
の
割

合
：
 
 
％

）
を

出
資
す
る
も

の
と
し

、
 

 
年
 
 

月
 

 
日

ま
で

に
本
事

業
者

に
対
し

出
資

金
を
支

払
う

も
の
と

す
る

。
本

契
約
に

基
づ

き
出
資

さ
れ

た
金
額

を
以

下
「
本

出
資

額
」

と

い
う

。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
イ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

6
号
ニ

】
 

2 
本
事
業
者

は
、
本
事

業
に
つ

き
、
本

出
資
者
以

外
の
出
資

者
と
別
途
、
前
項
に
定

め
る
出

資
の
金
額

、
出
資
金

の
支

払
期

日
及

び
出
資

予
定

総
額
に

対
す

る
出
資

の
割

合
を
除

い
て

本
契

約
と
同

一
内

容
の
匿

名
組

合
契
約

を
締

結
の
上

、
出

資
を

受

を
明

示
す
る
と

共
に

、
別
紙

1
に
お
い

て
、
当
該

対
象

不
動
産
の

所
在
、
地

番
、
用
途
、
土

地
面
積

、
延
べ
床

面
積
そ

の
他

の
変
更
前

の
対

象
不
動
産

を
特
定

す
る
た
め
に
必

要
な
事

項
を
記
載
す
る

欄
を
設
け

る
こ
と

に
よ

り
、
か
か
る

約

款
記

載
事
項
に

つ
い

て
規
定
す

る
も
の

で
あ
る
。
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
不
動
産

特
定

共
同
事
業

契
約
に

係
る
不
動
産
取

引
の
目
的

と
な
る
不
動

産
を
特
定

す

る
た

め
に
必
要

な
表

示
と
し
て

、
対
象
不
動

産
の

所
在
、
地
番

、
用

途
、
土
地

面
積
、
延
べ

床
面

積
そ
の
他

の
対
象
不

動
産

を
特
定
す

る
た

め
に
必
要

な
表
示

に
関
す
る
事
項

を
記
載

す
る
必
要
が
あ

る
（
不
特

法
第

25
条
第

1
項
第

2
号

及
び

施
行
規
則
第

47
条

第
3
項

第
1
号

）。
 

 
個

別
契

約
書

の
作

成
時
に
別

紙
1
の

各
項

目
に
当

該
契
約
に

お
け

る
対

象
不

動
産
に
関

す
る

具
体

的
な

記
載
を
す

る
こ

と
に
よ
っ

て
、

か
か
る
契

約
成
立

時
交
付
書
面
記

載
事
項

が
充
足
さ
れ
る

こ
と
に
な

る
。
 

 
な

お
、
施
行

規
則

第
47

条
第

3
項

第
1
号
に

は
、
施
行
規
則

第
11

条
第

2
項
第

2
号
イ

と
異
な

り
、「

対
象
不
動

産
変

更
型

契
約

に
あ

っ
て
は
、

変
更

前
の
対

象
不

動
産
に
関

す
る

も
の

に
限

る
。
」
と
の
記

載
は

な
い

。
も

っ
と
も
、

対
象

不
動
産
変

更
型

契
約
に
お

い
て
、
契

約
成

立
時
に
変

更
後
の

対
象
不
動
産
を

特
定
す
る

こ
と
は
不
可

能
で
あ
る

こ

と
、

同
項
第

1
5
号
に

お
い
て
追

加
取
得

す
る

不
動
産
に

係
る
事

項
に
つ
い
て
別

途
約
款
記

載
事
項
と
さ

れ
て
い
る

こ

と
、
ま
た
、
施
行

規
則

第
47

条
第

3
項
第

1
号
に

掲
げ
る
事
項

は
施
行
規

則
第

11
条
第

2
項
第

2
号
イ
に

掲
げ
る
事

項
に

対
応
し
、
個
別
契
約

書
作

成
時
に

同
号
イ
に

定
め

る
「

欄
」
に
具
体
的
な
記

載
を
す
る

こ
と

を
想
定
し

た
規
定
と

考
え

ら
れ
る
こ

と
か

ら
す
る
と

、
同
号

イ
と
同
様
に
、

対
象
不

動
産
変
更
型
契

約
に
お
い

て
記
載

す
る

べ
き
な
の

は
、

変
更

前
の
対
象

不
動

産
に
関
す

る
も
の

に
限
ら
れ
る
と

解
さ
れ

る
。
 

ま
た
、
第

1
条
第

2
項
は
、
本
契
約

の
対
象
と
な
る

匿
名
組
合

事
業
が

別
紙

1
の
不
動

産
及
び

本
契

約
に
従
い

追
加

取
得

す
る

不
動

産
を

対
象

不
動

産
と

し
て

不
動

産
取

引
を
行

う
不

動
産

特
定

共
同

事
業

で
あ

る
こ

と
を

明
ら

か
に

す

る
も

の
で
も
あ

る
。
対
象

不
動

産
変
更

型
契
約
の

約
款
に
お
い

て
は
、
将

来
追
加
取

得
す
る

不
動

産
も
対
象

不
動
産
に

な
る

た
め
、
別
紙

1
に

記
載
す
る

こ
と

に
な
る
変

更
前
の
対

象
不
動
産
を
「

変
更
前
対
象
不

動
産
」
と
定
義
し
、
変
更

前
対

象
不

動
産

と
将

来
追

加
取

得
す

る
不

動
産

を
合

わ
せ
た

本
事

業
に

お
け

る
投

資
資

産
と

し
て

の
不

動
産

全
体

を

「
対

象
不
動
産

」
と

定
義
し
て

い
る
。
 

3．
 

施
行

規
則
の
改

正
に

つ
い
て
 

 
平
成

29
年

の
改
正
前

の
施
行

規
則
第

8
条
第

2
項
第

2
号
ロ

に
お
い
て

は
、「

売
買
、
交
換

又
は

賃
貸
借
の

い
ず
れ

の
方

法
に
よ
り

対
象

不
動
産
の

取
引
を

行
う
か
が
明
示

さ
れ
て

い
る
も
の
」
で
あ

る
こ
と
が

約
款
記
載
事

項
と
さ
れ

て

い
た

が
、
同
改
正
に
よ

っ
て
か
か

る
規

定
は
削
除

さ
れ
た
。
し
た

が
っ
て
、
本
モ
デ

ル
約
款

に
お
い
て
は
、
旧

標
準
約

款
と

異
な
り
、

こ
の

点
に
つ
い

て
の
直

接
的
な
記
載
は

行
っ
て

い
な
い
。
 

 

■
第

2
条
の
解

説
 

 
第

2
条
は
、

本
出

資
者
に
よ

る
出
資

等
に

つ
い
て
規

定
す
る

。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
本

契
約
は
、
出
資
を
伴

う
契

約
の
う

ち
金
銭
を

も
っ

て
出
資

の
目
的
と

す
る
契
約
で
あ

る
た
め

、
約
款
に

、
不
動
産

特
定

共
同
事
業

契
約

に
係
る
財

産
の
管

理
に
関
す
る
事

項
と
し

て
、
本
契
約
を
締

結
す
る
と

き
に
支
払
期

日
又
は
支

払

期
限

及
び
出
資

総
額

の
限
度
額

又
は
出

資
予
定
総
額
を

記
載
す

る
欄
を
設
け
る

必
要
が
あ

る
（
施
行
令
第

6
条
第

1
項

第
4
号
、
施
行

規
則
第

11
条
第

2
項
第

4
号
イ
）
。
 

 
第

2
条
第

1
項
は

、
こ

れ
を

踏
ま
え

、
本

出
資

者
の
出
資

金
の
支

払
期

限
及
び
出

資
予
定

総
額

を
記
載
す

る
欄
を
規
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け
る

こ
と

が
で
き
る

も
の
と
す
る

。
 

3 
本
事
業
者

は
、
本
事

業
を
行
う

に
あ

た
り
、
第

1
項

及
び
第

2
項

に
基
づ
き

受
け
た
出
資

と
併
せ
て

自
ら
の
資

金
を

利
用

す
る

こ
と

が
で
き
る

も
の
と
し
、

当
該
資
金

は
本
事
業

に
対

す
る
本

事
業
者
の

出
資

と
み
な

す
も
の
と

す
る
。
 

4 
本
出
資
者

は
、

本
事
業
に
追

加
し
て

出
資

す
る
義
務

を
負
わ

な
い

。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
ニ

】
 

5 
本
事
業
者

は
、
本
出

資
者
に
本

出
資
額
の

返
還

を
保
証
す

る
義
務

を
負

わ
な
い
。
本
出

資
者
及

び
本
事
業
者
は

、
本

出
資

額
の

返
還

に
つ
い
て

保
証
さ
れ
た

も
の
で
は

な
い
こ
と

を
こ

こ
に
確

認
す
る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

2
号
、

同
条
第

2
項
第

10
号
イ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

10
号

、
同
条
第

3
項

第
3
号
イ

】
 

6 
本
事
業
に

係
る

損
失
は
、
第

8
条
第

4
項

に
基
づ
き
、
本

出
資
者

に
帰

属
す
る
。
但
し

、
本
出

資
者
の
損
失
の

分
担
額

は
、

本
出

資
額

を
限
度
と

す
る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

2
号
】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

10
号

】
 

7 
本
事
業
に

関
し

て
本
事
業
者

が
取
得

し
た

対
象
不
動

産
そ
の

他
の

資
産
の
所

有
権
は
、
全

て
本
事
業

者
に
帰
属

す
る

も
の

と
し

、
本
契

約
の

定
め
に

従
っ

て
金
銭

の
支

払
を
受

け
る

こ
と

が
で
き

る
こ

と
を
除

き
、

本
出
資

者
は

、
本
事

業
に

帰
属

す

る
財

産
の

全
て
に
つ

い
て
所
有
権

そ
の
他
い

か
な
る
権

利
も

有
し
な

い
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

1
号
、

同
条
第

2
項
第

9
号
】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

9
号
】
 

8 
本
事
業
に

係
る

第
三
者
に
対

す
る
債

務
は

本
事
業
者

が
負
担

し
、

本
出
資
者

は
、
本
事

業
に
関
し
て

、
第
三
者

に
対

し
、

債
務

を
負

担
し
な
い

。
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

6
号
ロ

】
 

                

定
し

た
も
の
で

あ
る

。
 

 
な

お
、
平
成

29
年

の
改
正
に

よ
り
、

施
行

規
則
の
文

言
が
「

表
示
」
か
ら
「

欄
」
に
変

更
さ
れ
た
た

め
、
支
払

期

限
の

日
付
及
び

出
資

予
定
総
額

の
金
額

を
記
載
す
る
箇

所
を
空

欄
と
し
て
い
る

。
 

 
本

契
約
は
、
出
資
を
伴

う
契

約
の
う

ち
金
銭
を

も
っ
て
出
資

の
目
的
と

す
る
契
約

に
該

当
す
る

た
め
、
契

約
成
立
時

交
付

書
面
記
載

事
項

と
し
て
、
事

業
参
加

者
の

出
資
額
又

は
出
資

の
限
度
額
及
び

出
資
予
定

総
額
に
対
す

る
出
資
の

割

合
に

関
す
る
事

項
を

記
載
す
る

必
要
が

あ
る
（
施
行
規

則
第

4
7
条
第

2
項
第

6
号

ニ
）。

 

 
第

2
条
第

1
項
は

、
こ

れ
を

踏
ま
え

、
本

出
資

者
の
出
資

額
及
び

出
資

予
定
総
額

に
対
す

る
出

資
の
割
合

を
記
載
す

る
欄

も
設
け
る

こ
と

に
よ
り
、
個

別
契
約

書
の

作
成
時
に

か
か
る

欄
に
具
体
的
な

金
額
及
び

割
合
を
補
充

す
る
こ
と

に

よ
っ

て
当
該
契

約
成

立
時
交
付

書
面
記

載
事
項
が
充
足

さ
れ
る

よ
う
に
し
て
い

る
。
 

 
平
成

29
年

の
施
行
規

則
の
改

正
に
よ

っ
て
、「

出
資
額

又
は
出

資
の
限
度

額
」
及
び
「
出
資

予
定

総
額
に
対

す
る
出

資
の

割
合
」
は
約
款
記

載
事
項
で

は
な
く
な
っ
た

た
め
、
こ

れ
ら
を

約
款
に
記

載
す
る
必
要

は
な
く
な

っ
た
。
し
か
し
、

こ
れ

ら
は
新
た

に
契

約
成
立
時

交
付
書

面
記
載
事
項
と

し
て
追

加
さ
れ
て
い
る

た
め
、
本
モ

デ
ル
約
款
の

よ
う
に
約

款

の
空

欄
に
具
体

的
な

記
載
を
補

充
す
る

こ
と
に
よ
っ
て

個
別
契

約
書
を
作
成
し
、
当
該
契
約

書
を
も
っ
て

契
約
成
立

時

交
付

書
面
と
す

る
こ

と
を
想
定

す
る
場

合
に
は
、
約
款
に

こ
れ
ら

を
記
載
す
る
欄

も
設
け
る

必
要
が
あ
る

の
で
留
意

さ

れ
た

い
。
 

第
2
条
第

1
項
第

2
文
の
「
本

出
資
額
」
の
定

義
に
つ
い
て
、
対

象
不
動
産
変
更

型
契
約
に

お
い

て
は
、
追
加

募
集

に
よ

る
出
資
も

想
定

さ
れ
る
こ

と
か
ら

、
対
象
不

動
産
変
更
型

契
約
を
想

定
し
な
い

1
号

事
業
・
匿
名
組
合

契
約
型
モ

デ
ル

約
款
と
は

異
な

り
、「

本
項

に
基
づ

き
出
資
さ

れ
た

金
額
」

で
は
な
く

、「
本
契

約
に
基

づ
き
出

資
さ
れ
た

金
額
」

と
し

て
い
る
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
第

2
条
第

2
項
は

、
本

事
業

者
が
、
本
事
業
に

関
し
、
他

の
事
業

参
加

者
と
の
間

で
も
基

本
的

に
本
契
約

と
同
一
内

容
の

匿
名
組
合

契
約

を
締
結
し

、
出
資

を
受
け
る
こ
と

を
注
意

的
に
規
定
す
る

も
の
で
あ

る
。
 

 
な

お
、
匿
名

組
合
契
約

に
お

い
て
は

、
各

匿
名

組
合
員
が

営
業
者

と
の

間
で
締
結

す
る
契

約
は

そ
れ
ぞ
れ

別
個
独
立

の
契

約
で
あ
り

、
他

の
匿
名
組

合
契
約

の
効
力
は
本
契

約
の
効

力
に
影
響
を
及

ぼ
さ
な
い

。
 

対
象

不
動

産
変

更
型

契
約

に
お

い
て

は
追

加
募

集
に

よ
り

他
の

匿
名

組
合

契
約

が
締

結
さ

れ
る

こ
と

も
想

定
さ

れ

る
と

こ
ろ
、
当

該
他
の
匿

名
組

合
契
約

に
お
け
る

出
資
に
つ
い

て
は
出
資

金
の
支
払

期
日

が
異
な

る
こ
と
か

ら
、
か
か

る
点

に
つ
い
て

も
同

一
で
は
な

い
事
項

と
し
て
記
載
し

て
い
る

。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
第

2
条
第

3
項
は
、
出
資
予
定

総
額
の

出
資

金
が
集
ま

ら
な
い

場
合
に
お
い
て

本
事
業
者

が
資
金
を
負

担
す
る
こ

と

に
よ

っ
て
本
事

業
を

行
っ
た
り

、
優
先
劣

後
構

造
を
採
用

す
る
た

め
に
本
事
業
者

が
劣
後
出

資
に
相
当
す

る
資
金
を

負

担
し

た
り
す
る

た
め

の
規
定
で

あ
る
。
本
事
業
者

は
、
営
業

者
と
し
て
本

事
業
を
行

う
た

め
、
匿

名
組
合
契

約
上
の
概

念
と

し
て
は
出

資
を

行
う
立
場

で
は
な

い
が
、
本
事
業
に

係
る
損

益
の
分
配
等
に

お
い
て
本

事
業
者
の
負

担
し
た
金

銭

を
公

正
に
評
価

す
る

た
め
、
出

資
と
み

な
す
も
の
と
し

て
い
る

。
 

 
な

お
、
本
モ

デ
ル
約
款

に
お

い
て
、
優
先
劣
後

構
造
を
採

用
し
た
場
合

に
は
、
か

か
る
出

資
は

劣
後
出
資

と
し
て
扱

う
こ

と
と
し
て

い
る

（
第

8
条

第
4
項

第
（
1）

号
①
）
。
 

4．
 

第
4
項
に
つ
い

て
 

 
不

動
産

特
定

共
同

事
業

契
約

に
お

い
て

あ
ら

か
じ

め
定
め

ら
れ

た
出

資
又

は
費

用
の

額
を

超
え

て
負

担
を

求
め

る
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場
合

に
あ
っ
て

は
、
そ

の
要
件
及

び
事
業

参
加

者
の
同
意

に
係
る

手
続
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず

る
公
正
な
手

続
に
関
す

る

定
め

が
約
款
記

載
事

項
と
な
る

（
施
行

令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施
行
規
則
第

11
条
第

2
項
第

4
号
ニ
）。

 

 
そ

の
た
め
、
か
か
る
要

件
及

び
公
正

な
手
続
に

関
す
る
定
め

を
約
款
に

記
載
す
る

こ
と

に
よ
っ

て
、
事
業

参
加
者
に

一
定

限
度
の
追

加
出

資
義
務
を

課
す
内

容
の
特
約
を
規

定
す
る

こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
 

 
し

か
し
、
本

モ
デ
ル
約

款
に

お
い
て

は
、
本
出

資
者
に
追

加
出
資
義
務

を
負
わ
せ

な
い

こ
と
と

し
、
追
加

出
資
の
要

件
及

び
公
正
な

手
続

に
関
す
る

定
め
は

置
い
て
い
な
い

。
 

5．
 

第
5
項
に
つ
い

て
 

 
本

契
約
は
出

資
を

伴
う
契
約

で
あ
る

た
め
、
元
本
の
返

還
に
つ

い
て
保
証
さ
れ

た
も
の
で

は
な
い
旨
を

明
示
す
る

こ

と
が

約
款
記
載

事
項

及
び
契
約

成
立
時

交
付
書
面
記
載

事
項
と

な
る
（
施
行
規

則
第

11
条

第
1
項

第
2
号

、
同
条
第

2
項

第
10

号
イ
、
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

10
号
、
同

条
第

3
項
第

3
号
イ
）
。
 

 
第

2
条
第

5
項
前

段
は
、
本

事
業
者

の
義
務
と
い
う

観
点
か

ら
こ
の
旨
を
規

定
す
る
も

の
で
あ

り
、

同
項
後
段

は
、

約
款

記
載
事
項

及
び

契
約
成
立

時
交
付

書
面
記
載
事
項

を
忠
実

に
記
載
す
る
観

点
か
ら
、
当

該
事
項
を
当

事
者
間
で

確

認
す

る
旨
の
規

定
を

設
け
た
も

の
で
あ

る
。
 

6．
 

第
6
項
に
つ
い

て
 

 
不

動
産

特
定

共
同

事
業

契
約

に
係

る
不

動
産

取
引

か
ら
損

失
が

生
じ

た
場

合
に

お
け

る
当

該
損

失
の

負
担

に
関

す

る
事

項
は
、
約

款
記

載
事
項
で

あ
り
、

か
つ
、
契
約
成

立
時
交

付
書
面
記
載
事

項
で
も
あ

る
（
施

行
規

則
第

11
条

第

1
項

第
2
号
、

施
行
規
則

第
47

条
第

2
項
第

10
号
）。

 

 
第

2
条
第

6
項
は

、
本
事
業
に

お
け
る
損

失
の
負
担
に
つ

い
て
、
本
事

業
に
係
る

損
益

の
分
配

の
規
定
で

あ
る
第

8

条
第

4
項
を
引

用
し

、
ま

た
、
本

事
業

に
お
け
る

出
資
者
の

損
失
の
分
担

に
つ
い
て

、
出
資

の
額

を
限
度
と

す
る
こ
と

を
定

め
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
か
か

る
約
款

記
載

事
項
及
び

契
約
成

立
時
交
付
書
面

記
載
事
項

が
充
足
さ
れ

る
よ
う
に

す

る
も

の
で
あ
る

。
 

 
第

2
条
第

6
項
但

書
の
規
定

に
よ
り

、
出
資
の

額
を
超
え
る

損
失
が
発

生
し
た
場

合
、
本

出
資

者
に
対
し

て
は
出
資

の
額

の
限
度
で

損
失

が
帰
属
す

る
こ
と

に
な
り
、
出
資
の

額
を
超

え
る

部
分
の
損

失
は
営
業

者
た
る
本
事

業
者
（
な
お
、

み
な

し
出
資
の

出
資

者
と
し
て

の
本
事

業
者
で
は
な
い

。）
の
負

担
と
な
る

。
 

7．
 

第
7
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
対
象
不
動

産
の

所
有
権

の
帰
属
に

関
す
る
事
項

と
し
て
、
対
象
不
動

産
の
所

有
権

の
帰
属
す

る
主
体
に

関
す

る
定
め
を

規
定

す
る
必
要

が
あ
る

（
施
行
規
則
第

11
条
第

1
項
第

1
号
、
同
条
第

2
項

第
9
号
）
。
 

 
ま

た
、
契
約

成
立
時
交

付
書

面
に
つ

い
て
も
、
同
様
に
、
対
象
不

動
産

の
所
有
権

に
関
す

る
事

項
を
記
載

す
る
必
要

が
あ

る
（
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

9
号
）。

 

 
匿

名
組
合
に

お
い

て
は
、
匿

名
組
合

員
の
出
資
は
営

業
者
の

財
産
に
属
し
（

商
法
第

53
6
条
第

1
項
）、

営
業
者
が

自
己

の
営
業
と

し
て

そ
の
事
業

を
遂
行

す
る
も
の
で
あ

る
か
ら

（
商
法
第

53
5
条

及
び
第

5
36

条
第

3
項
）
、
匿
名
組

合
事

業
に
係
る

財
産

は
す
べ
て

営
業
者

に
帰
属
す
る
こ

と
に
な

る
。
 

 
第

2
条
第

7
項
は

、
こ

れ
ら

を
踏
ま

え
、
対
象

不
動
産
の

み
な
ら
ず
、
本
事
業
に

関
し
本

事
業

者
が
取
得

す
る
財
産

に
つ

い
て
、
本

事
業
者
に

帰
属

し
、
本
出
資

者
は

所
有
権
そ

の
他
の

権
利

を
有
し
な

い
こ
と

を
確

認
的
に
規

定
す
る
も

の
で

あ
る
。
 

8．
 

第
8
項
に
つ
い

て
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
事
業

参
加
者
の

第
三
者
に
対

す
る
責
任

の
範
囲
を

記
載

す
る
必

要
が
あ
る
（
施
行
規
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     （
追

加
募
集

）【
施

行
規
則
第

47
条
第

2
項

第
1
5
号

】
 

第
2
条
の

2 
本
事

業
に
お
い

て
は
、
本

契
約
及
び

本
事
業
に

つ
き

締
結
さ
れ

た
他
の
匿
名

組
合
契
約
（
以
下
「
他
の
匿

名
組

合
契

約
」
と

い
う

。
）
に

追
加
し

て
行
う

本
事

業
に
係

る
匿

名
組

合
契
約

の
締

結
の

勧
誘
（

以
下

「
追

加
募

集
」
と

い
う

。
）

を
予

定
す

る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
へ

】
 

2 
本
事
業
者

は
、
第

9
条
に
定
め

る
本
契
約

の
契

約
期
間
に

お
い
て

、
追

加
募
集
を
行
い

、
第

2
条
第

1
項
に
規

定
さ

れ
る

出
資

予
定

総
額
を
超

え
て
、
新
た

な
出
資
金

を
募
る
こ

と
が

で
き
る

。
本
事
業

者
は

、
別
紙

3
記

載
の
追
加

募
集
の
手

続
に

従
い

、
追

加
募
集
を

行
う
も
の
と

す
る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ト

(2
)】

 

3 
本
事
業
者

は
、
追
加

募
集
を

行
う
場

合
、
追
加

募
集
を
行

う
日
の
[1
4]

日
前
ま
で

に
、
本

出
資
者
に

対
し

、
以

下
の

内
容

を
記

載
し
た

書
面

を
交
付

し
、

又
は
当

該
書

面
に
記

載
す

べ
き

事
項
を

電
磁

的
方
法

（
不

動
産
特

定
共

同
事
業

法
施

行
規

則

（
平
成

7
年
大
蔵
省
・
建

設
省
令
第

2
号
、
そ
の

後
の
改
正

を
含
む
。
以

下
「

規
則
」
と

い
う
。）

第
11

条
第

2
項
第

15
号

ロ
に

定
義

す
る
。
以

下
同
じ
。）

に
よ
り

提
供

す
る
。
 

（
1
）
 
当

該
追
加
募
集

に
係
る
募

集
予

定
総
額
 

（
2
）
 
当

該
追
加
募
集

の
方
法
 

（
3
）
 
出

資
さ
れ
た
財

産
に
よ
り

対
象

不
動
産

を
追
加
取

得
す
る
場
合

に
は
、
当

該
対
象
不
動
産

の
所
在

、
地
番
、

用
途
、

土
地
面
積
、
延

べ
床
面
積

そ
の

他
の
当

該
対
象
不

動
産
を
特
定

す
る
た
め

に
必
要
な
表
示

 

（
4
）
 
当

該
対
象
不
動

産
に
よ
り

行
う

不
動
産

取
引
の
方

法
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ト

(1
)】

 

［
4
 
追
加
募

集
に

係
る
募
集
額

の
累
計

額
の

上
限
は
別
紙

3
第

（
3）

号
の
と
お
り

と
し
、

本
事
業

者
は
、
当
該
累

計
額
の

上
限

を
超

え
て
追
加

募
集
を
行
う

場
合
、
別
紙

3
第
（

4）
号
の

手
続

を
行
っ
た

上
で
、
追

加
募
集
を
行

う
も
の
と

す
る

。］
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ト

(3
)】

 

5 
本
出
資
者

及
び

本
事
業
者
は

、
追
加
募
集

を
直
接
の

原
因
と

し
て

当
該
追
加

募
集
の
開
始

前
か
ら
本

出
資
者
が

有
す

る
本

契
約

上
の

地
位
の
価

格
が
変
動
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
こ

と
、
及
び
想
定
さ

れ
る
そ
の

変
動
の

概
要

が
別
紙

3
第
（

5）
号

に
記

載
さ

れ
る

と
お
り
で

あ
る
こ
と
を

確
認
す
る

。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ト

(4
)】

 

      

則
第

47
条
第

2
項
第

6
号
ロ
）。

 

 
匿

名
組
合
に

お
け

る
匿
名
組

合
員
は
、
匿
名

組
合
事
業

に
つ
い

て
第
三
者
に
対

す
る
義
務

を
負
わ
な
い

の
が
原
則

で

あ
る

（
商
法
第

53
6
条
第

4
項

）。
 

 
第

2
条
第

8
項
は

、
こ

れ
ら

を
踏
ま

え
、
事
業

参
加
者
が

第
三
者

に
対

し
て
債
務

を
負
担

し
な

い
こ
と
を

確
認
的
に

規
定

す
る
も
の

で
あ

る
。
 

 

■
第

2
条
の

2
の
解

説
 

第
2
条
の

2
は
、
追
加
募

集
に
つ

い
て
規
定
す
る

。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
約
款

に
は
、
対

象
不
動
産

の
変

更
に
係

る
手
続
に

関
す

る
事
項

と
し
て
、
追
加
募
集

の

予
定

の
有
無
に

関
す

る
定
め
を

規
定
す

る
必
要
が
あ
る
（
施
行

規
則
第

1
1
条
第

1
項
第

7
号
、
同
条

第
2
項
第

15
号

ヘ
）。

 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

に
お
い

て
も
、
対
象
不
動

産
の
追
加

取
得
の

た
め

の
原
資
と

し
て
対

象
不

動
産
の
売

却
代

金
等

を
利
用
す

る
こ

と
を
想
定

し
、
追
加

募
集

を
予
定
し

な
い
こ

と
も

考
え
ら
れ

る
が
、
本
モ
デ

ル
約
款
に

お
い
て
は
、

対
象

不
動
産
の

追
加

取
得
を
す

る
た
め

に
追
加
募
集
を

す
る
こ

と
を
想
定
し
て

い
る
。
 

第
2
条
の

2
第

1
項

は
、

こ
れ
ら

を
踏
ま
え

、
追

加
募
集
を

予
定
す

る
旨

を
規
定
し

た
も
の

で
あ
る
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

第
2
条
の

2
第

2
項
第

1
文
は
、
本

事
業

に
お
い
て
、
本
事

業
者
が
、
追
加
募
集
に
よ
り

、
出

資
予
定
総

額
を
超
え

て
新

た
な
出
資

金
を

募
集
す
る

こ
と
が

で
き
る
こ
と
を

明
示
す

る
も
の
で
あ
る

。
 

追
加
募
集

を
予
定
す

る
場

合
、
対

象
不
動
産

変
更
型
契

約
の

約
款
に

は
、
対
象

不
動
産
の

変
更
に
係
る

手
続
に
関

す

る
事

項
と
し
て

、
追
加
募

集
に

係
る
募

集
額
の
決

定
方
法
、
当
該
追

加
募

集
の
方
法

そ
の
他

の
当

該
追
加
募

集
に
係
る

公
正

な
手
続
に

関
す

る
定
め
を

規
定
す

る
必
要
が
あ
る
（
施
行

規
則
第

1
1
条
第

1
項
第

7
号
、
同
条

第
2
項
第

15
号

ト
(2

)）
。
 

第
2
条
の

2
第

2
項
第

2
文
は
、
こ
れ
を
踏

ま
え
て

、
追
加
募

集
の
手

続
を

別
紙

3
に

記
載
す

る
内

容
に
よ
り

行
う

こ
と

を
規
定
し

た
も

の
で
あ
る

。
別
紙

3
に
は
、
追
加
募
集
に

関
し
、
募
集

額
の

決
定
方
法
、
募
集

の
方
法
な

ど
に
つ

い
て

公
正
な
手

続
を

規
定
す
る

必
要
が

あ
る
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

追
加
募
集

を
予
定
す

る
場

合
、
対

象
不
動
産

変
更
型
契

約
の

約
款
に

は
、
対
象

不
動
産
の

変
更
に
係
る

手
続
に
関

す

る
事

項
と
し
て
、
不
動

産
特
定
共

同
事

業
者
等
は
、
追
加
募

集
を
開

始
す
る
前

に
、
事
業

参
加
者

に
対

し
、
当
該
追
加

募
集

に
係
る
募

集
予

定
総
額
、
当
該
追

加
募
集
の

方
法
、
出
資
さ

れ
た
財
産
に
よ

り
追
加
取

得
す
る
対
象

不
動
産
の

所

在
、
地

番
、
用

途
、
土
地

面
積

、
延
べ
床

面
積

そ
の
他
の
当

該
対
象

不
動

産
を
特
定

す
る
た

め
に

必
要
な
表

示
及
び
当

該
対

象
不

動
産

に
よ

り
行

う
不

動
産

取
引

の
方

法
を

記
載
し

た
書

面
を

交
付

す
る

旨
又

は
当

該
書

面
に

記
載

す
べ

き

事
項

を
電
磁
的

方
法

に
よ
り
提

供
す
る

旨
の
定
め
を
規

定
す
る

必
要
が
あ
る
（

施
行
規
則

第
1
1
条
第

1
項
第

7
号

、

同
条
第

2
項
第

15
号
ト

(1
)）
。

 

ま
た
、
追

加
募
集
は

、
当
該

書
面
を

交
付
し
又
は
当

該
書
面
に

記
載
す

べ
き

事
項
を
電

磁
的
方

法
に

よ
り
提
供

し
た

日
か

ら
原
則
と

し
て

2
週
間
以

上
の
期

間
を
お
い
て
行

う
こ
と

と
さ
れ
る
（
国

交
省

事
務
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
第

3-
2（

1）

⑪
及

び
金
融
庁

事
務

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

7
-2
-2
（
1
）
⑪
）
。
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                           （
対

象
不
動

産
の

取
得
）
 

第
3
条
 

本
事
業
者

は
、
第

2
条

第
1
項
及

び
第

3
項

並
び

に
他
の

匿
名
組
合

契
約

に
基
づ

き
出
資
さ

れ
た

金
銭
を
も

っ
て
、 

年
 

 
月
 

 
日

ま
で
に

変
更

前
対
象

不
動

産
を
金

 
 

 
 

 
 
 

円
で

取
得
す

る
。

但
し
、

本
事

業
者
は

、
本

出
資

者

に
対

し
て
書

面
又

は
電
磁

的
方

法
に
よ

り
通

知
す
る

こ
と

に
よ

り
、
合

理
的

な
範
囲

内
で

当
該
期

限
を

変
更
す

る
こ

と
が

で

き
る

も
の

と
す
る
。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

2
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
2
号
ハ

】
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
ロ

】
 

2 
本
事
業
者

は
、
前
項

に
定
め
る

期
限

ま
で
に
変

更
前
対
象

不
動
産
の
い

ず
れ
か
を

取
得

で
き
な

か
っ
た
場

合
に
は
、
本
契

約
及

び
他

の
匿
名
組

合
契
約
に
基

づ
く
出
資

の
総
額
（
以
下
「
出
資
総

額
」
と

い
う
。）

の
う
ち
、
当
該
変

更
前
対
象
不
動

産

に
よ

り
営
む

こ
と

を
予
定

し
て

い
た
不

動
産

取
引
を

行
う

の
に

必
要
な

額
と

し
て
出

資
さ

れ
た
金

員
を

、
出
資

総
額

に
対

す

第
2
条
の

2
第

3
項

は
、
こ
れ

ら
を
踏
ま
え

、
本
事
業

者
の
本

出
資
者
に
対
す

る
書
面
の

交
付
等
に
係

る
義
務
を

規

定
す

る
も
の
で

あ
る

。
 

4．
 

第
4
項
に
つ
い

て
 

追
加
募
集

を
予
定
す

る
場

合
で
、
か
つ
、
追
加
募
集

に
係
る
募

集
額

の
累
積
額

の
上
限
額
を

定
め
る
場

合
、
対
象

不

動
産

変
更
型
契

約
の

約
款
に
は

、
対
象

不
動
産
の

変
更
に
係
る

手
続
に
関

す
る
事
項

と
し

て
、
不

動
産
特
定

共
同
事
業

契
約

の
締

結
を

す
る

と
き

に
当

該
累

計
額

の
上

限
を

記
載
す

る
欄

及
び

当
該

累
計

額
の

上
限

を
超

え
る

追
加

募
集

を

行
う

場
合
の
手

続
に

関
す
る
定

め
を
規

定
す
る
必
要
が

あ
る
（

施
行
規
則
第

11
条
第

1
項

第
7
号
、

同
条
第

2
項

第

15
号
ト

(3
)）
。
 

第
2
条
の

2
第

4
項

は
、
こ
れ
を

踏
ま
え
て

、
別
紙

3
第
（

3）
号
及

び
第
（
4
）
号
に
追

加
募
集
に
係

る
募
集
額

の

累
計

額
の

上
限

を
記

載
す

る
欄

及
び

当
該

累
計

額
の

上
限
を

超
え

る
追

加
募

集
を

行
う

場
合

の
手

続
を

定
め

る
こ

と

に
よ

っ
て
、
か

か
る

約
款
記
載

事
項
に

つ
い
て
規
定
す

る
も
の

で
あ
る
。
 

追
加
募
集

に
係
る
募

集
額

の
累
積

額
の
上
限

を
定

め
る
こ
と

は
必
須

で
は

な
く
、
こ
れ

を
定
め

な
い

場
合
に
は

本
項

並
び

に
別
紙

3
第
（

3）
号
及
び

第
（
4）

号
を
規

定
す
る
必
要

は
な
い
。
 

5．
 

第
5
項
に
つ
い

て
 

追
加
募
集

を
予
定
す

る
場

合
、
対

象
不
動
産

変
更
型
契

約
の

約
款
に

は
、
対
象

不
動
産
の

変
更
に
係
る

手
続
に
関

す

る
事

項
と
し
て
、
追
加

募
集
を
直

接
の
原

因
と

し
て
当
該

追
加
募

集
の
開
始
前
か

ら
事
業
参

加
者
で
あ
る

者
が
有
す

る

不
動

産
特

定
共

同
事

業
に

係
る

権
利

の
価

格
が

変
動

す
る
お

そ
れ

が
あ

る
旨

の
定

め
及

び
不

動
産

特
定

共
同

事
業

契

約
の

締
結

を
す

る
と

き
に

想
定

さ
れ

る
そ

の
変

動
の

概
要
を

記
載

す
る

欄
を

規
定

す
る

必
要

が
あ

る
（

施
行

規
則

第

11
条
第

1
項

第
7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ト

(4
)）
。
 

第
2
条
の

2
第

5
項
は

、
こ
れ

を
踏
ま

え
て

、
か
か
る

定
め
に

つ
い
て
記
載
し

、
ま
た
、

別
紙

3
第

（
5）

号
に
当

該
変

動
の

概
要

を
記

載
す

る
欄

を
定

め
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

か
か

る
約

款
記

載
事

項
に

つ
い

て
規

定
す

る
も

の
で

あ

る
。
 

6．
 

契
約

成
立
時
交

付
書
面
記
載
事

項
に
つ

い
て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
契
約

成
立
時
交

付
書

面
に
は
、
対

象
不
動

産
の

変
更
に
係

る
手
続

に
関

す
る
事
項

を
記

載
す

る
必
要
が

あ
る

（
施
行
規

則
第

4
7
条
第

2
項
第

15
号
）
。
 

第
2
条
の

2
第

1
項

な
い

し
第

5
項
は
、
か

か
る

契
約
成
立

時
交
付

書
面

記
載
事
項

を
規
定

す
る
も
の
で
も

あ
る
。
 

  

■
第

3
条
の
解

説
 

 
第

3
条
は
、

本
事

業
者
に
よ

る
対
象

不
動

産
の
取
得

等
に
つ

い
て
規
定
す
る

。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
本

契
約
は
、

出
資

を
伴
う
契

約
の
う

ち
金
銭
を
も
っ

て
出
資

の
目
的
と
す
る

契
約
で
あ

る
た
め

、
約

款
に
お
い

て
、

不
動

産
特
定
共

同
事

業
契
約
に

係
る
不

動
産
取
引
の
内

容
に
関

す
る
事
項
と
し

て
、
対
象
不

動
産
の
取
得

の
予
定
時

期

に
関

す
る

定
め

（
対

象
不
動
産

変
更

型
契
約

に
あ

っ
て
は
、

変
更

前
の

対
象

不
動
産

に
関

す
る

も
の

に
限

る
。
）
を
記

載
す

る
必
要
が

あ
る

（
施
行
令

第
6
条
第

1
項
第

2
号

、
施
行

規
則
第

11
条
第

2
項
第

2
号
ハ

）。
 

 
第

3
条
第

1
項
は

、
こ

れ
を

踏
ま
え

、
変

更
前

の
対
象
不

動
産
の

取
得

の
予
定
時

期
に
つ

い
て

規
定
す
る

も
の
で
あ

る
。
な
お
、
変
更
前
の

対
象
不
動

産
の

取
得
の
予

定
時
期
に

つ
い
て
は
、
約
款
の
作

成
時
に

具
体

的
な
日
付

を
記
載
す
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る
本

出
資

額
の
割
合

（
以
下
「
出

資
割
合
」

と
い
う
。
）
に
応
じ

て
本

出
資
者
に

返
還
す
る

も
の
と
す
る

。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

2
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
2
号
ハ

】
 

3 
本
事
業
に

お
い

て
は
、
対
象

不
動
産

の
変

更
を
予
定

す
る
。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

2
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
2
号
ロ

】
 

4 
本
事
業
者

は
、
別
紙

2
記
載
の

対
象

不
動
産
の

追
加
取
得

の
方
針
に
従

い
、
対
象
不
動
産

の
追
加
取

得
を
相
当

と
判

断
す

る
と

き
は
、

追
加

募
集
に

基
づ

き
出
資

さ
れ

た
金
銭

、
対

象
不

動
産
の

売
却

等
（
当

該
対

象
不
動

産
の

売
却
等

に
よ

り
本

契

約
が

終
了
す

る
も

の
を
除

く
。

）
に
よ

り
得

ら
れ
た

金
銭

（
以

下
「
特

定
金

銭
」
と

い
う

。
）
、

不
動

産
特
定

共
同

事
業

の

業
務

に
係
る

金
銭

以
外
の

金
銭

（
以
下

「
業

務
外
金

銭
」

と
い

う
。）

、
そ

の
他

の
本
事

業
に

係
る
資

産
に

属
す
る

金
銭

を
も

っ
て

、
対

象
不
動
産

を
追
加
取
得

す
る
こ
と

が
で
き
る

。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
イ

(1
)及

び
(2
)】

 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
ロ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

5 
本
事
業
者

は
、
対
象

不
動
産
の

追
加
取
得

に
あ

た
り
、
本
出

資
者
に
対

し
、
当
該
対
象
不

動
産
の
鑑

定
評
価
額

又
は

近
傍

同
種

の
不
動

産
の

取
引
価

格
等

を
示
す

客
観

的
な
資

料
を

添
付

し
た
書

面
に

よ
り
、

当
該

追
加
取

得
の

価
格
が

当
該

資
料

に

示
さ

れ
る

価
格
と
比

し
て
合
理
的

な
価
格
（

当
該
資
料

に
示

さ
れ
る

価
格
を

1
割
以

上
上
回

ら
な

い
価
格
で

あ
る
こ
と

、
又

は
当

該
資

料
に
示
さ

れ
る
価
格
を

1
割
以
上
上
回

る
価
格
で

あ
る
も

の
の

当
該
価
格

に
つ
き

合
理

的
な
理
由

の
あ
る
こ

と
を

い
う

。）
で
あ

る
こ

と
を
説
明
す

る
も
の

と
す

る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
イ

(5
)】

 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

6 
本
事
業
者

は
、

対
象
不
動
産

の
追
加

取
得

を
し
た
と

き
は
、

対
象

不
動
産
を

追
加
取
得

し
た
日
か
ら

30
日
以

内
に

、
本

出
資

者
に
対

し
、

以
下
の

内
容

を
記
載

し
た

書
面
を

交
付

し
、

又
は
当

該
書

面
に
記

載
す

べ
き
事

項
を

電
磁
的

方
法

に
よ

り

提
供

す
る

。
 

（
1
）
 
追

加
取
得
に
係

る
対
象
不

動
産

の
所
在
、
地
番
、
用
途
、
土
地

面
積
、
延
べ

床
面
積
そ
の
他

の
当
該
対

象
不
動
産
を

特
定
す
る
た
め

に
必
要
な

表
示

 

（
2
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
追
加

取
得

を
し
た

日
 

（
3
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
追
加

取
得

の
価
格
 

（
4
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
譲
渡

人
と

本
事
業

者
と
の
関

係
 

（
5
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
追
加

取
得

を
し
た

日
に
お
け

る
財
産
の
状

況
 

（
6
）
 
当

該
対
象
不
動

産
に
よ
り

営
む

不
動
産

取
引
の
方

法
、
修
繕

費
、
損

害
保
険
料

そ
の

他
の
当

該
対
象
不

動
産
を
管
理

す
る
た
め
に
必

要
な
費
用

の
負

担
に
関

す
る
事
項
 

（
7
）
 
当

該
対

象
不

動
産

の
売

却
等

の
予

定
の

有
無

及
び

当
該

対
象

不
動

産
の

売
却

等
を

予
定

す
る

場
合

に
お

け
る

当
該

対
象
不
動
産
の

売
却
等
の

手
続

 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
二

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

   

る
こ

と
は
で
き

な
い

た
め
、
日

付
に
つ

い
て
は
こ
れ
を

記
載
す

る
欄
を
設
け
て

い
る
。
 

 
ま

た
、
約
款

に
お
い
て

は
、
不

動
産

特
定
共
同

事
業
契
約

に
係
る
財
産

の
管
理
に

関
す

る
事
項

と
し
て
、
出
資
又
は

賃
貸

若
し
く
は

賃
貸

の
委
任
の

目
的
で

あ
る
財
産
を
、
当

該
不
動

産
特
定
共
同
事

業
契
約
に

係
る
不
動
産

取
引
に
よ

り

運
用

す
る
旨
を

明
示

し
て
記
載

す
る
必

要
が
あ
る
（
施

行
令
第

6
条

第
1
項

第
4
号
、
施
行

規
則
第

1
1
条
第

2
項
第

4
号

ロ
）。

 

 
本

モ
デ
ル
約

款
に

お
い
て
は

、
本
契

約
及
び
他

の
匿
名
組
合

契
約
に
基

づ
き
当
初

出
資

さ
れ
る

金
銭
を
、
変
更
前
の

対
象

不
動
産
の

取
得

、
賃

貸
及

び
売
却

等
に
よ
っ

て
運

用
す
る

事
業
を
想

定
し
て
い
る
。
第

3
条

第
1
項
は

、
こ
れ
ら

の
う

ち
本

契
約

及
び

他
の

匿
名

組
合

契
約

に
基

づ
き

当
初
出

資
さ

れ
る

金
銭

が
変

更
前

の
対

象
不

動
産

の
取

得
に

充

て
ら

れ
る
こ
と

を
明

示
す
る
も

の
で
あ

り
、
対
象

不
動
産
の
追

加
取
得
に

つ
い
て
定

め
る

第
3
条
第

4
項
、
対
象
不
動

産
の

賃
貸
に
つ

い
て

定
め
る
第

4
条
第

2
項
及
び
対
象

不
動
産

の
売
却
等
に
つ

い
て
定
め

る
第

5
条
と

あ
い
ま
っ

て
、

か
か

る
約
款
記

載
事

項
が
充
足

さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
 

 
本

契
約
締
結

後
に

事
情
の
変

更
が
あ

り
、
本

項
に
記
載

し
た
予

定
時
期
ま
で
に

変
更
前
の

対
象
不
動
産

を
取
得
で

き

な
く

な
る
こ
と

も
考

え
ら
れ
る

。
こ
の

場
合
、
第

3
条
第

2
項
に
よ
り
、
当
該
対
象

不
動
産
に

よ
り

営
む
こ
と

を
予
定

し
て

い
た

不
動

産
取

引
を

行
う

の
に

必
要

な
額

と
し

て
出
資

さ
れ

た
金

員
を

本
出

資
者

に
対

し
て

返
還

す
る

必
要

が

生
ず

る
こ
と
に

な
る

。
も
っ
と

も
、
変

更
前
の
対
象
不

動
産
の

取
得
が
一
時
的

に
遅
延
し

た
場
合

な
ど

に
お
い
て

は
、

出
資

さ
れ
た
金

員
の

返
還
を
行

う
の
で

は
な
く
、
予
定
時
期
を

延
期
し
、
本
事
業
を

遂
行
す

る
こ

と
が
合
理

的
な
場
合

も
考

え
ら
れ
る

。
そ

こ
で
、
但

書
を
設

け
、
本
事
業
者

が
書
面

又
は
電
磁
的
方

法
に
よ
っ

て
通
知

す
る

こ
と
に
よ

り
、

合
理

的
な
範
囲

内
で

か
か
る
予

定
時
期

を
変
更
で
き
る

こ
と
に

し
て
い
る
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
本

契
約
は
、
出
資
を
伴

う
契

約
の
う

ち
金
銭
を

も
っ

て
出
資

の
目
的
と

す
る
契
約
で
あ

る
た
め

、
約
款
に

、
不
動
産

特
定

共
同
事
業

契
約

に
係
る
不

動
産
取

引
の
内
容
に
関

す
る
事

項
と
し
て
、
予
定

時
期
ま
で

に
取
得
で
き

な
か
っ
た

対

象
不

動
産
が
あ

る
場

合
に
お
い

て
は
、
当

該
対

象
不
動
産

に
よ
り

営
む
こ
と
を
予

定
し
て
い

た
不
動
産
取

引
を
行
う

の

に
必

要
な

額
と

し
て

出
資

さ
れ

た
額

に
つ

い
て

出
資

総
額
に

対
す

る
出

資
の

割
合

に
応

じ
て

事
業

参
加

者
に

対
し

返

還
す

る
旨
そ
の

他
こ

れ
に
準
ず

る
公
正

な
定
め
を
（
対
象
不
動

産
変
更
型

契
約
に
あ

っ
て

は
、
変

更
前
の
対

象
不
動
産

に
関

す
る
も
の

に
限

る
。）

記
載

す
る
必

要
が

あ
る
（
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

2
号
、
施

行
規
則
第

11
条

第
2
項
第

2
号

ハ
）。

 

 
第

3
条
第

2
項
は

、
か
か
る

約
款
記

載
事
項
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
対
象

不
動
産
の
変

更
の
予
定

の
有
無
に
関
す

る
定
め

を
記
載
す

る
必

要
が
あ

る
（

施
行
令
第

6
条
第

1

項
第

2
号
、
施

行
規

則
第

11
条

第
2
項
第

2
号
ロ

）。
 

 
第

3
条
第

3
項
は

、
か
か
る

約
款
記

載
事
項
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

 
な

お
、
か
か

る
約
款
記

載
事

項
に
つ

い
て
は
、
本
契
約
の

対
象
と

な
る

事
業
が
対

象
不
動

産
の

変
更
を
行

う
事
業
で

あ
る

と
い
う
観

点
か

ら
、
本
事

業
に
つ

い
て
定
め

る
第

1
条
に

規
定
す
る

こ
と
も
考

え
ら

れ
る
が

、
本
モ
デ

ル
約
款
に

お
い

て
は
、
対

象
不
動
産

の
変

更
は
新

た
な
対
象

不
動
産
の
取

得
を
伴
う

こ
と
か
ら

、
対
象

不
動

産
の
取
得

に
つ
い
て

定
め

る
第

3
条

に
規

定
し
て
い

る
。
 

4．
 

第
4
項
に
つ
い

て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
約
款

に
は
、
対

象
不
動
産

の
変

更
に
係

る
手
続
に

関
す

る
事
項

と
し
て
、
対
象
不
動

産

29



                                     

の
追

加
取
得
の

方
針

及
び
手
続

に
つ
い

て
、
追
加

取
得
の
方
針

に
関
す
る

一
定
の
事

項
（
追

加
取

得
す
る
不

動
産
の
選

定
基

準
、
地
域
・
用
途

別
の
割
合

等
）
を
記

載
す

る
欄
及
び

対
象
不

動
産

の
追
加
取

得
の
手

続
に

関
す
る
定

め
を
規
定

す
る

必
要
が
あ

る
（

施
行
規
則

第
11

条
第

1
項

第
7
号
、
同
条
第

2
項
第

15
号
イ

(1
)及

び
(2
)
）。

 

第
3
条
第

4
項
は
、
こ
れ
を
踏

ま
え
て
、
対
象

不
動

産
の
追
加

取
得
の
手
続
に

つ
い
て
定

め
る
と

と
も

に
、
別
紙

2

に
対

象
不
動
産

の
追

加
取
得
の

方
針
を

記
載
す
る
欄
を

設
け
る

こ
と
に
よ
り
、
か

か
る
約
款

記
載
事
項
項

を
規
定
す

る

も
の

で
あ
る
。
 

ま
た
、
約

款
に
お
い

て
は
、
不

動
産
特
定
共

同
事
業
契

約
に
係

る
財

産
の
管
理

に
関
す
る
事

項
と
し
て

、
出
資
又

は

賃
貸

若
し
く
は

賃
貸

の
委
任
の

目
的
で

あ
る
財
産
を
、
当

該
不
動

産
特
定
共
同
事

業
契
約
に

係
る
不
動
産

取
引
に
よ

り

運
用

す
る
旨
を

明
示

し
て
記
載

す
る
必

要
が
あ
る
（
施

行
令
第

6
条

第
1
項

第
4
号
、
施
行

規
則
第

1
1
条
第

2
項
第

4
号

ロ
）。

 

第
3
条
第

4
項
は
、
追
加
募
集
に

基
づ
き
出

資
さ
れ
た
金
銭

、
特
定

金
銭
（

対
象
不
動
産

の
売
却
等
に

よ
り
得
ら

れ

た
金

銭
を
い
う
（
施
行

規
則
第

11
条
第

2
項
第

2
号
ニ

）。
以
下

同
じ
。
）、

業
務
外

金
銭
（
不

動
産

特
定
共
同

事
業
に

基
づ

き
出

資
さ

れ
た

金
銭

の
う

ち
不

動
産

特
定

共
同

事
業
の

業
務

に
係

る
金

銭
以

外
の

金
銭

を
い

う
（

施
行

規
則

第

11
条
第

1
項

第
8
号

）。
以
下

同
じ
。）
、
そ

の
他

の
本
事
業

に
係
る

資
産

に
属
す
る

金
銭
が

対
象

不
動
産
の

追
加
取
得

に
充

て
ら
れ
る

こ
と

を
明
示
す

る
も
の

で
あ
り
、
変
更

前
の
対

象
不
動
産
の
取

得
に
つ
い

て
定
め

る
第

3
条
第

1
項
、

対
象

不
動
産
の

賃
貸

に
つ
い
て

定
め
る

第
4
条
第

2
項
及
び

対
象
不
動
産

の
売
却
等

に
つ

い
て
定

め
る
第

5
条
と
あ
い

ま
っ

て
、
か
か

る
約

款
記
載
事

項
が
充

足
さ
れ
る
こ
と

に
な
る

。
 

5．
 

第
5
項
に
つ
い

て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
約
款

に
は
、
対

象
不
動
産

の
変

更
に
係

る
手
続
に

関
す

る
事
項

と
し
て
、
対
象
不
動

産

の
追

加
取

得
の

価
格

が
当

該
対

象
不

動
産

の
鑑

定
評

価
額
又

は
近

傍
同

種
の

不
動

産
の

取
引

価
格

等
に

照
ら

し
合

理

的
な

も
の
で
あ

る
こ

と
を
担
保

す
る
た

め
に
必
要
か
つ

適
切
な

措
置
に
関
す
る

定
め
を
規

定
す
る

必
要

が
あ
る
（
施

行

規
則
第

11
条

第
1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
イ

(5
)
）。

 

か
か
る

「
必

要
か

つ
適

切
な
措
置

」
に

つ
い
て

は
、

国
交
省
事

務
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
第

3-
2（

1）
④

及
び

金
融

庁
事

務
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
7-

2-
2（

1）
④

に
お

い
て

、
例

え
ば
、
当
該

不
動

産
の

鑑
定

評
価
額
や

近
傍

同
種

の
不

動
産

の
取

引
価

格
等
を
示

す
客

観
的
な
資

料
を
示

す
こ
と
に
よ
り
、
当
該
追

加
取
得
の
価
格

が
こ
れ
ら

の
資
料
に
よ

り
示
し
た

価

格
と

比
し
て
、

合
理

的
な
価
格

と
な
っ

て
い
る
こ
と
を

事
業
参

加
者
に
説
明
す

る
等
の
措

置
を
い

う
と

さ
れ
て
い

る
。

そ
し

て
、

か
か

る
「

合
理
的
な

価
格

」
に
つ

い
て

は
、
国
交

省
事

務
ガ

イ
ド

ラ
イ
ン

第
3
-2
（

1）
⑤

及
び

金
融
庁
事

務
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
7-

2-
2（

1）
⑤
に
お

い
て

、
例
え
ば

、
客
観

的
な

資
料
に
よ

り
示
し
た

価
格
を
、
概

ね
1
割
以

上

上
回

る
よ
う
な

追
加

取
得
の
価

格
で
あ

っ
て
、
合
理
的

な
理
由

が
な
い
も
の
は

こ
れ
に
該

当
し
な

い
と

さ
れ
る
。
 

第
3
条
第

5
項
は
、

こ
れ

ら
を
踏

ま
え
て
、

か
か

る
約
款
記

載
事
項

を
規

定
す
る
も

の
で
あ

る
。
 

6．
 

第
6
項
に
つ
い

て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
約
款

に
は
、
対

象
不
動
産

の
変

更
に
係

る
手
続
に

関
す

る
事
項

と
し
て
、
不
動
産
特

定

共
同

事
業

者
等

は
、

対
象
不
動

産
の

追
加
取

得
を

し
た
と
き

は
、

当
該

対
象

不
動
産

の
追

加
取

得
を

し
た

日
か
ら

30

日
以

内
に
、
事
業
参
加
者

に
対
し

、
当

該
対
象
不
動
産

の
追
加

取
得
に
係
る
対

象
不
動
産

の
所
在

、
地
番
、
用
途

、
土

地
面

積
、
延
べ

床
面
積
そ

の
他

の
当
該

対
象
不
動

産
を
特
定
す

る
た
め
に

必
要
な
表

示
、
当

該
対

象
不
動
産

の
追
加
取

得
を

し
た
日
、
当
該
対
象

不
動

産
の
追

加
取
得
の

価
格

、
譲

渡
人
と
不
動

産
特
定
共

同
事

業
者
等

と
の
関
係

、
当
該
対

象
不

動
産
の
追

加
取

得
を
し
た

日
に
お

け
る
財
産
の
状

況
、
当

該
対
象
不

動
産
に
よ

り
営

む
不
動

産
取
引
の

方
法

、
修

30



         （
対

象
不
動

産
の

追
加
取

得
の
方

針
又

は
手

続
の

変
更
）
 

第
3
条

の
2 

別
紙

2
記
載

の
対
象

不
動
産
の
追
加

取
得
の
方

針
又
は

前
条

に
定
め
る

対
象
不

動
産

の
追
加
取

得
の
手
続

を
変

更
す

る
場
合

、
本
事

業
者

は
、

当
該
変

更
の

[
20
]日

前
ま

で
に

、
本
出

資
者
に

対
し

、
対

象
不
動

産
の

追
加
取

得
の

方
針

又

は
手

続
の

変
更
の
内

容
及
び
時
期

等
を
書
面

又
は
電
磁

的
方

法
に
よ

り
通
知
す

る
も

の
と
す

る
。
 

2 
前
項
の
場

合
、
本
出

資
者
は

、
当
該

変
更
の
日

の
前
日
ま

で
に
、
本
事
業
者
に
対

し
、
当

該
変
更
に

つ
い
て
反

対
す

る
旨

及
び

本
契
約

上
の

地
位
の

買
取

又
は
第

三
者

へ
の
譲

渡
を

求
め

る
旨
を

書
面

に
よ
り

通
知

す
る
こ

と
に

よ
り
、

そ
の

保
有

す

る
本

契
約
上

の
地

位
の
全

部
の

買
取
又

は
第

三
者
に

よ
る

取
得

を
請
求

す
る

こ
と
が

で
き

る
（
以

下
、

当
該
請

求
を

し
た

本

出
資

者
を

「
反
対
出

資
者
」
と
い

う
。）
。
 

3 
前
項
の
請

求
が

あ
っ
た
場
合

、
本
事
業
者

は
、
反
対

出
資
者

の
保
有
す

る
本
契
約
上
の

地
位
の

全
部
に
つ
い
て

、
本

事
業

の
時

価
純
資

産
額

（
本
事

業
に

係
る
資

産
の

時
価
評

価
額

（
対

象
不
動

産
に

つ
い
て

は
直

近
に
取

得
し

た
鑑
定

評
価

額
に

よ

る
も

の
と
す

る
。）

か
ら

時
価
評

価
し
た

負
債

の
額
を

控
除

し
た

額
を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
に

本
出
資

者
の

出
資
割

合
を

乗

じ
た

金
額
に

よ
り

、
自
ら

買
い

取
り
、

又
は

第
三
者

に
取

得
さ

せ
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

但
し
、

本
事

業
者
が

か
か

る
本

契

約
上

の
地
位

の
買

取
等
が

相
当

で
な
い

と
判

断
す
る

場
合

、
本

事
業
者

は
、

反
対
出

資
者

に
対
し

、
反

対
出
資

者
に

よ
る

本

契
約

の
解
除

を
認

め
る
旨

を
書

面
に
よ

り
通

知
す
る

こ
と

が
で

き
る
。

か
か

る
通
知

を
受

領
し
た

反
対

出
資
者

は
、

本
契

約

を
解

除
す

る
こ
と
が

で
き
る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
イ

(3
)及

び
(4
)】

 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

           

繕
費

、
損
害
保

険
料
そ
の

他
の

当
該
対

象
不
動
産

を
管
理
す
る

た
め
に
必

要
な
費
用

の
負

担
に
関

す
る
事
項

、
当
該
対

象
不

動
産

の
売

却
等

の
予

定
の

有
無

及
び

当
該

対
象

不
動
産

の
売

却
等

を
予

定
す

る
場

合
に

お
け

る
当

該
対

象
不

動

産
の

売
却

等
の

手
続

を
記

載
し

た
書

面
を

交
付

す
る

旨
又
は

当
該

書
面

に
記

載
す

べ
き

事
項

を
電

磁
的

方
法

に
よ

り

提
供

す
る
旨
の

定
め

を
規
定
す

る
必
要

が
あ
る
（
施
行

規
則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、
同

条
第

2
項
第

15
号
二
）
。
 

第
3
条
第

6
項
は
、

こ
れ

を
踏
ま

え
て
、
か

か
る

約
款
記
載

事
項
を

規
定

す
る
も
の

で
あ
る

。
 

7．
 

契
約

成
立
時
交

付
書

面
記
載
事

項
に
つ

い
て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
契
約

成
立
時
交

付
書

面
に
は
、
対

象
不
動

産
の

変
更
に
係

る
手
続

に
関

す
る
事
項

を
記

載
す

る
必
要
が

あ
る

（
施
行
規

則
第

4
7
条
第

2
項
第

15
号
）
。
 

第
3
条
第

4
項
な
い

し
第

6
項
は

、
か
か
る

契
約

成
立
時
交

付
書
面

記
載

事
項
を
規

定
す
る

も
の
で
も
あ
る

。
 

 ■
第

3
条
の

2
の
解

説
 

 
第

3
条
の

2
は
、

対
象
不
動

産
の
追

加
取

得
の
方
針

又
は
手

続
の
変
更
に
つ

い
て
規
定

す
る
。
 

対
象

不
動

産
変

更
型
契

約
の

約
款

に
は
、

対
象
不

動
産

の
変

更
に
係

る
手

続
に
関

す
る

事
項

と
し
て

、
対
象

不
動

産
の

追

加
取

得
の
方

針
及

び
手
続

に
つ

い
て
、

対
象

不
動
産

の
追

加
取

得
の
方

針
及

び
手
続

の
変

更
に
関

す
る

明
確
か

つ
公

正
な

定

め
及

び
対
象

不
動

産
の
追

加
取

得
の
方

針
及

び
手
続

の
変

更
に

反
対
す

る
旨

を
通
知

し
た

事
業
参

加
者

の
契
約

上
の

権
利

及

び
義

務
を
取

得
し

、
又
は

第
三

者
に
取

得
さ

せ
る
こ

と
そ

の
他

の
事
業

参
加

者
の
保

護
の

た
め
に

必
要

か
つ
適

切
な

措
置

に

関
す

る
定
め
を

規
定

す
る
必
要

が
あ
る

（
施

行
規
則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項

第
15

号
イ
(3
)
及
び
(
4)
）。

 

か
か
る
「

明
瞭
か
つ
公
正

な
定
め

」
に
つ
い
て
は

、
国
交
省

事
務
ガ

イ
ド

ラ
イ
ン
第

3-
2（

1）
⑧

及
び
金
融
庁
事

務
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

7-
2-
2（

1）
⑧
に
お
い

て
、
例
え

ば
、
対
象
不
動

産
の
追

加
取
得
の

方
針

の
変
更

の
内
容
及

び
時

期
等
を
事

業
参

加
者

に
通
知

す
る

方
法
、

通
知

か
ら
変

更
ま

で
の
期

間
の

目
安

並
び
に

当
該

変
更
に

反
対

す
る
事

業
参

加
者
が

契
約

上
の

権

利
及

び
義
務

の
買

取
等
を

求
め

る
方
法

等
に

つ
い
て

の
具

体
的

な
定
め

を
い

い
、
事

業
参

加
者
が

当
該

変
更
を

踏
ま

え
て

引

き
続

き
事
業

に
参

加
す
る

か
否

か
等
の

判
断

を
行
う

た
め

に
十

分
な
情

報
及

び
期
間

を
事

業
参
加

者
に

提
供
す

る
こ

と
な

く

対
象

不
動
産
の

追
加

取
得
の
方

針
を
変

更
す

る
こ
と
が

で
き
る

と
す
る
規
定
は

、「
明
確
か
つ

公
正
な
定

め
」
に
該

当
し
な

い

と
さ

れ
る
。

ま
た

、
か
か

る
「

そ
の
他

の
事

業
参
加

者
の

保
護

の
た
め

に
必

要
か
つ

適
切

な
措
置

」
に

つ
い
て

は
、

国
交

省

事
務

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
第

3-
2（

1）
⑨

及
び
金
融
庁
事

務
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

7-
2-
2（

1）
⑨
に
お

い
て

、
例
え
ば

、
対

象
不
動

産

の
追

加
取
得
の

方
針

の
変
更
に

反
対
す

る
事

業
参
加
者

の
契
約

の
解
除
等
を
認

め
る
旨
の

定
め
を
い
う

と
さ
れ
る

。
 

ま
た

、
対

象
不

動
産
変

更
型

契
約

の
契
約

成
立
時

交
付

書
面

に
は
、

対
象

不
動
産

の
変

更
に

係
る
手

続
に
関

す
る

事
項

を

記
載

す
る
必
要

が
あ

る
（
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

15
号
）。

 

第
3
条
の

2
は

、
こ
れ
ら

を
踏

ま
え
、

こ
れ
ら
の

約
款

記
載
事

項
及
び
契

約
成
立
時
交
付

書
面
記

載
事
項
を
規
定

す
る
も

の
で

あ
る
。
 

第
3
条
の

2
第

2
項
及
び

第
3
項
に
お

け
る
本
契

約
上

の
地
位

の
買
取
の

手
続
に
つ
い
て

は
、
会

社
法
に
定
め
ら

れ
る
株

式
会

社
に
お
け

る
反

対
株
主
の

株
式
買

取
請

求
の
制
度

と
利
害

状
況
が
類
似
す

る
と
考
え

ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
会
社
法
第

11
6

条
等

の
規
定
を

参
考

に
し
て
い

る
。
 

第
3
条
の

2
第

2
項
及
び

第
3
項
に
定

め
る
本
契

約
上

の
地
位

の
買
取
請

求
は
、
対
象
不

動
産
の

追
加
取
得
の
方

針
又
は

手
続

の
変
更

が
行

わ
れ
る

場
合

に
、
当

該
変

更
に
反

対
す

る
事

業
参
加

者
が

自
己
の

保
有

す
る
本

契
約

上
の
地

位
を

公
正

な

価
格

で
買
い

取
る

こ
と
を

請
求

す
る
こ

と
に

よ
っ
て

投
下

資
本

の
回
収

を
図

る
機
会

を
与

え
、
も

っ
て

事
業
参

加
者

の
保

護

を
図

る
も
の

と
考

え
ら
れ

る
。

こ
れ
は

す
な

わ
ち
、

対
象

不
動

産
の
追

加
取

得
の
方

針
又

は
手
続

の
変

更
が
行

わ
れ

る
場

合

31



         （
対

象
不
動

産
等

の
運
用

）
 

第
4
条
 

本
事
業
者
は
、

本
契
約

に
定
め
る
対
象

不
動
産
に

係
る
不

動
産

取
引
そ
の

他
本
事

業
の

目
的
を
達

成
す
る
た

め
に

必
要

と
判
断

す
る

行
為
を

行
う

こ
と
が

で
き

る
。
本

事
業

者
は

、
善
良

な
管

理
者
の

注
意

義
務
を

も
っ

て
誠
実

か
つ

忠
実

に

本
事

業
を

遂
行
す
る

も
の
と
す
る

。
 

2 
本
事
業
者

は
、

対
象
不
動
産

を
賃
貸

し
て

運
用
す
る

も
の
と

す
る

。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
ロ

】
 

3 
本
事
業
者

は
、
対
象
不
動
産

を
本
事

業
の
目
的
以
外

の
た
め

に
担
保
に

提
供

し
、
又
は
出
資

の
目
的
と

し
て

は
な
ら
な

い
。 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
ホ

】
 

4 
本
事
業
者

は
、
本

事
業
に
係
る

資
産
に
属

す
る
金
銭
（
但
し
、
業
務

外
金
銭
及

び
特
定

金
銭
を

除
く
。
）
を
運

用
す
る

場

合
（
第

2
条
第

1
項
及
び
他
の

匿
名
組

合
契
約
に
基
づ

く
出
資

金
を
第

3
条
第

1
項

に
定
め

る
期

限
ま
で
の

間
運
用
す

る
場

合
を

含
む
。
）
、
金

融
機

関
（
規
則

第
11

条
第

2
項
第

14
号

ロ
に

規
定
す
る

も
の
に
限

る
。）

の
預
金

口
座
に
預

金
す

る
方

法
に

よ
り

運
用
す
る

も
の
と
す
る

。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

6
号
、

同
条
第

2
項
第

14
号
】
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

2
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
2
号
ニ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

14
号

】
 

5 
本
事
業
者

は
、
業
務

外
金
銭
又

は
特

定
金
銭
を

運
用
す
る

場
合
、
以
下
の
い

ず
れ
か
に
掲

げ
る
方
法

に
よ
り
運

用
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
1
）
 
規

則
第

11
条
第

2
項
第

14
号

イ
又
は

ロ
に
掲
げ

る
方
法
 

（
2
）
 
不

動
産
の
小
口

化
・
証
券

化
商

品
へ
の

投
資
 

（
3
）
 
不

動
産
を
信
託

財
産
と
す

る
信

託
の
受

益
権
の
取

得
 

（
4
）
 
リ

ス
ク
ヘ
ッ
ジ

目
的
で
行

わ
れ

る
オ
プ

シ
ョ
ン
取

引
等
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
項
第

8
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号

ハ
、
同
項
第

16
号

イ
】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

、
同
項
第

16
号

】
 

6 
本
事
業
者

は
、

業
務
外
金
銭

及
び
特

定
金

銭
の
合
計

額
が
、

1
年

以
上
継
続

し
て
本
事
業

に
係
る
財

産
の
額
か

ら
特

定
金

銭
の

額
を

控
除
し
た

額
の

7
分

の
3
を
超
過
し
た

場
合
、
超

過
額
に

係
る

金
銭
を
出

資
割
合

に
応

じ
て
本
出

資
者
及
び

他
の

匿
名

組
合
契

約
の

匿
名
組

合
員

に
対
し

速
や

か
に
返

還
し

、
又

は
対
象

不
動

産
を
追

加
取

得
す
る

こ
と

に
よ
り

、
当

該
超

過

を
解

消
す

る
も
の
と

す
る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

8
号
、

同
条
第

2
項
第

16
号
ロ

及
び
ハ
】
 

に
、

事
業
参

加
者

に
対
し

て
、

当
該
変

更
が

行
わ
れ

た
後

に
お

い
て
も

引
き

続
き
本

事
業

に
対
す

る
投

資
を
継

続
す

る
か

否

か
の

選
択
権

を
与

え
る
も

の
と

理
解
で

き
る

。
そ
う

だ
と

す
れ

ば
、
本

契
約

上
の
地

位
の

一
部
の

買
取

を
認
め

る
必

要
は

な

い
と

考
え
ら

れ
る

た
め
、

本
モ

デ
ル
約

款
に

お
い
て

は
、

買
取

の
対
象

を
反

対
出
資

者
の

保
有
す

る
本

契
約
上

の
地

位
の

全

部
と

し
て
い
る

。
 

ま
た
、
本

契
約
上
の
地
位

の
公
正

な
価
格
に
つ
い

て
は
、
私

募
RE
IT

に
お
け

る
基
準
価
額
の

算
定
方
法

を
参
考
に
、
第

4

条
第

9
項

に
お
い
て

定
期
的
に
鑑

定
評
価
書

を
取
得
す
る
こ

と
に
し

た
上
で
、

対
象

不
動
産

を
鑑
定
評

価
額

に
よ
っ
て

時
価

評
価

す
る
こ

と
等

に
よ
っ

て
算

出
さ
れ

る
時

価
純
資

産
額

を
基

準
と
す

る
こ

と
に
し

た
。

定
期
的

な
鑑

定
評
価

書
の

取
得

に

つ
い

て
は
費

用
等

の
負
担

が
発

生
す
る

こ
と

に
は
な

る
が

、
鑑

定
評
価

書
は

不
動
産

の
時

価
に
つ

い
て

の
第
三

者
に

よ
る

客

観
的

な
評
価
で

あ
り

、
公
正
な

価
格
を

算
出

す
る
た
め

の
根
拠

と
し
て
最
も
適

切
で
あ
る

と
考
え
ら
れ

る
。
 

 ■
第

4
条
の
解

説
 

 
第

4
条
は
、

期
中

に
お
け
る

対
象
不

動
産

な
ど
の
本

事
業
の

財
産
の
運
用
等

に
つ
い
て

規
定
す
る
。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
匿

名
組
合
に

お
い

て
は
、
営

業
者
が

業
務
執
行

を
行
う
権
限

を
有
す
る
（
商
法
第

53
5
条

及
び

第
53
6
条

第
3
項
参

照
）。

 

 
第

4
条
第

1
項
第

1
文
は
、
こ
の
点

を
踏
ま
え

、
本
事

業
者
が

本
事
業
に
必
要

な
行
為
を

行
う
権
限
を

有
す
る
こ

と

を
確

認
的
に
規

定
す

る
も
の
で

あ
る
。
 

 
匿

名
組

合
に

お
け

る
営

業
者

は
善

良
な

管
理

者
の

注
意
を

も
っ

て
営

業
を

遂
行

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

解
釈

さ

れ
て

い
る
（
民

法
第

67
1
条
、

第
64
4
条
類
推
適

用
）。

ま
た
、

不
動
産
特
定
共

同
事
業
者

は
、
信
義
を

旨
と
し
、

誠

実
に

そ
の
業
務

を
行

わ
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
（
不
特
法
第

1
4
条

）。
 

 
第

4
条
第

1
項
第

2
文
は
、
こ
れ
ら

を
踏
ま
え

、
本
事

業
者
の

善
良
な
管
理
者

と
し
て
の

注
意
義
務
及

び
誠
実
か

つ

忠
実

に
事
業
を

遂
行

す
る
義
務

を
規
定

す
る
も
の
で
あ

る
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
お
い

て
は

、
不

動
産

特
定
共

同
事
業
契

約
に
係
る
財

産
の
管
理

に
関
す
る

事
項

と
し
て

、
出
資
又

は
賃
貸
若

し
く

は
賃
貸
の

委
任

の
目
的
で

あ
る
財

産
を
、
当
該
不
動

産
特
定

共
同
事
業
契
約

に
係
る
不

動
産
取
引
に

よ
り
運
用

す

る
旨

を
明
示
し

て
記

載
す
る
必

要
が
あ

る
（
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施
行

規
則
第

11
条

第
2
項
第

4
号
ロ

）。
 

 
第

3
条
第

1
項
の

解
説
で
述

べ
た
と

お
り
、
本

モ
デ
ル
約
款

に
お
い
て

は
、
本
契

約
及
び

他
の

匿
名
組
合

契
約
に
基

づ
き

出
資
さ
れ

る
金

銭
を
、
対

象
不
動

産
の
取
得
、
賃

貸
及
び

売
却
等
に
よ
っ

て
運
用
す

る
事
業

を
想

定
し
て
い

る
。

第
4
条
第

2
項

は
、
こ
れ

ら
の

う
ち
、
本
契

約
及

び
他
の
匿

名
組
合

契
約

に
基
づ
き

出
資
さ

れ
る

金
銭
に
よ

っ
て
取
得

す
る

対
象
不
動

産
を

賃
貸
に
よ

っ
て
運

用
す
る
こ
と
を

明
示
す

る
も
の
で
あ
り
、
対
象
不
動

産
の
取
得
に

つ
い
て
定

め

る
第

3
条
第

1
項
及

び
第

4
項

並
び
に

対
象
不
動
産
の

売
却
等

に
つ
い
て
定
め

る
第

5
条

と
あ
い

ま
っ

て
、
か
か
る

約

款
記

載
事
項
が

充
足

さ
れ
る
こ

と
に
な

る
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
本

契
約
は
出

資
を

伴
う
契
約

で
あ
る

た
め
、
約

款
に
、
不
動
産

特
定
共
同
事
業

契
約
に
係

る
財
産
の
管

理
に
関
す

る

事
項

と
し
て
、
対

象
不

動
産
を
当

該
不
動

産
特

定
共
同
事

業
契
約

に
基
づ
く
不
動

産
特
定
共

同
事
業
の
目

的
以
外
の

た

め
に

担
保
に
供

し
、
又
は
出
資
の

目
的
と
す

る
こ
と
を
禁
ず

る
旨
を

明
示
し
て

記
載

す
る
必

要
が
あ
る
（
施

行
令
第

6

条
第

1
項
第

4
号
、

施
行
規
則

第
11

条
第

2
項

第
4
号
ホ
）。
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【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

16
号

】
 

7 
本
事
業
者

は
、

法
第

27
条
に

基
づ
き
、
本
事

業
に
係
る

財
産
を

自
己

の
固
有
財

産
及
び

他
の

不
動
産
特

定
共
同
事

業
に

係
る

財
産
と

分
別

し
て
管

理
す

る
も
の

と
す

る
。
本

出
資

者
及

び
本
事

業
者

は
、
本

項
に

基
づ
く

分
別

管
理
が

信
託

法
（

平

成
18

年
法
律

第
10

8
号
、
そ
の

後
の
改

正
を

含
む
。）

第
34

条
に
基
づ
く

分
別
管
理

と
は

異
な
る

こ
と
を
確

認
す

る
。
 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

4
号
、

施
行
規

則
第

47
条
第

3
項
第

2
号
イ
及
び

ロ
】
 

8 
修
繕
費
、
損
害
保
険

料
そ
の
他

対
象

不
動
産
を

管
理
す
る

た
め
に
必
要

な
費
用
は

、
本
事

業
の
費
用

と
し
て
本

事
業

に
係

る
資

産
か

ら
支
出
す

る
。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
ハ

】
 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

4
号
、

施
行
規

則
第

47
条
第

3
項
第

2
号
ハ
】
 

9
 
本

事
業

者
は
、

対
象

不
動
産

に
つ
い

て
、

毎
年
 

 
月

 
 

日
ま
で

に
、

各
営

業
年
度

（
毎

年
 

 
月

 
 
日

か
ら

[
翌

年
] 

 
月

 
 
日

ま
で

を
い
う

。
以
下

同
じ

。）
の
末

日
を
基

準
時
点

と
す

る
鑑
定

評
価

書
（

時
点
修

正
に

よ
る
も

の
を

含

む
。
）
を
取
得

す
る

も
の
と
す
る

。
 

                         

 
第

4
条
第

3
項
は

、
か
か
る

約
款
記

載
事
項
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

4．
 

第
4
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
不
動
産
特

定
共
同

事
業
の
業

務
を

行
う
上
で

の
余
裕

金
（
以
下

、「
業
務
上

の
余
裕

金
」
と
い
う
。）

の

運
用

に
関
す
る

事
項

と
し
て
、
施
行
規

則
第

1
1
条
第

2
項
第

1
4
号
イ
及

び
ロ
に
掲

げ
る
方

法
に
よ

る
ほ
か
、
業
務
上

の
余

裕
金
を
運

用
し

な
い
旨
を

記
載
す

る
必
要
が
あ
る（

施
行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

6
号
、
同
条
第

2
項
第

14
号
）
。 

 
ま

た
、
対
象

不
動
産
の

取
得

の
予
定

時
期
ま
で

に
出

資
さ
れ

た
金
銭
を

運
用
す
る
場
合

に
あ
っ

て
は
、
約

款
に
、
不

動
産

特
定
共
同

事
業

契
約
に
係

る
不
動

産
取
引
の
内
容

に
関
す

る
事
項
と
し
て
、
当
該
出
資

さ
れ
た
金
銭

に
つ
い
て

約

款
に

定
め
ら
れ

た
施

行
規
則
第

11
条

第
1
項
第

6
号
に

掲
げ
る

事
項
に
関
す
る

規
定
を
適

用
す
る
旨
の

表
示
を
記

載

す
る

必
要
が
あ

る
（

施
行
令
第

6
条
第

1
項
第

2
号
、

施
行
規

則
第

11
条
第

2
項

第
2
号

ニ
）。

 

 
さ

ら
に
、
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に

は
、
業
務

上
の
余
裕

金
の
運
用
に

関
す
る
事

項
を

記
載
す

る
必
要
が

あ
る
（
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項

第
14

号
）。

 

 
第

4
条
第

4
項
は

、
こ

れ
ら

を
踏
ま

え
、
対
象

不
動
産
の

取
得
の

予
定

時
期
ま
で

に
出
資

さ
れ

た
金
銭
を

含
む
本
事

業
に

係
る
資
産

に
属

す
る
金
銭

（
但
し

、
業
務
外
金
銭

及
び
特

定
金
銭
を
除
く

。
）
に
つ

い
て
、

施
行

規
則
第

1
1
条

第
2
項
第

14
号

ロ
に

規
定
さ
れ

る
金
融

機
関

の
預
金
口

座
に
預

金
す
る
方
法
に

よ
り
運
用

す
る
こ
と
を

規
定
す
る

も

の
で

あ
る
。
 

 
な

お
、
か
か

る
記
載
は

1
つ

の
参
考

例
に
す
ぎ

な
い

。
約

款
の
作
成
に

あ
た
っ
て

は
、
想

定
さ

れ
る
金
銭

の
運
用
方

法
に

応
じ
て
、

金
融

機
関
の
範

囲
を
「

銀
行
」
等
に
限

定
し
た

り
、「

施
行
規
則

第
11

条
第

2
条

第
14

号
イ
又
は
ハ

に
定

め
る
方
法

」
全

て
を
対
象

と
す
る

こ
と
な
ど
も
考

え
ら
れ

る
。
 

5．
 

第
5
項
に
つ
い

て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
約
款

に
お
い
て

は
、
対
象

不
動

産
の
変

更
に
係
る

手
続

に
関
す

る
事
項
と

し
て
、
特

定

金
銭

の
運
用
方

法
に

つ
い
て
明

確
か
つ

公
正
な
定
め
を

規
定
す

る
必
要
が
あ
り
（

施
行
規
則

第
11

条
第

1
項

第
7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ハ

）、
ま

た
、
業

務
外
金
銭

の
運
用
に

関
す
る
事
項

と
し
て
、
業
務
外

金
銭

の
運
用
方

法
に
つ
い

て
当

該
特

定
金

銭
の

運
用

方
法

に
関

す
る

定
め

を
準

用
す
る

旨
の

定
め

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
明

確
か

つ
公

正
な

定

め
を

規
定
す
る

必
要

が
あ
る
（

施
行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

8
号
、
同
条
第

2
項
第

16
号

イ
）。

 

こ
れ
ら

の
「

公
正

な
定

め
」
に
つ

い
て

は
、
国

交
省

事
務
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

第
3-

2（
1
）
⑩
及

び
金

融
庁

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

7
-2
-2
（
1
）
⑩
に
お

い
て
、

例
え
ば
、
施
行

規
則
第

11
条

第
14

号
イ
又
は
ロ

に
掲
げ
る
方

法
、
他
の

不

動
産

の
小
口
化
・
証
券
化

商
品

へ
の
投

資
、
不
動

産
を
信
託

す
る
信
託
の

受
益
権
の

取
得

、
リ
ス

ク
ヘ
ッ
ジ

目
的
で
行

わ
れ

る
オ
プ
シ

ョ
ン

取
引
等
に

運
用
方

法
が
限
定
さ
れ

て
い
る

も
の
を
い
い
、
不

動
産
と
は

無
関
係
の
高

リ
ス
ク
な

運

用
方

法
を
可
能

と
す

る
規
定
は

「
公
正

な
定
め
」
に
該

当
し
な

い
と
さ
れ
る
。
 

第
4
条
第

5
項
は
、
こ
れ
ら
を

踏
ま
え
、
特

定
金
銭
及

び
業
務

外
金
銭
の
運
用

方
法
に
つ

い
て
規
定
す

る
も
の
で

あ

る
。
 

ま
た
、
対

象
不
動
産

変
更
型
契

約
の
契
約
成

立
時
交
付

書
面

に
は
、
対
象
不
動

産
の
変
更

に
係
る
手
続

に
関
す
る

事

項
（

施
行
規
則

第
47

条
第

2
項
第

15
号
）

及
び
業
務

外
金
銭

の
運
用

に
関
す
る
事
項

（
施
行

規
則
第

4
7
条

第
2
項

第
1
6
号
）
を

記
載
す
る

必
要
が

あ
る
。
 

第
4
条
第

5
項
は
、

こ
れ

ら
の
契

約
成
立
時

交
付

書
面
記
載

事
項
を

規
定

す
る
も
の

で
も
あ

る
。
 

6．
 

第
6
項
に
つ
い

て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
約
款

に
お
い
て

は
、
業
務

外
金

銭
の
運

用
に
関
す

る
事

項
と
し

て
、
業
務

外
金
銭
及

び
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特
定

金
銭
の
合

計
額

が
、
1
年
以

上
継
続

し
て

不
動
産
特

定
共
同

事
業
の
業
務
に

係
る
財
産

の
額
か
ら
特

定
金
銭
の

額

を
控

除
し
た
額
の

7
分
の

3
を

超
え
な

い
旨
の
定
め
、
並

び
に
業

務
外
金
銭
及
び

特
定
金
銭

の
合
計
額
が

当
該
定
め

に

反
す

る
こ
と
と

な
っ

た
場
合
に

お
い
て
、
当
該

割
合
を
超

え
る
部

分
に
係
る
金
銭

に
つ
い
て

出
資
総
額
に

対
す
る
出

資

の
割

合
に

応
じ

て
事

業
参

加
者

に
対

し
速

や
か

に
返

還
す
る

旨
の

定
め

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
明

確
か

つ
公

正
な

定

め
を

規
定
す
る

必
要

が
あ
る
（

施
行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

8
号
、
同
条
第

2
項
第

16
号

ロ
及
び

ハ
）。

 

第
4
条
第

6
項
は
、
こ
れ
を
踏
ま

え
て
、
業

務
外
金
銭

及
び
特

定
金

銭
の
合
計

額
の
上
限
と

、
か
か
る

上
限
を
超

過

し
た

場
合
の
超

過
解

消
措
置
に

つ
い
て

規
定
す
る
も
の

で
あ
る

。
 

ま
た
、
対

象
不
動
産

変
更
型
契

約
の
契
約
成

立
時
交
付

書
面

に
は
、
業
務
外
金

銭
の
運
用

に
関
す
る
事

項
を
記
載

す

る
必

要
が
あ
る

（
施

行
規
則
第

47
条

第
2
項
第

16
号

）。
 

第
4
条
第

6
項
は
、

か
か

る
契
約

成
立
時
交

付
書

面
記
載
事

項
を
規

定
す

る
も
の
で

も
あ
る

。
 

7．
 

第
7
項
に
つ
い

て
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
不
動

産
特
定
共

同
事
業
契
約

に
係
る
財

産
の
管
理

に
関

す
る
事

項
と
し
て

、
不
特
法

第
2
7
条
に
規

定
す
る
財

産
の
分

別
管
理

を
行
っ
て

い
る

旨
、
及
び

当
該
分
別

管
理

が
信
託
法

第
34

条
に
基
づ

く
分
別

管
理

と
は
異
な

る
と

き
は
、
そ
の

旨
を

記
載
す
る

必
要
が
あ
る
（

不
特
法
第

25
条
第

1
項

第
4
号
、
施
行

規
則
第

4
7

条
第

3
項
第

2
号
イ

及
び
ロ
）。

 

 
第

4
条
第

7
項
は

、
こ
れ
ら

の
契
約

成
立
時
交
付
書

面
記
載

事
項
を
規
定
す

る
も
の
で

あ
る
。
 

 
な

お
、
信
託

法
第

34
条
に
基

づ
く
分

別
管

理
に
お
い

て
は
、

信
託
不
動
産
に

つ
い
て
信

託
の
登
記
を

行
う
こ
と

に

よ
っ

て
分
別
管

理
を

す
る
こ
と

が
で
き

る
が
、
匿

名
組

合
に
お

い
て
は
、
そ
の
よ
う

な
制

度
は
な

く
、
対
象

不
動
産
は

営
業

者
名
義
で

登
記

さ
れ
る
こ

と
に
な

る
た
め
、
本
項

に
基
づ

く
分
別
管
理
が

信
託
法
第

34
条
に
基
づ

く
分
別
管

理

と
は

異
な
る
こ

と
を

確
認
す
る

規
定
に

し
て
い
る
。
 

8．
 

第
8
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
不
動
産
特

定
共

同
事
業

契
約
に
係

る
財

産
の
管

理
に
関
す

る
事
項
と
し
て

、
修
繕

費
、
損

害
保
険
料
そ

の
他

対
象
不
動

産
を

管
理
す
る

た
め
に

必
要
な
費
用
の

負
担
に

関
す
る
定
め
を

記
載
す
る

必
要
が

あ
る
（

施
行
令
第

6

条
第

1
項
第

4
号
、

施
行
規
則

第
11

条
第

2
項

第
4
号
ハ
）。

 

 
ま

た
、
契
約

成
立
時
交

付
書

面
に
つ

い
て
も
、
不
動
産
特

定
共
同

事
業

契
約
に
係

る
財
産

の
管

理
に
関
す

る
事
項
と

し
て

、
修
繕
費

、
損
害

保
険
料
そ

の
他
対

象
不

動
産
を
管

理
す
る

た
め
に
必
要
な

費
用
の
負

担
に
関
す
る

事
項
を
記

載

す
る

必
要
が
あ

る
（

不
特
法
第

25
条

第
1
項
第

4
号
、
施
行
規

則
第

47
条
第

3
項

第
2
号

ハ
）。

 

 
第

4
条
第

8
項
は

、
こ

れ
ら

を
踏
ま

え
、
修
繕

費
、
損
害

保
険
料

そ
の

他
対
象
不

動
産
を

管
理

す
る
た
め

に
必
要
な

費
用

を
本
事
業

に
係

る
資
産
の

負
担
と

す
る
旨
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

 
な

お
、
旧
標

準
約
款
に

お
い

て
は
、
対
象

不
動

産
の
修
繕

の
費
用

に
充

て
る
た
め

相
当
額

の
金

銭
の
積
立

て
を
行
う

旨
の

規
定
や
、
対

象
不

動
産
に
相

当
と
認

め
ら

れ
る
方
式

及
び
額

の
損
害
保
険
契

約
を
締
結

す
る
旨
の
規

定
が
あ
っ

た

が
、
こ
れ
ら
は

約
款
記
載

事
項

で
も
契

約
成
立
時

交
付
書
面
記

載
事
項
で

も
な
い
た

め
、
本

モ
デ

ル
約
款
に

お
い
て
は

記
載

し
て
い
な

い
。
も

っ
と
も
、
約
款
の

作
成
に
あ

た
り
、
こ
れ
ら
の

事
項

な
ど
、
本
事

業
者
が
行
う

事
業
の
遂

行
に

つ
い

て
具
体
的

な
定

め
を
置
き

、
本
事
業

者
が

遂
行
す
べ

き
事
業

の
内
容
を
明
確

化
す
る
こ

と
も
考
え
ら

れ
る
と
こ

ろ

で
あ

る
。
 

9．
 

第
9
項
に
つ
い

て
 

本
契
約
に

お
い
て
は
、
第

3
条
の

2
に
基
づ
く
対
象

不
動
産
の

追
加
取

得
の

方
針
又
は

手
続
の

変
更

に
反
対
し

た
場
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     （
対

象
不
動

産
の

処
分
）
 

第
5
条
 

本
事
業
者
は
、

対
象
不

動
産
の
売
却
等

（
売
却
し

、
又
は

本
事

業
者
の
固

有
財
産

と
し

、
若
し
く

は
他
の
不

動
産

特
定

共
同
事

業
契

約
に
係

る
財

産
と
す

る
行

為
を
い

う
。

以
下

同
じ
。

）
を

相
当
と

判
断

す
る
と

き
は

、
適
切

な
手

続
に

よ

り
対

象
不

動
産
の
売

却
等
を
行
う

も
の
と
す

る
。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
ロ

】
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

4
号
、

同
条
第

2
項
第

12
号
イ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

12
号

】
 

2 
本
事
業
者

は
、
対
象

不
動
産
の

売
却
等
に

あ
た

り
、
本
出
資

者
に
対
し

、
当

該
対
象
不
動

産
の
鑑
定

評
価
額
又

は
近

傍
同

種
の

不
動
産

の
取

引
価
格

等
を

示
す
客

観
的

な
資
料

を
添

付
し

た
書
面

に
よ

り
、
当

該
売

却
等
の

価
格

が
当
該

資
料

に
示

さ

れ
る

価
格

と
比
し
て

合
理
的
な
価

格
（
当
該

資
料
に
示

さ
れ

る
価
格
を

1
割
以
上
下

回
ら
な

い
価

格
で
あ
る

こ
と
、
又

は
当

該
資

料
に

示
さ

れ
る

価
格

を
1

割
以

上
下

回
る

価
格

で
あ

る
も

の
の

当
該

価
格

に
つ

き
合

理
的

な
理

由
の

あ
る

こ
と

を
い

う
。
）
で
あ
る

こ
と

を
説
明
す
る

も
の
と

す
る

。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

4
号
、

同
条
第

2
項
第

12
号
ロ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

12
号

】
 

3 
本
事
業
者

は
、

対
象
不
動
産

の
売
却

等
を

し
た
と
き

は
、
対

象
不

動
産
の
売

却
等
を
し

た
日
か
ら

30
日
以
内

に
、

本
出

資
者

に
対
し

、
以

下
の
内

容
を

記
載
し

た
書

面
を
交

付
し

、
又

は
当
該

書
面

に
記
載

す
べ

き
事
項

を
電

磁
的
方

法
に

よ
り

提

供
す

る
。

但
し
、
当

該
売
却
等
に

よ
り
本
契

約
が
終
了

す
る

場
合
に

つ
い
て
は

こ
の

限
り
で

は
な
い
。
 

（
1
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
売
却

等
に

係
る
対

象
不
動
産

の
所
在
、
地
番
、
用
途
、
土
地

面
積
、
延
べ
床
面

積
そ
の
他

の
当

該
対
象
不
動
産

を
特
定
す

る
た

め
に
必

要
な
表
示
 

（
2
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
売
却

等
を

し
た
日
 

（
3
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
売
却

等
の

価
格
 

（
4
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
譲
受

人
と

本
事
業

者
と
の
関

係
 

（
5
）
 
当

該
対

象
不

動
産

の
売

却
等

を
し

た
日

に
お

け
る

財
産

の
状

況
並

び
に

対
象

不
動

産
の

追
加

取
得

の
方

針
及

び
手

続
 

（
6
）
 
対

象
不
動
産
の

追
加
取
得

の
予

定
時
期

の
定
め
が

あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は

当
該
予
定
時
期

 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ロ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

     

合
の

本
契
約
上

の
地

位
の
買
取

請
求
に

お
け
る
買
取
価

格
や
、

第
13

条
に
基
づ

く
本
契
約

の
全
部
又
は

一
部
の
解

除

の
場

合
に
返
還

す
べ

き
出
資
の

価
額
の

算
定
に
お
い
て

、
対
象

不
動
産
の

時
価
評
価

額
を

基
礎
と

す
る
こ
と

と
し

、
当

該
時

価
評
価
額

に
つ

い
て
は
直

近
に
取

得
し
た
鑑
定
評

価
額
に

よ
る
こ
と
に
し

て
い
る
が

、
か
か
る
算
定

を
行
え
る

よ

う
に

す
る
た
め

に
は

、
対
象
不

動
産
に

つ
い
て
定
期
的

に
鑑
定

評
価
書
を
取
得

す
る
必
要

が
あ
る

。
 

第
4
条
第

9
項
は
、

か
か

る
趣
旨

に
よ
り
鑑

定
評

価
書
の
取

得
に
つ

い
て

の
規
定
を

設
け
た

も
の
で
あ
る
。
 

 

■
第

5
条
の
解

説
 

 
第

5
条
は
、

対
象

不
動
産
の

処
分
に

つ
い

て
規
定
す

る
。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
不
動
産
特

定
共

同
事
業

契
約
に
係

る
財
産
の
管

理
に
関
す

る
事
項
と

し
て

、
出
資

又
は
賃
貸

若
し
く
は

賃
貸

の
委
任
の

目
的

で
あ
る
財

産
を
、
当

該
不

動
産
特
定

共
同
事

業
契
約
に
係
る

不
動
産
取

引
に
よ
り
運

用
す
る
旨

を

明
示

し
て
記
載

す
る

必
要
が
あ

る
（
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施
行
規

則
第

11
条

第
2
項
第

4
号
ロ
）。

 

 
第

3
条
第

1
項
の

解
説
で
述

べ
た
と

お
り
、
本

モ
デ
ル
約
款

に
お
い
て

は
、
本
契

約
及
び

他
の

匿
名
組
合

契
約
に
基

づ
き

出
資
さ
れ

る
金

銭
を
、
対

象
不
動

産
の
取
得
、
賃

貸
及
び

売
却
等
に
よ
っ

て
運
用
す

る
事
業

を
想

定
し
て
い

る
。

第
5
条
は
、
こ

れ
ら
の
う

ち
、
本

契
約
及

び
他

の
匿
名
組

合
契
約

に
基
づ
き
出
資

さ
れ
る
金

銭
に
よ
っ
て

取
得
す
る

対

象
不

動
産
を
売

却
等

に
よ
っ
て

運
用
す

る
こ
と
を
明
示

す
る
も

の
で
あ
り
、
対
象

不
動
産
の

取
得
に
つ
い

て
定
め
る

第

3
条

第
1
項
及

び
第

4
項

並
び

に
対
象

不
動
産
の

賃
貸

に
つ
い

て
定
め
る
第

4
条
第

2
項

と
あ
い

ま
っ
て
、
か
か
る
約

款
記

載
事
項
が

充
足

さ
れ
る
こ

と
に
な

る
。
 

 
ま

た
、
約
款
に
は
、
対

象
不

動
産
を

売
却
し
、
又
は
自
己

の
固
有

財
産
と
し
、
若
し
く

は
他
の
不
動

産
特
定
共

同
事

業
契

約
に
係
る

財
産

と
す
る
行

為
（
以
下
、「

対
象
不
動

産
の

売
却
等

」
と

い
う
。
）
に

関
す
る

事
項

と
し
て
、
対
象

不

動
産

の
売
却
等

の
予

定
の
有
無

並
び
に

対
象
不
動
産
の

売
却
等

を
予
定
す
る
場

合
に
お
い

て
は
、
当
該
対

象
不
動
産

の

売
却

等
の
手
続

に
関

す
る
定
め

を
記
載

す
る
必
要
が
あ

る
（

施
行
規

則
第

1
1
条
第

1
項
第

4
号
、
同
条

第
2
項
第

12

号
イ

）。
 

 
さ

ら
に
、
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に

は
、
対
象

不
動
産
の

売
却
等
に
関

す
る
事
項

を
記

載
す
る

必
要
が
あ

る
（
施
行

規
則
第

47
条

第
2
項
第

12
号

）
。
 

 
第

5
条
第

1
項
は

、
こ

れ
ら

を
踏
ま

え
、
対
象

不
動
産
の

売
却
等
の
予

定
が
あ
る

こ
と

、
及
び

対
象
不
動

産
の
売
却

等
の

手
続
を
規

定
す

る
も
の
で

あ
る
。
 

 
対

象
不
動
産

の
売

却
等
の
手

続
に
つ

い
て
は
、
出
資
者
全
員

に
と
っ
て

の
重
大
な

関
心

事
で
あ

る
た
め
、
約
款
作
成

に
あ

た
り
、
商

品
設
計
に

応
じ

て
、
出
資
者

の
意

思
を
反
映

さ
せ
る

た
め

の
手
続
等

を
詳
細

に
規

定
す
る
こ

と
も
考
え

ら
れ

る
。
も
っ

と
も
、
適
時
に
売

却
を

行
う
た
め

に
は
意
思

決
定
を
迅
速

に
行
う
要

請
も

あ
る
と

こ
ろ
、
匿

名
組
合
に

お
け

る
業
務
執

行
は

営
業
者
が

行
う
も

の
で
あ
る
こ
と

か
ら
（

商
法
第

53
5
条
、

第
5
36

条
第

3
項
）、

本
モ
デ
ル

約

款
に

お
い
て
は

、
旧
標
準

約
款

と
同
様

に
、
本
事

業
者
が
相

当
と
判

断
す

る
と
き
に

適
切
な

手
続

に
よ
っ
て

対
象
不
動

産
の

売
却
等
を

行
う

旨
を
規
定

す
る
に

留
め
て
い
る
。
 

 
な

お
、
平
成

29
年

の
施
行
規

則
の
改

正
に

よ
り
、
対

象
不
動

産
の
売
却
等
の

時
期
に
つ

い
て
は
、
約

款
記
載
事

項

で
は

な
く
な
っ

た
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

平
成

31
年
の
施
行

規
則
の
改

正
に
よ
り
、

対
象
不
動

産
の
売

却
等

に
関
す
る

約
款
記
載
事

項
と
し
て

、「
対
象

不
動
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                           （
利

益
相
反

取
引

）
 

第
5
条
の

2 
本
事

業
者
は
、
次

に
掲
げ
る
行

為
又
は
取

引
を

す
る
場

合
、
こ
れ

ら
の
行
為
又

は
取
引
を

行
う
日
の

[1
4]
日

以

上
前

ま
で
に

、
本

出
資
者

に
対

し
、
当

該
行

為
又
は

取
引

に
係

る
財
産

を
特

定
す
る

た
め

に
必
要

な
表

示
、
当

該
行

為
又

は

取
引

の
予
定

時
期

並
び
に

当
該

財
産
の

評
価

額
及
び

そ
の

算
出

根
拠
を

記
載

し
た
書

面
を

交
付
し

、
又

は
当
該

書
面

に
記

載

す
べ

き
事

項
を
電
磁

的
方
法
に
よ

り
提
供
す

る
も
の
と

す
る

。
 

（
1
）
 
本

事
業
に
係
る

財
産
を
、

自
己

の
固
有

財
産
又
は

他
の
不
動
産

特
定
共
同

事
業
契
約
に
係

る
財
産

と
す
る
行

為
 

（
2
）
 
自

己
の
固
有
財

産
又
は
他

の
不

動
産
特

定
共
同
事

業
契
約
に
係

る
財
産
を

本
事
業
に
係
る

財
産
と

す
る
行
為
 

（
3
）
 
利

害
関
係
人
（

規
則
第

11
条
第

2
項
第

15
号
ホ
(3

)に
規
定
す

る
利

害
関
係
人

を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
と
の

間
に

お
け
る
本
事
業

に
係
る
財

産
に

関
す
る

取
引
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ホ

】
 

産
の

売
却

等
を

予
定
す

る
場
合

に
あ
っ

て
は

、
当
該

対
象
不

動
産
の

売
却

等
の
手

続
及

び
当

該
対
象

不
動
産

の
売

却
等

の
価

格
が

当
該

不
動
産

の
鑑
定

評
価
額

又
は

近
傍
同

種
の
不

動
産
の

取
引

価
格
等

に
照

ら
し

合
理
的

な
も
の

で
あ

る
こ

と
を
担
保

す
る

た
め
に
必

要
か
つ

適
切

な
措
置
に

関
す
る
定

め
」
が
追
加

さ
れ
た
（

施
行

規
則
第

11
条
第

2
項
第

12

号
ロ
）。

 

か
か

る
「
必
要
か
つ

適
切
な
措

置
」
に
つ
い

て
は
、
国

交
省
事

務
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
第

3-
2（

1）
④
及
び
金
融

庁
事
務

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

7-
2-
2（

1）
④

に
お
い

て
、
例
え
ば
、

当
該
不

動
産
の
鑑

定
評

価
額
や
近

傍
同
種

の
不

動
産
の
取

引
価

格
等

を
示

す
客

観
的
な

資
料
を

示
す
こ

と
に

よ
り
、

当
該
売

却
等
の

価
格

が
こ
れ

ら
の

資
料

に
よ
り

示
し
た

価
格

と
比

し
て
、
合
理
的
な
価

格
と
な
っ

て
い
る
こ
と

を
事
業
参

加
者
に

説
明

す
る
等
の

措
置
を
い
う

と
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、

か
か
る
「

合
理

的
な
価
格

」
に
つ

い
て

は
、
国
交

省
事
務
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン

第
3-

2（
1）

⑤
及
び
金

融
庁

事
務
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

7-
2-
2
（
1）

⑤
に
お
い
て

、
例
え

ば
、

客
観
的
な

資
料
に

よ
り
示
し
た
価

格
を
、
概

ね
1
割
以
上
下

回
る
よ
う
な

売
却
等
の

価
格

で
あ
っ
て

、
合
理

的
な

理
由
が
な

い
も
の
は

こ
れ
に
該
当

し
な
い
と

さ
れ

る
。
 

第
5
条
第

2
項

は
、
こ
れ
ら
を

踏
ま
え

、
対
象
不
動
産

を
売
却

等
す
る
際

に
お

け
る
本
出

資
者
に

対
す

る
説
明
に

関
す

る
規
定
を

設
け

る
も
の
で

あ
る
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

対
象
不

動
産

変
更
型

契
約
の

約
款
に

は
、

対
象
不

動
産
の

変
更
に

係
る

手
続

に
関

す
る
事

項
と
し

て
、
不

動
産

特
定

共
同
事
業

者
等

は
、
対
象

不
動
産

の
売

却
等
（
当

該
対
象
不

動
産
の
売
却

等
に
よ
り

契
約

が
終
了

す
る
も
の

を
除
く
。）

を
し
た
と

き
は

、
当

該
対
象
不

動
産
の

売
却
等
を
し
た

日
か
ら

30
日
以

内
に
、
事
業
参
加
者

に
対
し
、
当
該

対
象
不
動

産
の

売
却

等
に

係
る
対

象
不
動

産
の
所

在
、

地
番
、

用
途
、

土
地
面

積
、

延
べ
床

面
積

そ
の

他
の
当

該
対
象

不
動

産
を

特
定

す
る

た
め

に
必
要

な
表
示

、
当
該

対
象

不
動
産

の
売
却

等
を
し

た
日

、
当
該

対
象

不
動

産
の
売

却
等
の

価
格

、
譲

受
人

と
不

動
産

特
定
共

同
事
業

者
等
と

の
関

係
、
当

該
対
象

不
動
産

の
売

却
等
を

し
た

日
に

お
け
る

財
産
の

状
況

並
び

に
対

象
不

動
産

の
追
加

取
得
の

方
針
及

び
手

続
並
び

に
対
象

不
動
産

の
追

加
取
得

の
予

定
時

期
の
定

め
が
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当
該

予
定
時

期
を
記

載
し
た

書
面

を
交
付

す
る
旨

又
は
当

該
書

面
に
記

載
す

べ
き

事
項
を

電
磁
的

方
法

に
よ

り
提
供
す

る
旨

の
定
め
を

規
定
す

る
必

要
が
あ
る

（
施
行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、
同

条
第

2
項
第

1
5
号
ロ

）。
 

ま
た
、

対
象

不
動
産

変
更
型

契
約
の

契
約

成
立
時

交
付
書

面
に
は

、
対

象
不

動
産

の
変
更

に
係
る

手
続
に

関
す

る
事

項
を
記
載

す
る

必
要
が
あ

る
（
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

）。
 

第
5
条
第

3
項
は
、

こ
れ

ら
を
踏

ま
え
て
、

こ
れ

ら
の
約
款

記
載
事

項
及
び
契
約
成

立
時
交

付
書
面
記
載
事

項
を
規

定
す
る
も

の
で

あ
る
。
 

 

■
第

5
条
の

2
の
解

説
 

第
5
条
の

2
は
、
本
事
業

者
が
利

益
相
反
取
引
を

行
う
場
合

の
取
扱

い
に

つ
い
て
規

定
す
る

。
 

対
象

不
動

産
変

更
型
契

約
の

約
款

に
は
、

対
象
不

動
産

の
変

更
に
係

る
手

続
に
関

す
る

事
項

と
し
て

、
不
動

産
特

定
共

同

事
業

者
等
は

、
次

に
掲
げ

る
行

為
又
は

取
引

を
す
る

場
合

に
お

い
て
は

、
事

業
参
加

者
に

対
し
、

当
該

行
為
又

は
取

引
に

係

る
財

産
を
特

定
す

る
た
め

に
必

要
な
表

示
、

当
該
行

為
又

は
取

引
の
予

定
時

期
並
び

に
当

該
財
産

の
評

価
額
及

び
そ

の
算

出

根
拠

を
記
載

し
た

書
面
を

事
前

に
交
付

す
る

旨
又
は

当
該

書
面

に
記
載

す
べ

き
事
項

を
電

磁
的
方

法
に

よ
り
提

供
す

る
旨

の

定
め

を
規
定
す

る
必

要
が
あ
る

（
施
行

規
則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、
同

条
第

2
項
第

15
号
ホ
）。

 

（
1）

 
不

動
産
特

定
共
同
事
業
契

約
に
係

る
財
産
を
、
自
己

の
固
有
財

産
又
は
他
の
不

動
産
特
定

共
同
事

業
契

約
に
係
る

財

産
と
す
る

行
為
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【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

         （
公

正
な
第

三
者

の
関
与

）
 

第
5
条
の

3 
本
事

業
者
は
、
対

象
不
動
産
の

追
加
取
得

又
は

売
却
等

を
行
う
場

合
、
次
の
各

号
の
い
ず

れ
か
の
手

続
を

経
る

も
の

と
す

る
。
 

（
1
）
 
弁

護
士
、
公
認

会
計
士
、
不
動

産
鑑
定

士
そ

の
他
の
者

で
あ
っ

て
、
不
動
産
取

引
に

関
す
る

実
務
に
関

す
る
知
識
を

有
す

る
者
（

利
害
関

係
人
に

該
当
す

る
者
を

除
く

。
以

下
「

第
三

者
専
門

家
」

と
い

う
。）

を
構

成
員
に

含
む

投
資

判
断
に
関
す
る

委
員
会
を

開
催

し
、
第
三
者
専
門

家
の
意
見

を
聴
取

し
、
当
該

取
引

が
本
出

資
者
及
び

他
の

匿
名
組

合
契

約
の

匿
名

組
合

員
に

と
っ

て
必

要
か

つ
合

理
的

な
取

引
で

あ
る

こ
と

等
に

つ
い

て
第

三
者

専
門

家
の

同
意

を

得
る
こ
と
 

（
2
）
 
第

三
者
専
門
家

か
ら
意
見

書
の

提
出
を

受
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
当
該
取
引

が
本
出
資
者
及

び
他
の
匿

名
組
合
契
約

の
匿

名
組

合
員

に
と

っ
て

必
要

か
つ

合
理

的
な

取
引

で
あ

る
こ

と
等

に
つ

い
て

第
三

者
専

門
家

の
同

意
を

得
る

こ

と
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
リ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

       ［（
助

言
契

約
）

 

第
5
条
の

4 
本
事

業
者
は
、
別

紙
4
助
言
契

約
の
相
手

方
記

載
の
者

と
の
間
で

、
対
象
不
動

産
の
変
更

に
係
る
対

象
不

動
産

の
選

定
並

び
に

当
該

対
象

不
動

産
の

変
更

の
時

期
及

び
方

法
に

関
し

助
言

を
受

け
る

こ
と

を
内

容
と

す
る

契
約

を
締

結
す

る
。
］
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
チ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

 

（
2）

 
自

己
の

固
有

財
産

又
は

他
の

不
動

産
特

定
共

同
事

業
契

約
に

係
る

財
産

を
不

動
産

特
定

共
同

事
業

契
約

に
係

る
財

産
と
す
る

行
為
 

（
3）

 
利

害
関
係

人
と
の
間
に
お

け
る
不

動
産
特
定

共
同

事
業
契
約

に
係
る

財
産

に
関
す
る

取
引
 

ま
た

、
当

該
行

為
又
は

取
引

は
、

当
該
書

面
を
交

付
し

又
は

当
該
書

面
に

記
載
す

べ
き

事
項

を
電
磁

的
方
法

に
よ

り
提

供

し
た

日
か
ら
原

則
と

し
て

2
週
間

以
上
の
期

間
を

お
い
て
行

う
こ
と

と
さ

れ
る
（
国

交
省
事

務
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
第

3-
2（

1）

⑪
及

び
金
融
庁

事
務

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

7-
2-
2（

1
）
⑪
）
。
 

ま
た

、
対

象
不

動
産
変

更
型

契
約

の
契
約

成
立
時

交
付

書
面

に
は
、

対
象

不
動
産

の
変

更
に

係
る
手

続
に
関

す
る

事
項

を

記
載

す
る
必
要

が
あ

る
（
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

15
号
）。

 

第
5
条
の

2
は

、
こ
れ
ら

を
踏

ま
え
て

、
こ
れ
ら

の
約

款
記
載

事
項
及
び

契
約
成
立
時
交

付
書
面

記
載
事
項
を
規

定
す
る

も
の

で
あ
る
。
 

 ■
第

5
条
の

3
の
解

説
 

第
5
条
の

3
は

、
対
象
不

動
産

の
追
加

取
得
又
は

売
却

等
を
行

う
場
合
に

お
け
る
公
正
な

第
三
者

の
関
与
に
係
る

手
続
に

つ
い

て
規
定
す

る
。
 

対
象

不
動

産
変

更
型
契

約
の

約
款

に
は
、

対
象
不

動
産

の
変

更
に
係

る
手

続
に
関

す
る

事
項

と
し
て

、
対
象

不
動

産
の

売

却
等

及
び
追

加
取

得
に
係

る
判

断
が
弁

護
士

、
公
認

会
計

士
又

は
不
動

産
鑑

定
士
そ

の
他

の
者
で

あ
っ

て
不
動

産
取

引
に

係

る
実

務
に
関

す
る

知
識
を

有
す

る
公
正

な
第

三
者
が

関
与

し
て

適
正
に

行
わ

れ
る
こ

と
を

担
保
す

る
た

め
の
必

要
か

つ
適

切

な
措

置
に
関
す

る
定

め
を
規
定

す
る
必

要
が

あ
る
（
施

行
規
則
第

11
条

第
1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
リ

）。
 

か
か
る
「

必
要
か
つ
適
切

な
措
置

」
に
つ
い
て
は

、
国
交
省

事
務
ガ

イ
ド

ラ
イ
ン
第

3-
2（

1）
⑭

及
び
金
融
庁
事

務
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

7-
2-
2（

1）
⑭
に
お
い

て
、
対
象

不
動
産
の
売
却

等
及
び

追
加
取
得

を
行

う
際
に

、
投
資
判

断
に

関
す
る
委

員
会

の
開

催
や
、

意
見

書
の
提

出
を

受
け
る

こ
と

に
よ
り

、
弁

護
士

、
公
認

会
計

士
、
不

動
産

鑑
定
士

そ
の

他
の
者

で
あ

っ
て

、

不
動

産
取
引
に

係
る

実
務
に
関

す
る
知

識
を

有
す
る
者
（
同

⑫
に
掲

げ
る

利
害
関
係

人
に
該

当
す

る
者
を
除

く
。）

の
意
見

を

聴
取

し
、
当

該
取

引
が
事

業
参

加
者
に

と
っ

て
必
要

か
つ

合
理

的
な
取

引
で

あ
る
こ

と
等

に
つ
い

て
同

意
を
得

る
旨

の
定

め

を
い

い
、
例

え
ば

古
民
家

再
生

に
資
す

る
フ

ァ
ン
ド

等
と

銘
打

ち
な
が

ら
、

都
心
部

の
ワ

ン
ル
ー

ム
マ

ン
シ
ョ

ン
に

相
当

部

分
入

れ
替
え
る

よ
う

な
こ
と
は

、「
事

業
参
加
者

に
と
っ
て
必
要

か
つ
合
理

的
な

取
引
」
に

該
当
し

な
い
と
さ
れ
る

。
 

第
5
条
の

3
は

、
こ
れ
ら

を
踏

ま
え
て

、
か
か
る

約
款

記
載
事

項
と
し
て

、
対
象
不
動
産

の
追
加

取
得
又
は
売
却

等
を
行

う
場

合
に
お
け

る
公

正
な
第
三

者
の
関

与
に

係
る
手
続

を
規
定

す
る
も
の
で
あ

る
。
 

ま
た

、
対

象
不

動
産
変

更
型

契
約

の
契
約

成
立
時

交
付

書
面

に
は
、

対
象

不
動
産

の
変

更
に

係
る
手

続
に
関

す
る

事
項

を

記
載

す
る
必
要

が
あ

る
（
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

15
号
）。

 

第
5
条
の

3
は
、
か
か
る

契
約
成

立
時
交
付
書
面

記
載
事
項

を
規
定

す
る

も
の
で
も

あ
る
。
 

 ■
第

5
条
の

4
の
解

説
 

第
5
条
の

4
は

、
対
象
不

動
産

の
変
更

に
係
る
対

象
不

動
産
の

選
定
並
び

に
当
該
対
象
不

動
産
の

変
更
の
時
期
及

び
方
法

に
関

す
る
助
言

契
約

に
つ
い
て

規
定
す

る
。
 

不
動

産
特

定
共

同
事
業

者
等

が
対

象
不
動

産
の
変

更
を

す
る

と
き
に

、
当

該
対
象

不
動

産
の

変
更
に

係
る
対

象
不

動
産

の

選
定

並
び
に
当

該
対

象
不
動
産

の
変
更

の
時

期
及
び
方

法
に
関

し
助
言
を
受
け

る
こ
と
を

内
容
と
す
る

契
約
（
以
下
、「

助
言

契
約

」
と
い
う

。）
を
締
結
す
る
場

合
、
対
象

不
動
産
変

更
型
契

約
の

約
款
に
は

、
対
象
不

動
産
の

変
更
に
係
る
手

続
に
関

す
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           （
本

事
業
の

状
況

に
係
る

報
告
等

）【
施
行
規
則

第
47

条
第

2
項
第

6
号

イ
、
同
項
第

11
号
】
 

第
6
条
 

本
事
業
者

は
、
毎
年

 
 
月

 
 
日
ま

で
に
、
法

第
28

条
第

2
項

に
定
め
る
本
事

業
に
係
る

財
産
の
管

理
の

状
況

に
つ

い
て

報
告
書
を

作
成
し
、
本
出
資

者
に
対
し

書
面
に
よ
り

交
付
し
、
又
は

電
磁

的
方
法

に
よ
り
提

供
す

る
も
の
と

す
る
。 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

3
号
、

同
条
第

2
項
第

11
号
イ

】
 

2 
本
事
業
者

は
、

本
出
資
者
が

請
求
す

る
場

合
に
は
、

財
産
の

管
理

の
状
況
に

つ
い
て
説

明
す
る
も
の

と
す
る
。
 

3 
本
事
業
者

は
、

法
第

29
条
に

定
め
る
本
事
業

に
係
る
業

務
及
び

財
産

の
状
況
を

記
載
し

た
書

類
を
事
業

所
ご
と
に

備
え

置
き

、
本

出
資
者
の

請
求
に
応
じ

て
こ
れ
を

閲
覧
さ
せ

る
も

の
と
す

る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

3
号
、

同
条
第

2
項
第

11
号
ロ

】
 

4 
本
事
業
者

は
、

法
第

30
条

第
1
項
に
定
め
る

本
事
業
に

係
る
事

業
参

加
者
名
簿

を
作
成

し
て

保
存
し
、

本
出
資
者

の
請

求
に

応
じ

て
こ
れ
を

閲
覧
さ
せ
る

も
の
と
す

る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

3
号
、

同
条
第

2
項
第

11
号
ハ

】
 

               

る
事

項
と
し

て
、

不
動
産

特
定

共
同
事

業
契

約
の
締

結
を

す
る

と
き
に

、
当

該
助
言

契
約

の
相
手

方
の

商
号
若

し
く

は
名

称

又
は

氏
名
、

住
所

、
法
人

に
あ

っ
て
は

そ
の

代
表
者

の
氏

名
及

び
当
該

助
言

契
約
の

内
容

を
記
載

す
る

欄
（
当

該
助

言
契

約

の
相

手
方
が

不
動

産
投
資

顧
問

業
者
で

あ
る

場
合
に

あ
っ

て
は

、
不
動

産
特

定
共
同

事
業

契
約
の

締
結

を
す
る

と
き

に
、

当

該
助

言
契
約

の
相

手
方
の

商
号

又
は
名

称
、

住
所
、

そ
の

代
表

者
の
氏

名
、

当
該
助

言
契

約
の
内

容
及

び
不
動

産
投

資
顧

問

業
者

の
登
録
を

受
け

て
い
る
旨

を
記
載

す
る

欄
）
を
設

け
る
必

要
が
あ
る
。
 

第
5
条

の
4
は
、
こ

れ
を
踏
ま

え
て
、
助
言

契
約
を
締

結
す

る
場
合

を
想
定
し

て
、

別
紙

4
に
こ
れ

ら
の

事
項
を
記
載

す

る
欄

を
設
け
る

こ
と

に
よ
り
、

か
か
る

約
款

記
載
事
項

に
つ
い

て
規
定
す
る
も

の
で
あ
る

。
 

ま
た

、
対

象
不

動
産
変

更
型

契
約

の
契
約

成
立
時

交
付

書
面

に
は
、

対
象

不
動
産

の
変

更
に

係
る
手

続
に
関

す
る

事
項

を

記
載

す
る
必
要

が
あ

る
（
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

15
号
）。

 

第
5
条
の

4
は
、
か
か
る

契
約
成

立
時
交
付
書
面

記
載
事
項

を
規
定

す
る

も
の
で
も

あ
る
。
 

も
っ
と
も

、
助
言
契
約
を

締
結
し

な
い
場
合
は
、

本
条
を
設

け
る
必

要
は

な
い
。
 

 ■
第

6
条
の
解

説
 

 
第

6
条
は
、

本
事

業
の
状
況

に
係
る

報
告

等
に
つ
い

て
規
定

す
る
。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
不

動
産
特
定

共
同

事
業
者
の

約
款
に

は
、
業
務

及
び
財
産
の

状
況
に
係

る
情
報
の

開
示

に
関
す

る
事
項
と

し
て

、
不

特
法
第

28
条

第
2
項
の

規
定
に

よ
り
交

付
さ
れ
る

財
産

の
管
理

の
状
況
に

つ
い
て
の
報
告

書
（
以

下
、「

財
産
管
理
報

告
書

」
と

い
う
。
）
の

記
載

事
項
が

事
業

参
加

者
に

開
示
さ
れ
る

た
め

の
方

法
に

関
す
る
定

め
を

記
載

す
る

必
要
が
あ

る
（

施
行
規
則
第

11
条

第
1
項

第
3
号

、
同
条
第

2
項
第

1
1
号
イ

）。
 

 
第

6
条
第

1
項
は

、
か
か
る

約
款
記

載
事
項
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

 
平

成
29

年
の

不
特

法
改
正
に

よ
り
、

電
磁

的
方
法
に

よ
っ
て

財
産
管
理
報
告

書
を
交
付

す
る
こ
と
が

可
能
に
な

っ

た
（
不

特
法
第

28
条
第

4
項
）。

そ
こ
で

、
第

6
条
第

1
項
に
つ

い
て
も
、
電
磁
的

方
法
に
よ

る
財

産
管
理
報

告
書
の

交
付

を
想
定
し

た
規

定
に
し
て

い
る
。
な

お
、
電

磁
的
方
法
に
よ

る
財
産
管

理
報
告
書
の
交

付
を
行

う
に
あ
た

っ
て

は
、

交
付

先
た
る
本

出
資

者
の
承
諾

を
取
得

す
る
な
ど
不
特

法
第

28
条
第

4
項
が
準

用
す
る
同

第
24

条
第

3
項
の
要
件

を

充
足

す
る
必
要

が
あ

る
た
め
、

留
意
す

る
必
要
が
あ
る

。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
不

動
産
特
定

共
同

事
業
者
は

、
不
特

法
第

28
条
第

1
項
に
基

づ
き
、
事
業
参

加
者
の
求

め
に
応
じ
、

不
動
産
特

定

共
同

事
業
契
約

に
係

る
財
産
の

管
理
の

状
況
に
つ
い
て

説
明
す

る
義
務
を
負
う

。
 

 
第

6
条
第

2
項
は

、
本
事
業

者
の
か

か
る
義
務
に
つ

い
て
確

認
的
に
規
定
す

る
も
の
で

あ
る
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
不

動
産
特
定

共
同

事
業
者
の

約
款
に

は
、
業
務

及
び
財
産
の

状
況
に
係

る
情
報
の

開
示

に
関
す

る
事
項
と

し
て

、
不

特
法

第
29

条
の

規
定

に
よ
り
閲

覧
さ
れ

る
業

務
及
び
財

産
の
状

況
を
記
載
し
た

書
類
の
記

載
事
項
が
事

業
参
加
者

に

開
示

さ
れ
る
た

め
の

方
法
に
関

す
る
定

め
を
記
載
す
る

必
要
が

あ
る
（
施
行
規

則
第

11
条

第
1
項

第
3
号

、
同
条
第

2
項

第
11

号
ロ
）。

 

 
第

6
条
第

3
項
は

、
か
か
る

約
款
記

載
事
項
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

4．
 

第
4
項
に
つ
い

て
 

 
不

動
産
特
定

共
同

事
業
者
の

約
款
に

は
、
業
務

及
び
財
産
の

状
況
に
係

る
情
報
の

開
示

に
関
す

る
事
項
と

し
て

、
不

38



        （
本

事
業
者

の
報

酬
）
 

第
7
条
 

本
事
業
者

は
、
本
契
約

に
定
め
る

業
務
執
行

の
対

価
と
し

て
以
下
の

金
額

（
以
下

「
本
事
業

者
報
酬
」
と
い

う
。）

を
本

事
業

に
係
る
資

産
か
ら
本
事

業
者
の
固

有
財
産
と

す
る
（

但
し
、
第
（
4）

号
に

定
め
る

報
酬

に
つ
い
て

は
本
出
資

者
か

ら
受

領
す

る
）
こ
と

が
で
き
る
も

の
と
す
る

。
 

（
1
）
 
［

ア
ッ
プ
フ
ロ

ン
ト
フ
ィ

ー
/本

事
業
の
組
成
の
対

価
］
と
し
て

、
対
象
不

動
産

の
取
得
時

に
、［

取
得
価
格
の

○
％

/
金
○
円

］
 

（
2
）
 
各

計
算
期
間
（

第
8
条
第

2
項

に
定
め

る
。
以
下
同
じ

。）
に

係
る
対

象
不
動
産

の
管

理
運
営

の
対
価
と

し
て

、
第

8

条
第

5
項
及

び
第

10
条
第

2
項

の
金
銭

の
分
配
時

に
、［
［

対
象
不

動
産
の
取

得
価

格
/対

象
不
動

産
の
賃
料

収
入
/

本
事
業
に
係
る

分
配
金
の

合
計

額
/本

事
業
に
係

る
税
引
前
利

益
］
の
○
％
［（

但
し
、
当
該
金

額
が
対
象

不
動

産
の

取
得

価
格
の

○
％
を

下
回
る

場
合
に

は
、
対

象
不
動

産
の
取

得
価

格
の
○

％
）
］
/
金
○

円
］（

但
し

、
計
算

期
間

が

○
ヶ
月
に
満
た

な
い
場
合

又
は

○
ヶ
月

を
超
え
る

場
合
に
は
、

実
日
数
に

基
づ
く
日
割
計

算
（

1
円

未
満
の
端
数
は

切
り
捨
て
）
に

よ
り
算
出

す
る

。）
 

（
3
）
 
対

象
不
動
産
の

全
部
又
は

一
部

の
売
却

等
の
対
価

と
し
て
、
売
却
等

に
係

る
代
金
の

受
領
時

に
、
売
却

等
の
価
格
の

○
％
 

（
4
）
 
本

契
約
上
の
地

位
の
譲
渡

に
伴

う
事
務

手
続
の
対

価
と
し
て
、

譲
渡
の
完

了
時
に
、
金
○

円
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

8
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
8
号
、

同
項
第

8
号
の

2】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

7
号
】
 

     （
出

資
者
に

対
す

る
損
益

及
び
金

銭
の

分
配

）【
施
行
令
第

6
条
第

1
項
第

3
号
、
施
行
規

則
第

11
条
第

2
項

第
3
号
】【

法

第
25

条
第

1
項
第

3
号
】
【
施
行

規
則
第

4
7
条
第

2
項
第

6
号
ハ
】
 

第
8
条
 

本
事
業
の

損
益
は
、
法

令
及
び
本
契
約

に
従
っ
て

計
算
さ
れ
る

も
の
と
す

る
。
本
事
業

者
は

、
商

法
第

1
9
条

に
基

づ
き

、
一
般

に
公

正
妥
当

と
認

め
ら
れ

る
会

計
の
慣

行
に

従
い

、
本
事

業
に

関
す
る

全
て

の
取
引

に
関

す
る
正

確
な

帳
簿

及

び
記

録
を

作
成
し
、

か
つ
、
保
持

す
る
も
の

と
す
る
。
 

2 
本
事
業
の

計
算

期
間
は
、
各

計
算
期

日
（
計
算

期
間
の
末

日
を
い
い
、
初
回
を
 

 
年
 

 
月
 
 

日
と

し
、
以
降

毎
年
 

 
 

月
 
 

日
及

び
本
事

業
の

清
算
手

続
に

お
い
て

本
事

業
に

係
る
一

切
の

債
務
を

弁
済

し
た
日

又
は

本
事
業

に
帰

属
す

る

特
法
第

30
条
第

2
項

の
規
定
に

よ
り
閲

覧
さ

れ
る
事
業

参
加
者

名
簿
の
記
載
事

項
が
事
業

参
加
者
に
開

示
さ
れ
る

た

め
の

方
法
に
関

す
る

定
め
を
記

載
す
る

必
要
が
あ
る（

施
行
規
則
第

11
条
第

1
項

第
3
号
、
同

条
第

2
項
第

11
号
ハ
）
。 

 
第

6
条
第

4
項
は

、
か
か
る

約
款
記

載
事
項
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

5．
 

契
約

成
立
時
交

付
書

面
記
載
事

項
に
つ

い
て
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
出
資
又

は
賃

貸
若
し
く

は
賃
貸

の
委
任
の
目
的

で
あ
る
財

産
に
関
す
る

事
業
参
加

者

の
監

視
権
の
有

無
及

び
そ
の
内

容
（
施

行
規
則
第

47
条

第
2
項

第
6
号
イ
）、

並
び
に
業
務

及
び
財
産
の

状
況
に
係

る

情
報

の
開
示
に

関
す

る
事
項
を

記
載
す

る
必
要
が
あ
る

（
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

11
号
）
。
 

 
第

6
条
は
、

こ
れ

ら
の
契
約

成
立
時

交
付
書
面
記
載

事
項
を

規
定
す
る
も
の

で
も
あ
る

。
 

 

■
第

7
条
の
解

説
 

 
第

7
条
は
、

本
事

業
者
の
報

酬
に
つ

い
て

規
定
す
る

。
 

 
不

動
産
特

定
共

同
事
業

者
の

約
款
に

は
、

不
動
産

特
定

共
同

事
業
者

の
報

酬
に
関

す
る

事
項
と

し
て

、
不
動

産
特

定
共

同

事
業

者
の
報
酬

の
額

の
算
定
の

方
法
並

び
に

収
受
の
時

期
及
び

方
法
に
関
す
る

定
め
を
記

載
す
る
必
要

が
あ
る
（
施
行
令

第
6

条
第

1
項
第

8
号
、

施
行
規
則

第
11

条
第

2
項

第
8
号

）。
 

そ
し

て
、

対
象

不
動
産

変
更

型
契

約
の
約

款
に
お

い
て

は
、

か
か
る

報
酬

の
額
の

算
定

方
法

は
、
対

象
不
動

産
の

価
額

又

は
収

益
若
し

く
は

利
益
に

対
す

る
割
合

を
基

礎
と
し

て
算

定
す

る
方
法

そ
の

他
の
公

正
な

方
法
で

あ
る

必
要
が

あ
る

（
施

行

規
則
第

11
条
第

2
項
第

8
号
の

2）
。
か
か
る
「
公

正
な
方
法

」
に

つ
い
て
は

、
国
交
省

事
務
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
第

3-
2
（
1）

③
及

び
金
融
庁

事
務

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

7-
2-
2
（
1）

③
に
お
い

て
、
例

え
ば
、
対

象
不

動
産
の

価
額
や
不

動
産

取
引
に
よ

り
生

じ
た

収
益
又

は
利

益
に
一

定
割

合
を
乗

じ
た

金
額
を

不
動

産
特

定
共
同

事
業

者
の
報

酬
と

す
る
な

ど
、

事
業
参

加
者

と
不

動

産
特

定
共
同

事
業

者
の
利

益
が

連
動
す

る
こ

と
に
よ

り
、

対
象

不
動
産

変
更

型
契
約

に
基

づ
く
不

動
産

特
定
共

同
事

業
を

事

業
参

加
者
の

た
め

に
適
切

に
実

施
す
る

こ
と

を
動
機

付
け

る
よ

う
な
方

法
を

い
い
、

対
象

不
動
産

の
価

額
や
不

動
産

取
引

に

よ
り

生
じ
た

収
益

又
は
利

益
に

一
切
連

動
す

る
こ
と

な
く

、
契

約
時
の

み
に

一
定
額

を
不

動
産
特

定
共

同
事
業

者
の

報
酬

と

す
る

こ
と
等
の

方
法

は
、
原
則

と
し
て

「
公

正
な
方
法

」
に
該

当
し
な
い
と
さ

れ
る
。
 

 
ま

た
、
契

約
成

立
時
交

付
書

面
に
は

、
不

動
産
特

定
共

同
事

業
者
の

報
酬

に
関
す

る
事

項
を
記

載
す

る
必
要

が
あ

る
（

施

行
規

則
第

47
条
第

2
項

第
7
号

）。
 

 
第

7
条

は
、
こ
れ

ら
を
踏
ま
え

、
本
事
業

者
の
報
酬
の
額

の
算
定

の
方
法
、

収
受

の
時
期

、
及
び
収

受
の

方
法
に
つ

い
て

規
定

す
る
も
の

で
あ

る
。
 

 
報

酬
の
定

め
方

は
各
不

動
産

特
定
共

同
事

業
者
毎

に
異

な
る

た
め
、

本
モ

デ
ル
約

款
に

お
い
て

は
、

約
款
作

成
に

際
し

て

参
考

に
な
る

よ
う

に
い
く

つ
か

の
サ
ン

プ
ル

を
記
載

し
て

い
る

。
約
款

の
作

成
に
あ

た
っ

て
は
、

商
品

設
計
に

応
じ

て
、

不

要
な

記
載
は

削
除

し
、
報

酬
の

額
の
算

定
方

法
を
選

択
す

る
な

ど
し
て

、
第

一
号
事

業
者

の
報
酬

に
つ

き
明
確

に
定

め
る

こ

と
が

重
要
で
あ

る
。
 

 ■
第

8
条
の
解

説
 

 
第

8
条
は
、

出
資

者
に
対
す

る
損
益

及
び

金
銭
の
分

配
に
つ

い
て
規
定
す
る

。
 

 
約

款
に
は

、
事

業
参
加

者
に

対
す
る

収
益

又
は
利

益
の

分
配

に
関
す

る
事

項
と
し

て
、

事
業
参

加
者

に
対
し

分
配

す
べ

き

収
益

又
は
利

益
の

額
の
算

定
の

方
法
並

び
に

そ
の
分

配
の

時
期

及
び
方

法
に

関
す
る

定
め

を
記
載

す
る

必
要
が

あ
る

（
施

行

令
第

6
条
第

1
項
第

3
号
、
施

行
規
則
第

11
条

第
2
項
第

3
号
）
。
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財
産

の
全

て
が
本
事

業
に
係
る
債

務
の
弁
済

に
充
て
ら

れ
た

日
と
す

る
。
以
下

同
じ
。）

の
翌
日
（
但
し

、
最
初
の

計
算

期
間

に
つ

い
て

は
 
 
年

 
 
月
 
 

日
）
か
ら

直
後
の
計

算
期
日

ま
で
と
す
る
。［

但
し
、
最
後

の
計
算
期

間
を

除
き
、
各

計
算

期
日

に
お

い
て
当
該

計
算
期
日
が

属
す
る
計

算
期
間
に

対
応

す
る
匿

名
組
合
損

益
（
次
項

に
定
義

す
る
。）

と
し

て
損
失

が
生

じ
る

こ
と

が
見
込
ま

れ
る
場
合
、

当
該
計
算

期
間
の
末

日
は

翌
計
算

期
日
に
延

期
さ

れ
る
も

の
と
す
る

。］
 

3 
本
事
業
者

は
、
各
計

算
期
間
末

に
、
当

該
計

算
期
間
の
第
（

1）
号
に
規
定

さ
れ
る
本
事
業

か
ら
生
じ

た
収

益
か
ら
第
（

2）

号
に

規
定
さ

れ
る

本
事
業

か
ら

生
じ
た

費
用

を
控
除

す
る

こ
と

に
よ
り

、
本

事
業
に

係
る

税
引
前

利
益

（
以
下

「
匿

名
組

合

利
益

」
と

い
う
。）

又
は

税
引
前
損

失
（

以
下
「
匿

名
組

合
損
失

」
と
い
い
、
匿

名
組
合
利
益

及
び
匿
名

組
合
損
失

を
総

称
し

て
「

匿
名

組
合
損
益

」
と
い
う
。）

を
計
算

す
る
。
 

（
1
）
 
本

事
業
か
ら
生

じ
た
収
益
 

①
 
対

象
不
動

産
か
ら
生
じ
る

賃
料
収

入
 

②
 
対

象
不
動

産
の
売
却
益
 

③
 
対

象
不
動

産
に
係
る
保
険

金
 

④
 
本

事
業
に

係
る
金
銭
の
運

用
か
ら

得
ら
れ
る
受
取

利
息
 

⑤
 
匿

名
組
合

出
資
金
償
還
益

及
び
本

事
業
に
関
連
す

る
債
務
の

債
務
免

除
益
 

⑥
 
本

事
業
に

係
る
そ
の
他
の

収
益
 

（
2
）
 
本

事
業
か
ら
生

じ
た
費
用
 

①
 
対
象

不
動
産
の
取
得

、
管
理
、

修
繕
及
び
売

却
等
に
要

す
る
諸

費
用
 

②
 
対
象

不
動
産
の
売
却

損
 

③
 
対
象

不
動
産
に
係
る

損
害
保
険

料
 

④
 
対
象

不
動
産
に
係
る

公
租
公
課

 

⑤
 
本
事

業
に
係
る
日
常

的
な
経
理

業
務
や
一
般

管
理
業
務

に
要
す

る
費

用
そ
の
他

の
一
切
の
営

業
費
用
 

⑥
 
匿
名

組
合
出
資
金
償

還
損
 

⑦
 
本
事

業
の
遂
行
に
係

る
本
事
業

者
報
酬
 

≪
優

先
劣
後

構
造

に
し
な

い
場
合

≫
 

4 
各
計
算
期

間
に

対
応
す
る
匿

名
組
合

損
益

は
、
出
資

割
合
に

応
じ
て
、
本
出
資
者

に
帰

属
す
る

も
の
と
す

る
。
な
お

、
匿

名
組

合
利

益
が
あ
る

場
合
で
、
当
該

計
算
期
間
の
前

の
計
算
期

間
ま
で
（
以
下
「
経
過
済

計
算
期

間
」
と

い
う
。）

に
本

項
に

従
っ

て
本
出

資
者

に
分
配

さ
れ

た
匿
名

組
合

損
失
（

も
し

あ
れ

ば
。
但

し
、

経
過
済

計
算

期
間
ま

で
に

本
項
に

従
っ

て
補

て

ん
さ

れ
た

金
額
を
控

除
す
る
。）

が
あ
る

と
き
は
、
当
該

匿
名
組

合
利

益
は
ま
ず

当
該
匿
名
組

合
損
失
の

補
て
ん
に

充
当

す
る

も
の

と
す
る

。
ま

た
、
当

該
計

算
期
間

中
に

本
出
資

額
又

は
他

の
匿
名

組
合

員
の
出

資
額

に
変
動

が
あ

っ
た
場

合
に

は
、

こ

れ
ら

の
額

を
実
日
数

で
加
重
平
均

し
て
算
出

さ
れ
た
割

合
を

出
資
割

合
と
す
る

。
 

≪
優

先
劣
後

構
造

に
す
る

場
合
≫

 

4 
各
計
算
期

間
に

対
応
す
る
匿

名
組
合

損
益

は
、
以
下
の
と

お
り
本
出
資

者
、
本
事
業
に
対

す
る
本
出

資
者
及
び

本
事

業
者

以
外

の
出
資

者
（

以
下
、

本
出

資
者
並

び
に

本
事
業

に
対

す
る

本
出
資

者
及

び
本
事

業
者

以
外
の

出
資

者
を
総

称
し

て
「

優

先
出

資
者

」
と
い
う

。）
並
び
に

本
事
業

者
に

帰
属
す
る

も
の
と

す
る

。
 

（
1
）
 
当

該
計
算
期
間

に
つ
い
て

匿
名

組
合
損

失
が
生
じ

た
場
合
、
当

該
匿
名
組

合
損
失
を
以
下

の
順
序

で
分
配
す

る
。
 

①
 
ま
ず

、
第

2
条
第

3
項
に

基
づ
く

本
事
業
に
対
す

る
出
資
（

以
下
「

劣
後

出
資
」
と

い
う
。
）
に
係
る

損
失

の
分
配

と
し

て
、

劣
後

出
資
の
額

か
ら
当

該
計

算
期

間
の
前

の
計
算

期
間

ま
で

（
以
下
「

経
過
済

計
算

期
間

」
と

い
う
。
）

 
契

約
成
立

時
交

付
書
面

に
は

、
事
業

参
加

者
に
対

す
る

収
益

又
は
利

益
の

分
配
に

関
す

る
事
項

を
記

載
す
る

必
要

が
あ

る

（
不

特
法
第

25
条
第

1
項
第

3
号
）。

 

 
第

8
条
は
、

こ
れ

ら
を
踏
ま

え
て
本

事
業

に
係
る
損

益
及
び

金
銭
の
分
配
に

つ
い
て
定

め
て
い
る
。
 

 
ま

た
、
契

約
成

立
時
交

付
書

面
に
は

、
事

業
参
加

者
の

権
利

及
び
責

任
の

範
囲
等

に
関

す
る
事

項
と

し
て
、

収
益

又
は

利

益
の

受
領
権
に

関
す

る
事
項
を

記
載
す

る
必

要
が
あ
る

（
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

6
号
ハ

）。
 

 
第

8
条
は
、

か
か

る
契
約
成

立
時
交

付
書

面
記
載
事

項
を
規

定
す
る
も
の
で

も
あ
る
。

 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
第

8
条
第

1
項
は

、
本
事
業

に
お
け

る
損
益
の
計
算

方
法
に

つ
い
て
規
定
す

る
も
の
で

あ
る
。
 

 
匿

名
組
合
が

組
成

さ
れ
た
場

合
、
匿
名

組
合

に
係
る
損

益
の
計

算
と
営
業
者
に

係
る
損
益

の
計
算
の

2
つ
の
損
益

の

計
算

が
な

さ
れ

る
こ

と
に
な
る

。
こ

の
う
ち

、
匿

名
組
合
に

お
け

る
損

益
の

計
算
に

つ
い

て
は

、「
一

般
に

公
正
妥
当

と
認

め
ら
れ
た

会
計

基
準
」
は
存

在
し

な
い
た
め
、
第

8
条

第
1
項

前
段
は
「
法
令
及
び

本
契
約
」
に
従

っ
て
計
算
す

る
こ

と
を
定
め

て
い

る
。
 

 
営

業
者
に
係

る
損

益
の
計
算

に
関
し

て
は
、
商
法
第

19
条
の

適
用
が
あ
り
、

営
業
者
は

、
そ
の
営
業

の
た
め
に

使

用
す

る
財
産
に

つ
い

て
、
一
般

に
公
正

妥
当
と
認

め
ら

れ
る
会

計
の
慣
行

に
従
っ
て
、
適

時
に
、
正
確
な
商

業
帳
簿
を

作
成

し
、
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
匿
名
組
合
事

業
は
、
営
業

者
の

事
業
で
あ

り
（

商
法
第

53
5
条
）、

通
常

は
、

匿
名

組
合
の
貸

借
対

照
表
は
営

業
者
の

貸
借
対
照
表
の

一
部
と

整
理
さ
れ
て
い

る
。
そ
の

た
め
、
本
事
業
者

は
、
本
事

業
に

関
す
る
取

引
に

つ
い
て
も

、
一
般
に

公
正

妥
当
と
認

め
ら
れ

る
会
計
の
慣
行

に
従
っ
て

正
確
な
帳
簿

及
び
記
録

を

作
成

し
、
保
存

す
る
必
要

が
あ

る
こ
と

に
な
る
。
第

8
条
第

1
項
後
段
は

、
こ
の
点

を
確
認

的
に

規
定
す
る

も
の
で
あ

る
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
第

8
条
第

2
項
は

、
本
事
業

に
お
け

る
計
算
期
間
を

規
定
す

る
も
の
で
あ
る

。
 

 
第

8
条
第

2
項
但

書
は
、
対

象
不
動

産
の
開
発
・
改
修
を

行
う
よ

う
な

場
合
の
個

人
投
資

家
の

税
務
を
考

慮
し
た
規

定
案

で
あ
る
。
事
業
開
始

当
初

は
損
失

が
発
生
し

、
開
発
・
改
修
が

終
了

し
た
後
に

利
益
が

発
生

す
る
よ
う

な
ケ
ー
ス

に
お

い
て
、
当

初
の
計
算

期
間

に
お
い

て
損
失
が

帰
属
し
、
後
の
計

算
期

間
に
お
い

て
利
益

が
帰

属
す
る
こ

と
と
な
っ

た
場

合
、
個
人

の
投

資
家
に
つ

い
て
は

、
損
失
は
切
り

捨
て
ら

れ
、
利
益
部
分

に
つ
い
て

課
税
さ

れ
る

こ
と
に
な

る
。

こ
の

よ
う
な
こ

と
を

避
け
る
た

め
の
方

策
と
し
て
、
損
失

が
発
生

す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る

場
合
に
つ
い

て
は
計
算

期

日
を

延
期
し
、
利
益
が
出

る
ま

で
の
期

間
を

1
つ

の
計
算
期
間

と
し
て
損

益
を
分
配

す
る

こ
と
が

考
え
ら
れ

る
。
か
か

る
但

書
に
つ
い

て
は

、
個

別
の

事
業
特

性
に
応
じ

て
、
会
計

税
務
的

な
観

点
か
ら
の

検
討
を

経
た

上
で
規
定

す
る
こ
と

を
想

定
し
て
い

る
。
な
お

、
法
人

が
事

業
参
加
者

に
含
ま
れ

る
こ
と
が
想

定
さ
れ
る

場
合

に
は
、
当
該
法
人

に
と
っ
て

匿
名

組
合

事
業

の
計

算
期
間
が

1
年
を

超
え

る
こ
と

に
つ
い
て

支
障

が
な

い
か

を
確
認
す

る
必

要
が

あ
る

た
め
留
意

さ
れ

た
い
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
第

8
条
第

3
項
は

、
損
益
の

計
算
の

時
期
及
び
計
算

方
法
に

つ
い
て
規
定
す

る
も
の
で

あ
る
。
 

4．
 

第
4
項
に
つ
い

て
 

 
第

8
条
第

4
項
は

、
損
益
の

分
配
に

つ
い
て
規
定
す

る
も
の

で
あ
る
。
 

 
優

先
劣
後
構

造
に

し
な
い
場

合
と
優

先
劣
後
構
造
に

す
る
場

合
に
場
合
分
け

し
て
記
載

し
て
い

る
が
、
約
款
の
作

成

に
あ

た
っ
て
は

、
い

ず
れ
か
を

選
択
し

て
記
載
す
る
こ

と
を
想

定
し
て
い
る
。
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に
本

①
に
従
っ
て
本

事
業
者
に

分
配
さ
れ
た

劣
後
出
資

に
係
る

損
失
（
も

し
あ
れ
ば
）
を
控

除
し

た
額
（
但
し

、
経

過
済

計
算
期
間
ま
で

に
第
（
2）

号
③
に

従
っ
て
補

て
ん
さ
れ
た

金
額
を
加

算
す
る
。）

を
限

度
と
し

て
、
本
事

業
者

に
帰

属
さ
せ
る
。
 

②
 
前
①

に
よ
る
匿
名
組

合
損
失
の

分
配
後
に
な

お
残
損
失

が
あ
る

場
合
、
第

2
条
第

1
項
及
び

他
の
匿

名
組
合
契
約
に

基
づ

く
出

資
（

以
下
「
優

先
出
資

」
と

い
う
。
）
に
係
る

損
失
の

分
配

と
し

て
、
優

先
出
資
の

総
額

（
以

下
「
優

先

出
資

総
額

」
と

い
う
。）

か
ら
経
過

済
計

算
期

間
に
本
②

に
従
っ

て
優

先
出

資
者
に

分
配
さ
れ

た
優

先
出

資
に
係

る

損
失

（
も

し
あ

れ
ば
）
を

控
除
し

た
額

（
但

し
、
経

過
済
計

算
期

間
ま

で
に
第
（

2）
号
②
に

従
っ

て
補

て
ん
さ

れ

た
金

額
を
加
算
す
る

。）
を

限
度
と

し
て
、
優
先

出
資
総
額
に

対
す
る
各
優

先
出
資
者

の
出

資
額
の

割
合
（

以
下
「
優

先
出

資
割

合
」

と
い
う
。
）

に
応
じ

て
各

優
先

出
資
者
に

帰
属
さ

せ
る

。
な

お
、
当

該
計
算
期

間
中

に
優

先
出
資

者

の
出

資
額
に
変
動
が

あ
っ
た
場

合
に
は
、
当
該
出
資

額
を

実
日
数

で
加
重
平

均
し
て
算
出
さ

れ
た
割

合
を
本
項
に
お

け
る

「
優
先
出
資
割

合
」
と
す

る
。
 

③
 
前
②

に
よ
る
匿
名
組

合
損
失
の

分
配
後
に
な

お
残
損
失

が
あ
る

場
合
、
本
事

業
者
が
そ
の
固

有
の
勘

定
に
お
い
て
残

損
失

を
負
担
す
る
。
 

（
2
）
 
当

該
計
算
期
間

に
つ
い
て

匿
名

組
合
利

益
が
生
じ

た
場
合
、
当

該
匿
名
組

合
利
益
を
以
下

の
順
序

で
分
配
す

る
。
 

①
 
ま
ず

、
経

過
済

計
算
期
間

に
第
（

1）
号

③
に

従
っ
て
本

事
業
者

の
固

有
勘

定
に
分

配
さ
れ
た

匿
名

組
合

損
失
（

も

し
あ

れ
ば

）
の

合
計
額
（

但
し
、

経
過

済
計

算
期
間

ま
で
に

本
①

に
従

っ
て
補
て

ん
さ
れ

た
金

額
を

控
除

す
る
。
）

に
満

つ
る
ま
で
の
金

額
を
、
本
事

業
者
の
固

有
勘

定
に
分
配

し
、
本
事

業
者
の
固
有
勘
定

に
係
る

匿
名
組
合
損
失

の

補
て

ん
に
充
当
す
る

も
の
と
す

る
。
 

②
 
前
①

に
よ

る
匿

名
組
合
損

失
の
補

て
ん

後
に

な
お
残

利
益
が

あ
る

場
合

、
経
過
済

計
算
期

間
に

第
（

1）
号
②
に

従

っ
て

優
先
出
資
者
に

分
配
さ
れ

た
優
先
出
資

に
係
る
損

失
（
も

し
あ
れ
ば

）
の
合

計
額
（
但

し
、
経
過
済

計
算

期
間

ま
で

に
本

②
に

従
っ
て
補

て
ん
さ

れ
た

金
額

を
控
除

す
る
。
）
に

満
つ

る
ま

で
の
金

額
を
、
優

先
出

資
割

合
に
応

じ

て
各

優
先
出
資
者
に

分
配
し
、
各

優
先
出

資
者
の
優

先
出

資
に
係

る
匿
名
組

合
損
失
の
補
て

ん
に
充

当
す
る
も
の
と

す
る

。
 

③
 
前
②

に
よ

る
匿

名
組
合
損

失
の
補

て
ん

後
に

な
お
残

利
益
が

あ
る

場
合

、
経
過
済

計
算
期

間
に

第
（

1）
号
①
に

従

っ
て

本
事
業
者
に
分

配
さ
れ
た

劣
後
出
資
に

係
る
損
失
（
も
し

あ
れ
ば
）
の
合
計
額
（
但
し

、
経

過
済
計
算
期
間

ま

で
に

本
③

に
従

っ
て
補
て

ん
さ
れ

た
金

額
を

控
除
す

る
。
）
に
満

つ
る

ま
で

の
金
額

を
、
本
事

業
者

に
分

配
し
、

本

事
業

者
の
劣
後
出
資

に
係
る
匿

名
組
合
損
失

の
補
て
ん

に
充
当

す
る

も
の
と
す

る
。
 

④
 
前
③

に
よ
る
匿
名
組

合
損
失
の

補
て
ん
後
に

な
お
残
利

益
が
あ

る
場

合
、
優
先

出
資
に
係
る

利
益
の
分

配
と
し
て
、

当
該

計
算

期
間

の
末
日
時

点
に
お

け
る

優
先

出
資
者

の
出
資

額
に

当
該

計
算
期
間

の
実
日

数
を

乗
じ

36
5

で
除
し

○
％

を
乗
じ
た
金
額

に
満
つ
る

ま
で
の
金
額

を
、
優
先

出
資
割

合
に

応
じ
て
優

先
出
資
者
に

帰
属
さ
せ

る
。
 

⑤
 
前
④

に
よ
る
匿
名
組

合
利
益
の

分
配
後
に
な

お
残
利
益

が
あ
る

場
合
、
劣
後
出
資

に
係
る
利

益
の

分
配
と
し

て
、
残

利
益

を
本
事
業
者
に

帰
属
さ
せ

る
。
 

≪
優

先
劣
後

構
造

に
し
な

い
場
合

≫
 

5 
本
事
業
者

は
、
各
計

算
期
間
末

の
属

す
る
月
の

2
ヶ
月
後

応
当
月
の
最

終
営
業
日

ま
で

の
間
で

、
本

事
業
者
が

裁
量

に
よ

り
指

定
す

る
日
（
以
下
「
金
銭

配
当
日
」
と
い

う
。）

に
、
本
出

資
者

に
分
配
さ

れ
た
当
該
計

算
期
間
に

係
る
匿
名

組
合

利
益

（
も

し
あ

れ
ば
。
但
し
、
前
項

に
基
づ

き
匿
名
組
合
損

失
の
補

て
ん
に
充

当
さ

れ
た
匿
名

組
合
利

益
は

含
ま
れ
な

い
。）

相
当

額
の

金
銭

を
本
出
資

者
に
支
払
う

も
の
と
す

る
。
 

 
優

先
劣
後
構

造
に

す
る
場
合

の
規
定

に
つ
い
て
は
、
事

業
参
加

者
の
利
回
り
や

元
本
の
安

全
性
を
確
保

す
る
ス
キ

ー

ム
を

想
定
し
、
事
業
参

加
者
の
出

資
を
優

先
出

資
と
し
、
不

動
産

特
定
共

同
事
業
者

の
出

資
を
劣

後
出
資
と

し
て
い
る
。 

 
損

失
が

発
生

し
た

場
合
に
は

、
第

（
1）

号
①
な

い
し
③
に
従

っ
て

、
①

本
事

業
者
の
劣

後
出

資
→

②
優

先
出
資
者

の
優

先
出
資
→

③
本

事
業
者
の

固
有
の

勘
定
の
順
序
で

分
配
さ

れ
る
例
を
規
定

し
た
。
ま

た
、
利

益
が
発
生

し
た
場
合

に
は

、
基

本
的

に
は

、
第
（

2）
号

④
及

び
⑤

に
従

っ
て
、
④
優

先
出

資
者

に
対

し
て
出
資

額
の

○
％

の
固

定
利
回
り

を
優

先
的
に
分

配
し

、
⑤

残
り

の
利
益

は
本
事
業

者
に

対
し
て

分
配
さ
れ

る
例
を
規
定
し

た
。
但

し
、
経

過
済
計
算
期

間
（

当
該
計
算

期
間

の
前
の
計

算
期
間

ま
で
を
意
味
す

る
（
第

8
条
第

4
項
第
（

1）
号
①

）。
）
に
お
い

て
損
失
が

発

生
し

た
場

合
、

当
該

損
失
が
す

べ
て

補
て
ん

さ
れ

る
ま
で
は

、
第

（
2
）
号

①
な

い
し
③
に

従
っ

て
、

④
及

び
⑤
の
利

益
の

分
配
の
前

に
、
①

本
事
業
者

の
固
有

勘
定

に
係
る
損

失
の
補

て
ん
→
②
優
先

出
資
者
の

優
先
出
資
に

係
る
損
失

の

補
て

ん
→

③
本

事
業

者
の

劣
後

出
資

に
係

る
損

失
の

補
て
ん

の
順

序
で

発
生

し
た

利
益

が
損

失
の

補
て

ん
に

充
て

ら

れ
る

こ
と
と
し

た
。
 

 
本

モ
デ
ル
約

款
に

お
い
て
は

、
優
先
出

資
者

に
対
す
る

利
益
の

分
配

に
つ
い
て
、
累
積

的
な
も

の
と
は
し

て
い
な
い
。

す
な

わ
ち
、
あ

る
計
算
期

間
に

お
い
て

○
％
の
固

定
利
回
り
の

分
配
を
受

け
ら
れ
な

か
っ

た
場
合

、
か
か
る

不
足
分
に

つ
い

て
翌
計
算

期
間

以
降
の
利

益
に
よ

っ
て
補
充
さ
れ

る
内
容

に
は
な
っ
て
い

な
い
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う

な
内
容
の

約
款

に
す
る
こ

と
も

可
能
で
あ

る
。
 

 
優

先
劣

後
構

造
を

採
用

す
る

場
合

の
損

益
の

分
配

に
つ
い

て
の

定
め

は
各

事
業

者
の

商
品

設
計

に
よ

る
と

こ
ろ

が

大
き

い
と
考
え

ら
れ

、
本

モ
デ

ル
約
款

の
記
載
は

1
つ

の
例
に

す
ぎ
な
い

。
約
款
の

作
成

に
あ
た

っ
て
は
、
各
事
業
者

が
商

品
設
計
を

し
、
ま
た

、
損
益

の
分

配
に
つ
い

て
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン

を
行
っ
た

上
で

、
商
品

に
応
じ
て

適
切
に
条

項
を

定
め
る
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。
 

な
お
、
対

象
不
動
産

変
更
型
契

約
に
お
い
て

は
、
計
算

期
間
中

に
追
加
募
集
や

本
契
約
上

の
地
位
の
買

取
等
に
よ

っ

て
各

事
業
参
加

者
の

出
資
額
に

変
動
が

生
じ
る
場
合
も

考
え
ら

れ
る
た
め
、
そ
の

場
合
の
出

資
割
合
の
扱

い
に
つ
い

て

の
規

定
を
設
け

て
い

る
。
 

5．
 

第
5
項
に
つ
い

て
 

 
第

8
条
第

5
項
は

、
現
金
の

分
配
に

つ
い
て
規
定
す

る
も
の

で
あ
る
。
 

 
匿

名
組
合
に

お
け

る
現
金
の

分
配
は

、
必
ず
し

も
利
益
の
分

配
と
連
動

さ
せ
る
必

要
は

な
い
が

、
本
モ
デ

ル
約
款
に

お
い

て
は
、
一
般
投
資

家
の
わ
か

り
や

す
さ
を
考

え
、
分
配

さ
れ
る

利
益
（

但
し
、
損
失

の
補
て
ん
に

充
当
さ
れ

た
利

益
は

含
ま
れ
な

い
。）

と
同
額
の

金
銭
を

分
配
す
る

も
の

と
し
て

い
る
。
 

 
も

っ
と
も
、
計

算
上

利
益
が
発

生
す
る

場
合

に
お
い
て

利
益
と

同
額
の
金
銭
の

支
払
を
行

っ
た
と
き
に

事
業
に
支

障

が
生

じ
る
こ
と

が
見

込
ま
れ
る

場
合
に

は
、
そ
の
よ
う

な
事
態

が
生
じ
な
い
よ

う
な
規
定

に
す
る

必
要

が
あ
る
た

め
、

想
定

す
る
事
業

に
応

じ
た
検
討

が
必
要

で
あ
る
。
 

6．
 

第
6
項
に
つ
い

て
 

 
第

8
条
第

6
項
は
、
損
失
が
分

配
さ
れ

た
場

合
及
び
損

失
が
補

て
ん
さ
れ
た
場

合
の
会
計

処
理
の
根
拠

と
な
る
規

定

を
定

め
る
も
の

で
あ

る
。
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≪
優

先
劣
後

構
造

に
す
る

場
合
≫

 

5 
本
事
業
者

は
、
各
計

算
期
間
末

の
属

す
る
月
の

2
ヶ
月
後

応
当
月
の
最

終
営
業
日

ま
で

の
間
で

、
本

事
業
者
が

裁
量

に
よ

り
指

定
す
る

日
（

以
下
「

金
銭

配
当
日

」
と

い
う
。
）
に

、
前
項

第
（
2）

号
④
及

び
⑤

に
基
づ

き
各
優

先
出

資
者
及

び
本

事

業
者

に
分

配
さ
れ
た

当
該
計
算
期

間
に
係
る

匿
名
組
合

利
益
（
も
し
あ

れ
ば
。
但
し
、
前
項

第
（
2）

号
①
な

い
し
③
に

基
づ

き
匿

名
組

合
損
失
の

補
て
ん
に
充

当
さ
れ
た

匿
名
組
合

利
益

は
含
ま

れ
な
い
。
）
相
当

額
の
金

銭
を

各
優
先
出

資
者
に
支

払
い

又
は

本
事

業
者
が
収

受
す
る
も
の

と
す
る
。
 

6 
本
条
に
基

づ
き

分
配
さ
れ
た

匿
名
組

合
損

失
に
つ
い

て
は
、
同
額

の
出

資
の
払
戻

し
と
し

て
会
計
処
理
す

る
。
ま
た
、
当

該
匿

名
組
合

損
失

が
本
条

に
基

づ
き
匿

名
組

合
利
益

に
よ

っ
て

補
て
ん

さ
れ

た
場
合

、
同

額
に
つ

い
て

出
資
の

増
加

が
あ

っ

た
も

の
と

し
て
会
計

処
理
す
る
。
 

 （
契

約
期
間

）
 

第
9
条
 

本
契
約
の

契
約
期
間
は

、
 
 
年

 
 
月
 

 
日

か
ら
 

 
年
 
 

月
 

 
日
ま

で
と
す
る

。
 

2 
前
項
に
か

か
わ

ら
ず
、
本
契

約
の
契

約
期
間
内
に
対

象
不
動

産
全
部
の

売
却

等
が
完
了

し
な
い

場
合

に
は
、
本
事
業
者

は
、

本
契

約
の

契
約

期
間

の
満

了
日

の
○

ヶ
月

前
ま

で
に

本
出

資
者

に
書

面
又

は
電

磁
的

方
法

に
よ

り
通

知
を

す
る

こ
と

に
よ

り
、

○
年

を
超
え
な

い
範
囲
で
本

契
約
の
契

約
期
間
を

延
長

す
る
こ

と
が
で
き

る
。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

5
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
5
号
】
 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

5
号
】

 

     （
本

契
約
の

終
了
・
本
事

業
の
清

算
）【

施
行
令
第

6
条
第

1
項
第

6
号
、
施
行
規
則

第
11

条
第

2
項
第

6
号

イ
及
び
ロ

】【
法

第
25

条
第

1
項
第

6
号
】
 

第
10

条
 
本

契
約

は
、
以
下
の
い

ず
れ

か
の
事
由

が
生
じ
た

場
合
に
は
終

了
す
る
。
か
か
る

事
由
の
発

生
に
よ
り

本
契

約
が

終
了

し
た

場
合
、
本

事
業
者
は
、

本
出
資
者

に
直
ち
に

通
知

す
る
も

の
と
す
る

。
 

（
1
）
 
第

9
条
に
定
め

る
本
契
約

の
契

約
期
間

の
満
了
 

（
2
）
 
新

た
な
対
象
不

動
産
の
取

得
を

予
定
し

な
い
場
合

の
対
象
不
動

産
全
部
の

売
却
等
の
完
了

 

（
3
）
 
本

事
業
の
継
続

の
不
能
 

（
4
）
 
本

事
業
者
に
係

る
破
産
手

続
開

始
の
決

定
 

（
5
）
 
出

資
総
額
が
第

2
条
第

1
項
に

定
め
る

出
資
予
定

総
額
に
満
た

な
い
場
合

で
あ
っ
て
、
本
事

業
者
が
第

2
条
第

3
項

に
基
づ
き
自
ら

出
資
を
行

わ
な

い
と
き

そ
の
他
の

や
む
を
得
な

い
事
由
が

あ
る
と
き
 

≪
優

先
劣
後

構
造

に
し
な

い
場
合

≫
 

2 
前
項
の
規

定
に

よ
っ
て
本
契

約
が
終

了
し

た
場
合
、
本
事

業
者
は
、
本
事
業

に
お
い
て
金

銭
以
外
の

資
産
が
あ

れ
ば

こ
れ

を
換

価
処

分
し
た
上

、
本
事
業
に

係
る
資
産

か
ら
本
事

業
者

報
酬
を

含
む
本
事

業
に

係
る
一

切
の
債
務

を
弁
済
し
、
第

8
条

第
4
項
に

従
い
、
速
や
か

に
最
終

の
計
算
期
間
に

係
る
匿
名

組
合
損

益
及

び
本
出
資

者
に
分

配
す

べ
き
匿
名

組
合
損
益

を
確

定
し

、
本
事

業
に

属
す
る

金
銭

か
ら
清

算
手

続
に
要

す
る

費
用

そ
の
他

の
残

余
財
産

か
ら

支
払
わ

れ
る

べ
き
費

用
を

控
除

し

 

          ■
第

9
条
の
解

説
 

 
第

9
条
は
、

本
契

約
の
契
約

期
間
に

つ
い

て
規
定
す

る
。
 

 
約

款
に
は

、
契

約
期
間

に
関

す
る
事

項
と

し
て
、

不
動

産
特

定
共
同

事
業

契
約
を

締
結

す
る
と

き
に

契
約
期

間
を

記
載

す

る
欄

並
び
に

契
約

期
間
の

延
長

を
予
定

す
る

場
合
に

あ
っ

て
は

そ
の
要

件
及

び
手
続

に
関

す
る
定

め
（

契
約
期

間
を

定
め

な

い
場

合
に
あ
っ

て
は

、
そ

の
旨

の
定
め

）
を
記
載

す
る
必
要

が
あ
る
（
施
行
令

第
6
条
第

1
項
第

5
号

、
施
行
規

則
第

11
条

第
2
項
第

5
号

）。
 

 
第

9
条
第

1
項
は
、
こ

れ
を
踏

ま
え

、
契
約
期

間
を
記
載

す
る
欄
を
規

定
す
る
も

の
で

あ
り
、
第

9
条
第

2
項
は
、

契
約

期
間

の
延
長
の

要
件

及
び
手
続

を
規
定

す
る

も
の
で
あ

る
。
 

 
ま

た
、
契
約
成
立

時
交

付
書
面

に
は
、
契
約
期

間
に
関
す
る

事
項
を
記

載
す
る
必

要
が

あ
る
（
不
特

法
第

25
条
第

1
項
第

5
号

）。
 

 
個

別
契
約

書
の

作
成
時

に
契

約
期
間

を
記

載
す
る

欄
に

具
体

的
な
日

付
を

記
載
す

る
こ

と
に
よ

っ
て

、
か
か

る
契

約
成

立

時
交

付
書
面
記

載
事

項
が
充
足

さ
れ
る

こ
と

に
な
る
。
 

 

■
第

10
条
の

解
説
 

 
第

10
条
は

、
本
契
約

の
終
了

及
び
本

事
業
の
清

算
に

つ
い
て

規
定
す
る

。
 

 
約

款
に
は

、
契

約
終
了

時
の

清
算
に

関
す

る
事
項

と
し

て
、

契
約
終

了
の

原
因
と

な
る

事
由
及

び
契

約
終
了

時
の

残
余

財

産
の

分
配
の
方

法
そ

の
他
の
清

算
の
手

続
に

つ
い
て
明

確
か
つ

公
正
な
定
め
を

記
載
す
る

必
要
が
あ
る
（
施
行

令
第

6
条

第
1

項
第

6
号
、
施

行
規

則
第

11
条

第
2
項
第

6
号
イ

）。
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
契
約
終
了
時
の

清
算
に
関

す
る
事

項
を

記
載
す
る

必
要
が

あ
る
（
不

特
法
第

2
5
条
第

1
項

第
6
号
）。

 

 
第

10
条
は

、
こ

れ
ら
を
踏
ま

え
、
第

1
項
に
お

い
て
契
約

終
了
の

原
因

と
な
る
事

由
を
規

定
し

、
第

2
項
に
お

い
て
契

約

終
了

時
の
残
余

財
産

の
分
配
の

方
法
そ

の
他

の
清
算
の

手
続
に

つ
い
て
規
定
す

る
も
の
で

あ
る
。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
前

述
の
と
お

り
、
第

10
条
第

1
項
は

、
契
約
終

了
の

原
因
と

な
る
事
由

を
規
定
す
る
も

の
で
あ

る
。
 

 
第

2
条
第

2
項
の

解
説
で
述

べ
た
と

お
り
、
匿

名
組
合
に
お

い
て
は
、
各
匿
名
組

合
員
が

営
業

者
と
の
間

で
締
結
す

る
契

約
は
そ
れ

ぞ
れ

別
個
独
立

の
契
約

で
あ
る
た
め
、
契
約
の

終
了
に
つ

い
て
も
、
匿
名
組

合
契

約
ご
と
に

終
了
事
由
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た
金

額
に

出
資
割
合

を
乗
じ
た
金

額
を
本
出

資
者
に
支

払
う

も
の
と

す
る
。
 

≪
優

先
劣
後

構
造

に
す
る

場
合
≫

 

2 
前
項
の
規

定
に

よ
っ
て
本
契

約
が
終

了
し

た
場
合
、
本
事

業
者
は
、
本
事
業

に
お
い
て
金

銭
以
外
の

資
産
が
あ

れ
ば

こ
れ

を
換

価
処

分
し
た
上

、
本
事
業
に

係
る
資
産

か
ら
本
事

業
者

報
酬
を

含
む
本
事

業
に

係
る
一

切
の
債
務

を
弁
済
し
、
第

8
条

第
4
項
に

従
い
、
速
や
か

に
最
終

の
計
算
期
間
に

係
る
匿
名

組
合
損

益
及

び
本
出
資

者
に
分

配
す

べ
き
匿
名

組
合
損
益

を
確

定
し

、
本
事

業
に

属
す
る

金
銭

か
ら
清

算
手

続
に
要

す
る

費
用

そ
の
他

の
残

余
財
産

か
ら

支
払
わ

れ
る

べ
き
費

用
を

控
除

し

た
金

額
を

も
っ
て
、

以
下
の
順
序

で
優
先
出

資
者
及
び

本
事

業
者
に

対
し
て
出

資
の

価
額
の

返
還
を
行

う
も
の
と
す
る

。
 

（
1
）
 
ま

ず
、
優

先
出
資
総
額
に

満
つ
る

ま
で
の
金

額
を

も
っ
て
、
優
先
出

資
割
合
に

応
じ

て
各
優

先
出
資
者

に
対
し
て
出

資
の
価
額
を
返

還
す
る
。
 

（
2
）
 
前

号
の
返
還
後

に
な
お
残

額
が

あ
る
場

合
、
本
事

業
者
に
対
し

て
出
資
の

価
額
を
返
還
す

る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

4
号
、

同
条
第

2
項
第

12
号
ロ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

6
号
ハ

】
 

                         

の
発

生
の
有
無

が
判

断
さ
れ
、
ま

た
、
終
了
の
効
果
が

発
生
す

る
こ
と
に
な
る

。
し

か
し
、
本
事

業
者

、
本

出
資
者
及

び
他

の
匿
名
組

合
契

約
の
匿
名

組
合
員

は
、
本
事

業
全
体
に
つ

い
て
共
通

の
利
害
関

係
を

有
し
て

お
り
、
契

約
の
終
了

事
由

に
つ
い
て

も
、
本
事

業
に

係
る
す

べ
て
の
匿

名
組
合
契
約

に
共
通
す

る
終
了
事

由
と

、
本
契

約
の
み
を

対
象
と
す

る
終

了
事
由
の

2
つ
が

存
在
す
る

。
第

1
0
条
第

1
項
は
、
こ

れ
ら
の
う
ち

本
事
業
に

係
る
す

べ
て

の
匿
名
組

合
契
約

に
共

通
す
る
終

了
事

由
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

 
対

象
不
動
産

変
更

型
契
約
に

お
い
て

は
、
新

た
な
対
象

不
動
産

を
追
加
取
得
す

る
予
定
で

対
象
不
動
産

全
部
の
売

却

等
を

行
う
こ
と

も
考

え
ら
れ
る

た
め
、
第

11
条
第

1
項

第
（
2）

号
の
終
了
事
由

を
新
た
な

対
象
不
動
産

の
取
得
を

予

定
し

な
い
場
合

に
限

定
し
て
い

る
。
 

第
10

条
第

1
項
第
（
4）

号
は

、
商

法
第

5
41

条
第

3
号
を
踏

ま
え
た
終

了
事

由
で
あ
る

。
商

法
第

54
1
条
第

3
号

に
お

い
て
は
、
匿
名
組
合

員
が

破
産
手

続
開
始
決

定
を
受
け
た

こ
と
も
終

了
事
由
と

定
め

ら
れ
て

い
る
が
、
本
出
資
者

の
破

産
は
本
事

業
全

体
を
終
了

さ
せ
る

べ
き
事
由
で
は

な
い
た

め
、
第

10
条
第

1
項
に
は

規
定
せ
ず
、

本
契
約
の

み

を
対

象
と
す
る

終
了

事
由
と
し

て
、
第

12
条
第

3
項
に
規
定
し

て
い
る
。
 

 
約

款
に
は
、
契
約
終
了

時
の

清
算
に

関
す
る
事

項
と
し
て
、
出
資

が
予

定
し
た
財

産
に
満

た
な

い
場
合
で

あ
っ
て
不

動
産

特
定
共
同

事
業

者
等
が
出

資
を
行

わ
な
い
と
き
そ

の
他
の

や
む
を
得
な
い

事
由
が
あ

る
と
き

に
は
、
不
動
産
特

定

共
同

事
業
契
約

が
終

了
す
る
旨

の
定
め

を
記
載
す
る
必

要
が
あ

る
（
施
行
令
第

6
条
第

1
項
第

6
号
、

施
行
規
則

第

11
条
第

2
項

第
6
号
ロ

）。
 

 
そ

こ
で
、
第

10
条
第

1
項
第
（
5）

号
に
お
い
て
、
か
か
る

約
款
記
載
事

項
を
踏
ま

え
た
終

了
事

由
を
規
定

し
て
い

る
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
第

10
条
第

2
項
は
、

第
10

条
第

1
項
に
よ
っ

て
本
契
約

が
終
了

し
た

場
合
の
清

算
に
つ

い
て

規
定
し
て

い
る
。
 

 
匿

名
組
合
契

約
が

終
了
し
た

と
き
は

、
営
業
者

は
、
匿

名
組
合

員
に
そ
の
出
資

の
価
額
を

返
還
し
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
（

商
法
第

54
2
条

）。
第

10
条

第
2
項
は
、
そ

の
具
体
的

な
手
続

を
定

め
る
も
の

で
あ
る

。
 

 
優

先
劣
後
構

造
に

し
な
い
場

合
と
優

先
劣
後
構
造
に

す
る
場

合
に
場
合
分
け

し
て
記
載

し
て
い

る
が
、
第

8
条
第

4

項
及

び
第

5
項

と
同

様
に
、
約
款

の
作
成

に
あ

た
り
、
い
ず

れ
か

一
方
を

採
用
し
て

記
載

す
る
こ

と
を
想
定

し
て
い
る
。 

 
優

先
劣
後
構

造
に

す
る
場
合

の
規
定

に
つ
い
て
は
、
第

8
条

第
4
項
の

解
説
で
述

べ
た

と
お
り

、
事
業
参

加
者
の
利

回
り

や
元
本
の

安
全

性
を
確
保

す
る
ス

キ
ー
ム
を
想
定

し
て
い

る
た
め
、
優
先
出

資
に
係
る

出
資
の
価
額

の
返
還
を

優

先
し
、
こ
れ
を
行

っ
て

な
お
残
余

財
産
が

あ
る

場
合
に
劣

後
出
資

に
係
る
出
資
の

価
額
の
返

還
を
行
う
こ

と
と
し
て

い

る
。
 

 
ま

た
、
第

10
条
第

2
項
は
、

本
契
約

終
了

時
ま
で
に

対
象
不

動
産
の
売
却
が

行
わ
れ
て

い
な
い
場
合

に
お
け
る

対

象
不

動
産
の
売

却
の

手
続
を
定

め
る
も

の
で
あ
る
た
め
、
施

行
規
則
第

1
1
条
第

1
項
第

4
号
及
び
同

条
第

2
項
第

12

号
ロ

の
約
款
記

載
事

項
を
記
載

す
る
も

の
で
も
あ
る
。
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
収
益
又

は
利

益
及
び
契

約
終
了

時
に
お
け
る
残

余
財
産
の

受
領
権
並
び

に
出
資
を

伴

う
契

約
に
あ
っ

て
は

出
資
の
返

還
を
受

け
る
権
利
に
関

す
る
事

項
を
記
載
す
る

必
要
が
あ

る
（
施

行
規

則
第

47
条

第

2
項

第
6
号
ハ

）。
 

 
第

10
条
第

2
項
に
よ

り
、
第

10
条
第

1
項
に

よ
っ
て
本
契

約
が
終
了
し

た
場
合
に

お
け
る

残
余

財
産
の
受

領
権
及

び
出

資
の
返
還

を
受

け
る
権
利

に
関
す

る
事
項
が
記
載

さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
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（
本

契
約
上

の
地

位
の
譲

渡
）
 

第
11

条
 
本

出
資

者
は
、
本
事
業

者
の

事
前
の
書

面
又
は
電

磁
的
方
法
に

よ
る
承
諾

が
あ

る
場
合

に
限
り
、
本
契

約
上

の
地

位
を

譲
渡

す
る
こ
と

が
で
き
る
。

但
し
、
本

事
業
者
は

、
当

該
承
諾

を
正
当
な

理
由

な
く
拒

否
で
き
な

い
も
の
と
す
る

。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

5
号
、

同
条
第

2
項
第

13
号
】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

13
号

】
 

2 
本
出
資
者

は
、
前
項

に
基
づ
き

本
契
約
上

の
地

位
を
譲
渡

し
た
場

合
、
本
事
業
者
に
対

し
、
本
契
約

上
の
地
位

の
譲

渡
に

伴
う

事
務

手
続
の
対

価
と
し
て
、

金
○
円
を

支
払
う
も

の
と

す
る
。
 

［
3
 
本
出
資

者
は

、
第

1
項
に
基

づ
き
本
契

約
上

の
地
位
を

譲
渡
す

る
場

合
、
本
事
業
者

に
対
し

、
当

該
譲
渡
の

代
理

又
は

媒
介

に
係
る

契
約

の
締
結

を
申

し
込
む

こ
と

が
で
き

る
。

か
か

る
申
込

み
が

あ
っ
た

場
合

、
本
事

業
者

は
、
当

該
契

約
の

締

結
を

正
当
な

理
由

な
く
拒

否
で

き
な
い

も
の

と
す
る

。
な

お
、

本
出
資

者
が

本
事
業

者
に

対
し
て

当
該

譲
渡
の

代
理

又
は

媒

介
に

係
る
業

務
を

委
託
す

る
場

合
、
本

出
資

者
は
、

本
事

業
者

と
別
途

合
意

す
る
と

こ
ろ

に
よ
り

、
本

事
業
者

に
対

し
、

当

該
業

務
に

係
る
報
酬

を
支
払
う
も

の
と
す
る

。］
 

                         

 

■
第

11
条
の

解
説
 

 
第

11
条
は

、
本
契
約

上
の
地

位
の
譲

渡
に
つ
い

て
規

定
す
る

。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
事
業
参
加

者
の

契
約
上

の
権
利
及

び
義
務
の
譲

渡
に
関
す

る
事
項
と

し
て

、
契
約

の
相
手
方

で
あ
る
不

動
産

特
定
共
同

事
業

者
等
の
同

意
を
得

た
場
合
に
限
り
、
事
業
参

加
者
の
契
約
上

の
権
利
及

び
義
務
を
譲

渡
す
る
こ

と

が
で

き
る
旨
の

定
め

を
記
載
す

る
必
要

が
あ
る
（
施
行

規
則
第

11
条
第

1
項
第

5
号
、
同

条
第

2
項
第

13
号
）。

 

 
ま

た
、
契
約

成
立
時
交

付
書

面
に
は

、
事

業
参

加
者
の
契

約
上
の

権
利

及
び
義
務

の
譲
渡

に
関

す
る
事
項

を
記
載
す

る
必

要
が
あ
る

（
施

行
規
則
第

47
条

第
2
項
第

13
号

）。
 

 
第

11
条
第

1
項
は

、
こ
れ
ら

を
踏
ま

え
、

本
事
業
者

の
事
前

の
書
面
又
は
電

磁
的
方
法

に
よ
る
承
諾

が
あ
る
場

合

に
限

り
、
本
出

資
者

が
本
契
約

上
の
地

位
を
譲
渡
す
る

こ
と
が

で
き
る
こ
と
を

規
定
す
る

も
の
で

あ
る

。
 

 
本

契
約

に
お

い
て

は
、
本
出

資
者

の
主
導

に
よ

っ
て
本
契

約
を

終
了

さ
せ

る
こ
と

が
で

き
る

方
法

と
し

て
、
第

12

条
第

1
項
に
定

め
る
や
む
を
得

な
い
事

由
が
存
在

す
る

場
合
等

の
解
除
及

び
第

14
条
に
定

め
る
ク
ー
リ

ン
グ
オ
フ

に

係
る

解
除
の
ほ

か
、
第

12
条
第

2
項
に

定
め

る
本
契
約

の
全
部

又
は
一
部
の
解

除
が
あ
る

が
、
か
か
る

解
除
は
そ

の

全
部

又
は
一
部

が
認

め
ら
れ
な

い
こ
と

が
あ
る
た
め
、
本
契
約

上
の
地
位

の
譲
渡
は
、
本

出
資
者

に
と
っ
て

、
投
下
資

本
の

回
収
の
た

め
の

重
要
な
手

段
で
あ

る
。
そ
こ

で
、
本
モ

デ
ル
約
款
に

お
い
て
は

、
第

11
条
第

1
項
但
書
を
設
け
、

本
事

業
者
は
本

項
の

承
諾
を
正

当
な
理

由
な
く
拒
否
で

き
な
い

こ
と
を
定
め
て

い
る
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
第

11
条
第

2
項
は
、
第

7
条
第

1
項
第
（
4
）
号

に
対
応
し

、
本
事

業
者
の
報

酬
と
し
て

、
本
契

約
上
の
地

位
の
譲

渡
に

伴
う
事
務

手
続

の
対
価
を

定
め
る

。
第

7
条
第
（
4
）
号
は

本
事
業
者
が
当

該
報
酬
を

収
受
す
る
根

拠
を
定
め

て

い
る

が
、
別
途

第
11

条
第

2
項

を
定
め

た
の
は
、
当
該
報
酬
に

係
る
本
出

資
者
の
義
務
を

明
確
に

す
る
た
め

で
あ

る
。 

 
な

お
、
第

7
条
に

お
い
て
当

該
報
酬

を
規
定
し
な
い

場
合
に

は
第

11
条
第

2
項

の
規
定

は
不
要

と
な
る
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
第

11
条
第

3
項
は

、
本
出
資

者
が
本

契
約

上
の
地
位

の
譲
渡

を
す
る
場
合
に

、
本
事
業

者
に
対
し
て

代
理
又
は

媒

介
を

委
託
で
き

る
旨

の
規
定
で

あ
る
。
前
述
の
よ

う
に
、
本
契
約

上
の
地
位
の
譲

渡
は
本
出

資
者
の
投
下

資
本
回
収

手

段
と

し
て
重
要

で
あ

る
が
、
不

動
産
特

定
共
同
事
業
契

約
上
の

地
位
に
つ
い
て

は
流
通
市

場
が
あ

る
わ

け
で
は
な

く
、

事
業

参
加
者
が

自
ら

譲
渡
先
を

見
つ
け

る
こ
と
は
困
難

で
あ
る

場
合
も
少
な
く

な
い
と
考

え
ら
れ

る
。
そ
の

た
め

、
本

出
資

者
が
求
め

た
場

合
に
本
事

業
者
が

当
該
譲
渡
を
支

援
す
る

よ
う
な
仕
組
み

を
設
け
る

こ
と
は
、
事
業

参
加
者
保

護

の
観

点
か
ら
有

用
で

あ
る
。
そ

こ
で
、

本
モ
デ
ル
約
款

に
お
い

て
は
、
第

11
条
第

3
項
の

規
定
を

置
い
て
い
る
。
 

 
但

し
、
か
か

る
代
理
及

び
媒

介
は
、
不
動
産
特

定
共
同
事

業
契
約
の
締

結
の
代
理

又
は

媒
介
と

し
て
、
第

二
号
事
業

に
該

当
す
る
た

め
、
本
事

業
者

が
こ
れ

を
行
う
た

め
に

は
、
第
一
号
事
業

だ
け
で
な

く
、
第

二
号

事
業
に
つ

い
て
許
可

を
受

け
て
い
る

必
要

が
あ
る
こ

と
に
留

意
す
る
必
要
が

あ
る
。

そ
の
た
め
、
第

11
条
第

3
項
は

、
本
事
業

者
が
第
一

号
事

業
及

び
第

二
号

事
業

の
双

方
に

つ
い

て
許

可
を

受
け
て

い
る

場
合

の
み

を
対

象
と

す
る

規
定

と
い

う
こ

と
に

な

る
。
 

 
な

お
、
施
行

規
則

第
11

条
第

2
項
第

8
号
は

「
不
動
産
特

定
共
同
事
業

者
等
の
報

酬
の
額

の
算

定
の
方
法

並
び
に

収
受

の
時
期
及

び
方

法
に
関
す

る
定
め

」
を

約
款

記
載
事
項

と
す
る

が
、
同
号

の
「

報
酬
」
は
第

一
号

事
業
者
、
第
三

号
事

業
者
及
び

小
規

模
不
動
産

特
定
共

同
事
業
者
の
報

酬
を
意

味
し
、
第
二
号
事

業
者
と
し

て
の
報
酬
は

含
ま
れ
な

い
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  （
本

契
約
の

解
除

等
）【

法
第

25
条

第
1
項
第

7
号

、
施
行
規

則
第

47
条
第

1
項
第

1
号

な
い
し
第

4
号
】
 

第
12

条
 
本

出
資

者
は
、
や
む
を

得
な

い
事
由
が

存
在
す
る

場
合
に
は
、
本
事

業
者
に
対
し

て
書
面
に

よ
っ
て
通

知
す

る
こ

と
に

よ
り
、

本
契

約
を
解

除
す

る
こ
と

が
で

き
る
。

ま
た

、
本

出
資
者

が
死

亡
し
た

場
合

又
は
後

見
開

始
の
審

判
を

受
け

た

場
合

に
は
、

そ
の

相
続
人

又
は

成
年
後

見
人

は
、
本

事
業

者
に

対
し
て

書
面

に
よ
っ

て
通

知
す
る

こ
と

に
よ
り

、
本

契
約

を

解
除

す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

2 
前
項
に
か

か
わ

ら
ず
、
本
出

資
者
は

、
本

項
の
定
め

に
従
い

、
本

契
約
の
全

部
又
は
一

部
を
解
除
す

る
こ
と
が

で
き

る
。
 

（
1
）
 
本

出
資
者
は
、
毎
年
 

 
月

1
日
か
ら

 
 
月
末
日
ま

で
の
期

間
（
以
下
「
解
除

希
望
受

付
期
間
」
と
い

う
。）
、
本

事
業
者
に
対
し

、
本
契
約
の
全

部
又
は

一
部
の
解
除
を

希
望
す

る
旨
を
書

面
に

よ
っ
て
通

知
（
以
下
「

解
除

希
望
通

知
」

と
い
い

、
解
除

希
望
通

知
に
記

載
さ
れ

る
解

除
対

象
に

係
る

出
資
の

価
額

を
「

解
除

希
望

価
額

」
と
い

う
。
）

す
る
こ
と
が
で

き
る
。
但
し
、
本
契
約

の
一

部
の
解
除

を
希
望

す
る

場
合
は
、
解
除

対
象
に

係
る
本
出

資
額

が
○
円

単
位
に
な
る
よ

う
に
記
載

し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い

。
 

（
2
）
 
当

該
解
除
希
望

受
付
期
間

に
お

け
る
本

契
約
及
び

他
の
匿
名
組

合
契
約
に

係
る
解
除
希
望

価
額
の

合
計
（
以

下
「
解

除
希
望
総
額
」

と
い
う
。
）
が
直
前

の
営

業
年
度
の

末
日
の
出

資
総
額
の
○

％
（
以
下

「
返
還

上
限

額
」
と
い

う
。）

を
超
え
な
い
場

合
、
解
除

希
望
受

付
期
間
の
直
後

の
計
算
期

間
の
末

日
を

も
っ
て
、
解
除
希

望
通
知
の

記
載

に
従
っ

て
本
契
約
の
全

部
又
は
一

部
が

解
除
さ

れ
る
も
の

と
す
る
。
 

（
3
）
 
当

該
解
除
希
望

受
付
期
間

に
お

け
る
解

除
希
望
総

額
が
返
還
上

限
額
を
超

え
る
場
合
、
解
除

希
望
受
付

期
間
の
直
後

の
計
算
期
間
の

末
日
を
も

っ
て

、
返
還
上

限
額
に
解

除
希
望

価
額
を

乗
じ
解
除

希
望

総
額
で

除
し
た
金

額
に

対
応
す

る
本
契
約
の
一

部
が
解
除

さ
れ

る
も
の

と
し
、
そ
の

余
の
金

額
に
対

応
す
る
解

除
希

望
通
知

は
効
力
を

失
う

も
の
と

す
る
。
 

（
4
）
 
前

各
号
に
か
か

わ
ら
ず
、
以
下
の

い
ず
れ
か

の
事

由
に
該
当

す
る
場

合
、
本
出

資
者

は
本
項

に
基
づ
き

本
契
約
を
解

除
す
る
こ
と
が

で
き
な
い

も
の

と
す
る

。
こ
の
場
合
、
本
出
資

者
の

解
除
希
望

通
知
は
効

力
を
失
う
も

の
と
し
、
本

事
業
者
は
、
本

出
資
者
に

対
し

、
そ
の

旨
を
書
面

又
は
電
磁
的

方
法
に
よ

り
通
知
す
る
も

の
と
す

る
。
 

①
 
○
年

○
月
○
日
が
経

過
し
て
い

な
い
場
合
 

②
 
当

該
営

業
年

度
に

お
け

る
本

契
約

及
び

他
の

匿
名

組
合

契
約

の
解

除
に

伴
う

出
資

の
価
額

の
返

還
を

行
う

こ
と
に

よ
り

、
本
事
業
に
重

大
な
悪
影

響
が
生
じ
る

お
そ
れ
が

あ
る
と

本
事

業
者
が
合

理
的
に
判
断

す
る
場
合
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

7
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
7
号
、

同
項
第

7
号
の

2】
 

3 
本
出
資
者

が
破

産
手
続
開
始

の
決
定

を
受

け
た
場
合

に
は
、

本
契

約
は
当
然

に
終
了
す

る
。
 

≪
優

先
劣
後

構
造

に
し
な

い
場
合

≫
 

4 
前
三
項
又

は
第

3
条
の

2
第

3
項
の
規

定
に
よ
っ
て
本
契

約
の
全

部
又
は
一
部
が

終
了
し

た
場
合
、
本
事

業
者
は
、

第
8

条
第

4
項

に
準
じ
て
、
速

や
か
に

本
出
資
者
に
分

配
す
べ
き

本
契
約

の
全

部
又
は
一

部
の
終

了
日

ま
で
の
匿

名
組
合
損

益
を

算
定

し
、
当

該
損

益
を
分

配
し

た
場
合

に
生

ず
る
本

出
資

者
に

対
す
る

債
権

債
務
を

計
上

し
た
上

で
、

本
出
資

者
に

対
し

、

出
資

の
価

額
の
返
還

と
し
て
、
本
契
約

の
全
部
又

は
一
部
の
終

了
後
[1
]
ヶ
月
以
内

に
、
本
事

業
の
時
価

純
資
産
額

に
本

出
資

者
の

出
資

割
合
（
但

し
、
本
契

約
の
一

部
の
終
了

の
場
合
に
は

、
終

了
部

分
に
係
る

出
資
割

合
に

限
る
。）

を
乗

じ
た
金

額
を

本
出

資
者

の
指
定
す

る
金
融
機
関

口
座
に
送

金
す
る
方

法
に

よ
り
支

払
う
も
の

と
す

る
。
 

≪
優

先
劣
後

構
造

に
す
る

場
合
≫

 

（
平

成
29

年
の
施
行

規
則

改
正
に

係
る
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
回
答

No
.2

5）
。
そ
の

た
め
、

第
1
1
条
第

3
項
に

記

載
さ

れ
る
代
理

・
媒

介
業
務
の

報
酬
の

額
の
算
定
の
方

法
等
に

つ
い
て
は
約
款

に
記
載
す

る
必
要

は
な

い
。
 

 

■
第

12
条
の

解
説
 

 
第

12
条
は

、
本
契
約

の
解
除

等
に
つ

い
て
規
定

す
る

。
 

 
第

10
条
第

1
項
の
解

説
で
述

べ
た
と

お
り
、
本
契
約
の
終

了
事
由

に
つ
い
て
は
、
本
事

業
に
係

る
す
べ
て
の
匿

名
組
合

契

約
に

共
通
す
る

終
了

事
由
と
、
本

契
約
の
み
を
対

象
と
す
る

終
了
事

由
の

2
つ
が
存

在
す
る

が
、
第

1
2
条

第
1
項
な
い
し

第

3
項

は
、
こ
れ

ら
の
う
ち
本
契

約
の
み

を
対
象
と

す
る

終
了
事

由
を
規
定

す
る

も
の
で
あ

る
。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
契
約
の
解

除
に

関
す
る

事
項
と
し

て
、
や
む

を
得
な
い
事

由
が
存
す

る
場

合
に
契

約
を
解
除

し
、
又
は

組
合

か
ら
脱
退

す
る

こ
と
が
で

き
る
旨

の
定
め
、
並
び

に
か
か

る
場
合
を

除
き
、
契

約
を

解
除
し

、
又
は
組

合
か
ら
脱

退
す

る
こ
と
が

で
き

る
場
合
に

あ
っ
て

は
、
そ
の

条
件
及
び
手

続
に
関
す

る
定
め
を

記
載

す
る
必

要
が
あ
る
（
施
行
令

第
6
条
第

1
項
第

7
号
、
施
行

規
則
第

11
条
第

2
項
第

7
号
、

同
項
第

7
号
の

2）
。
 

 
ま

た
、
商
法

第
54
0
条

第
2
項
は
、
匿
名
組
合

の
存
続
期
間
を

定
め
た
か

否
か
に
か
か
わ

ら
ず
、
や
む
を
得

な
い
事

由
が

あ
る
と
き

は
、

各
当
事
者

は
い
つ

で
も
匿
名
組
合

契
約
の

解
除
を
す
る
こ

と
が
で
き

る
と
定

め
る

。
 

 
第

12
条
第

1
項
前

段
は
、
こ

れ
ら
を

踏
ま

え
、
や
む

を
得
な

い
事
由
が
存
在

す
る
場
合

に
本
出
資
者

が
本
契
約

を

解
除

す
る
こ
と

が
で

き
る
旨
を

規
定
す

る
も
の
で
あ
る
。
や
む
を

得
な

い
事
由
に

つ
い
て
は

、
当

事
者
の
重

要
な
義
務
、

例
え

ば
、
出
資
・
利
益
分

配
・
営

業
執
行

義
務
等
の
懈
怠
、
又
は
そ
の
義
務

の
履
行
不
能

の
よ
う
な
場

合
を
い
う

と
解

さ
れ

て
い
る
（
西

原
寛
一
『
商
行

為
法
』（

有
斐
閣
、
第
三
版

、
昭
和

6
0
年
）
18
3
頁
、
服
部

榮
三
・
星
川

長
七
編
『
別

冊
法

学
セ
ミ
ナ

ー
No

.1
47
 基

本
法
コ
ン

メ
ン
タ
ー

ル
［
第
四
版
］
商
法
総
則
・
商
行

為
法

』（
日
本
評
論

社
、
平
成

9

年
）

12
9〔

和
座

一
清
〕
等
）
。

ま
た

、
国
交

省
事

務
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
第

3-
2（

1）
①
及
び

金
融

庁
事

務
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
7
-2
-2

（
1）

①
は

、
か

か
る
「

や
む

を
得

な
い

事
由
」
に
つ

い
て

、
例

え
ば

、
不
動
産

特
定

共
同

事
業

者
が

対
象

不
動

産
に

係
る

不
動

産
取

引
や

収
益

又
は

利
益

の
分

配
等
の

不
動

産
特

定
共

同
事

業
契

約
上

の
重

要
な

義
務

を
正

当

な
理

由
な
く
履

行
し

な
い
場
合

や
、
当

該
義
務
を
履
行

す
る
こ

と
が
で
き
な
く

な
っ
た
場

合
、
施

行
規

則
第

11
条

第

2
項
第

12
号

ロ
又
は
第

15
号

イ
(5
)に

掲
げ
る

合
理
的
な
価

格
に
該
当
し

な
い
価
格

に
よ
り

対
象

不
動
産
の

売
却
等

又
は

追
加
取
得

を
行

っ
た
場
合

な
ど
、
不

動
産

特
定
共
同

事
業
者

に
不
動
産
特
定

共
同
事
業

契
約
上
の
重

大
な
契
約

違

反
が

あ
る
場
合

や
、

不
動
産
特

定
共
同

事
業
者
に
重
大

な
法
令

違
反
が
あ
る
場

合
の
ほ
か

、
任
意

組
合

型
に
お
い

て
、

事
業

参
加
者
が

属
す

る
組
合
の

営
業
方

針
の
変
更
に
よ

り
、
当

該
事
業
参

加
者
の
利

益
が

著
し
く

害
さ
れ
、
共
同
経
営

を
す

る
に
耐
え

な
い

程
度
に
至

っ
た
場

合
を
含
み
、
事
業

参
加
者

が
重
篤
な
病
気

に
罹
患
し

た
場
合
や
重

傷
を
負
っ

た

場
合

、
地

震
・

火
災

等
に
罹
災

し
た

場
合
等

の
事

業
参
加
者

の
自

己
都

合
は
、
「

や
む
を
得

な
い

事
由

」
に

含
ま
れ
な

い
と

す
る
。
 

 
商

法
第

54
1
条
第

2
号
は
、
営

業
者
の

死
亡

又
は
営
業

者
が
後

見
開
始
の
審
判

を
受
け
た

こ
と
を
匿
名

組
合
契
約

の

終
了

事
由
と
し

て
定

め
る
が
、
営
業
者

に
該
当
す

る
本

事
業
者

は
法
人
で

あ
る
の
で
、
そ

の
適
用

が
な
い
。
本
モ
デ
ル

約
款

に
お
い
て

は
、
商
法

と
同

様
に
、
匿
名

組
合

員
の
死
亡

又
は
匿

名
組

合
員
が
後

見
開
始

の
審

判
を
受
け

た
こ
と
は

匿
名

組
合
契
約

の
終

了
事
由
と

は
し
て

い
な
い
。
第
一

号
事
業
・
任
意
組

合
契
約
型

モ
デ

ル
約
款

に
お
い
て

は
、
民
法

第
6
79

条
第

1
号
及

び
第

3
号

を
踏
ま

え
、
組

合
員
の
死

亡
及
び

組
合
員
が
後
見

開
始
の
審

判
を
受
け
た

こ
と
を
組

合

か
ら

の
脱
退
事

由
と

し
て
規
定

し
て
い

る
。
本
モ

デ
ル

約
款
に

お
い
て
も

、
第
一
号

事
業
・
任
意

組
合
契
約

型
モ
デ
ル
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4 
前
三
項
又

は
第

3
条
の

2
第

3
項
の
規

定
に
よ
っ
て
本
契

約
の
全

部
又
は
一
部
が

終
了
し

た
場
合
、
本
事

業
者
は
、

第
8

条
第

4
項

に
準
じ
て
、
速

や
か
に

本
出
資
者
に
分

配
す
べ
き

本
契
約

の
全

部
又
は
一

部
の
終

了
日

ま
で
の
匿

名
組
合
損

益
を

算
定

し
、
当

該
損

益
を
分

配
し

た
場
合

に
生

ず
る
本

出
資

者
に

対
す
る

債
権

債
務
を

計
上

し
た
上

で
、

本
出
資

者
に

対
し

、

出
資

の
価

額
の
返
還

と
し
て
、
本
契
約

の
全
部
又

は
一
部
の
終

了
後
[1
]
ヶ
月
以
内

に
、
本
出

資
者
の
出

資
額
か
ら

本
契

約
の

全
部

又
は
一

部
の

終
了
日

ま
で

に
本
出

資
者

に
分
配

さ
れ

た
匿

名
組
合

損
失

（
も
し

あ
れ

ば
）
を

控
除

し
た
額

（
但

し
、

本

契
約

の
終

了
日
ま
で

に
第

8
条
第

4
項
第
（

2）
号
②
に
従
っ

て
補
て
ん
さ

れ
た
金
額

を
加

算
す
る

。）
（

但
し

、
当

該
額

が
本

事
業

の
時
価

純
資

産
額
に

本
出

資
者
の

優
先

出
資
割

合
を

乗
じ

た
金
額

を
上

回
る
場

合
に

は
、
本

事
業

の
純
資

産
額

に
本

出

資
者

の
優

先
出
資
割

合
を
乗
じ
た

金
額
）（

但
し
、
本
契

約
の

一
部
の

終
了
の
場

合
に
は
、
当

該
額

の
う
ち
終

了
部
分
に

対
応

す
る

部
分

に
限
る
。
）
を
本
出
資

者
の
指

定
す

る
金
融
機

関
口
座

に
送

金
す
る
方

法
に
よ
り

支
払
う
も
の

と
す
る
。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

6
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
6
号
イ

、
同
項
第

7
号

の
2】

 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

6
号
】

 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

6
号
ハ

】
 

5 
本
事
業
者

は
、
業
務

上
の
余
裕

金
、
特
定
金
銭

又
は

業
務
外

金
銭
の
一

部
又
は
全
部
の

運
用
の

中
止
、
流
動
性

の
高

い
対

象
不

動
産
の

売
却

、
新
規

の
借

入
れ
、

追
加

募
集
等

に
よ

っ
て

調
達
し

た
資

金
を
も

っ
て

、
前
項

に
定

め
る
出

資
の

価
額

の

返
還

を
行

う
も
の
と

す
る
。
 

6 
本
出
資
者

及
び

本
事
業
者
は

、
本
事

業
に
対
し

て
出
資
を

行
う
匿
名
組

合
契
約
の

解
除

が
多
発

し
た
と
き

は
、
本
事

業
を

継
続

で
き

な
く
な
る

お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
を

確
認
す
る

。
 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

7
号
、

施
行
規

則
第

47
条
第

1
項
第

5
号
】
 

                   

約
款

と
同
様
に

本
契

約
が
当
然

に
終
了

す
る
と
い
う
規

定
を
置

く
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
が

、
匿
名
組
合
員

は
出
資
者

と

し
て

の
立
場
で

事
業

に
関
与
す

る
に
す

ぎ
ず
、
当

然
に
本
契
約

を
終
了
さ

せ
る
必
要

は
な

い
こ
と

か
ら
、
旧

標
準
約
款

と
同

様
に
、
相
続

人
や

後
見
人
が

本
契
約

上
の

地
位
を
一

旦
承
継

し
た
上
で
解
除

す
る
こ
と

が
で
き
る
も

の
と
し
て

い

る
。
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
契
約

の
解
除
に

関
す

る
定
め

が
あ
る
と

き
に
は
、
そ
の

内
容
と

し
て
、
契

約
の
解
除

又
は

組
合
か
ら

の
脱

退
の
可
否

及
び
そ

の
条
件
、
契
約
の
解
除

又
は
組
合

か
ら
の
脱

退
の

方
法
、
契
約
の
解

除
又
は
組

合
か

ら
の
脱
退

に
係

る
手
数
料

、
契
約

の
解
除
又

は
組
合
か
ら

の
脱
退
の

申
込
期
間

を
記

載
す
る

必
要
が
あ

る
（
不
特

法
第

25
条
第

1
項
第

7
号
、
施

行
規
則
第

47
条

第
1
項
第

1
号
な

い
し
第

4
号
）
。
 

 
第

12
条
第

1
項
は

、
こ
れ
ら

を
踏
ま

え
、

契
約
の
解

除
の
可

否
及
び
そ
の
条

件
と
し
て

、
や
む
を
得

な
い
事
由

が

存
在

す
る
場
合
、
本
出

資
者
が
死

亡
し
た

場
合

及
び
後
見

開
始
の

審
判
を
受
け
た

場
合
に
本

契
約
の
解
除

が
可
能
で

あ

る
こ

と
、
契
約

の
解
除
の

方
法

と
し
て

、
書
面
に

よ
っ
て
通

知
す
る
方
法

に
よ
る
べ

き
こ

と
を
規

定
し
て
い

る
。
契
約

の
解

除
に
係
る

手
数

料
及
び
契

約
の
解

除
の
申
込
期
間

に
つ
い

て
は
、
記
載
し
な

い
こ
と
に

よ
っ
て
手
数

料
及
び
申

込

期
間

が
な
い
こ

と
を

意
味
す
る

も
の
と

考
え
ら
れ
、
記
載

し
な
く

と
も
契
約
成
立

時
交
付
書

面
記
載
事
項

の
充
足
に

問

題
は

な
い
と
解

さ
れ

る
た
め
、

記
載
し

て
い
な
い
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

第
12

条
第

1
項
の
解
説
で

述
べ
た

と
お
り
、
約
款

に
は
、
契

約
の
解

除
に

関
す
る
事

項
と
し

て
、

や
む
を
得

な
い

事
由

が
存
す
る

場
合

を
除
き
、
契
約
を

解
除
し

、
又
は
組
合

か
ら
脱
退
す

る
こ
と
が

で
き

る
場
合

に
あ
っ
て

は
、
そ
の

条
件

及
び
手
続

に
関

す
る
定
め

を
記
載

す
る
必
要
が
あ

る
（
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

7
号
、
施
行

規
則
第

1
1
条

第

2
項

第
7
号
、

同
項
第

7
号
の

2）
。
 

国
交
省
事

務
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
第

3
-2
（
1）

②
及
び

金
融
庁
事

務
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

7-
2
-2
（
1）

②
は
、

対
象
不
動

産

変
更

型
契
約
に

基
づ

き
不
動
産

特
定
共

同
事
業
を
行
う

場
合
で

あ
っ
て
、
特
に
特

例
投
資
家

に
該
当
し
な

い
者
を
事

業

参
加

者
と
し
、
契
約
期
間

が
長

期
に
わ

た
る
場
合

に
は

、
当

該
定
め
と
し

て
、
例
え

ば
営
業

年
度

ご
と
に
発

行
済
み
出

資
口

数
の
一
定

割
合

に
つ
い
て

、
契
約
の

解
除

又
は
組
合

か
ら
の

脱
退
が
可
能
で

あ
る
旨
の

定
め
等
が
あ

る
こ
と
が

望

ま
し

い
と
す
る

。
 

第
12

条
第

2
項
は
、
こ
れ

ら
を
踏

ま
え
、
一
定
の

条
件
の
下

、
本
出

資
者

に
よ
る
本

契
約
の

全
部

又
は
一
部

の
解

除
を

認
め
る
規

定
を

設
け
た
も

の
で
あ

る
。
 

か
か
る
解

除
に
つ
い

て
は

、
こ

れ
を
無
制
限

に
認
め
る

と
本

事
業
へ

の
悪
影
響

が
生

じ
る
可

能
性
が
あ

る
た
め
、
一

定
の

範
囲
に
限

定
せ

ざ
る
を
得

な
い
が
、
事
業

参
加
者
の

解
除
の

希
望
が
か
か
る

範
囲
を
超

え
る
場
合
を

ど
の
よ
う

に

取
り

扱
う
か
に

つ
い

て
は
、
様

々
な
制

度
設
計
が

あ
り
得
る
も

の
と
考
え

ら
れ
る
。
先
着
順

又
は

抽
選
に
よ

っ
て
解
除

で
き

る
者
を
選

別
す

る
こ
と
も

考
え
ら

れ
る
が
、
先
後
関
係
の

認
定
や
抽

選
の
客
観

性
・
平

等
性

の
確
保
が

難
し
い
な

ど
実

務
的
な
課

題
が

あ
る
こ
と

か
ら
、
本
モ
デ
ル

約
款
に
お
い

て
は
、
解

除
を
希
望

す
る
対

象
に

対
応
す
る

出
資
の
価

額
に

応
じ
て
割

合
的

に
解
除
を

認
め
る

こ
と
と
し
た
。
 

第
12

条
第

2
項
第
（
1）

号
但
書
に

お
け
る
本
契
約

の
一
部
の

解
除
を

希
望

す
る
場
合

の
解
除

対
象

に
係
る
本

出
資

額
の

単
位

は
、

募
集

時
に
お
け

る
出

資
の
単

位
と

同
じ
金
額

と
す

る
こ

と
を

想
定
し

て
い

る
。

同
項

第
（

3）
号
に
基

づ
く

本
契
約
の

一
部

の
解
約
に

よ
り
、
本

出
資

者
に
係
る

本
出
資

額
の
残
額
が
当

該
単
位
を

下
回
る
こ
と

も
考
え
ら

れ

る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
残
額

す
べ
て

の
解
除
で

あ
れ
ば
「
本
契

約
の
一
部

の
解

除
を
希
望

す
る
場
合
」
に
は

該
当
し

な
い

た
め
、
同

項
（

1）
号
本
文

に
基
づ

き
解
除
を

希
望

す
る
こ

と
が
で
き

る
も
の
と
考
え

ら
れ
る

。
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本
事
業
の

状
況
に
よ

っ
て

は
第

12
条
第

2
項
の
解

除
を
認
め

る
と
本

事
業

に
重
大
な

悪
影
響

が
生

じ
、
他
の

匿
名

組
合

契
約
に
係

る
事

業
参
加
者

が
不
利

益
を
被
る
こ
と

に
な
る

こ
と
も
考
え
ら

れ
る
た
め

、
第

12
条
第

2
項
第

（
4）

号
に

、
解
除
が

認
め

ら
れ
な
い

場
合
の

規
定
を
設
け
て

い
る
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
第

10
条
第

1
項
の
解

説
で
述

べ
た
と

お
り
、
第

12
条

第
3
項

は
、
商

法
第

54
1
条
第

3
号

を
踏
ま
え
た

本
契
約
の

終
了

事
由
で
あ

る
。
 

4．
 

第
4
項
に
つ
い

て
 

 
前

述
の
と
お

り
、
約
款

に
は

、
契
約

終
了
時
の

清
算
に
関

す
る
事
項
と

し
て
、
契

約
終
了

の
原

因
と
な
る

事
由
及
び

契
約

終
了

時
の

残
余

財
産

の
分

配
の

方
法

そ
の

他
の

清
算
の

手
続

に
つ

い
て

明
確

か
つ

公
正

な
定

め
を

記
載

す
る

必

要
が

あ
る
（
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

6
号
、
施
行
規

則
第

1
1
条
第

2
項
第

6
号

イ
）。

 

 
ま

た
、
契
約

成
立
時
交

付
書

面
に
は

、
契
約
終

了
時
の
清

算
に
関
す
る

事
項
を
記

載
す

る
必
要

が
あ
る
（

不
特
法
第

25
条
第

1
項

第
6
号

）。
 

 
第

12
条
第

4
項
は

、
こ
れ
ら

を
踏
ま

え
、
第

12
条
第

1
項
な

い
し
第

3
項
又

は
第

3
条

の
2
第

3
項

に
よ
っ
て

本

契
約

の
全
部
又

は
一

部
が
終
了

し
た
場

合
の
清
算
手
続

に
つ
い

て
規
定
し
た
も

の
で
あ
る

。
 

 
第

10
条
第

2
項
の

解
説
で
述

べ
た
と

お
り

、
匿
名
組

合
契
約

が
終
了
し
た
と

き
は
、
営

業
者
は
、
匿

名
組
合
員

に

そ
の

出
資
の
価

額
を

返
還
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
（
商

法
第

54
2
条

）。
第

12
条
第

4
項
は

、
第

10
条
第

2
項
と
同

様
に

、
そ
の
具

体
的

な
手
続
を

定
め
る

も
の
で
あ
る
。
 

 
第

12
条
第

4
項
に

基
づ
く
清

算
は
、

本
事

業
に
係
る

す
べ
て

の
匿
名
組
合
契

約
に
共
通

す
る
終
了
事

由
で
は
な

い

た
め
、
本
契
約
の
終
了

に
か
か
わ

ら
ず
、
他
の
匿
名

組
合
契

約
は
終

了
せ
ず
、
本
事
業
は

存
続
す

る
こ

と
に
な
る
。
本

事
業

に
係
る
出

資
金

を
対
象
不

動
産
の

取
得
に
充
て
て

い
る
場

合
、
本
事
業
に

係
る
財
産

に
は
第

1
2
条
第

4
項
の

出

資
の

価
額
の
返

還
を

行
う
だ
け

の
現
金

が
存
し
な
い
こ

と
も
想

定
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り

、
こ
れ
を
行
う

と
本
事
業

に

悪
影

響
が
生
じ

る
可

能
性
が
あ

る
。
い

わ
ゆ
る

GK
-T
K
ス
キ
ー

ム
に
お
け

る
匿
名
組

合
契

約
で
は

、
出
資
の

価
額
の
返

還
に

よ
っ

て
事

業
の

継
続

に
支

障
が

生
じ

る
場

合
に

は
当
該

支
障

が
解

消
さ

れ
る

ま
で

こ
れ

を
延

期
す

る
こ

と
が

で

き
る

旨
の
規
定

を
置

く
こ
と
が

あ
る
が

、
本
モ
デ

ル
約
款
は
、
一
般

投
資

家
が
事
業

参
加
者

に
な

る
事
業
を

想
定
し
て

お
り

、
事
業
参

加
者
の
投

下
資

本
の
回

収
が
制
限

さ
れ
る
こ
と

に
な
る
こ

の
よ
う
な

規
定

は
設
け

な
か
っ
た

。
も
っ
と

も
、
出
資
の
価

額
の
返
還

を
行

う
こ
と

に
よ
っ
て

事
業
に
悪
影

響
が
生
じ

た
場
合
、
他
の
匿

名
組

合
契
約
に

係
る
事
業

参
加

者
が
不
利

益
を

被
る
こ
と

に
な
る

。
こ
れ
を
避
け

る
た
め

の
方
策
と
し
て

は
、
第

1
2
条
第

1
項
又

は
第

3
項

に

定
め

る
事
由
が

発
生

し
た
場
合

に
、
契

約
の
終
了
及
び

出
資
の

価
額
の
返
還
と

い
う
方
法

で
は
な

く
、

第
11

条
に

基

づ
く

本
契

約
上

の
地

位
の

譲
渡

に
よ

っ
て

本
出

資
者

の
本
事

業
か

ら
の

離
脱

及
び

投
下

資
本

の
回

収
を

図
る

こ
と

が

考
え

ら
れ
る
。
そ
の
た
め

、
第

12
条
第

1
項
又

は
第

3
項
に

定
め
る

事
由

が
発
生
し

た
場
合

、
本
事
業

者
と

し
て
は

、

本
出

資
者
等
と

協
議

し
、
本
契

約
上
の

地
位
の
譲

渡
を
行
う
よ

う
に
誘
導
・
説
得
す

る
こ
と

も
検

討
に
値
す

る
も
の
と

思
わ

れ
る
（
但

し
、
第

12
条
第

3
項
に

定
め

る
事
由
が

発
生
し

た
場
合
に
つ
い

て
は
、
破

産
管
財
人
や

裁
判
所
と

の

協
議

が
必
要
で

あ
り

、
か

か
る

方
法
を

採
り
得
る

と
は
限
ら
な

い
こ
と
に

留
意
さ
れ

た
い

。）
。
本

事
業
者
が

第
二
号
事

業
の

許
可
を
受

け
て

い
る
場
合

に
は
、
第

11
条
第

3
項

に
規
定

す
る
代
理
又
は

媒
介
と
い

う
手
段
に
よ

っ
て
こ
れ

を

支
援

す
る
こ
と

も
で

き
る
。
 

5．
 

第
5
項
に
つ
い

て
 

国
交

省
事

務
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
第

7-
6（

1
）
④

及
び
金
融
庁
事

務
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン

7-
6
-6
（
1）

④
は
、
契
約

成
立
前
交
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                 （
反

社
会

的
勢

力
排

除
条
項
）

 

第
13

条
 
本

出
資
者
及

び
本
事

業
者
は

、
反
社
会

的
勢
力
を
排

除
す
べ
く

、
別
紙

5
の
規

定
に
従

う
も
の
と

す
る

。
 

           （
ク

ー
リ
ン

グ
オ

フ
）【

法
第

25
条

第
1
項
第

7
号

、
施
行
規

則
第

47
条
第

1
項
第

1
号

な
い
し
第

4
号
】
 

第
14

条
 

本
出

資
者
は

、
法
第

25
条
の

書
面

の
交
付

を
受
け
た

日
か

ら
起
算
し

て
8
日
を
経

過
す
る
ま

で
の
間
、
本
事

業

者
に

対
し

て
書
面
に

よ
っ
て
通
知

す
る
こ
と

に
よ
り
、

本
契

約
を
解

除
す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

2 
前
項
に
基

づ
く

解
除
は
、
本
出

資
者

が
本
契
約

の
解
除
を

行
う
旨
の
書

面
を
発
し

た
と

き
に
効

力
を
生
じ

る
。
前
項

に
基

づ
く

本
契
約

の
解

除
に
よ

っ
て

、
本
出

資
者

は
何
ら

の
手

続
を

要
す
る

こ
と

な
く
当

然
に

本
事
業

に
係

る
出
資

者
で

な
か

っ

た
も

の
と

み
な
さ
れ

る
。
 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

7
号
、

施
行
規

則
第

47
条
第

1
項
第

6
号
】
 

付
書

面
に
記
載

す
る

べ
き
「
契
約

の
解
除

又
は

組
合
か
ら

の
脱
退

に
当
た
り
事
業

参
加
者
が

出
資
の
返
還

を
受
け
る

こ

と
が

で
き
る
金

額
の

計
算
方
法

及
び
支

払
方
法
」（

施
行
規
則
第

43
条
第

1
項
第

15
号
ハ
）

に
つ

い
て
、
業

務
上
の

余
裕

金
や
追
加

取
得

準
備
金
等
（
特

定
金
銭
及

び
業
務
外
金
銭

を
意
味
す

る
（
国

交
省
事
務

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第

5（
1）

①
及

び
金

融
庁

事
務

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

7
-4
（

1）
①
）
。）

の
一
部

又
は

全
部

の
運

用
の
中
止

、
流

動
性

の
高

い
対
象
不

動
産

の
売
却
、
新
規
の
借

入
れ

や
追
加

募
集
等
、
事
業
参
加

者
に
償

還
す

る
金
銭
を

調
達
す

る
方

法
が
具
体

的
に
記
載

さ
れ

て
い
る
必

要
が

あ
る
と
す

る
。
か

か
る
事
項

は
、
約
款

記
載
事
項
で

は
な
い
が

、
契
約

成
立

前
交
付
書

面
は
不
動

産
特

定
共
同
事

業
契

約
の
内
容

及
び
そ

の
履
行
に
関
す

る
事
項

を
記
載
す
る
も

の
で
あ
る

か
ら
（

不
特

法
第

24
条

第

1
項

）、
本
契

約
に
お
い

て
か
か
る

事
項

の
記
載
を

す
る
必
要

が
あ
る
も
の

と
考
え
ら

れ
る

。
 

本
モ
デ
ル

約
款
は
、
基
本
的
に

そ
の
ま
ま
個

別
契
約
書

と
し

て
利
用

す
る
こ
と

を
想

定
し
た

も
の
で
あ

る
た
め
、
第

12
条
第

5
項

に
か
か
る

事
項
に
つ

い
て

の
規
定
を

設
け
た
も

の
で
あ
る
。
 

6．
 

第
6
項
に
つ
い

て
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
契
約

の
解
除
に

関
す

る
定
め

が
あ
る
と

き
に
は
、
そ
の

内
容
と

し
て
、
契

約
の
解
除

又
は

組
合
か
ら

の
脱

退
が
多
発

し
た
と

き
は
、
不
動
産
取

引
を
行

う
こ
と
が
で
き

な
く
な
る

お
そ
れ
が
あ

る
旨
を
記

載

す
る

必
要
が
あ

る
（

不
特
法
第

25
条

第
1
項
第

7
号
、
施
行
規

則
第

47
条
第

1
項

第
5
号

）。
 

 
第

12
条
第

6
項
は

、
こ
れ
を

踏
ま
え

、
本

事
業
に
対

し
て
出

資
を
行
う
匿
名

組
合
契
約

の
解
除
が
多

発
し
た
と

き

は
、
本

事
業
を
継

続
で

き
な
く
な

る
お
そ

れ
が

あ
る
こ
と

を
本
出

資
者
及
び
本
事

業
者
の
間

に
お
い
て
確

認
す
る
旨

の

規
定

を
設
け
た

も
の

で
あ
る
。

 

 

■
第

13
条
の

解
説
 

 
第

13
条
は

、
反
社
会

的
勢
力

排
除
条

項
に
つ
い

て
規

定
す
る

。
 

 
反

社
会
的

勢
力

排
除
条

項
は

、
約
款

記
載

事
項
で

も
契

約
成

立
時
交

付
書

面
記
載

事
項

で
も
な

い
が

、
社
会

的
に

要
請

の

強
い

事
項
で

あ
り

、
ま
た

、
不

動
産
特

定
共

同
事
業

者
に

お
い

て
反
社

会
的

勢
力
と

の
関

係
を
遮

断
す

べ
き
こ

と
は

、
国

交

省
事

務
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
第

1
0
及
び

金
融
庁
事

務
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
7
-9

が
求
め
る
と

こ
ろ
で
も

あ
る

。
そ
こ
で

、
第

13
条
と

し
て

、
反
社
会

的
勢

力
排
除
条

項
を
規

定
し

て
い
る
。
 

 
反

社
会
的

勢
力

排
除
条

項
は

、
様
々

な
表

現
の
規

定
が

あ
り

、
各
事

業
者

に
お
い

て
雛

形
を
有

し
て

い
る
こ

と
も

考
え

ら

れ
る

こ
と
か
ら

、
本

モ
デ
ル
約

款
に
お

い
て

は
、
具
体

的
な
規

定
を
設
け
る
の

で
は
な
く

、
別
紙

5
に

各
事

業
者
に
お

け
る

反
社

会
的
勢
力

排
除

条
項
を
記

載
で
き

る
よ

う
に
し
て

い
る
。
 

 
反

社
会
的

勢
力

排
除
条

項
に

お
い
て

は
、

反
社
会

的
勢

力
と

の
関
係

を
遮

断
で
き

る
よ

う
に
す

る
た

め
、
解

除
条

項
を

定

め
る

べ
き
で
あ

る
が

、
契

約
の
解

除
に
関
す

る
事
項
は
約
款

記
載
事

項
で
あ
る
た
め
（
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

7
号
）、

約

款
の

作
成
に
あ

た
っ

て
は
別
紙

5
な
ど

に
解

除
に
関
す

る
記
載

を
す
る
必
要
が

あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
 

 

■
第

14
条
の

解
説
 

 
第

14
条
は

、
ク
ー
リ

ン
グ
オ

フ
に
つ

い
て
規
定

す
る

。
 

 
事

業
参
加
者

は
、
不
特

法
第

2
6
条

に
基

づ
き
、
ク
ー
リ
ン

グ
オ
フ

を
す

る
こ
と
が

で
き
る

。
不

動
産
特
定
共
同

事
業
契

約

に
お

い
て
同
条
第

1
項
な

い
し
第

3
項
よ
り

事
業
参
加
者
に

不
利
な

定
め
を
設

け
た

と
し
て

も
、
無
効

と
な

る
（
不
特

法
第

26
条
第

4
項

）。
第

14
条
は
、
こ
れ

を
踏

ま
え
、
不
特
法
第

26
条

に
基
づ
く
ク
ー

リ
ン
グ
オ

フ
に
つ
い
て
確

認
的
に
規

定
す

る
も

の
で
あ
る

。
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3 
第

1
項
に

基
づ

き
本
契
約
が

解
除
さ

れ
た

場
合
、
本
事
業

者
は
、
本
出
資

者
に

対
し
、
出

資
金
額

を
返

還
す
る
も

の
と
し

、

そ
の

解
除

に
伴
う
損

害
賠
償
又
は

違
約
金
の

支
払
を
請

求
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
も

の
と
す

る
。
 

                      （
準

拠
法
・

管
轄

）
 

第
15

条
 
本

契
約

は
、
日
本
国
の

法
律
に
準

拠
し

、
日

本
国
の

法
律
に
基

づ
き
解
釈
さ
れ

、
日
本
国
の

法
律
に
基

づ
き

執
行

さ
れ

る
も

の
と
す
る

。
 

2 
本
契
約
に

関
す

る
紛
争
に
つ

い
て
は

○
地

方
裁
判
所

を
専
属

的
合

意
管
轄
裁

判
所
と
す

る
。
 

 （
規

定
外
事

項
）
 

第
16

条
 
本

契
約

に
定
め
の
な

い
事
項

に
つ

い
て
は
、
商
法

そ
の
他
の
関

係
法
規
に

従
う

ほ
か
、
本
出

資
者
及
び

本
事

業
者

が
信

義
に

則
り
誠
意

を
も
っ
て
協

議
の
上
定

め
る
も
の

と
す

る
。
 

 

［
以

下
余

白
］
 

   

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
第

14
条
第

1
項
は
、

不
特
法

第
26

条
第

1
項

の
内
容
を
確

認
的
に
規
定

し
た
も
の

で
あ

る
。
 

 
第

12
条
第

1
項
の

解
説
で
述

べ
た
と

お
り

、
契
約
成

立
時
交

付
書
面
に
は
、

契
約
の
解

除
に
関
す
る

定
め
が
あ

る

と
き

に
は
、
そ

の
内
容
と

し
て

、
契
約

の
解
除
又

は
組
合
か

ら
の
脱
退
の

可
否
及
び

そ
の

条
件
、
契
約
の
解

除
又
は
組

合
か

ら
の
脱
退

の
方

法
、
契
約

の
解
除

又
は
組
合

か
ら
の
脱
退

に
係
る
手

数
料
、
契

約
の
解

除
又

は
組
合
か

ら
の
脱
退

の
申

込
期
間
を

記
載

す
る
必
要

が
あ
る
（
不
特
法

第
25

条
第

1
項
第

7
号
、
施
行
規
則
第

47
条

第
1
項
第

1
号
な
い

し
第

4
号
）。

 

 
第

14
条
第

1
項
は

、
ク
ー
リ

ン
グ
オ

フ
に

係
る
解
除

に
つ
い

て
、
か
か
る
契

約
成
立
時

交
付
書
面
記

載
事
項
を

定

め
る

も
の
で
も

あ
る

。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
第

14
条
第

2
項
は
、

不
特
法

第
26

条
第

2
項

の
内
容
を
確

認
的
に
規
定

し
た
も
の

で
あ

る
。
 

 
契

約
成

立
時

交
付

書
面

に
は

、
契

約
の

解
除

に
関

す
る
定

め
が

あ
る

と
き

に
は

、
そ

の
内

容
と

し
て

、
不

特
法

第

26
条

第
1
項
の

規
定

に
よ
る
契

約
の
解

除
は

、
当
該
契

約
の
解

除
を
す
る
旨
の

書
面
を
発

し
た
時
に
、

そ
の
効
力

を

生
ず

る
旨
を
記

載
す

る
必
要
が

あ
る
（

不
特
法
第

25
条
第

1
項
第

7
号

、
施
行
規

則
第

47
条
第

1
項
第

6
号
）
。
 

 
第

14
条
第

2
項
は
、

か
か
る

契
約
成

立
時
交
付

書
面

記
載
事

項
を
定
め

る
も
の
で
も
あ

る
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
第

14
条
第

3
項
は

、
不
特
法

第
26

条
第

3
項

の
内
容
を
確
認

的
に
規
定

す
る
と
共
に
、
本

出
資

者
に
対
す

る
出
資

金
額

の
返
還
に

つ
い

て
規
定
し

た
も
の

で
あ
る
。
 

4．
 

実
務

上
の
工
夫

に
つ

い
て
 

 
本

出
資
者
か

ら
出

資
を
受
け

、
そ
れ

に
よ
っ
て
対
象

不
動
産

を
取
得
し
た
後

に
ク
ー
リ

ン
グ
オ

フ
が

な
さ
れ
る

と
、

本
出

資
者

に
対

す
る

出
資

金
の

返
還

原
資

が
本

事
業

に
係
る

財
産

に
な

い
と

い
う

よ
う

な
事

態
も

想
定

さ
れ

る
と

こ

ろ
で

あ
る
。
 

 
そ

の
た
め
、
実
務
上
は

、
ク
ー

リ
ン
グ

オ
フ

の
期
間
が

終
了
す

る
ま
で
の
間
は

本
出
資
者

に
出
資
さ
せ

な
い
又
は

対

象
不

動
産
を
取

得
し

な
い
と
い

っ
た
工

夫
を
す
る
必
要

が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る

。
 

 

■
第

15
条
の

解
説
 

 
第

15
条
は

、
準
拠
法

及
び
管

轄
に
つ

い
て
規
定

す
る

。
 

 
一

般
的
な
契

約
書

に
お
け
る

準
拠
法

・
管

轄
に
係
る

規
定
を

踏
ま
え
た
も
の

と
し
て
い

る
。
 

  

■
第

16
条
の

解
説
 

 
第

16
条
は

、
規
定
外

事
項
に

つ
い
て

規
定
す
る

。
 

 
一

般
的
な
契

約
書

に
お
い
て

規
定
さ

れ
る

内
容
を
踏

ま
え
た

も
の
と
し
て
い

る
。
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上
記

を
証

す
る
た
め

、
本

契
約
を

2
通
作
成
し
、
本
出

資
者
及

び
本
事
業

者
が

各
自
記
名

捺
印
の

上
、
各

1
通
を
保
有

す
る
。 

  
 

年
 

 
月
 
 

日
 

 本
出

資
者
 

   本
事

業
者
 

［
許
可
番
号
］
 

 
 

［
本
店
所
在
地

］
 

 
 

［
社
名
］
 

 
 

［
代
表
者
］
 

 【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

1
号
、

同
項
第

3
号
、

同
項
第

5
号

】
 

  
 

業
務
管
理
者
 

 
 

［
業
務
管
理
者

名
］
 

 【
法
第

25
条

第
2
項
】
 

 

別
紙

1 

 

物
件
目

録
 

 （
所

在
、

地
番
、
土

地
面
積
、
延

べ
床
面
積

そ
の
他
の

対
象

不
動
産

を
特
定
す

る
た

め
に
必

要
な
事
項

を
記
載
す
る
）

 

 （
例

示
）
 

1．
土
地
 所
 
 
在

：
 

地
 
 
番

：
 

地
 
 
目

：
 

地
 
 
積

：
 

 

2．
建
物
 所
 
 
在

：
 

家
屋
番
号

：
 

種
 
 
類

：
 

  

■
記

名
・
押
印

頁
の

解
説
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
次
の

事
項

を
記
載
す

る
必
要

が
あ
る
。
 

・
当

事
者

の
商

号
若
し

く
は
名
称

又
は

氏
名

及
び
住

所
並
び

に
法

人
に

あ
っ
て

は
、
そ
の

代
表

者
の

氏
名
（

事
業

参
加
者

に
あ

っ
て
は
、

そ
の

商
号
若
し

く
は
名

称
又
は
氏
名
）（

施
行
規

則
第

47
条
第

2
項

第
1
号

）
 

・
不

動
産
特
定

共
同

事
業
者
の

許
可
番

号
（

施
行
規
則
第

47
条
第

2
項
第

3
号
）
 

・
不

動
産
特
定

共
同

事
業
契
約

を
締
結

し
た

年
月
日
（

施
行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

5
号

）
 

 
ま

た
、
契
約

成
立

時
交
付
書

面
に
は

、
業

務
管
理
者

が
記
名

押
印
す
る
必
要

が
あ
る
（

不
特
法
第

2
5
条

第
2
項
）。

 

 
記

名
・
押

印
頁

に
は
、

こ
れ

ら
を
踏

ま
え

て
、
契

約
締

結
日

を
記
載

す
る

欄
、
本

出
資

者
及
び

本
事

業
者
に

関
す

る
事

項

を
記

載
す
る
欄

並
び

に
業
務
管

理
者
が

記
名

押
印
す
る

欄
を
設

け
て
い
る
。
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構
 
 
造

：
 

床
 面

 積
：
 

 3．
新
築

建
物
 

所
 

 
在
：
 

種
 

 
類
：
 

構
 

 
造
：
 

床
 面

 積
：
 

 （
土

地
及

び
建
物
に

つ
い
て
は
登

記
簿
記
載

事
項
、
新

築
建

物
に
つ

い
て
は
計

画
概

要
）
 

 

別
紙

2  

対
象

不
動

産
の

追
加

取
得
の
方
針

 

 

（
1
）
 
追

加
取
得
す
る

不
動
産
の

所
在

地
域
、
延
べ
床
面
積
、
構
造
方

法
、
用
途
及
び

建
築

後
の
経

過
年
数
並

び
に
敷
地
面

積
そ
の
他
の
追

加
取
得
す

る
不

動
産
の

選
定
の
基

準
 

  （
2
）
 
地

域
別
、
用
途

別
そ
の
他

の
追

加
取
得

す
る
対
象

不
動
産
に
係

る
分
類
別

の
比
率
の
予
定

 

  （
3
）
 
追

加
取
得
に
係

る
借
入
れ

に
関

す
る
制

限
 

  （
4
）
 
追

加
取
得
す
る

対
象
不
動

産
の

稼
働
率

の
基
準
 

  （
5
）
 
そ

の
他
本
事
業

に
係
る
出

資
者

の
判
断

に
重
大
な

影
響
を
与
え

る
事
項
 

        

             ■
別
紙

2
対
象

不
動

産
の
追
加

取
得
の

方
針

の
解
説
 

第
3
条

第
4
項
の
解

説
に
お
い

て
述
べ
た
と

お
り
、
別

紙
2
対
象
不

動
産
の

追
加

取
得
の
方

針
は
、
追

加
取

得
の
方
針

に

関
す

る
事
項
を

記
載

す
る
欄
を

設
け
る

も
の

で
あ
る
。
 

施
行
規
則
第

11
条

第
1
項
第

2
項
第

15
号
イ
(1

)は
、
不

動
産
特

定
共
同
事

業
契

約
の
締

結
を
す
る

と
き

に
対
象
不

動
産

の
追

加
取
得
の

方
針

に
関
す
る

次
に
掲

げ
る

事
項
を
記

載
す
る

欄
を
設
け
る
こ

と
を
求
め

て
い
る
。
 

(i
) 

 
 
追
加

取
得

す
る
不

動
産

の
所
在

地
域

、
延
べ

床
面

積
、

構
造
方

法
、

用
途
及

び
建

築
後
の

経
過

年
数
並

び
に

敷
地

面

積
そ

の
他
の
追
加
取

得
す
る
不

動
産
の
選
定

の
基
準
に

関
す
る

事
項
 

(i
i)
 
 地

域
別
、

用
途

別
そ
の

他
の
追

加
取

得
す
る

対
象

不
動

産
に
係

る
分
類

別
の

比
率

の
予
定

が
明

ら
か
で

あ
る

場
合

に

あ
っ

て
は
、
当
該
比

率
に
関
す

る
事
項
 

(i
ii

) 
追
加
取

得
に

係
る
借
入

れ
に
関

す
る

制
限
に
関

す
る
事

項
 

(i
v)

  
そ
の
他

事
業

参
加
者
の

判
断
に

重
大

な
影
響
を

与
え
る

事
項
 

別
紙

2
第

（
1）

号
な
い
し
第
（
3）

号
及
び

第
（
5）

号
は
、

こ
れ
ら

の
事
項
に
つ
い

て
の
欄

を
設
け
た

も
の

で
あ
る
。

 

ま
た
、
国
交
省

事
務
ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
第

3-
2（

1
）
⑦
及

び
金
融

庁
事

務
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

7-
2-
2（

1）
⑦

は
、
施
行
規
則

第

11
条
第

1
項

第
2
項

第
15

号
イ
(
1)
(i
v)
に
規

定
す

る
「
そ
の

他
事
業
参

加
者

の
判
断
に

重
大
な

影
響
を
与
え
る

事
項
」

と

は
、

例
え
ば

、
追

加
取
得

す
る

対
象
不

動
産

の
稼
働

率
の

基
準

等
、
当

該
不

動
産
に

係
る

収
益
や

コ
ン

プ
ラ
イ

ア
ン

ス
等

に

関
わ

る
事
項
で

あ
っ

て
、
事
業

参
加
者

の
保

護
や
投
資

判
断
に

重
大
な
影
響
を

与
え
る
も

の
を
い
う
と

す
る
。
 

別
紙

2
第
（
4）

号
は

、
こ
れ
を

踏
ま
え

、
追
加
取

得
す

る
対
象

不
動
産
の

稼
働
率
の
基
準

に
つ
い

て
記
載
す
る
欄

を
設
け

た
も

の
で
あ

る
。

も
っ
と

も
、

対
象
不

動
産

の
稼
働

率
を

追
加

取
得
す

る
不

動
産
の

選
定

の
基
準

に
し

な
い
場

合
に

は
、

必

ず
し

も
か
か
る

欄
を

設
け
る
必

要
は
な

い
と

考
え
ら
れ

る
。
 

か
か
る
事

務
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
か
ら

す
れ
ば
、
別
紙

2
第
（

5）
号
に

は
、
本

契
約
を
締

結
す

る
と
き

に
、
予

定
す
る
事
業

に

応
じ

て
、
対

象
不

動
産
の

追
加

取
得
の

方
針

の
う
ち

、
追

加
取

得
す
る

対
象

不
動
産

に
係

る
収
益

に
関

す
る
事

項
（

追
加

取

得
す

る
対
象

不
動

産
の
利

回
り

に
関
す

る
基

準
等
）

や
コ

ン
プ

ラ
イ
ア

ン
ス

等
に
関

す
る

事
項
（

本
事

業
者
や

そ
の

利
害

関

係
人

か
ら
の

対
象

不
動
産

の
追

加
取
得

に
関

す
る
事

項
等

）
な

ど
、
事

業
参

加
者
の

保
護

や
投
資

判
断

に
重
大

な
影

響
を

与

え
る

も
の
を

記
載

す
る
こ

と
が

考
え
ら

れ
る

。
事
業

参
加

者
の

適
切
な

投
資

判
断
の

確
保

の
観
点

か
ら

は
、
ど

の
よ

う
な

方
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別
紙

3  

追
加
募

集
の

手
続
 

 （
1
）
 
追

加
募
集
に
係

る
募
集
額

の
決

定
方
法
 

本
事
業
者
は
、
対

象
不
動
産
の
追

加
取
得
そ

の
他
の
本

事
業

の
遂
行

又
は
継
続

に
関

し
合
理

的
に
必
要

な
資

金
需
要

を
踏
ま
え
、
追

加
募
集
に

係
る
募

集
額

を
決
定
す

る
こ
と
が
で

き
る
。
 

 （
2
）
 
追

加
募
集
の
方

法
そ
の
他

追
加

募
集
の

手
続
 

①
 
本
事

業
者
は
、
追

加
募
集
を
行

う
場
合
、
ま
ず
、
本
出
資
者
及

び
他
の
匿

名
組

合
契
約
の

匿
名
組

合
員
（
以
下
「
既

存
出

資
者
」
と
総
称

す
る
。）

に
対
し
、

出
資
割
合
に
応

じ
て
追

加
募
集
を
行
う

。
 

②
 
本
事

業
者
は
、
前

①
の
追
加

募
集

に
基
づ

く
既
存
出

資
者

に
よ
る

出
資
が
追

加
募
集
に
係
る

募
集
額

に
不
足
す
る
場

合
、

当
該
不
足
額
に

つ
い
て
、

他
の
既
存
出

資
者
に
対

し
て
追

加
募

集
を
行
う

。
か
か
る
追

加
募
集
に

つ
い
て
は
、

出
資

割
合
に
応
じ
て

行
う
必
要

は
な
い
も
の

と
す
る
。
 

③
 
本
事

業
者
は
、
前

①
及
び
②

の
追

加
募
集

に
応
じ
た

既
存

出
資
者

に
よ
る
出

資
が
追
加
募
集

に
係
る

募
集
額
に
不
足

す
る

場
合
、
当
該
不
足

額
に
つ
い

て
、
第
三
者
と
の

間
で
匿
名

組
合
契
約
を
締

結
し
、
当
該

第
三
者
か
ら
出

資
を
受

け
る

こ
と
が
で
き
る

。
 

 ［（
3）

 追
加
募
集

に
係

る
募
集
額

の
累
計

額
の

上
限
 

 （
4
）
 
前

号
記
載
の
累

計
額
の
上

限
を

超
え
る

追
加
募
集

を
行
う
場
合

の
手
続
 

前
号
記
載
の
累

計
額
の
上

限
を
超

え
る

追
加
募
集

を
行
う
場
合
、

本
事
業
者

は
、
既
存
出
資

者
の
出
資

割
合
の

3
分

の
2
の
事
前
の

承
諾
を
得

る
も
の

と
す

る
。］

 

 （
5
）
 
想

定
さ
れ
る
既

存
の
権
利

の
価

格
変
動

の
概
要
 

            

針
で

運
用
が
な

さ
れ

る
の
か
が

な
る
べ

く
明

確
に
な
っ

て
い
る

こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
 

 ■
別
紙

3
追
加

募
集

の
手
続
の

解
説
 

第
2
条
の

2
第

2
項

、
第

4
項

及
び
第

5
項

の
解
説
に
お
い

て
述
べ

た
と
お
り

、
別
紙

3
追
加

募
集
の
手
続
は

、
追
加
募

集
に

係
る
手
続

等
、

追
加
募
集

に
関
す

る
事

項
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

1．
 

別
紙

3
第
（
1
）
号
に
つ

い
て
 

本
モ
デ
ル

約
款
に
お

い
て

は
、
追

加
募
集
に

係
る
募
集

額
の

決
定
方

法
に
つ
い

て
、
機
動

的
な
資
金
調

達
が
で
き

る

よ
う

に
、

第
（

3）
号

に
記

載
さ
れ

る
追

加
募

集
に

係
る
募
集
額

の
累

計
額

の
上

限
を
超
え

る
場

合
で

な
い

限
り
、
本

事
業

者
に
裁
量

を
与

え
る
内
容

に
し
て

い
る
。
 

2．
 

別
紙

3
第
（
2
）
号
に
つ

い
て
 

追
加
募
集

の
手
続
に

つ
い

て
は
、
既
存

の
出
資
者

の
保

護
の
観

点
か
ら
、
1
口
あ
た
り
の

出
資
額
の
算

定
方
法
を

定

め
、
追
加
募
集

時
点
の

1
口
あ

た
り
の

時
価
純
資

産
額
に
よ
っ

て
募
集
す

る
こ
と
と

す
る

こ
と
も

考
え
ら
れ

る
が

、
本

モ
デ

ル
約

款
に

お
い

て
は
、
「
口
」

と
い

う
単

位
を

設
け
る
内
容

に
な

っ
て

い
な

い
た
め
、

か
か

る
手

続
に

は
し
て
い

な
い

。
 

こ
の
点
、

本
モ
デ
ル

約
款

に
お
い

て
は
、
第

2
条
の

2
第

5
項
及

び
別

紙
3
第
（
5）

号
に
お

い
て

、
既
存
の

権
利

の
価

格
が
変
動

す
る

リ
ス
ク
が

指
摘
さ

れ
る
と
と
も
に

、
別
紙

3
第
（

2）
号
に

お
い
て
、

既
存
の
出
資

者
に
対
し

て

優
先

的
に
追
加

募
集

を
行
う
こ

と
と
し

、
既
存
の

出
資
者
に
希

薄
化
を
防

ぐ
機
会
を

与
え

る
こ
と

に
よ
っ
て

、
一
定
程

度
既

存
の
投
資

家
の

保
護
が
図

ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
 

3．
 

別
紙

3
第
（
3
）
号
及
び

第
（
4）

号
に
つ
い
て
 

第
2
条
の

2
第

4
項

の
解

説
に
お

い
て
述
べ

た
と

お
り
、
追
加

募
集
に

係
る

募
集
額
の

累
積
額

の
上

限
を
定
め

る
こ

と
は

必
須
で
は

な
く

、
こ
れ
を

定
め
な

い
場
合
に
は
別
紙

3
第
（
3
）
号
及
び

第
（

4）
号
を

規
定

す
る
必
要

は
な
い
。
 

本
モ
デ
ル

約
款
に
お

い
て

は
、
追
加

募
集
に
係
る
募

集
額
の
累

計
額
の

上
限

を
超
え
る

追
加
募

集
を

行
う
場
合

の
手

続
に

つ
い
て
、
株

式
会

社
の
発
行

可
能
株

式
総

数
の
増
加

に
係
る

定
款
変
更
に
関

し
株
主
総

会
の
特
別
決

議
が
必
要

と

さ
れ

て
い
る
こ

と
を

参
考
に
し

て
（
会

社
法
第

46
6
条

、
第

30
9
条
第

2
項
第

11
号
）、

既
存
出

資
者
の
出

資
割
合
の

3
分

の
2
の
事

前
の
承
諾

を
必

要
と
し

た
。
 

4．
 

別
紙

3
第
（
5
）
号
に
つ

い
て
 

第
2
条
の

2
第

5
項
の

解
説
に

お
い
て

述
べ

た
と
お
り

、
別
紙

3
第
（
5）

号
は
不
動

産
特
定

共
同

事
業
契
約

の
締

結
を

す
る
と
き

に
想

定
さ
れ
る

そ
の
変

動
の
概
要
を
記

載
す
る

欄
（
施
行
規
則

第
11

条
第

2
項
第

15
号
ト

(4
)）

を

規
定

す
る
も
の

で
あ

る
。
 

当
該
欄
に

つ
い
て
は

、
個

別
契
約

書
を
作
成

す
る

際
に
具
体

的
な
記

載
が

な
さ
れ
る

こ
と
に

な
る
。
 

な
お
、

か
か

る
「

想
定

さ
れ
る
そ

の
変

動
の
概

要
」

に
つ
い
て

は
、

国
交

省
事

務
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

第
3
-2
（
1）

⑬

及
び

金
融

庁
事

務
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
7-
2-
2
（
1）

⑬
に

お
い
て
、

例
え

ば
、

優
先

劣
後
構
造

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

優
先

出
資
部
分

に
係

る
追
加
募

集
を
行

う
場
合
に
お
け

る
劣
後

出
資
部
分
の
既

存
の
事
業

参
加
者

や
、
同

順
位
の
出

資

で
あ

っ
て

も
追

加
募

集
の

条
件

が
そ

れ
以

前
の

募
集

に
係
る

も
の

よ
り

有
利

な
も

の
で

あ
る

場
合

に
お

け
る

既
存

の

事
業

参
加
者
が

有
す

る
不
動
産

特
定
共

同
事
業
に
係
る

権
利
の

価
格
が
下
落
す

る
こ
と
等

、
当
該
追
加
募

集
に
よ
り

事

業
参

加
者

の
権

利
の

価
格

に
生

ず
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る
主

な
変

動
の

概
ね

の
内

容
が

分
か

る
も

の
を

い
う

と
さ

れ

て
い

る
。
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別
紙

4  

助
言
契

約
の

相
手

方
 

 

（
1
）
 
商

号
若
し
く
は

名
称
又
は

氏
名

 

  （
2
）
 
住

所
 

  （
3
）
 
代

表
者
の
氏
名
 

  （
4
）
 
契

約
の
内
容
 

  （
5
）
 
不

動
産
投
資
顧

問
業
者
の

場
合

は
、
不

動
産
投
資

顧
問
業
者
の

登
録
を
受

け
て
い
る
旨
 

 

別
紙

5 

 

反
社

会
的

勢
力

排
除

条
項
 

 

  ■
別
紙

4
助
言

契
約

の
相
手
方

の
説
明
 

第
5
条

の
4
の
解
説

に
お
い
て

述
べ
た
と
お

り
、
別
紙

4
助

言
契
約

の
相
手
方
は
、

助
言
契

約
を
締
結

す
る

場
合
に
の

み

必
要

と
な
る
も

の
で

あ
る
。
 

各
欄
の
具

体
的
な
記
載
に

つ
い
て

は
、
個
別
契
約

書
を
作
成

す
る
際

に
記

載
す
る
こ

と
に
な

る
。
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特例事業用 対象不動産変更型契約（匿名組合契約型） 

不動産特定共同事業契約約款 

 

不動産特定共同事業法（平成 6年法律第 77号、その後の改正を含む。以下「法」という。）

第 2 条第 9項に規定される特例事業者である    （以下「本事業者」という。）と 

    （以下「本出資者」という。）は、以下のとおり合意し、ここに同条第 3項に規定

される不動産特定共同事業契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（本契約及び本事業） 

第 1 条 本契約は、法第 2 条第 3 項各号に掲げる契約の種別のうち、同項第 2 号に規定す

る不動産特定共同事業契約とする。また、本契約は、商法（明治 32 年法律第 48号、その後

の改正を含む。以下同じ。）第 535 条に規定する匿名組合契約とする。 

【施行令第 6 条第 1項第 1 号、施行規則第 11 条第 2項第 1 号】 

【法第 25条第 1 項第 1号】 

2 本事業者は、別紙 1記載の不動産（以下「変更前対象不動産」という。）及び本契約に従

い追加取得する不動産を本契約に係る不動産取引の目的となる不動産（以下「対象不動産」

という。）として、本契約に基づく法第 2 条第 8 項に規定される特例事業（以下「本事業」

という。）を行うものとする。 

【施行令第 6 条第 1項第 2 号、施行規則第 11 条第 2項第 2 号イ】 

【法第 25条第 1 項第 2号、施行規則第 47 条第 3項第 1 号】 

3 本事業者は、本事業者が本事業を専ら行うことを目的とする法人であることを確認する。

本事業者は、本事業以外の事業に従事しないものとする。 

 

（出資） 

第 2 条 本事業に対する出資予定総額は金       円とし、本出資者は、本事業に対

して金       円（出資予定総額に対する出資の割合：  ％）を出資するものとし、  

年  月  日までに本事業者に対し出資金を支払うものとする。本契約に基づき出資さ

れた金額を以下「本出資額」という。 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号イ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 6 号ニ】 

2 本事業者は、本事業につき、本出資者以外の出資者と別途、前項に定める出資の金額、

出資金の支払期日及び出資予定総額に対する出資の割合を除いて本契約と同一内容の匿名

組合契約を締結の上、出資を受けることができるものとする。 

3 本出資者は、本事業に追加して出資する義務を負わない。 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号ニ】 

4 本事業者は、本出資者に本出資額の返還を保証する義務を負わない。本出資者及び本事
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業者は、本出資額の返還について保証されたものではないことをここに確認する。 

【施行規則第 11 条第 1項第 2 号、同条第 2 項第 10号イ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 10号、同条第 3項第 3号イ】 

5 本事業に係る損失は、第 9 条第 4項に基づき、本出資者に帰属する。但し、本出資者の

損失の分担額は、本出資額を限度とする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 2 号】 

【施行規則第 47 条第 2項第 10号】 

6 本事業に関して本事業者が取得した対象不動産その他の資産の所有権は、全て本事業者

に帰属するものとし、本契約の定めに従って金銭の支払を受けることができることを除き、

本出資者は、本事業に帰属する財産の全てについて所有権その他いかなる権利も有しない。 

【施行規則第 11 条第 1項第 1 号、同条第 2 項第 9号】 

【施行規則第 47 条第 2項第 9 号】 

7 本事業に係る第三者に対する債務は本事業者が負担し、本出資者は、本事業に関して、

第三者に対し、債務を負担しない。 

【施行規則第 47 条第 2項第 6 号ロ】 

 

（追加募集）【施行規則第 47条第 2 項第 15号】 

第 2 条の 2 本事業においては、本契約及び本事業につき締結された他の匿名組合契約（以

下「他の匿名組合契約」という。）に追加して行う本事業に係る匿名組合契約の締結の勧誘

（以下「追加募集」という。）を予定する。 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号へ】 

2 本事業者は、第 10条に定める本契約の契約期間において、追加募集を行い、第 2 条第 1

項に規定される出資予定総額を超えて、新たな出資金を募ることができる。本事業者は、別

紙 3 記載の追加募集の手続に従い、第四号事業者（第 6 条第 3項に定義する。）をして、追

加募集を行わせるものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号ト(2)】 

3 本事業者は、追加募集を行う場合、追加募集を行う日の[14]日前までに、第三号事業者

（第 6条第 1 項に定義する。以下同じ。）をして、本出資者に対し、以下の内容を記載した

書面を交付させ、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法（不動産特定共同事業法施行

規則（平成 7年大蔵省・建設省令第 2 号、その後の改正を含む。以下「規則」という。）第

11 条第 2項第 15 号ロに定義する。以下同じ。）により提供させる。 

（1） 当該追加募集に係る募集予定総額 

（2） 当該追加募集の方法 

（3） 出資された財産により対象不動産を追加取得する場合には、当該対象不動産の所在、

地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の当該対象不動産を特定するために必要

な表示 
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（4） 当該対象不動産により行う不動産取引の方法 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号ト(1)】 

［4 追加募集に係る募集額の累計額の上限は別紙 3第（3）号のとおりとし、本事業者は、

当該累計額の上限を超えて追加募集を行う場合、別紙 3第（4）号の手続を行った上で、追

加募集を行うものとする。］ 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号ト(3)】 

5 本出資者及び本事業者は、追加募集を直接の原因として当該追加募集の開始前から本出

資者が有する本契約上の地位の価格が変動するおそれがあること、及び想定されるその変

動の概要が別紙 3 第（5）号に記載されるとおりであることを確認する。 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号ト(4)】 

 

（対象不動産の取得） 

第 3 条 本事業者は、第 2 条第 1 項及び他の匿名組合契約に基づき出資された金銭をもっ

て、  年  月  日までに変更前対象不動産を金        円で取得する。但し、

本事業者は、本出資者に対して書面又は電磁的方法により通知することにより、合理的な範

囲内で当該期限を変更することができるものとする。 

【施行令第 6 条第 1項第 2 号、施行規則第 11 条第 2項第 2 号ハ】 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号ロ】 

2 本事業者は、前項に定める期限までに変更前対象不動産のいずれかを取得できなかった

場合には、本契約及び他の匿名組合契約に基づく出資の総額（以下「出資総額」という。）

のうち、当該変更前対象不動産により営むことを予定していた不動産取引を行うのに必要

な額として出資された金員を、出資総額に対する本出資額の割合（以下「出資割合」という。）

に応じて本出資者に返還するものとする。 

【施行令第 6 条第 1項第 2 号、施行規則第 11 条第 2項第 2 号ハ】 

3 本事業においては、対象不動産の変更を予定する。 

【施行令第 6 条第 1項第 2 号、施行規則第 11 条第 2項第 2 号ロ】 

4 本事業者は、別紙 2記載の対象不動産の追加取得の方針に従い、対象不動産の追加取得

を相当と判断するときは、追加募集に基づき出資された金銭、対象不動産の売却等（当該対

象不動産の売却等により本契約が終了するものを除く。）により得られた金銭（以下「特定

金銭」という。）、不動産特定共同事業の業務に係る金銭以外の金銭（以下「業務外金銭」

という。）、その他の本事業に係る資産に属する金銭をもって、対象不動産を追加取得するこ

とができる。 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号イ(1)及び(2)】 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号ロ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 

5 本事業者は、対象不動産の追加取得にあたり、本出資者に対し、当該対象不動産の鑑定
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評価額又は近傍同種の不動産の取引価格等を示す客観的な資料を添付した書面により、当

該追加取得の価格が当該資料に示される価格と比して合理的な価格（当該資料に示される

価格を 1 割以上上回らない価格であること、又は当該資料に示される価格を 1 割以上上回

る価格であるものの当該価格につき合理的な理由のあることをいう。）であることを説明す

るものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号イ(5)】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 

6 本事業者は、対象不動産の追加取得をしたときは、対象不動産を追加取得した日から 30

日以内に、第三号事業者をして、本出資者に対し、以下の内容を記載した書面を交付させ、

又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供させる。 

（1） 追加取得に係る対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の当

該対象不動産を特定するために必要な表示 

（2） 当該対象不動産の追加取得をした日 

（3） 当該対象不動産の追加取得の価格 

（4） 当該対象不動産の譲渡人と第三号事業者との関係 

（5） 当該対象不動産の追加取得をした日における財産の状況 

（6） 当該対象不動産により営む不動産取引の方法、修繕費、損害保険料その他の当該対

象不動産を管理するために必要な費用の負担に関する事項 

（7） 当該対象不動産の売却等の予定の有無及び当該対象不動産の売却等を予定する場合

における当該対象不動産の売却等の手続 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号二】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 

 

（対象不動産の追加取得の方針又は手続の変更） 

第3条の2 別紙2記載の対象不動産の追加取得の方針又は前条に定める対象不動産の追加

取得の手続を変更する場合、本事業者は、当該変更の[20]日前までに、本出資者に対し、対

象不動産の追加取得の方針又は手続の変更の内容及び時期等を書面又は電磁的方法により

通知するものとする。 

2 前項の場合、本出資者は、当該変更の日の前日までに、本事業者に対し、当該変更につ

いて反対する旨及び本契約上の地位の買取又は第三者への譲渡を求める旨を書面により通

知することにより、その保有する本契約上の地位の全部の買取又は第三者による取得を請

求することができる（以下、当該請求をした本出資者を「反対出資者」という。）。 

3 前項の請求があった場合、本事業者は、反対出資者の保有する本契約上の地位の全部に

ついて、本事業の時価純資産額（本事業に係る資産の時価評価額（対象不動産については直

近に取得した鑑定評価額によるものとする。）から時価評価した負債の額を控除した額をい

う。以下同じ。）に本出資者の出資割合を乗じた金額により、自ら買い取り、又は第三者に
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取得させなければならない。但し、本事業者がかかる本契約上の地位の買取等が相当でない

と判断する場合、本事業者は、反対出資者に対し、反対出資者による本契約の解除を認める

旨を書面により通知することができる。かかる通知を受領した反対出資者は、本契約を解除

することができる。 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号イ(3)及び(4)】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 

 

（対象不動産等の運用） 

第 4 条 本事業者は、本契約に定める対象不動産に係る不動産取引その他本事業の目的を

達成するために必要と判断する行為を行うことができる。本事業者は、善良な管理者の注意

義務をもって誠実かつ忠実に本事業を遂行するものとする。但し、本事業者は、対象不動産

について、宅地の造成、建物の建築に関する工事又は規則第 2条第 1 項に定める工事であっ

てその費用の額が規則第 2 条第 2 項に定める金額を超えるものを行ってはならない。 

2 本事業者は、対象不動産を賃貸して運用するものとする。 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号ロ】 

3 本事業者は、本事業の目的のために、金融機関との間で金銭消費貸借契約（以下「本借

入契約」という。）を締結し、本借入契約に従って金銭を借り入れ、本借入契約に基づく債

務を担保するために対象不動産に担保権を設定することができる。本出資者及び本事業者

は、本借入契約に基づく借入れを行うため、別紙 5 借入関連条項の規定に従うものとする。 

4 本事業者は、対象不動産を本事業の目的以外のために担保に提供し、又は出資の目的と

してはならない。 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号ホ】 

5 本事業者は、本事業に係る資産に属する金銭（但し、業務外金銭及び特定金銭を除く。）

を運用する場合（第 2 条第 1 項及び他の匿名組合契約に基づく出資金を第 3 条第 1 項に定

める期限までの間運用する場合を含む。）、金融機関（規則第 11条第 2 項第 14 号ロに規定

するものに限る。）の預金口座に預金する方法により運用するものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 6 号、同条第 2 項第 14号】 

【施行令第 6 条第 1項第 2 号、施行規則第 11 条第 2項第 2 号ニ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 14号】 

6 本事業者は、業務外金銭又は特定金銭を運用する場合、以下のいずれかに掲げる方法に

より運用するものとする。 

（1） 規則第 11条第 2 項第 14号イ又はロに掲げる方法 

（2） 不動産の小口化・証券化商品への投資 

（3） 不動産を信託財産とする信託の受益権の取得 

（4） リスクヘッジ目的で行われるオプション取引等 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同項第 8 号、同条第 2項第 15号ハ、同項第 16号イ】 
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【施行規則第 47 条第 2項第 15号、同項第 16号】 

7 本事業者は、業務外金銭及び特定金銭の合計額が、1 年以上継続して本事業に係る財産

の額から特定金銭の額を控除した額の 7 分の 3 を超過した場合、超過額に係る金銭を出資

割合に応じて本出資者及び他の匿名組合契約の匿名組合員に対し速やかに返還し、又は対

象不動産を追加取得することにより、当該超過を解消するものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 8 号、同条第 2 項第 16号ロ及びハ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 16号】 

8 本事業者は、法第 58条第 5項により適用される法第 27条に基づき、本事業に係る財産

を自己の固有財産と分別して管理するものとする。本出資者及び本事業者は、本項に基づく

分別管理が信託法（平成 18 年法律第 108 号、その後の改正を含む。）第 34条に基づく分別

管理とは異なることを確認する。 

【法第 25条第 1 項第 4号、施行規則第 47 条第 3項第 2 号イ及びロ】 

9 修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な費用は、本事業の費用と

して本事業に係る資産から支出する。 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号ハ】 

【法第 25条第 1 項第 4号、施行規則第 47 条第 3項第 2 号ハ】 

10 本事業者は、対象不動産について、毎年  月  日までに、各営業年度（毎年  月  

日から[翌年]  月  日までをいう。以下同じ。）の末日を基準時点とする鑑定評価書（時

点修正によるものを含む。）を取得するものとする。 

 

（対象不動産の処分） 

第 5 条 本事業者は、対象不動産の売却等（売却し、又は本事業者の固有財産とし、若しく

は他の不動産特定共同事業契約に係る財産とする行為をいう。以下同じ。）を相当と判断す

るときは、適切な手続により対象不動産の売却等を行うものとする。 

【施行令第 6 条第 1項第 4 号、施行規則第 11 条第 2項第 4 号ロ】 

【施行規則第 11 条第 1項第 4 号、同条第 2 項第 12号イ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 12号】 

2 本事業者は、対象不動産の売却等にあたり、本出資者に対し、当該対象不動産の鑑定評

価額又は近傍同種の不動産の取引価格等を示す客観的な資料を添付した書面により、当該

売却等の価格が当該資料に示される価格と比して合理的な価格（当該資料に示される価格

を 1 割以上下回らない価格であること、又は当該資料に示される価格を 1 割以上下回る価

格であるものの当該価格につき合理的な理由のあることをいう。）であることを説明するも

のとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 4 号、同条第 2 項第 12号ロ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 12号】 

3 本事業者は、対象不動産の売却等をしたときは、対象不動産の売却等をした日から 30日
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以内に、第三号事業者をして、本出資者に対し、以下の内容を記載した書面を交付させ、又

は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供させる。但し、当該売却等により本契

約が終了する場合についてはこの限りではない。 

（1） 当該対象不動産の売却等に係る対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床

面積その他の当該対象不動産を特定するために必要な表示 

（2） 当該対象不動産の売却等をした日 

（3） 当該対象不動産の売却等の価格 

（4） 当該対象不動産の譲受人と第三号事業者との関係 

（5） 当該対象不動産の売却等をした日における財産の状況並びに対象不動産の追加取得

の方針及び手続 

（6） 対象不動産の追加取得の予定時期の定めがある場合にあっては当該予定時期 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号ロ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 

 

（利益相反取引） 

第 5 条の 2 本事業者は、次に掲げる行為又は取引をする場合、これらの行為又は取引を行

う日の[14]日以上前までに、第三号事業者をして、本出資者に対し、当該行為又は取引に係

る財産を特定するために必要な表示、当該行為又は取引の予定時期並びに当該財産の評価

額及びその算出根拠を記載した書面を交付させ、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的

方法により提供させるものとする。 

（1） 本事業に係る財産を、第三号事業者の固有財産又は他の不動産特定共同事業契約に

係る財産とする行為 

（2） 第三号事業者の固有財産又は他の不動産特定共同事業契約に係る財産を本事業に係

る財産とする行為 

（3） 利害関係人（規則第 11条第 2 項第 15 号ホ(3)に規定する利害関係人をいう。以下同

じ。）との間における本事業に係る財産に関する取引 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号ホ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 

 

（公正な第三者の関与） 

第 5 条の 3 本事業者は、対象不動産の追加取得又は売却等を行う場合、次の各号のいずれ

かの手続を経るものとする。 

（1） 弁護士、公認会計士、不動産鑑定士その他の者であって、不動産取引に関する実務

に関する知識を有する者（利害関係人に該当する者を除く。以下「第三者専門家」

という。）を構成員に含む投資判断に関する委員会を開催し、第三者専門家の意見を

聴取し、当該取引が本出資者及び他の匿名組合契約の匿名組合員にとって必要かつ
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合理的な取引であること等について第三者専門家の同意を得ること 

（2） 第三者専門家から意見書の提出を受けることによって、当該取引が本出資者及び他

の匿名組合契約の匿名組合員にとって必要かつ合理的な取引であること等について

第三者専門家の同意を得ること 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号リ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 

 

［（助言契約） 

第 5 条の 4 本出資者及び本事業者は、第三号事業者が別紙 4 助言契約の相手方記載の者と

の間で、対象不動産の変更に係る対象不動産の選定並びに当該対象不動産の変更の時期及

び方法に関し助言を受けることを内容とする契約を締結することを確認する。］ 

【施行規則第 11 条第 1項第 7 号、同条第 2 項第 15号チ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 15号】 

 

（業務の委託） 

第 6 条 本事業者は、本事業を営むため、法の規定に従い、本事業に関し営まれる不動産取

引に係る業務を、法第 2 条第 8 項第 2 号に規定される第三号事業を行う不動産特定共同事

業者である以下の者（以下「第三号事業者」という。）に委託するものとする。当該委託に

係る契約（以下「本委託契約」という。）の概要は別紙 6本委託契約の概要に記載のとおり

とする。 

商号又は名称：○ 
住    所：○ 
代表者の氏名：○ 
許 可 番 号：○ 

【施行規則第 11 条第 1項第 9 号、同条第 2 項第 17号イ及びロ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 2 号、第 3 号】 

2 本事業者は、本委託契約に基づき、第三号事業者に対し、前項に規定する業務の対価と

して、以下のとおり報酬を支払う。 

（1） ［アップフロントフィー/本事業の組成の対価］として、対象不動産の取得時に、［取

得価格の○％/金○円］ 

（2） 各計算期間（第 9 条第 2項に定める。以下同じ。）に係る対象不動産の管理運営の対

価として、第 9条第 5 項及び第 11条第 2 項の金銭の分配時に、［［対象不動産の取得

価格/対象不動産の賃料収入/本事業に係る分配金の合計額/本事業に係る税引前利

益］の○％［（但し、当該金額が対象不動産の取得価格の○％を下回る場合には、対

象不動産の取得価格の○％）］/金○円］（但し、計算期間が○ヶ月に満たない場合又

は○ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算（1円未満の端数は切り捨て）
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により算出する。） 

（3） 対象不動産の全部又は一部の売却等の対価として、売却等に係る代金の受領時に、

売却等の価格の○％ 

【施行令第 6 条第 1項第 8 号、施行規則第 11 条第 2項第 8 号、同項第 8 条の 2】 

【施行規則第 47 条第 2項第 7 号】 

3 本事業者は、法の規定に従い、本契約及び他の匿名組合契約の締結の勧誘の業務を法第

2 条第 8 項第 3号に規定される第四号事業を行う不動産特定共同事業者（以下「第四号事業

者」という。）に委託したことを確認する。本事業者は、本事業に関し匿名組合契約の締結

の勧誘（追加募集に係る勧誘を含む。）を行う場合、第四号事業者にその勧誘を行わせ、自

らその勧誘を行わないものとする。 

 

（本事業の状況に係る報告等）【施行規則第 47条第 2 項第 6号イ、同項第 11 号】 

第 7 条 本事業者は、毎年  月  日までに、第三号事業者をして、法第 28条第 2 項に

定める本事業に係る財産の管理の状況について報告書を作成させ、本出資者に対し書面に

より交付させ、又は電磁的方法により提供させるものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 3 号、同条第 2 項第 11号イ】 

2 本事業者は、本出資者が請求する場合には、第三号事業者をして、財産の管理の状況に

ついて説明させるものとする。 

3 本事業者は、第三号事業者をして、法第 29 条に定める本事業に係る業務及び財産の状況

を記載した書類を事業所ごとに備え置かせ、本出資者の請求に応じてこれを閲覧させるも

のとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 3 号、同条第 2 項第 11号ロ】 

4 本事業者は、第三号事業者をして、法第 30 条第 1 項に定める本事業に係る事業参加者

名簿を作成及び保存させ、本出資者の請求に応じてこれを閲覧させるものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 3 号、同条第 2 項第 11号ハ】 

 

（本事業者の報酬） 

第 8 条 本事業者は、本事業の遂行に係る役務の対価として、各計算期間につき金○円（以

下「本事業者報酬」という。）を、第 9 条第 5項及び第 11 条第 2項の金銭の分配時に、本事

業に係る資産から本事業者の固有財産とすることができるものとする。但し、計算期間が○

ヶ月に満たない場合又は○ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算（1 円未満の端

数は切り捨て）により算出する。 

【施行規則第 11 条第 1項第 10号、同条第 2項第 18 号】 

【施行規則第 47 条第 2項第 8 号】 

 

（出資者に対する損益及び金銭の分配）【施行令第 6条第 1 項第 3号、施行規則第 11 条第 2
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項第 3号】【法第 25条第 1 項第 3 号】【施行規則第 47 条第 2項第 6 号ハ】 

第 9 条 本事業の損益は、法令及び本契約に従って計算されるものとする。本事業者は、商

法第 19 条に基づき、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い、本事業に関する全て

の取引に関する正確な帳簿及び記録を作成し、かつ、保持するものとする。 

2 本事業の計算期間は、各計算期日（計算期間の末日をいい、初回を  年  月  日

とし、以降毎年  月  日及び本事業の清算手続において本事業に係る一切の債務を弁

済した日又は本事業に帰属する財産の全てが本事業に係る債務の弁済に充てられた日とす

る。以下同じ。）の翌日（但し、最初の計算期間については  年  月  日）から直後

の計算期日までとする。［但し、最後の計算期間を除き、各計算期日において当該計算期日

が属する計算期間に対応する匿名組合損益（次項に定義する。）として損失が生じることが

見込まれる場合、当該計算期間の末日は翌計算期日に延期されるものとする。］ 

3 本事業者は、各計算期間末に、当該計算期間の第（1）号に規定される本事業から生じた

収益から第（2）号に規定される本事業から生じた費用を控除することにより、本事業に係

る税引前利益（以下「匿名組合利益」という。）又は税引前損失（以下「匿名組合損失」と

いい、匿名組合利益及び匿名組合損失を総称して「匿名組合損益」という。）を計算する。 

（1） 本事業から生じた収益 

① 対象不動産から生じる賃料収入 

② 対象不動産の売却益 

③ 対象不動産に係る保険金 

④ 本事業に係る金銭の運用から得られる受取利息 

⑤ 匿名組合出資金償還益及び本事業に関連する債務の債務免除益 

⑥ 本事業に係るその他の収益 

（2） 本事業から生じた費用 

① 対象不動産の取得、管理、修繕及び売却等に要する諸費用 

② 対象不動産の売却損 

③ 対象不動産に係る損害保険料 

④ 対象不動産に係る公租公課 

⑤ 本借入契約に係る諸費用及び支払利息相当額 

⑥ 本事業に係る日常的な経理業務や一般管理業務に要する費用その他の一切の営業

費用 

⑦ 匿名組合出資金償還損 

⑧ 第三号事業者及び第四号事業者に対する報酬 

⑨ 本事業の遂行に係る本事業者報酬 

4 各計算期間に対応する匿名組合損益は、出資割合に応じて、本出資者に帰属するものと

する。なお、匿名組合利益がある場合で、当該計算期間の前の計算期間まで（以下「経過済

計算期間」という。）に本項に従って本出資者に分配された匿名組合損失（もしあれば。但
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し、経過済計算期間までに本項に従って補てんされた金額を控除する。）があるときは、当

該匿名組合利益はまず当該匿名組合損失の補てんに充当するものとする。また、当該計算期

間中に本出資額又は他の匿名組合員の出資額に変動があった場合には、これらの額を実日

数で加重平均して算出された割合を出資割合とする。 

5 本事業者は、各計算期間末の属する月の 2ヶ月後応当月の最終営業日までの間で、本事

業者が裁量により指定する日（以下「金銭配当日」という。）に、金銭配当日において本事

業に係る資産に属する金銭（但し、本借入契約に従い本契約に基づき分配可能な金額に限

る。）から、運転資金、修繕積立金、公租公課積立金、敷金・保証金等の預り金その他本事

業者が本事業の継続的遂行のために留保すべきと合理的に判断した金額を控除した残額に、

出資割合を乗じた金額を本出資者に支払うものとする。但し、各金銭配当日に本出資者に支

払われる金額は、本出資者に分配された対応する計算期間に係る匿名組合利益（もしあれば。

但し、前項に基づき匿名組合損失の補てんに充当された匿名組合利益は含まれない。）相当

額を上限とする。なお、別紙 5借入関連条項に定める配当停止事由（以下「配当停止事由」

という。）が発生した場合、配当停止事由が全て解消するまでの間、本事業者は本項に従っ

た金銭の分配を行わない。かかる分配の停止は、本事業者の債務不履行を一切構成しないも

のとし、本出資者はこれを異議なく承諾する。 

6 本条に基づき分配された匿名組合損失については、同額の出資の払戻しとして会計処理

する。また、当該匿名組合損失が本条に基づき匿名組合利益によって補てんされた場合、同

額について出資の増加があったものとして会計処理する。 

 

（契約期間） 

第 10 条 本契約の契約期間は、  年  月  日から  年  月  日までとする。 

2 前項にかかわらず、本契約の契約期間内に対象不動産全部の売却等が完了しない場合に

は、本事業者は、本契約の契約期間の満了日の○ヶ月前までに本出資者に書面又は電磁的方

法により通知をすることにより、○年を超えない範囲で本契約の契約期間を延長すること

ができる。 

【施行令第 6 条第 1項第 5 号、施行規則第 11 条第 2項第 5 号】 

【法第 25条第 1 項第 5号】 

 

（本契約の終了・本事業の清算）【施行令第 6 条第 1項第 6 号、施行規則第 11 条第 2 項第 6

号イ及びロ】【法第 25 条第 1 項第 6号】 

第 11 条 本契約は、以下のいずれかの事由が生じた場合には終了する。かかる事由の発生

により本契約が終了した場合、本事業者は、本出資者に直ちに通知するものとする。 

（1） 第 10 条に定める本契約の契約期間の満了 

（2） 新たな対象不動産の取得を予定しない場合の対象不動産全部の売却等の完了 

（3） 本事業の継続の不能 
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（4） 本事業者に係る破産手続開始の決定 

（5） 出資総額が第 2 条第 1 項に定める出資予定総額に満たない場合であって、第三号事

業者が出資を行わないときその他のやむを得ない事由があるとき 

2 前項の規定によって本契約が終了した場合、本事業者は、本事業において金銭以外の資

産があればこれを換価処分した上、本事業に係る資産から本事業者報酬、第三事業者及び第

四号事業者の報酬並びに本借入契約に基づく債務を含む本事業に係る一切の債務を弁済し、

第 9 条第 4 項に従い、速やかに最終の計算期間に係る匿名組合損益及び本出資者に分配す

べき匿名組合損益を確定し、本事業に属する金銭から清算手続に要する費用その他の残余

財産から支払われるべき費用を控除した金額に出資割合を乗じた金額を本出資者に支払う

ものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 4 号、同条第 2 項第 12号ロ】 

【施行規則第 47 条第 2項第 6 号ハ】 

 

（本契約上の地位の譲渡） 

第 12 条 本出資者は、本事業者の事前の書面又は電磁的方法による承諾がある場合に限り、

本契約上の地位を譲渡することができる。但し、本事業者は、当該承諾を正当な理由なく拒

否できないものとする。 

【施行規則第 11 条第 1項第 5 号、同条第 2 項第 13号】 

【施行規則第 47 条第 2項第 13号】 

2 本出資者は、前項に基づき本契約上の地位を譲渡した場合、第三号事業者に対し、本契

約上の地位の譲渡に伴う事務手続に関し、金○円を支払うものとする。 

 

（本契約の解除等）【法第 25 条第 1 項第 7 号、施行規則第 47 条第 1 項第 1 号ないし第 4 号】 

第 13 条 本出資者は、やむを得ない事由が存在する場合には、本事業者に対して書面によ

って通知することにより、本契約を解除することができる。また、本出資者が死亡した場合

又は後見開始の審判を受けた場合には、その相続人又は成年後見人は、本事業者に対して書

面によって通知することにより、本契約を解除することができる。 

2 前項にかかわらず、本出資者は、本項の定めに従い、本契約の全部又は一部を解除する

ことができる。 

（1） 本出資者は、毎年  月 1 日から  月末日までの期間（以下「解除希望受付期間」

という。）、本事業者に対し、本契約の全部又は一部の解除を希望する旨を書面によ

って通知（以下「解除希望通知」といい、解除希望通知に記載される解除対象に係

る出資の価額を「解除希望価額」という。）することができる。但し、本契約の一部

の解除を希望する場合は、解除対象に係る本出資額が○円単位になるように記載し

なければならない。 

（2） 当該解除希望受付期間における本契約及び他の匿名組合契約に係る解除希望価額の
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合計（以下「解除希望総額」という。）が直前の営業年度の末日の出資総額の○％（以

下「返還上限額」という。）を超えない場合、解除希望受付期間の直後の計算期間の

末日をもって、解除希望通知の記載に従って本契約の全部又は一部が解除されるも

のとする。 

（3） 当該解除希望受付期間における解除希望総額が返還上限額を超える場合、解除希望

受付期間の直後の計算期間の末日をもって、返還上限額に解除希望価額を乗じ解除

希望総額で除した金額に対応する本契約の一部が解除されるものとし、その余の金

額に対応する解除希望通知は効力を失うものとする。 

（4） 前各号にかかわらず、以下のいずれかの事由に該当する場合、本出資者は本項に基

づき本契約を解除することができないものとする。この場合、本出資者の解除希望

通知は効力を失うものとし、本事業者は、本出資者に対し、その旨を書面又は電磁

的方法により通知するものとする。 

① ○年○月○日が経過していない場合 

② 当該営業年度における本契約及び他の匿名組合契約の解除に伴う出資の価額の返

還を行うことにより、本借入契約に基づき本事業者が負う義務に違反するおそれ

があると本事業者が合理的に判断する場合 

③ 当該営業年度における本契約及び他の匿名組合契約の解除に伴う出資の価額の返

還を行うことにより、本事業に重大な悪影響が生じるおそれがあると本事業者が

合理的に判断する場合 

【施行令第 6 条第 1項第 7 号、施行規則第 11 条第 2項第 7 号、同項第 7 号の 2】 

3 本出資者が破産手続開始の決定を受けた場合には、本契約は当然に終了する。 

4 前三項又は第 3条の 2第 3 項の規定によって本契約の全部又は一部が終了した場合、本

事業者は、第 9 条第 4 項に準じて、速やかに本出資者に分配すべき本契約の全部又は一部

の終了日までの匿名組合損益を算定し、当該損益を分配した場合に生ずる本出資者に対す

る債権債務を計上した上で、本出資者に対し、出資の価額の返還として、本契約の全部又は

一部の終了後[1]ヶ月以内に、本事業の時価純資産額に本出資者の出資割合（但し、本契約

の一部の終了の場合には、終了部分に係る出資割合に限る。）を乗じた金額を本出資者の指

定する金融機関口座に送金する方法により支払うものとする。但し、別紙 5借入関連条項記

載の出資返還制限条項に従うものとする。 

【施行令第 6 条第 1項第 6 号、施行規則第 11 条第 2項第 6 号イ、同項第 7号の 2】 

【法第 25条第 1 項第 6号】 

【施行規則第 47 条第 2項第 6 号ハ】 

5 本事業者は、業務上の余裕金、特定金銭又は業務外金銭の一部又は全部の運用の中止、

流動性の高い対象不動産の売却、新規の借入れ、追加募集等によって調達した資金をもって、

前項に定める出資の価額の返還を行うものとする。 

6 本出資者及び本事業者は、本事業に対して出資を行う匿名組合契約の解除が多発したと
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きは、本事業を継続できなくなるおそれがあることを確認する。 

【法第 25条第 1 項第 7号、施行規則第 47 条第 1項第 5 号】 

 

（不動産流通税の軽減措置関連条項） 

第 14 条 本出資者及び本事業者は、対象不動産の取得に際し登録免許税及び不動産取得税

の軽減措置の適用を受けるべく、別紙 7の規定に従うものとする。 

 

（反社会的勢力排除条項） 

第 15条 本出資者及び本事業者は、反社会的勢力を排除すべく、別紙 8 の規定に従うもの

とする。 

 

（クーリングオフ）【法第 25 条第 1 項第 7 号、施行規則第 47 条第 1 項第 1 号ないし第 4 号】 

第 16 条 本出資者は、法第 25 条の書面の交付を受けた日から起算して 8 日を経過するま

での間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができ

る。 

2 前項に基づく解除は、本出資者が本契約の解除を行う旨の書面を発したときに効力を生

じる。前項に基づく本契約の解除によって、本出資者は何らの手続を要することなく当然に

本事業に係る出資者でなかったものとみなされる。 

【法第 25条第 1 項第 7号、施行規則第 47 条第 1項第 6 号】 

3 第 1 項に基づき本契約が解除された場合、本事業者は、本出資者に対し、出資金額を返

還するものとし、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできないも

のとする。 

 

（準拠法・管轄） 

第 17条 本契約は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に基づき解釈され、日本国の法

律に基づき執行されるものとする。 

2 本契約に関する紛争については○地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（規定外事項） 

第 18条 本契約に定めのない事項については、商法その他の関係法規に従うほか、本出資

者及び本事業者が信義に則り誠意をもって協議の上定めるものとする。 

 

［以下余白］ 
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上記を証するため、本契約を 2通作成し、本出資者及び本事業者が各自記名捺印の上、各

1 通を保有する。 

 

  年  月  日 

 

本出資者 

 

 

 

 

 

 

本事業者 ［受理番号］ 

  ［本店所在地］ 

  ［社名］ 

  ［代表者］ 

 

 

第四号事業者 ［許可番号］ 

  ［本店所在地］ 

  ［社名］ 

  ［代表者］ 

 

【施行規則第 47 条第 2項第 1 号ないし第 5 号】 

 

  業務管理者 

  ［業務管理者名］ 

 

【法第 25条第 2 項】 
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別紙 1 

 

物件目録 

 

（所在、地番、土地面積、延べ床面積その他の対象不動産を特定するために必要な事項を記

載する） 

 

（例示） 

1．土地 

所  在： 

地  番： 

地  目： 

地  積： 

 

2．建物 

所  在： 

家屋番号： 

種  類： 

構  造： 

床 面 積： 

 

3．新築建物 

所  在： 

種  類： 

構  造： 

床 面 積： 

 

（土地及び建物については登記簿記載事項、新築建物については計画概要） 
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別紙 2 

 

対象不動産の追加取得の方針 

 

（1） 追加取得する不動産の所在地域、延べ床面積、構造方法、用途及び建築後の経過年

数並びに敷地面積その他の追加取得する不動産の選定の基準 

 

 

（2） 地域別、用途別その他の追加取得する対象不動産に係る分類別の比率の予定 

 

 

（3） 追加取得に係る借入れに関する制限 

 

 

（4） 追加取得する対象不動産の稼働率の基準 

 

 

（5） その他本事業に係る出資者の判断に重大な影響を与える事項 
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別紙 3 

 

追加募集の手続 

 

（1） 追加募集に係る募集額の決定方法 

本事業者は、対象不動産の追加取得その他の本事業の遂行又は継続に関し合理的に

必要な資金需要を踏まえ、追加募集に係る募集額を決定することができる。 

 

（2） 追加募集の方法その他追加募集の手続 

① 本事業者は、追加募集を行う場合、まず、本出資者及び他の匿名組合契約の匿名組

合員（以下「既存出資者」と総称する。）に対し、出資割合に応じて追加募集を行う。 

② 本事業者は、前①の追加募集に基づく既存出資者による出資が追加募集に係る募集

額に不足する場合、当該不足額について、他の既存出資者に対して追加募集を行う。

かかる追加募集については、出資割合に応じて行う必要はないものとする。 

③ 本事業者は、前①及び②の追加募集に応じた既存出資者による出資が追加募集に係

る募集額に不足する場合、当該不足額について、第三者との間で匿名組合契約を締

結し、当該第三者から出資を受けることができる。 

 

［（3） 追加募集に係る募集額の累計額の上限 

 

（4） 前号記載の累計額の上限を超える追加募集を行う場合の手続 

前号記載の累計額の上限を超える追加募集を行う場合、本事業者は、既存出資者の

出資割合の 3 分の 2の事前の承諾を得るものとする。］ 

 

（5） 想定される既存の権利の価格変動の概要 
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別紙 4 

 

助言契約の相手方 

 

（1） 商号若しくは名称又は氏名 
 
 

（2） 住所 
 
 
（3） 代表者の氏名 
 
 
（4） 契約の内容 
 
 

（5） 不動産投資顧問業者の場合は、不動産投資顧問業者の登録を受けている旨 
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別紙 5 

 

借入関連条項 

 

（借入れを行うために必要な事項を記載する） 

 

（例示） 

1．配当停止事由 

 

2．対象不動産売却手続 

 

3．倒産不申立特約 

 

4．責任財産限定特約 

 

5．劣後特約 

 

6．出資返還制限条項 
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別紙 6 

 

本委託契約の概要 

 

（本委託契約の概要を記載する） 

 

（例示） 

1．契約締結日 

 

2．委託する業務 

 

3．契約期間 

 

4．委託報酬 

本契約第 6条第 2 項に規定のとおり。 

 

5．契約終了事由 

 

6．その他重要な事項 
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別紙 7 

 

不動産流通税の軽減措置関連条項 

  

75



 

 

別紙 8 

 

反社会的勢力排除条項 
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特
例

事
業

・
対
象
不

動
産
変
更
型

契
約
（
匿

名
組
合
契

約
型

）
モ
デ

ル
約
款
の

解
説
 

 

特
例

事
業
用

 
対
象

不
動
産

変
更

型
契
約

（
匿

名
組

合
契
約

型
）
 

不
動

産
特

定
共

同
事

業
契

約
約
款

 

 不
動

産
特
定
共

同
事
業
法

（
平

成
6
年

法
律

第
77

号
、
そ

の
後
の

改
正
を
含
む
。

以
下
「

法
」
と
い
う
。）

第
2
条
第

9

項
に

規
定
さ

れ
る

特
例
事

業
者

で
あ
る

 
 

 
 
（

以
下

「
本

事
業
者

」
と

い
う
。

）
と

 
 
 

 
（

以
下
「

本
出

資
者

」

と
い

う
。）

は
、
以
下

の
と

お
り
合

意
し
、
こ
こ
に
同

条
第

3
項
に
規

定
さ
れ
る

不
動
産
特
定

共
同
事
業

契
約
（

以
下
「

本
契

約
」

と
い

う
。）

を
締
結
す
る
。

 

                            

■
前

提
条
件
 

①
 
本
モ

デ
ル
約
款

は
、
第
三
号
事

業
者
の

対
象
不
動

産
変

更
型
契

約
（
施
行

規
則
第

11
条
第

1
項
に

定
義
さ
れ

る
。

以
下

同
じ
。）

に
関
す
る

不
特
法

第
2
条
第

3
項
第

2
号
に
掲
げ

る
契
約
に

係
る
約
款

（
特

例
事
業

・
対
象
不

動
産

変
更

型
契
約
（
匿
名

組
合
契
約

型
）
約
款

）
で

あ
る

。
本
モ

デ
ル
約

款
は
、
対
象
不

動
産
変

更
型

契
約
を
想

定
し
な

い
特

例
事
業
・
匿
名
組

合
契
約

型
モ
デ

ル
約
款
を

基
礎
と
し
、
対

象
不

動
産
変
更

型
契
約
の

約
款

と
し
て
必

要
な
追

加
・

変
更
を
行

っ
た
も
の
で
あ

る
。
 

②
 
本
モ

デ
ル
約
款

は
、
基
本

的
に

、
特
例

事
業
者
が

、
各
事
業

参
加
者
と
の

間
で
匿
名

組
合

契
約
を

締
結
し
、
事
業
参

加
者

か
ら
の
出

資
金
を
も
っ
て

第
三
者

又
は
不
動

産
特

定
共
同

事
業
者
か

ら
開

発
後
の
完

成
物
件

を
対

象
不
動
産

と
し

て
取
得
し
、
当
該

対
象
不

動
産
の

賃
貸
及
び

売
却
等
を
行

う
事
業
の

う
ち
、
対
象
不
動

産
の

入
れ
替
え

を
行
い

な
が

ら
長
期
的

に
運
用
を
行
う

も
の
を

想
定
し
て

作
成

し
て
い

る
。
ま
た

、
平
成

29
年
の

不
特
法

改
正
に
よ

り
、

特
例

投
資
家
の

み
を
事
業
参
加

者
と
す

る
不
動
産

特
定

共
同
事

業
契
約
で

あ
っ

て
、
当
該

不
動
産
特
定

共
同
事
業

契

約
に

よ
り
当
該

不
動
産
特
定
共

同
事
業

契
約
上
の

権
利

義
務
を

他
の
特
例

投
資

家
に
譲
渡

す
る
場

合
以

外
の
譲
渡

が
禁

止
さ
れ
る

旨
の
制
限
が
付

さ
れ
て

い
る
場
合

に
は
、
約
款

規
制
は
適

用
さ
れ
な
く
な

っ
た
た

め
、
事

業
参
加
者

は
特

例
投
資
家

以
外
の
投
資
家

（
以
下

、「
一
般

投
資
家
」
と
い

う
。）

を
想
定
し
て

い
る
。
 

③
 
本
モ

デ
ル
約
款

別
紙

1
物
件
目

録
に
は

、
い
わ
ゆ
る
開

発
型
の

仕
組
み
を
想
定

し
て
新
築

建
物
に

関
す

る
記
載
欄

も

設
け

て
い
る
が
、
対
象

不
動
産

の
開
発

を
想
定
し

た
約
款
を
作

成
す
る
場

合
に
は
、
約
款
本

体
に

お
い
て
も

開
発
に

関
す

る
条
項
を

追
加
す
る
な
ど

、
対

象
不
動
産

の
開

発
を
踏
ま

え
た
約
款
の
内

容
に
す
る

必
要
が

あ
る
。
な
お

、
一

般
投

資
家
が
事

業
参
加
者
と
な

る
特
例

事
業
に
お

い
て

は
、
対
象
不
動

産
に

つ
い
て
、
宅
地

の
造

成
、
建

物
の
建
築

に
関

す
る
工
事

又
は
施
行
規
則
第

2
条
第

1
項
に
定

め
る
工
事

で
あ

っ
て
そ
の

費
用
の
額

が
施
行
規
則
第

2
条
第

2

項
に

定
め
る
金

額
を
超
え
る
も

の
を
行

う
こ
と
は

で
き

な
い
た

め
（
不
特

法
第

2
条
第

8
項

第
4
号
）、

か
か
る
工

事
を

行
う
事
業

は
想
定
し
て
い

な
い
。
 

④
 
本
モ

デ
ル
約
款

は
、
倒

産
隔
離
型

の
不

動
産
特
定

共
同
事
業
に

係
る
約
款

で
あ
る
こ

と
か

ら
、
金
融
機
関

等
か
ら
不

動
産

特
定
共
同

事
業
に
つ
い
て

レ
バ
レ

ッ
ジ
を
効

か
せ

る
た
め

の
借
入
れ

を
行

う
こ
と
を

想
定
し

た
も

の
と
し
て

い
る

。
 

⑤
 
本
モ

デ
ル
約
款

に
お
い
て
は
、
第
一
号

事
業
・
対
象
不
動
産
変

更
型
契
約
（
匿
名
組

合
契

約
型
）
モ
デ
ル
約

款
と
異

な
り
、
優
先

劣
後
構
造

を
採

用
す
る

場
合
の
条

項
案
は
記
載
し

て
い
な

い
。
特

例
事

業
に
お
い

て
は
、
営
業
者

が
SP
C

で
あ

る
こ
と
か

ら
、
第
一
号
事

業
と
異

な
り
、
営
業

者
が
劣
後

出
資

を
す
る
こ

と
は
想
定

し
な
か
っ
た
。
事
業

参
加

者
の

出
資
に
つ

い
て
複
数
に
階

層
を
分

け
、
投
資
家
の

リ
ス
ク

許
容
度
に
応
じ

て
各
階
層

に
係
る
優
先

劣
後
構
造

を

採
用

す
る
場
合
、
約
款
と
の
関

係
で
は
、
各
階
層
の

事
業
参
加

者
と

の
間
の
契

約
に
係
る

約
款
を
、
相
互
に
関

連
さ

せ
た

内
容
に
し

て
そ
れ
ぞ
れ
作

成
す
る

こ
と
に
な

る
と

考
え
ら

れ
る
。
 

 ■
前

文
の
解
説
 

 
旧

標
準
約
款

に
は

前
文
は
記

載
さ
れ

て
い

な
か
っ
た

が
、
本

モ
デ
ル
約
款
に

は
前
文
を

記
載
し
て
い

る
。
 

 
こ

れ
は
、

本
モ

デ
ル
約

款
の

○
部
分

及
び

空
欄
部

分
（

下
線

部
分
）

に
必

要
な
記

載
を

追
記
す

る
こ

と
に
よ

っ
て

、
そ

の

ま
ま

不
動
産

特
定

共
同
事

業
契

約
に
係

る
契

約
書
（

以
下

、「
個

別
契

約
書

」
と
い

う
場

合
が

あ
る
。）

と
し
て

利
用

で
き

る
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          （
本

契
約
及

び
本

事
業
）
 

第
1
条
 

本
契

約
は
、
法
第

2
条

第
3
項
各
号
に

掲
げ

る
契
約

の
種
別
の

う
ち
、
同
項
第

2
号
に
規
定

す
る
不
動

産
特

定
共

同
事

業
契

約
と
す
る

。
ま

た
、
本

契
約
は

、
商

法
（
明
治

32
年
法
律

第
48

号
、
そ
の

後
の

改
正
を

含
む
。
以
下
同

じ
。）

第

53
5
条
に
規
定
す
る

匿
名
組
合

契
約
と
す
る

。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

1
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
1
号
】
 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

1
号
】

 

2 
本
事
業
者

は
、

別
紙

1
記
載

の
不
動
産

（
以
下
「

変
更

前
対
象

不
動
産
」

と
い

う
。）

及
び
本
契
約

に
従
い
追

加
取

得
す

る
不

動
産

を
本
契
約

に
係
る
不
動

産
取
引
の

目
的
と
な

る
不

動
産
（
以

下
「
対

象
不
動
産
」
と

い
う
。）

と
し

て
、
本
契

約
に

基
づ

く
法
第

2
条
第

8
項
に
規
定

さ
れ
る
特

例
事
業
（

以
下

「
本
事

業
」
と
い

う
。）

を
行

う
も
の
と
す

る
。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

2
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
2
号
イ

】
 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

2
号
、

施
行
規

則
第

47
条
第

3
項
第

1
号
】
 

3 
本
事
業
者

は
、

本
事
業
者
が

本
事
業

を
専

ら
行
う
こ

と
を
目

的
と

す
る
法
人

で
あ
る
こ

と
を
確
認
す

る
。
本
事

業
者

は
、

本
事

業
以

外
の
事
業

に
従
事
し
な

い
も
の
と

す
る
。
 

              

よ
う

に
す
る
た

め
で

あ
る
。
 

 
前

文
に
お

い
て

は
、
特

例
事

業
者
及

び
本

契
約
の

不
特

法
上

の
位
置

付
け

を
明
確

に
し

て
い
る

ほ
か

、
一
般

的
な

契
約

書

に
お

け
る
前
文

の
内

容
を
踏
ま

え
た
も

の
と

し
て
い
る

。
 

 
本

事
業
者

の
名

称
及
び

本
出

資
者
の

名
称

に
つ
い

て
は

約
款

作
成
時

に
は

空
欄
の

ま
ま

に
し
て

お
き

、
個
別

契
約

書
作

成

時
に

具
体
的
な

記
載

を
す
る
こ

と
を
想

定
し

て
い
る
。
 

 
な

お
、
本
モ
デ
ル

約
款
に
お

い
て
は

、
約

款
記
載
事

項
と

し
て
「

欄
」
を

記
載

す
べ
き
と

さ
れ
て
い
る
も

の
の
ほ
か
（
第

1

条
第

2
項
の
解

説
参

照
）、

約
款
作

成
時
に
具

体
的
な
記
載
を

す
る
こ

と
が
想
定

さ
れ

な
い
事

項
に
つ
い

て
は

空
欄
に
し

て
お

り
、

約
款
作

成
時

に
具
体

的
な

記
載
を

す
る

こ
と
も

可
能

な
事

項
に
つ

い
て

は
○
と

し
て

い
る
。

○
と

さ
れ
て

い
る

箇
所

で

あ
っ

て
も
、

約
款

作
成
時

に
必

ず
し
も

す
べ

て
具
体

的
な

記
載

を
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

も
の
で

は
な

い
が
、

箇
所

に
よ

っ

て
は

、
約
款
の

審
査

に
あ
た
り

、
具
体

的
な

記
載
を
す

る
こ
と

を
求
め
ら
れ
る

可
能
性
が

あ
る
。
 

 ■
第

1
条
の
解

説
 

 
第

1
条
は
、

本
契

約
の
契
約

の
種
別

や
性

質
、
及
び

本
事
業

の
概
要
に
つ
い

て
規
定
す

る
。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
不

動
産
特
定

共
同

事
業
者
の

約
款
に

は
、
不

特
法
第

2
条
第

3
項
各
号
に
掲
げ

る
契
約
の

種
別
に
関
す

る
事
項
と

し

て
、
不

特
法
第

2
条
第

3
項
各
号

に
掲
げ

る
契

約
の
種
別

の
い
ず

れ
に
該
当
す
る

か
を
明
示

し
て
記
載
す

る
必
要
が

あ

る
（

施
行
令
第

6
条
第

1
項
第

1
号
及

び
施
行
規
則
第

11
条
第

2
項
第

1
号
）
。
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
不
動
産

特
定

共
同
事
業

契
約
の
第

2
条
第

3
項

各
号
に
掲

げ
る
契
約
の

種
別
を
記

載

す
る

必
要
が
あ

る
（

不
特
法
第

25
条

第
1
項
第

1
号
）
。
 

 
第

1
条
第

1
項
前

段
は
、
本
契

約
が
不

特
法
第

2
条
第

3
項
第

2
号
に
規
定
す

る
不
動
産

特
定
共
同
事

業
契
約
で

あ

る
こ

と
を
明
記

す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
こ

れ
ら

の
約
款
記

載
事
項

及
び
契
約
成
立

時
交
付
書

面
記
載
事
項

に
つ
い
て

規

定
す

る
も
の
で

あ
る

。
 

 
ま

た
、
第

1
条
第

1
項

後
段

に
お
い

て
は
、
商

法
第

5
35

条
に
規

定
す

る
匿
名
組

合
契
約

で
あ

る
こ
と
を

記
載
す
る

こ
と

に
よ
っ
て
、
本
契

約
の
法
的

性
質

を
確
認
し

て
い
る
。
か
か

る
規
定
に

よ
っ
て
、
本
契

約
に
つ
い
て
、
本

契
約
に

記
載

さ
れ
る
内

容
の

ほ
か
、商

法
第

2
編
第

4
章
の
規

定
や

こ
れ
に

係
る
判
例

が
適

用
さ
れ
る

こ
と
が

明
ら
か
に
な
る

。 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
不

動
産

特
定
共
同

事
業
契

約
に

係
る
不
動

産
取
引

の
目
的
と
な
る

不
動
産
の

特
定
に
関
す

る
事
項
と

し

て
、
不
動

産
特
定
共
同
事

業
契
約

を
締
結
す

る
と

き
に
対
象

不
動
産

の
所

在
、
地
番
、
用
途

、
土

地
面

積
、
延
べ
床
面

積
そ

の
他

の
対

象
不

動
産

を
特

定
す

る
た

め
に

必
要

な
事
項

を
記

載
す

る
欄

（
対

象
不

動
産

変
更

型
契

約
に

あ
っ

て

は
、

変
更
前
の

対
象

不
動
産
に

関
す
る

も
の
に
限
る
。）

を
記
載

す
る
必
要

が
あ
る
（
施
行

令
第

6
条

第
1
項
第

2
号

及
び

施
行
規
則
第

11
条

第
2
項

第
2
号

イ
）。

 

 
第

1
条
第

2
項
は
、
本
契
約
に

お
け
る

不
動

産
取
引
の

目
的
と

な
る
不
動
産
が

別
紙

1
記

載
の
不
動
産

で
あ
る
こ

と

を
明

示
す
る
と

共
に

、
別
紙

1
に
お
い

て
、
当
該

対
象

不
動
産
の

所
在
、
地

番
、
用
途
、
土

地
面
積

、
延
べ
床

面
積
そ

の
他

の
変
更
前

の
対

象
不
動
産

を
特
定

す
る
た
め
に
必

要
な
事

項
を
記
載
す
る

欄
を
設
け

る
こ
と

に
よ

り
、
か
か
る

約

款
記

載
事
項
に

つ
い

て
規
定
す

る
も
の

で
あ
る
。
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
不
動
産

特
定

共
同
事
業

契
約
に

係
る
不
動
産
取

引
の
目
的

と
な
る
不
動

産
を
特
定

す

る
た

め
に
必
要

な
表

示
と
し
て

、
対
象
不
動

産
の

所
在
、
地
番

、
用

途
、
土
地

面
積
、
延
べ

床
面

積
そ
の
他

の
対
象
不
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                                （
出

資
）
 

第
2
条
 

本
事
業
に

対
す
る
出
資

予
定
総
額

は
金
 
 

 
 

 
 
 

円
と
し
、

本
出

資
者
は

、
本
事
業

に
対
し
て
 

金
 

 
 

 
 
 
 

円
（
出
資
予
定

総
額
に
対

す
る

出
資
の
割

合
：
 

 
％

）
を
出

資
す
る
も

の
と
し
、
 

 
年
 
 

月
 
 

日

ま
で

に
本
事

業
者

に
対
し

出
資

金
を
支

払
う

も
の
と

す
る

。
本

契
約
に

基
づ

き
出
資

さ
れ

た
金
額

を
以

下
「
本

出
資

額
」

と

い
う

。
 

動
産

を
特
定
す

る
た

め
に
必
要

な
表
示

に
関
す
る
事
項

を
記
載

す
る
必
要
が
あ

る
（
不
特

法
第

25
条
第

1
項
第

2
号

及
び

施
行
規
則
第

47
条

第
3
項

第
1
号

）。
 

 
個

別
契

約
書

の
作

成
時
に
別

紙
1
の

各
項

目
に
当

該
契
約
に

お
け

る
対

象
不

動
産
に
関

す
る

具
体

的
な

記
載
を
す

る
こ

と
に
よ
っ

て
、

か
か
る
契

約
成
立

時
交
付
書
面
記

載
事
項

が
充
足
さ
れ
る

こ
と
に
な

る
。
 

な
お

、
施
行
規

則
第

47
条
第

3
項
第

1
号
に
は
、

施
行
規

則
第

11
条
第

2
項
第

2
号
イ
と

異
な
り
、
「
対
象
不

動
産

変
更

型
契

約
に

あ
っ

て
は
、
変

更
前

の
対
象

不
動

産
に
関
す

る
も

の
に

限
る
。
」

と
の
記
載

は
な

い
。

も
っ

と
も
、
対

象
不

動
産

変
更

型
契

約
に

お
い

て
、

契
約

成
立

時
に

変
更
後

の
対

象
不

動
産

を
特

定
す

る
こ

と
は

不
可

能
で

あ
る

こ

と
、

同
項
第

1
5
号
に

お
い
て
追

加
取
得

す
る

不
動
産
に

係
る
事

項
に
つ
い
て
別

途
約
款
記

載
事
項
と
さ

れ
て
い
る

こ

と
、
ま
た
、
施
行

規
則

第
47

条
第

3
項
第

1
号
に

掲
げ
る
事
項

は
施
行
規

則
第

11
条
第

2
項
第

2
号
イ
に

掲
げ
る
事

項
に

対
応
し
、
個
別
契
約

書
作

成
時
に

同
号
イ
に

定
め

る
「

欄
」
に
具
体
的
な
記

載
を
す
る

こ
と

を
想
定
し

た
規
定
と

考
え

ら
れ
る
こ

と
か

ら
す
る
と

、
同
号

イ
と
同
様
に
、

対
象
不

動
産
変
更
型
契

約
に
お
い

て
記
載

す
る

べ
き
な
の

は
、

変
更

前
の
対
象

不
動

産
に
関
す

る
も
の

に
限
ら
れ
る
と

解
さ
れ

る
。
ま
た

、
第

1
条
第

2
項
は
、
本
契
約
の

対
象
と
な

る
匿

名
組

合
事

業
が

別
紙

1
の
不

動
産

及
び

本
契

約
に
従
い
追

加
取

得
す

る
不

動
産
を
対

象
不

動
産

と
し

て
不
動
産

取
引

を
行
う
特

例
事

業
で
あ
る

こ
と
を

明
ら
か
に
す
る

も
の
で

も
あ
る
。
対
象
不

動
産
変
更

型
契
約
の
約

款
に
お
い

て

は
、
将
来
追
加

取
得
す
る

不
動

産
も
対

象
不
動
産

に
な
る
た
め

、
別

紙
1
に
記
載
す

る
こ
と

に
な

る
変
更
前

の
対
象
不

動
産

を
「
変
更

前
対
象
不

動
産

」
と
定

義
し
、
変
更
前
対
象

不
動
産

と
将

来
追
加
取

得
す
る

不
動

産
を
合
わ

せ
た
本
事

業
に

お
け
る
投

資
資

産
と
し
て

の
不
動

産
全
体
を
「
対

象
不
動

産
」
と
定
義
し

て
い
る
。

 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
特

例
事
業
者

は
、
不

動
産
特
定

共
同
事

業
契

約
を
締
結

し
て
当

該
不
動
産
特
定

共
同
事
業

契
約
に
基
づ

き
営
ま
れ

る

不
動

産
取

引
か

ら
生

ず
る

収
益

又
は

利
益

の
分

配
を

行
う
行

為
を

専
ら

行
う

こ
と

を
目

的
と

す
る

法
人

で
あ

る
必

要

が
あ

る
（
不
特

法
第

2
条
第

8
項

第
1
号
）。

 

 
ま

た
、
特
例

事
業
は
倒

産
隔

離
型
の

不
動
産
特

定
共

同
事
業

が
想
定
さ

れ
て
お
り
、
本

事
業
者

に
つ
い
て

は
、
本
事

業
以

外
の

事
業

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
本

事
業

以
外

の
リ
ス

ク
を

負
う

こ
と

を
避

け
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

と
考

え

ら
れ

る
。
 

 
第

1
条
第

3
項
は

、
こ

れ
ら

を
踏
ま

え
、
本
事

業
者
が
本

事
業
の

み
を

行
う
特
別

目
的
会

社
で

あ
る
こ
と

を
確
認
す

る
と

共
に
、
本

事
業

者
に
他
の

事
業
に

従
事
し
な
い
義

務
を
負

わ
せ
る
も
の
で

あ
る
。
 

4．
 

施
行

規
則
の
改

正
に

つ
い
て
 

 
平
成

29
年

の
改
正
前

の
施
行

規
則
第

8
条
第

2
項
第

2
号
ロ

に
お
い
て

は
、「

売
買
、
交
換

又
は

賃
貸
借
の

い
ず
れ

の
方

法
に
よ
り

対
象

不
動
産
の

取
引
を

行
う
か
が
明
示

さ
れ
て

い
る
も
の
」
で
あ

る
こ
と
が

約
款
記
載
事

項
と
さ
れ

て

い
た

が
、
同
改
正
に
よ

っ
て
か
か

る
規

定
は
削
除

さ
れ
た
。
し
た

が
っ
て
、
本
モ
デ

ル
約
款

に
お
い
て
は
、
旧

標
準
約

款
と

異
な
り
、

こ
の

点
に
つ
い

て
の
直

接
的
な
記
載
は

行
っ
て

い
な
い
。
 

  

■
第

2
条
の
解

説
 

 
第

2
条
は
、

本
出

資
者
に
よ

る
出
資

等
に

つ
い
て
規

定
す
る

。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
本

契
約
は
、
出
資
を
伴

う
契

約
の
う

ち
金
銭
を

も
っ

て
出
資

の
目
的
と

す
る
契
約
で
あ

る
た
め

、
約
款
に

、
不
動
産
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【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
イ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

6
号
ニ

】
 

2 
本
事
業
者

は
、
本
事

業
に
つ

き
、
本

出
資
者
以

外
の
出
資

者
と
別
途
、
前
項
に
定

め
る
出

資
の
金
額

、
出
資
金

の
支

払
期

日
及

び
出
資

予
定

総
額
に

対
す

る
出
資

の
割

合
を
除

い
て

本
契

約
と
同

一
内

容
の
匿

名
組

合
契
約

を
締

結
の
上

、
出

資
を

受

け
る

こ
と

が
で
き
る

も
の
と
す
る

。
 

3 
本
出
資
者

は
、

本
事
業
に
追

加
し
て

出
資

す
る
義
務

を
負
わ

な
い

。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
ニ

】
 

4 
本
事
業
者

は
、
本
出

資
者
に
本

出
資
額
の

返
還

を
保
証
す

る
義
務

を
負

わ
な
い
。
本
出

資
者
及

び
本
事
業
者
は

、
本

出
資

額
の

返
還

に
つ
い
て

保
証
さ
れ
た

も
の
で
は

な
い
こ
と

を
こ

こ
に
確

認
す
る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

2
号
、

同
条
第

2
項
第

10
号
イ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

10
号

、
同
条
第

3
項

第
3
号
イ

】
 

5 
本
事
業
に

係
る

損
失
は
、
第

9
条
第

4
項

に
基
づ
き
、
本

出
資
者

に
帰

属
す
る
。
但
し

、
本
出

資
者
の
損
失
の

分
担
額

は
、

本
出

資
額

を
限
度
と

す
る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

2
号
】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

10
号

】
 

6 
本
事
業
に

関
し

て
本
事
業
者

が
取
得

し
た

対
象
不
動

産
そ
の

他
の

資
産
の
所

有
権
は
、
全

て
本
事
業

者
に
帰
属

す
る

も
の

と
し

、
本
契

約
の

定
め
に

従
っ

て
金
銭

の
支

払
を
受

け
る

こ
と

が
で
き

る
こ

と
を
除

き
、

本
出
資

者
は

、
本
事

業
に

帰
属

す

る
財

産
の

全
て
に
つ

い
て
所
有
権

そ
の
他
い

か
な
る
権

利
も

有
し
な

い
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

1
号
、

同
条
第

2
項
第

9
号
】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

9
号
】
 

7 
本
事
業
に

係
る

第
三
者
に
対

す
る
債

務
は

本
事
業
者

が
負
担

し
、

本
出
資
者

は
、
本
事

業
に
関
し
て

、
第
三
者

に
対

し
、

債
務

を
負

担
し
な
い

。
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

6
号
ロ

】
 

              

特
定

共
同
事
業

契
約

に
係
る
財

産
の
管

理
に
関
す
る
事

項
と
し

て
、
本
契
約
を
締

結
す
る
と

き
に
支
払
期

日
又
は
支

払

期
限

及
び
出
資

総
額

の
限
度
額

又
は
出

資
予
定
総
額
を

記
載
す

る
欄
を
設
け
る

必
要
が
あ

る
（
施
行
令
第

6
条
第

1
項

第
4
号
、
施
行

規
則
第

11
条
第

2
項
第

4
号
イ
）
。
 

 
第

2
条
第

1
項
は

、
こ

れ
を

踏
ま
え

、
本

出
資

者
の
出
資

金
の
支

払
期

限
及
び
出

資
予
定

総
額

を
記
載
す

る
欄
を
規

定
し

た
も
の
で

あ
る

。
 

 
な

お
、
平
成

29
年

の
改
正
に

よ
り
、

施
行

規
則
の
文

言
が
「

表
示
」
か
ら
「

欄
」
に
変

更
さ
れ
た
た

め
、
支
払

期

限
の

日
付
及
び

出
資

予
定
総
額

の
金
額

を
記
載
す
る
箇

所
を
空

欄
と
し
て
い
る

。
 

 
本

契
約
は
、
出
資
を
伴

う
契

約
の
う

ち
金
銭
を

も
っ
て
出
資

の
目
的
と

す
る
契
約

に
該

当
す
る

た
め
、
契

約
成
立
時

交
付

書
面
記
載

事
項

と
し
て
、
事

業
参
加

者
の

出
資
額
又

は
出
資

の
限
度
額
及
び

出
資
予
定

総
額
に
対
す

る
出
資
の

割

合
に

関
す
る
事

項
を

記
載
す
る

必
要
が

あ
る
（
施
行
規

則
第

4
7
条
第

2
項
第

6
号

ニ
）。

 

 
第

2
条
第

1
項
は

、
こ

れ
を

踏
ま
え

、
本

出
資

者
の
出
資

額
及
び

出
資

予
定
総
額

に
対
す

る
出

資
の
割
合

を
記
載
す

る
欄

も
設
け
る

こ
と

に
よ
り
、
個

別
契
約

書
の

作
成
時
に

か
か
る

欄
に
具
体
的
な

金
額
及
び

割
合
を
補
充

す
る
こ
と

に

よ
っ

て
当
該
契

約
成

立
時
交
付

書
面
記

載
事
項
が
充
足

さ
れ
る

よ
う
に
し
て
い

る
。
 

 
平
成

29
年

の
施
行
規

則
の
改

正
に
よ

っ
て
、「

出
資
額

又
は
出

資
の
限
度

額
」
及
び
「
出
資

予
定

総
額
に
対

す
る
出

資
の

割
合
」
は
約
款
記

載
事
項
で

は
な
く
な
っ
た

た
め
、
こ

れ
ら
を

約
款
に
記

載
す
る
必
要

は
な
く
な

っ
た
。
し
か
し
、

こ
れ

ら
は
新
た

に
契

約
成
立
時

交
付
書

面
記
載
事
項
と

し
て
追

加
さ
れ
て
い
る

た
め
、
本
モ

デ
ル
約
款
の

よ
う
に
約

款

の
空

欄
に
具
体

的
な

記
載
を
補

充
す
る

こ
と
に
よ
っ
て

個
別
契

約
書
を
作
成
し
、
当
該
契
約

書
を
も
っ
て

契
約
成
立

時

交
付

書
面
と
す

る
こ

と
を
想
定

す
る
場

合
に
は
、
約
款
に

こ
れ
ら

を
記
載
す
る
欄

も
設
け
る

必
要
が
あ
る

の
で
留
意

さ

れ
た

い
。
 

第
2
条
第

1
項
第

2
文
の
「
本

出
資
額
」
の
定

義
に
つ
い
て
、
対

象
不
動
産
変
更

型
契
約
に

お
い

て
は
、
追
加

募
集

に
よ

る
出
資
も

想
定

さ
れ
る
こ

と
か
ら

、
対
象
不

動
産
変
更
型

契
約
を
想

定
し
な
い

特
例

事
業
・
匿
名
組
合

契
約
型
モ

デ
ル

約
款
と
は

異
な

り
、「

本
項

に
基
づ

き
出
資
さ

れ
た

金
額
」

で
は
な
く

、「
本
契

約
に
基

づ
き
出

資
さ
れ
た

金
額
」

と
し

て
い
る
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
第

2
条
第

2
項
は

、
本

事
業

者
が
、
本
事
業
に

関
し
、
他

の
事
業

参
加

者
と
の
間

で
も
本

契
約

と
基
本
的

に
同
一
内

容
の

匿
名
組
合

契
約

を
締
結
し

、
出
資

を
受
け
る
こ
と

を
注
意

的
に
規
定
す
る

も
の
で
あ

る
。
 

 
な

お
、
匿
名

組
合
契
約

に
お

い
て
は

、
各

匿
名

組
合
員
が

営
業
者

と
の

間
で
締
結

す
る
契

約
は

そ
れ
ぞ
れ

別
個
独
立

の
契

約
で
あ
り

、
他

の
匿
名
組

合
契
約

の
効
力
は
本
契

約
の
効

力
に
影
響
を
及

ぼ
さ
な
い

。
 

対
象

不
動

産
変

更
型

契
約

に
お

い
て

は
追

加
募

集
に

よ
り

他
の

匿
名

組
合

契
約

が
締

結
さ

れ
る

こ
と

も
想

定
さ

れ

る
と

こ
ろ
、
当

該
他
の
匿

名
組

合
契
約

に
お
け
る

出
資
に
つ
い

て
は
出
資

金
の
支
払

期
日

が
異
な

る
こ
と
か

ら
、
か
か

る
点

に
つ
い
て

も
同

一
で
は
な

い
事
項

と
し
て
記
載
し

て
い
る

。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
不

動
産

特
定

共
同

事
業

契
約

に
お

い
て

あ
ら

か
じ

め
定
め

ら
れ

た
出

資
又

は
費

用
の

額
を

超
え

て
負

担
を

求
め

る

場
合

に
あ
っ
て

は
、
そ

の
要
件
及

び
事
業

参
加

者
の
同
意

に
係
る

手
続
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず

る
公
正
な
手

続
に
関
す

る

定
め

が
約
款
記

載
事

項
と
な
る

（
施
行

令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施
行
規
則
第

11
条
第

2
項
第

4
号
ニ
）。

 

 
そ

の
た
め
、
か
か
る
要

件
及

び
公
正

な
手
続
に

関
す
る
定
め

を
約
款
に

記
載
す
る

こ
と

に
よ
っ

て
、
事
業

参
加
者
に

一
定

限
度
の
追

加
出

資
義
務
を

課
す
内

容
の
特
約
を
規

定
す
る

こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
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し

か
し
、
本

モ
デ
ル
約

款
に

お
い
て

は
、
本
出

資
者
に
追

加
出
資
義
務

を
負
わ
せ

な
い

こ
と
と

し
、
追
加

出
資
の
要

件
及

び
公
正
な

手
続

に
関
す
る

定
め
は

置
い
て
い
な
い

。
 

4．
 

第
4
項
に
つ
い

て
 

 
本

契
約
は
出

資
を

伴
う
契
約

で
あ
る

た
め
、
元
本
の
返

還
に
つ

い
て
保
証
さ
れ

た
も
の
で

は
な
い
旨
を

明
示
す
る

こ

と
が

約
款
記
載

事
項

及
び
契
約

成
立
時

交
付
書
面
記
載

事
項
と

な
る
（
施
行
規

則
第

11
条

第
1
項

第
2
号

、
同
条
第

2
項

第
10

号
イ
、
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

10
号
、
同

条
第

3
項
第

3
号
イ
）
。
 

 
第

2
条
第

4
項
前

段
は
、
本

事
業
者

の
義
務
と
い
う

観
点
か

ら
こ
の
旨
を
規

定
す
る
も

の
で
あ

り
、

同
項
後
段

は
、

約
款

記
載
事
項

及
び

契
約
成
立

時
交
付

書
面
記
載
事
項

を
忠
実

に
記
載
す
る
観

点
か
ら
、
当

該
事
項
を
当

事
者
間
で

確

認
す

る
旨
の
規

定
を

設
け
た
も

の
で
あ

る
。
 

5．
 

第
5
項
に
つ
い

て
 

 
不

動
産

特
定

共
同

事
業

契
約

に
係

る
不

動
産

取
引

か
ら
損

失
が

生
じ

た
場

合
に

お
け

る
当

該
損

失
の

負
担

に
関

す

る
事

項
は
、
約

款
記

載
事
項
で

あ
り
、

か
つ
、
契
約
成

立
時
交

付
書
面
記
載
事

項
で
も
あ

る
（
施

行
規

則
第

11
条

第

1
項

第
2
号
、

施
行
規
則

第
47

条
第

2
項
第

10
号
）。

 

 
第

2
条
第

5
項
は

、
本
事
業
に

お
け
る
損

失
の
負
担
に
つ

い
て
、
本
事

業
に
係
る

損
益

の
分
配

の
規
定
で

あ
る
第

9

条
第

4
項
を
引

用
し

、
ま

た
、
本

事
業

に
お
け
る

出
資
者
の

損
失
の
分
担

に
つ
い
て

、
出
資

の
額

を
限
度
と

す
る
こ
と

を
定

め
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
か
か

る
約
款

記
載

事
項
及
び

契
約
成

立
時
交
付
書
面

記
載
事
項

が
充
足
さ
れ

る
よ
う
に

す

る
も

の
で
あ
る

。
 

 
第

2
条
第

5
項
但

書
の
規
定

に
よ
り

、
出
資
の

額
を
超
え
る

損
失
が
発

生
し
た
場

合
、
本

出
資

者
に
対
し

て
は
出
資

の
額

の
限
度
で

損
失

が
帰
属
す

る
こ
と

に
な
り
、
出
資
の

額
を
超

え
る
部
分
の
損

失
は
営
業

者
た
る
本
事

業
者
の
負

担

と
な

る
。
 

6．
 

第
6
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
対
象
不
動

産
の

所
有
権

の
帰
属
に

関
す
る
事
項

と
し
て
、
対
象
不
動

産
の
所

有
権

の
帰
属
す

る
主
体
に

関
す

る
定
め
を

規
定

す
る
必
要

が
あ
る

（
施
行
規
則
第

11
条
第

1
項
第

1
号
、
同
条
第

2
項

第
9
号
）
。
 

 
ま

た
、
契
約

成
立
時
交

付
書

面
に
つ

い
て
も
、
同
様
に
、
対
象
不

動
産

の
所
有
権

に
関
す

る
事

項
を
記
載

す
る
必
要

が
あ

る
（
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

9
号
）。

 

 
匿

名
組
合
に

お
い

て
は
、
匿

名
組
合

員
の
出
資
は
営

業
者
の

財
産
に
属
し
（

商
法
第

53
6
条
第

1
項
）、

営
業
者
が

自
己

の
営
業
と

し
て

そ
の
事
業

を
遂
行

す
る
も
の
で
あ

る
か
ら

（
商
法
第

53
5
条

及
び
第

5
36

条
第

3
項
）
、
匿
名
組

合
事

業
に
係
る

財
産

は
す
べ
て

営
業
者

に
帰
属
す
る
こ

と
に
な

る
。
 

 
第

2
条
第

6
項
は

、
こ

れ
ら

を
踏
ま

え
、
対
象

不
動
産
の

み
な
ら
ず
、
本
事
業
に

関
し
本

事
業

者
が
取
得

す
る
財
産

に
つ

い
て
、
本

事
業
者
に

帰
属

し
、
本
出
資

者
は

所
有
権
そ

の
他
の

権
利

を
有
し
な

い
こ
と

を
確

認
的
に
規

定
す
る
も

の
で

あ
る
。
 

7．
 

第
7
項
に
つ
い

て
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
事
業

参
加
者
の

第
三
者
に
対

す
る
責
任

の
範
囲
を

記
載

す
る
必

要
が
あ
る
（
施
行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

6
号
ロ
）。

 

 
匿

名
組
合
に

お
け

る
匿
名
組

合
員
は
、
匿
名

組
合
事
業

に
つ
い

て
第
三
者
に
対

す
る
義
務

を
負
わ
な
い

の
が
原
則

で

あ
る

（
商
法
第

53
6
条
第

4
項

）。
 

 
第

2
条
第

7
項
は

、
こ

れ
ら

を
踏
ま

え
、
事
業

参
加
者
が

第
三
者

に
対

し
て
債
務

を
負
担

し
な

い
こ
と
を

確
認
的
に
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 （
追

加
募
集

）【
施
行
規
則
第

47
条

第
2
項
第

15
号

】
 

第
2
条
の

2 
本
事

業
に
お
い

て
は
、
本

契
約
及
び

本
事
業
に

つ
き

締
結
さ
れ

た
他
の
匿
名

組
合
契
約
（
以
下
「
他
の
匿

名
組

合
契

約
」
と

い
う

。
）
に

追
加
し

て
行
う

本
事

業
に
係

る
匿

名
組

合
契
約

の
締

結
の

勧
誘
（

以
下

「
追

加
募

集
」
と

い
う

。
）

を
予

定
す

る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
へ

】
 

2 
本
事
業
者

は
、

第
1
0
条
に
定

め
る
本
契

約
の

契
約
期
間

に
お
い

て
、
追
加
募
集

を
行
い

、
第

2
条
第

1
項
に

規
定

さ
れ

る
出

資
予

定
総
額
を

超
え
て
、
新

た
な
出
資

金
を
募
る

こ
と

が
で
き

る
。
本
事

業
者

は
、
別
紙

3
記
載
の
追

加
募
集
の

手
続

に
従

い
、

第
四
号
事

業
者
（
第

6
条
第

3
項

に
定
義
す

る
。）

を
し
て

、
追
加
募

集
を
行
わ

せ
る
も
の
と

す
る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ト

(2
)】

 

3 
本
事
業
者

は
、
追
加

募
集
を

行
う
場

合
、
追
加

募
集
を
行

う
日
の
[1
4]

日
前
ま
で

に
、
第

三
号
事
業

者
（
第

6
条
第

1
項

に
定

義
す

る
。
以
下
同
じ
。）

を
し

て
、
本

出
資
者
に

対
し
、
以
下
の
内

容
を

記
載
し
た
書

面
を
交

付
さ

せ
、
又
は
当
該
書

面

に
記

載
す

べ
き
事
項

を
電
磁
的
方

法
（
不
動

産
特
定
共

同
事

業
法
施

行
規
則
（

平
成

7
年

大
蔵
省

・
建

設
省
令
第

2
号

、
そ

の
後

の
改

正
を
含
む

。
以
下
「
規

則
」
と
い

う
。）

第
11

条
第

2
項
第

15
号
ロ
に
定
義

す
る
。

以
下
同
じ
。）

に
よ
り
提

供

さ
せ

る
。
 

（
1
）
 
当

該
追
加
募
集

に
係
る
募

集
予

定
総
額
 

（
2
）
 
当

該
追
加
募
集

の
方
法
 

（
3
）
 
出

資
さ
れ
た
財

産
に
よ
り

対
象

不
動
産

を
追
加
取

得
す
る
場
合

に
は
、
当

該
対
象
不
動
産

の
所
在

、
地
番
、

用
途
、

土
地
面
積
、
延

べ
床
面
積

そ
の

他
の
当

該
対
象
不

動
産
を
特
定

す
る
た
め

に
必
要
な
表
示

 

（
4
）
 
当

該
対
象
不
動

産
に
よ
り

行
う

不
動
産

取
引
の
方

法
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ト

(1
)】

 

［
4
 
追
加
募

集
に

係
る
募
集
額

の
累
計

額
の

上
限
は
別
紙

3
第

（
3）

号
の
と
お
り

と
し
、

本
事
業

者
は
、
当
該
累

計
額
の

上
限

を
超

え
て
追
加

募
集
を
行
う

場
合
、
別
紙

3
第
（

4）
号
の

手
続

を
行
っ
た

上
で
、
追

加
募
集
を
行

う
も
の
と

す
る

。］
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ト

(3
)】

 

5 
本
出
資
者

及
び

本
事
業
者
は

、
追
加
募
集

を
直
接
の

原
因
と

し
て

当
該
追
加

募
集
の
開
始

前
か
ら
本

出
資
者
が

有
す

る
本

契
約

上
の

地
位
の
価

格
が
変
動
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
こ

と
、
及
び
想
定
さ

れ
る
そ
の

変
動
の

概
要

が
別
紙

3
第
（

5）
号

に
記

載
さ

れ
る

と
お
り
で

あ
る
こ
と
を

確
認
す
る

。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ト

(4
)】

 

         

規
定

す
る
も
の

で
あ

る
。
 

 

■
第

2
条
の

2
の
解

説
 

第
2
条
の

2
は
、
追
加
募

集
に
つ

い
て
規
定
す
る

。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
約
款

に
は
、
対

象
不
動
産

の
変

更
に
係

る
手
続
に

関
す

る
事
項

と
し
て
、
追
加
募
集

の

予
定

の
有
無
に

関
す

る
定
め
を

規
定
す

る
必
要
が
あ
る
（
施
行

規
則
第

1
1
条
第

1
項
第

7
号
、
同
条

第
2
項
第

15
号

ヘ
）。

 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

に
お
い

て
も
、
対
象
不
動

産
の
追
加

取
得
の

た
め

の
原
資
と

し
て
対

象
不

動
産
の
売

却
代

金
等

を
利
用
す

る
こ

と
を
想
定

し
、
追
加

募
集

を
予
定
し

な
い
こ

と
も

考
え
ら
れ

る
が
、
本
モ
デ

ル
約
款
に

お
い
て
は
、

対
象

不
動
産
の

追
加

取
得
を
す

る
た
め

に
追
加
募
集
を

す
る
こ

と
を
想
定
し
て

い
る
。
 

第
2
条
の

2
第

1
項

は
、

こ
れ
ら

を
踏
ま
え

、
追

加
募
集
を

予
定
す

る
旨

を
規
定
し

た
も
の

で
あ
る
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

第
2
条
の

2
第

2
項
第

1
文
は
、
本

事
業

に
お
い
て
、
本
事

業
者
が
、
追
加
募
集
に
よ
り

、
出

資
予
定
総

額
を
超
え

て
新

た
な
出
資

金
を

募
集
す
る

こ
と
が

で
き
る
こ
と
を

明
示
す

る
も
の
で
あ
る

。
 

追
加
募
集

を
予
定
す

る
場

合
、
対

象
不
動
産

変
更
型
契

約
の

約
款
に

は
、
対
象

不
動
産
の

変
更
に
係
る

手
続
に
関

す

る
事

項
と
し
て

、
追
加
募

集
に

係
る
募

集
額
の
決

定
方
法
、
当
該
追

加
募

集
の
方
法

そ
の
他

の
当

該
追
加
募

集
に
係
る

公
正

な
手
続
に

関
す

る
定
め
を

規
定
す

る
必
要
が
あ
る
（
施
行

規
則
第

1
1
条
第

1
項
第

7
号
、
同
条

第
2
項
第

15
号

ト
(2

)）
。
 

第
2
条
の

2
第

2
項
第

2
文
は
、
こ
れ
を
踏

ま
え
て

、
追
加
募

集
の
手

続
を

別
紙

3
に

記
載
す

る
内

容
に
よ
り

行
う

こ
と

を
規
定
し

た
も

の
で
あ
る

。
別
紙

3
に
は
、
追
加
募
集
に

関
し
、
募
集

額
の

決
定
方
法
、
募
集

の
方
法
な

ど
に
つ

い
て

公
正
な
手

続
を

規
定
す
る

必
要
が

あ
る
。
 

ま
た
、
特
例
事
業

に
お
い
て
は

、
追

加
募
集
に

係
る

募
集
を
行

う
の
は
第
四
号

事
業
者
で

あ
る
こ

と
か

ら
（
法
第

2

条
第

8
項
第

3
号
）
、
第

四
号
事

業
者
を

し
て
追
加

募
集

を
行
わ

せ
る
旨
の

規
定
に
し
て
い

る
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

追
加
募
集

を
予
定
す

る
場

合
、
対

象
不
動
産

変
更
型
契

約
の

約
款
に

は
、
対
象

不
動
産
の

変
更
に
係
る

手
続
に
関

す

る
事

項
と
し
て
、
不
動

産
特
定
共

同
事

業
者
等
は
、
追
加
募

集
を
開

始
す
る
前

に
、
事
業

参
加
者

に
対

し
、
当
該
追
加

募
集

に
係
る
募

集
予

定
総
額
、
当
該
追

加
募
集
の

方
法
、
出
資
さ

れ
た
財
産
に
よ

り
追
加
取

得
す
る
対
象

不
動
産
の

所

在
、
地

番
、
用

途
、
土
地

面
積

、
延
べ
床

面
積

そ
の
他
の
当

該
対
象

不
動

産
を
特
定

す
る
た

め
に

必
要
な
表

示
及
び
当

該
対

象
不

動
産

に
よ

り
行

う
不

動
産

取
引

の
方

法
を

記
載
し

た
書

面
を

交
付

す
る

旨
又

は
当

該
書

面
に

記
載

す
べ

き

事
項

を
電
磁
的

方
法

に
よ
り
提

供
す
る

旨
の
定
め
を
規

定
す
る

必
要
が
あ
る
（

施
行
規
則

第
1
1
条
第

1
項
第

7
号

、

同
条
第

2
項
第

15
号
ト

(1
)）
。

 

ま
た
、
追

加
募
集
は

、
当
該

書
面
を

交
付
し
又
は
当

該
書
面
に

記
載
す

べ
き

事
項
を
電

磁
的
方

法
に

よ
り
提
供

し
た

日
か

ら
原
則
と

し
て

2
週
間
以

上
の
期

間
を
お
い
て
行

う
こ
と

と
さ
れ
る
（
国

交
省

事
務
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
第

3-
2（

1）

⑪
及

び
金
融
庁

事
務

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

7
-2
-2
（
1
）
⑪
）
。
 

第
2
条
の

2
第

3
項

は
、
こ
れ

ら
を
踏
ま
え

、
本
事
業

者
の
本

出
資
者
に
対
す

る
書
面
の

交
付
等
に
係

る
義
務
を

規

定
す

る
も
の
で

あ
る

。
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                          （
対

象
不
動

産
の

取
得
）
 

第
3
条
 

本
事
業
者

は
、
第

2
条

第
1
項

及
び
他
の

匿
名
組
合
契

約
に
基
づ

き
出
資
さ
れ
た

金
銭
を

も
っ
て
、
 
 

年
 
 

月
 

日
ま

で
に
変

更
前

対
象
不

動
産

を
金
 

 
 

 
 
 

 
 

円
で

取
得
す

る
。

但
し
、

本
事

業
者
は

、
本

出
資
者

に
対

し
て

書

面
又

は
電
磁

的
方

法
に
よ

り
通

知
す
る

こ
と

に
よ
り

、
合

理
的

な
範
囲

内
で

当
該
期

限
を

変
更
す

る
こ

と
が
で

き
る

も
の

と

す
る

。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

2
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
2
号
ハ

】
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
ロ

】
 

2 
本
事
業
者

は
、
前
項

に
定
め
る

期
限

ま
で
に
変

更
前
対
象

不
動
産
の
い

ず
れ
か
を

取
得

で
き
な

か
っ
た
場

合
に
は
、
本
契

約
及

び
他

の
匿
名
組

合
契
約
に
基

づ
く
出
資

の
総
額
（
以
下
「
出
資
総

額
」
と

い
う
。）

の
う
ち
、
当
該
変

更
前
対
象
不
動

産

に
よ

り
営
む

こ
と

を
予
定

し
て

い
た
不

動
産

取
引
を

行
う

の
に

必
要
な

額
と

し
て
出

資
さ

れ
た
金

員
を

、
出
資

総
額

に
対

す

る
本

出
資

額
の
割
合

（
以
下
「
出

資
割
合
」

と
い
う
。
）
に
応
じ

て
本

出
資
者
に

返
還
す
る

も
の
と
す
る

。
 

ま
た
、
特

例
事
業
に

お
い
て
は
、
本
事
業
者

は
SP
C
で

あ
り
、
実
質
的
な
運
用

行
為
を
行

う
の
は
第
三

号
事
業
者

で

あ
る

こ
と
が
想

定
さ

れ
る
た
め

、
第
三

号
事
業
者
を
し

て
交
付

等
を
さ
せ
る
旨

の
規
定
に

し
て
い

る
。
 

4．
 

第
4
項
に
つ
い

て
 

追
加
募
集

を
予
定
す

る
場

合
で
、
か
つ
、
追
加
募
集

に
係
る
募

集
額

の
累
積
額

の
上
限
額
を

定
め
る
場

合
、
対
象

不

動
産

変
更
型
契

約
の

約
款
に
は

、
対
象

不
動
産
の

変
更
に
係
る

手
続
に
関

す
る
事
項

と
し

て
、
不

動
産
特
定

共
同
事
業

契
約

の
締

結
を

す
る

と
き

に
当

該
累

計
額

の
上

限
を

記
載
す

る
欄

及
び

当
該

累
計

額
の

上
限

を
超

え
る

追
加

募
集

を

行
う

場
合
の
手

続
に

関
す
る
定

め
を
規

定
す
る
必
要
が

あ
る
（

施
行
規
則
第

11
条
第

1
項

第
7
号
、

同
条
第

2
項

第

15
号
ト

(3
)）
。
 

第
2
条
の

2
第

4
項

は
、
こ
れ
を

踏
ま
え
て

、
別
紙

3
第
（

3）
号
及

び
第
（
4
）
号
に
追

加
募
集
に
係

る
募
集
額

の

累
計

額
の

上
限

を
記

載
す

る
欄

及
び

当
該

累
計

額
の

上
限
を

超
え

る
追

加
募

集
を

行
う

場
合

の
手

続
を

定
め

る
こ

と

に
よ

っ
て
、
か

か
る

約
款
記
載

事
項
に

つ
い
て
規
定
す

る
も
の

で
あ
る
。
 

追
加
募
集

に
係
る
募

集
額

の
累
積

額
の
上
限

を
定

め
る
こ
と

は
必
須

で
は

な
く
、
こ
れ

を
定
め

な
い

場
合
に
は

本
項

並
び

に
別
紙

3
第
（

3）
号
及
び

第
（
4）

号
を
規

定
す
る
必
要

は
な
い
。
 

5．
 

第
5
項
に
つ
い

て
 

追
加
募
集

を
予
定
す

る
場

合
、
対

象
不
動
産

変
更
型
契

約
の

約
款
に

は
、
対
象

不
動
産
の

変
更
に
係
る

手
続
に
関

す

る
事

項
と
し
て
、
追
加

募
集
を
直

接
の
原

因
と

し
て
当
該

追
加
募

集
の
開
始
前
か

ら
事
業
参

加
者
で
あ
る

者
が
有
す

る

不
動

産
特

定
共

同
事

業
に

係
る

権
利

の
価

格
が

変
動

す
る
お

そ
れ

が
あ

る
旨

の
定

め
及

び
不

動
産

特
定

共
同

事
業

契

約
の

締
結

を
す

る
と

き
に

想
定

さ
れ

る
そ

の
変

動
の

概
要
を

記
載

す
る

欄
を

規
定

す
る

必
要

が
あ

る
（

施
行

規
則

第

11
条
第

1
項

第
7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ト

(4
)）
。
 

第
2
条
の

2
第

5
項
は

、
こ
れ

を
踏
ま

え
て

、
か
か
る

定
め
に

つ
い
て
記
載
し

、
ま
た
、

別
紙

3
第

（
5）

号
に
当

該
変

動
の

概
要

を
記

載
す

る
欄

を
定

め
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

か
か

る
約

款
記

載
事

項
に

つ
い

て
規

定
す

る
も

の
で

あ

る
。
 

6．
 
契
約

成
立
時
交

付
書
面
記
載
事

項
に
つ

い
て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
契
約

成
立
時
交

付
書

面
に
は
、
対

象
不
動

産
の

変
更
に
係

る
手
続

に
関

す
る
事
項

を
記

載
す

る
必
要
が

あ
る

（
施
行
規

則
第

4
7
条
第

2
項
第

15
号
）
。
 

第
2
条
の

2
第

1
項

な
い

し
第

5
項
は
、
か

か
る

契
約
成
立

時
交
付

書
面

記
載
事
項

を
規
定

す
る
も
の
で
も

あ
る
。
 

 ■
第

3
条
の
解

説
 

 
第

3
条
は
、

本
事

業
者
に
よ

る
対
象

不
動

産
の
取
得

等
に
つ

い
て
規
定
す
る

。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
本

契
約
は
、

出
資

を
伴
う
契

約
の
う

ち
金
銭
を
も
っ

て
出
資

の
目
的
と
す
る

契
約
で
あ

る
た
め

、
約

款
に
お
い

て
、

不
動

産
特
定
共

同
事

業
契
約
に

係
る
不

動
産
取
引
の
内

容
に
関

す
る
事
項
と
し

て
、
対
象
不

動
産
の
取
得

の
予
定
時

期

に
関

す
る

定
め

（
対

象
不
動
産

変
更

型
契
約

に
あ

っ
て
は
、

変
更

前
の

対
象

不
動
産

に
関

す
る

も
の

に
限

る
。
）
を
記

載
す

る
必
要
が

あ
る

（
施
行
令

第
6
条
第

1
項
第

2
号

、
施
行

規
則
第

11
条
第

2
項
第

2
号
ハ

）。
 

 
第

3
条
第

1
項
は

、
こ

れ
を

踏
ま
え

、
変

更
前

の
対
象
不

動
産
の

取
得

の
予
定
時

期
に
つ

い
て

規
定
す
る

も
の
で
あ

る
。
な
お
、
変
更
前
の

対
象
不
動

産
の

取
得
の
予

定
時
期
に

つ
い
て
は
、
約
款
の
作

成
時
に

具
体

的
な
日
付

を
記
載
す

る
こ

と
は
で
き

な
い

た
め
、
日

付
に
つ

い
て
は
こ
れ
を

記
載
す

る
欄
を
設
け
て

い
る
。
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【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

2
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
2
号
ハ

】
 

3 
本
事
業
に

お
い

て
は
、
対
象

不
動
産

の
変

更
を
予
定

す
る
。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

2
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
2
号
ロ

】
 

4 
本
事
業
者

は
、
別
紙

2
記
載
の

対
象

不
動
産
の

追
加
取
得

の
方
針
に
従

い
、
対
象
不
動
産

の
追
加
取

得
を
相
当

と
判

断
す

る
と

き
は
、

追
加

募
集
に

基
づ

き
出
資

さ
れ

た
金
銭

、
対

象
不

動
産
の

売
却

等
（
当

該
対

象
不
動

産
の

売
却
等

に
よ

り
本

契

約
が

終
了
す

る
も

の
を
除

く
。

）
に
よ

り
得

ら
れ
た

金
銭

（
以

下
「
特

定
金

銭
」
と

い
う

。
）
、

不
動

産
特
定

共
同

事
業

の

業
務

に
係
る

金
銭

以
外
の

金
銭

（
以
下

「
業

務
外
金

銭
」

と
い

う
。）

、
そ

の
他

の
本
事

業
に

係
る
資

産
に

属
す
る

金
銭

を
も

っ
て

、
対

象
不
動
産

を
追
加
取
得

す
る
こ
と

が
で
き
る

。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
イ

(1
)及

び
(2
)】

 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
ロ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

5 
本
事
業
者

は
、
対
象

不
動
産
の

追
加
取
得

に
あ

た
り
、
本
出

資
者
に
対

し
、
当
該
対
象
不

動
産
の
鑑

定
評
価
額

又
は

近
傍

同
種

の
不
動

産
の

取
引
価

格
等

を
示
す

客
観

的
な
資

料
を

添
付

し
た
書

面
に

よ
り
、

当
該

追
加
取

得
の

価
格
が

当
該

資
料

に

示
さ

れ
る

価
格
と
比

し
て
合
理
的

な
価
格
（

当
該
資
料

に
示

さ
れ
る

価
格
を

1
割
以

上
上
回

ら
な

い
価
格
で

あ
る
こ
と

、
又

は
当

該
資

料
に
示
さ

れ
る
価
格
を

1
割
以
上
上
回

る
価
格
で

あ
る
も

の
の

当
該
価
格

に
つ
き

合
理

的
な
理
由

の
あ
る
こ

と
を

い
う

。）
で
あ

る
こ

と
を
説
明
す

る
も
の

と
す

る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
イ

(5
)】

 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

6 
本
事
業
者

は
、

対
象
不
動
産

の
追
加

取
得

を
し
た
と

き
は
、

対
象

不
動
産
を

追
加
取
得

し
た
日
か
ら

30
日
以

内
に

、
第

三
号

事
業
者

を
し

て
、
本

出
資

者
に
対

し
、

以
下
の

内
容

を
記

載
し
た

書
面

を
交
付

さ
せ

、
又
は

当
該

書
面
に

記
載

す
べ

き

事
項

を
電

磁
的
方
法

に
よ
り
提
供

さ
せ
る
。
 

（
1
）
 
追

加
取
得
に
係

る
対
象
不

動
産

の
所
在
、
地
番
、
用
途
、
土
地

面
積
、
延
べ

床
面
積
そ
の
他

の
当
該
対

象
不
動
産
を

特
定
す
る
た
め

に
必
要
な

表
示

 

（
2
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
追
加

取
得

を
し
た

日
 

（
3
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
追
加

取
得

の
価
格
 

（
4
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
譲
渡

人
と

第
三
号

事
業
者
と

の
関
係
 

（
5
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
追
加

取
得

を
し
た

日
に
お
け

る
財
産
の
状

況
 

（
6
）
 
当

該
対
象
不
動

産
に
よ
り

営
む

不
動
産

取
引
の
方

法
、
修
繕

費
、
損

害
保
険
料

そ
の

他
の
当

該
対
象
不

動
産
を
管
理

す
る
た
め
に
必

要
な
費
用

の
負

担
に
関

す
る
事
項
 

（
7
）
 
当

該
対

象
不

動
産

の
売

却
等

の
予

定
の

有
無

及
び

当
該

対
象

不
動

産
の

売
却

等
を

予
定

す
る

場
合

に
お

け
る

当
該

対
象
不
動
産
の

売
却
等
の

手
続

 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
二

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

    

 
ま

た
、
約
款

に
お
い
て

は
、
不

動
産

特
定
共
同

事
業
契
約

に
係
る
財
産

の
管
理
に

関
す

る
事
項

と
し
て
、
出
資
又
は

賃
貸

若
し
く
は

賃
貸

の
委
任
の

目
的
で

あ
る
財
産
を
、
当

該
不
動

産
特
定
共
同
事

業
契
約
に

係
る
不
動
産

取
引
に
よ

り

運
用

す
る
旨
を

明
示

し
て
記
載

す
る
必

要
が
あ
る
（
施

行
令
第

6
条

第
1
項

第
4
号
、
施
行

規
則
第

1
1
条
第

2
項
第

4
号

ロ
）。

 

 
本

モ
デ
ル
約

款
に

お
い
て
は

、
本
契

約
及
び
他

の
匿
名
組
合

契
約
に
基

づ
き
当
初

出
資

さ
れ
る

金
銭
を
、
変
更
前
の

対
象

不
動
産
の

取
得

、
賃

貸
及

び
売
却

等
に
よ
っ

て
運

用
す
る

事
業
を
想

定
し
て
い
る
。
第

3
条

第
1
項
は

、
こ
れ
ら

の
う

ち
本

契
約

及
び

他
の

匿
名

組
合

契
約

に
基

づ
き

当
初
出

資
さ

れ
る

金
銭

が
変

更
前

の
対

象
不

動
産

の
取

得
に

充

て
ら

れ
る
こ
と

を
明

示
す
る
も

の
で
あ

り
、
対
象

不
動
産
の
追

加
取
得
に

つ
い
て
定

め
る

第
3
条
第

4
項
、
対
象
不
動

産
の

賃
貸
に
つ

い
て

定
め
る
第

4
条
第

2
項
及
び
対
象

不
動
産

の
売
却
等
に
つ

い
て
定
め

る
第

5
条
と

あ
い
ま
っ

て
、

か
か

る
約
款
記

載
事

項
が
充
足

さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
 

 
本

契
約
締
結

後
に

事
情
の
変

更
が
あ

り
、
本

項
に
記
載

し
た
予

定
時
期
ま
で
に

変
更
前
の

対
象
不
動
産

を
取
得
で

き

な
く

な
る
こ
と

も
考

え
ら
れ
る

。
こ
の

場
合
、
第

3
条
第

2
項
に
よ
り
、
当
該
対
象

不
動
産
に

よ
り

営
む
こ
と

を
予
定

し
て

い
た

不
動

産
取

引
を

行
う

の
に

必
要

な
額

と
し

て
出
資

さ
れ

た
金

員
を

本
出

資
者

に
対

し
て

返
還

す
る

必
要

が

生
ず

る
こ
と
に

な
る

。
も
っ
と

も
、
変

更
前
の
対
象
不

動
産
の

取
得
が
一
時
的

に
遅
延
し

た
場
合

な
ど

に
お
い
て

は
、

出
資

さ
れ
た
金

員
の

返
還
を
行

う
の
で

は
な
く
、
予
定
時
期
を

延
期
し
、
本
事
業
を

遂
行
す

る
こ

と
が
合
理

的
な
場
合

も
考

え
ら
れ
る

。
そ

こ
で
、
但

書
を
設

け
、
本
事
業
者

が
書
面

又
は
電
磁
的
方

法
に
よ
っ

て
通
知

す
る

こ
と
に
よ

り
、

合
理

的
な
範
囲

内
で

か
か
る
予

定
時
期

を
変
更
で
き
る

こ
と
に

し
て
い
る
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
本

契
約
は
、
出
資
を
伴

う
契

約
の
う

ち
金
銭
を

も
っ

て
出
資

の
目
的
と

す
る
契
約
で
あ

る
た
め

、
約
款
に

、
不
動
産

特
定

共
同
事
業

契
約

に
係
る
不

動
産
取

引
の
内
容
に
関

す
る
事

項
と
し
て
、
予
定

時
期
ま
で

に
取
得
で
き

な
か
っ
た

対

象
不

動
産
が
あ

る
場

合
に
お
い

て
は
、
当

該
対

象
不
動
産

に
よ
り

営
む
こ
と
を
予

定
し
て
い

た
不
動
産
取

引
を
行
う

の

に
必

要
な

額
と

し
て

出
資

さ
れ

た
額

に
つ

い
て

出
資

総
額
に

対
す

る
出

資
の

割
合

に
応

じ
て

事
業

参
加

者
に

対
し

返

還
す

る
旨
そ
の

他
こ

れ
に
準
ず

る
公
正

な
定
め
（

対
象
不
動
産

変
更
型
契

約
に
あ
っ

て
は

、
変
更

前
の
対
象

不
動
産
に

関
す

る
も
の
に

限
る

。）
を
記
載

す
る
必

要
が

あ
る
（
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

2
号
、
施

行
規
則
第

11
条

第
2
項
第

2
号

ハ
）。

 

 
第

3
条
第

2
項
は

、
か
か
る

約
款
記

載
事
項
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
対
象

不
動
産
の
変

更
の
予
定

の
有
無
に
関
す

る
定
め

を
記
載
す

る
必

要
が
あ

る
（

施
行
令
第

6
条
第

1

項
第

2
号
、
施

行
規

則
第

11
条

第
2
項
第

2
号
ロ

）。
 

 
第

3
条
第

3
項
は

、
か
か
る

約
款
記

載
事
項
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

 
な

お
、
か
か

る
約
款
記

載
事

項
に
つ

い
て
は
、
本
契
約
の

対
象
と

な
る

事
業
が
対

象
不
動

産
の

変
更
を
行

う
事
業
で

あ
る

と
い
う
観

点
か

ら
、
本
事

業
に
つ

い
て
定
め

る
第

1
条
に

規
定
す
る

こ
と
も
考

え
ら

れ
る
が

、
本
モ
デ

ル
約
款
に

お
い

て
は
、
対

象
不
動
産

の
変

更
は
新

た
な
対
象

不
動
産
の
取

得
を
伴
う

こ
と
か
ら

、
対
象

不
動

産
の
取
得

に
つ
い
て

定
め

る
第

3
条

に
規

定
し
て
い

る
。
 

4．
 

第
4
項
に
つ
い

て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
約
款

に
は
、
対

象
不
動
産

の
変

更
に
係

る
手
続
に

関
す

る
事
項

と
し
て
、
対
象
不
動

産

の
追

加
取
得
の

方
針

及
び
手
続

に
つ
い

て
、
追
加

取
得
の
方
針

に
関
す
る

一
定
の
事

項
（
追

加
取

得
す
る
不

動
産
の
選

84



                                     

定
基

準
、
地
域
・
用
途

別
の
割
合

等
）
を
記

載
す

る
欄
及
び

対
象
不

動
産

の
追
加
取

得
の
手

続
に

関
す
る
定

め
を
規
定

す
る

必
要
が
あ

る
（

施
行
規
則

第
11

条
第

1
項

第
7
号
、
同
条
第

2
項
第

15
号
イ

(1
)及

び
(2
)
）。

 

第
3
条
第

4
項
は
、
こ
れ
を
踏

ま
え
て
、
対
象

不
動

産
の
追
加

取
得
の
手
続
に

つ
い
て
定

め
る
と

と
も

に
、
別
紙

2

に
対

象
不
動
産

の
追

加
取
得
の

方
針
を

記
載
す
る
欄
を

設
け
る

こ
と
に
よ
り
、
か

か
る
約
款

記
載
事
項
を

規
定
す
る

も

の
で

あ
る
。
 

ま
た
、
約

款
に
お
い

て
は
、
不

動
産
特
定
共

同
事
業
契

約
に
係

る
財

産
の
管
理

に
関
す
る
事

項
と
し
て

、
出
資
又

は

賃
貸

若
し
く
は

賃
貸

の
委
任
の

目
的
で

あ
る
財
産
を
、
当

該
不
動

産
特
定
共
同
事

業
契
約
に

係
る
不
動
産

取
引
に
よ

り

運
用

す
る
旨
を

明
示

し
て
記
載

す
る
必

要
が
あ
る
（
施

行
令
第

6
条

第
1
項

第
4
号
、
施
行

規
則
第

1
1
条
第

2
項
第

4
号

ロ
）。

 

第
3
条
第

4
項
は
、
追
加
募
集
に

基
づ
き
出

資
さ
れ
た
金
銭

、
特
定

金
銭
（

対
象
不
動
産

の
売
却
等
に

よ
り
得
ら

れ

た
金

銭
を
い
う
（
施
行

規
則
第

11
条
第

2
項
第

2
号
ニ

）。
以
下

同
じ
。
）、

業
務
外

金
銭
（
不

動
産

特
定
共
同

事
業
に

基
づ

き
出

資
さ

れ
た

金
銭

の
う

ち
不

動
産

特
定

共
同

事
業
の

業
務

に
係

る
金

銭
以

外
の

金
銭

を
い

う
（

施
行

規
則

第

11
条
第

1
項

第
8
号

）。
以
下

同
じ
。）
、
そ

の
他

の
本
事
業

に
係
る

資
産

に
属
す
る

金
銭
が

対
象

不
動
産
の

追
加
取
得

に
充

て
ら
れ
る

こ
と

を
明
示
す

る
も
の

で
あ
り
、
変
更

前
の
対

象
不
動
産
の
取

得
に
つ
い

て
定
め

る
第

3
条
第

1
項
、

対
象

不
動
産
の

賃
貸

に
つ
い
て

定
め
る

第
4
条
第

2
項
及
び

対
象
不
動
産

の
売
却
等

に
つ

い
て
定

め
る
第

5
条
と
あ
い

ま
っ

て
、
か
か

る
約

款
記
載
事

項
が
充

足
さ
れ
る
こ
と

に
な
る

。
 

5．
 

第
5
項
に
つ
い

て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
約
款

に
は
、
対

象
不
動
産

の
変

更
に
係

る
手
続
に

関
す

る
事
項

と
し
て
、
対
象
不
動

産

の
追

加
取

得
の

価
格

が
当

該
対

象
不

動
産

の
鑑

定
評

価
額
又

は
近

傍
同

種
の

不
動

産
の

取
引

価
格

等
に

照
ら

し
合

理

的
な

も
の
で
あ

る
こ

と
を
担
保

す
る
た

め
に
必
要
か
つ

適
切
な

措
置
に
関
す
る

定
め
を
規

定
す
る

必
要

が
あ
る
（
施

行

規
則
第

11
条

第
1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
イ

(5
)
）。

 

か
か
る

「
必

要
か

つ
適

切
な
措
置

」
に

つ
い
て

は
、

国
交
省
事

務
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
第

3-
2（

1）
④

及
び

金
融

庁
事

務
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
7-

2-
2（

1）
④

に
お

い
て

、
例

え
ば
、
当
該

不
動

産
の

鑑
定

評
価
額
や

近
傍

同
種

の
不

動
産

の
取

引
価

格
等
を
示

す
客

観
的
な
資

料
を
示

す
こ
と
に
よ
り
、
当
該
追

加
取
得
の
価
格

が
こ
れ
ら

の
資
料
に
よ

り
示
し
た

価

格
と

比
し
て
、

合
理

的
な
価
格

と
な
っ

て
い
る
こ
と
を

事
業
参

加
者
に
説
明
す

る
等
の
措

置
を
い

う
と

さ
れ
て
い

る
。

そ
し

て
、

か
か

る
「

合
理
的
な

価
格

」
に
つ

い
て

は
、
国
交

省
事

務
ガ

イ
ド

ラ
イ
ン

第
3
-2
（

1）
⑤

及
び

金
融
庁
事

務
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
7-

2-
2（

1）
⑤
に
お

い
て

、
例
え
ば

、
客
観

的
な

資
料
に
よ

り
示
し
た

価
格
を
、
概

ね
1
割
以

上

上
回

る
よ
う
な

追
加

取
得
の
価

格
で
あ

っ
て
、
合
理
的

な
理
由

が
な
い
も
の
は

こ
れ
に
該

当
し
な

い
と

さ
れ
る
。
 

第
3
条
第

5
項
は
、

こ
れ

ら
を
踏

ま
え
て
、

か
か

る
約
款
記

載
事
項

を
規

定
す
る
も

の
で
あ

る
。
 

6．
 

第
6
項
に
つ
い

て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
約
款

に
は
、
対

象
不
動
産

の
変

更
に
係

る
手
続
に

関
す

る
事
項

と
し
て
、
不
動
産
特

定

共
同

事
業

者
等

は
、

対
象
不
動

産
の

追
加
取

得
を

し
た
と
き

は
、

当
該

対
象

不
動
産

の
追

加
取

得
を

し
た

日
か
ら

30

日
以

内
に
、
事
業
参
加
者

に
対
し

、
当

該
対
象
不
動
産

の
追
加

取
得
に
係
る
対

象
不
動
産

の
所
在

、
地
番
、
用
途

、
土

地
面

積
、
延
べ

床
面
積
そ

の
他

の
当
該

対
象
不
動

産
を
特
定
す

る
た
め
に

必
要
な
表

示
、
当

該
対

象
不
動
産

の
追
加
取

得
を

し
た
日
、
当
該
対
象

不
動

産
の
追

加
取
得
の

価
格

、
譲

渡
人
と
不
動

産
特
定
共

同
事

業
者
等

と
の
関
係

、
当
該
対

象
不

動
産
の
追

加
取

得
を
し
た

日
に
お

け
る
財
産
の
状

況
、
当

該
対
象
不

動
産
に
よ

り
営

む
不
動

産
取
引
の

方
法

、
修

繕
費

、
損
害
保

険
料
そ
の

他
の

当
該
対

象
不
動
産

を
管
理
す
る

た
め
に
必

要
な
費
用

の
負

担
に
関

す
る
事
項

、
当
該
対

85



          （
対

象
不
動

産
の

追
加
取

得
の
方

針
又

は
手

続
の

変
更
）
 

第
3
条

の
2 

別
紙

2
記
載

の
対
象

不
動
産
の
追
加

取
得
の
方

針
又
は

前
条

に
定
め
る

対
象
不

動
産

の
追
加
取

得
の
手
続

を
変

更
す

る
場
合

、
本
事

業
者

は
、

当
該
変

更
の

[
20
]日

前
ま

で
に

、
本
出

資
者
に

対
し

、
対

象
不
動

産
の

追
加
取

得
の

方
針

又

は
手

続
の

変
更
の
内

容
及
び
時
期

等
を
書
面

又
は
電
磁

的
方

法
に
よ

り
通
知
す

る
も

の
と
す

る
。
 

2 
前
項
の
場

合
、
本
出

資
者
は

、
当
該

変
更
の
日

の
前
日
ま

で
に
、
本
事
業
者
に
対

し
、
当

該
変
更
に

つ
い
て
反

対
す

る
旨

及
び

本
契
約

上
の

地
位
の

買
取

又
は
第

三
者

へ
の
譲

渡
を

求
め

る
旨
を

書
面

に
よ
り

通
知

す
る
こ

と
に

よ
り
、

そ
の

保
有

す

る
本

契
約
上

の
地

位
の
全

部
の

買
取
又

は
第

三
者
に

よ
る

取
得

を
請
求

す
る

こ
と
が

で
き

る
（
以

下
、

当
該
請

求
を

し
た

本

出
資

者
を

「
反
対
出

資
者
」
と
い

う
。）
。
 

3 
前
項
の
請

求
が

あ
っ
た
場
合

、
本
事
業
者

は
、
反
対

出
資
者

の
保
有
す

る
本
契
約
上
の

地
位
の

全
部
に
つ
い
て

、
本

事
業

の
時

価
純
資

産
額

（
本
事

業
に

係
る
資

産
の

時
価
評

価
額

（
対

象
不
動

産
に

つ
い
て

は
直

近
に
取

得
し

た
鑑
定

評
価

額
に

よ

る
も

の
と
す

る
。）

か
ら

時
価
評

価
し
た

負
債

の
額
を

控
除

し
た

額
を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
に

本
出
資

者
の

出
資
割

合
を

乗

じ
た

金
額
に

よ
り

、
自
ら

買
い

取
り
、

又
は

第
三
者

に
取

得
さ

せ
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

但
し
、

本
事

業
者
が

か
か

る
本

契

約
上

の
地
位

の
買

取
等
が

相
当

で
な
い

と
判

断
す
る

場
合

、
本

事
業
者

は
、

反
対
出

資
者

に
対
し

、
反

対
出
資

者
に

よ
る

本

契
約

の
解
除

を
認

め
る
旨

を
書

面
に
よ

り
通

知
す
る

こ
と

が
で

き
る
。

か
か

る
通
知

を
受

領
し
た

反
対

出
資
者

は
、

本
契

約

を
解

除
す

る
こ
と
が

で
き
る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
イ

(3
)及

び
(4
)】

 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

          

象
不

動
産

の
売

却
等

の
予

定
の

有
無

及
び

当
該

対
象

不
動
産

の
売

却
等

を
予

定
す

る
場

合
に

お
け

る
当

該
対

象
不

動

産
の

売
却

等
の

手
続

を
記

載
し

た
書

面
を

交
付

す
る

旨
又
は

当
該

書
面

に
記

載
す

べ
き

事
項

を
電

磁
的

方
法

に
よ

り

提
供

す
る
旨
の

定
め

を
規
定
す

る
必
要

が
あ
る
（
施
行

規
則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、
同

条
第

2
項
第

15
号
二
）
。
 

第
3
条
第

6
項
は
、

こ
れ

を
踏
ま

え
て
、
か

か
る

約
款
記
載

事
項
を

規
定

す
る
も
の

で
あ
る

。
 

な
お
、
特

例
事
業
に

お
い
て
は
、
本
事
業
者

は
SP
C
で

あ
り
、
実
質
的
な
運
用

行
為
を
行

う
の
は
第
三

号
事
業
者

で

あ
る

こ
と
が
想

定
さ

れ
る
た
め

、
第
三

号
事
業
者
を
し

て
交
付

等
を
さ
せ
る
旨

の
規
定
に

し
て
い

る
。
 

7．
 

契
約

成
立
時
交

付
書

面
記
載
事

項
に
つ

い
て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
契
約

成
立
時
交

付
書

面
に
は
、
対

象
不
動

産
の

変
更
に
係

る
手
続

に
関

す
る
事
項

を
記

載
す

る
必
要
が

あ
る

（
施
行
規

則
第

4
7
条
第

2
項
第

15
号
）
。
 

第
3
条
第

4
項
な
い

し
第

6
項
は

、
か
か
る

契
約

成
立
時
交

付
書
面

記
載

事
項
を
規

定
す
る

も
の
で
も
あ
る

。
 

 ■
第

3
条
の

2
の
解

説
 

 
第

3
条
の

2
は
、

対
象
不
動

産
の
追

加
取

得
の
方
針

又
は
手

続
の
変
更
に
つ

い
て
規
定

す
る
。
 

対
象

不
動

産
変

更
型
契

約
の

約
款

に
は
、

対
象
不

動
産

の
変

更
に
係

る
手

続
に
関

す
る

事
項

と
し
て

、
対
象

不
動

産
の

追

加
取

得
の
方

針
及

び
手
続

に
つ

い
て
、

対
象

不
動
産

の
追

加
取

得
の
方

針
及

び
手
続

の
変

更
に
関

す
る

明
確
か

つ
公

正
な

定

め
及

び
対
象

不
動

産
の
追

加
取

得
の
方

針
及

び
手
続

の
変

更
に

反
対
す

る
旨

を
通
知

し
た

事
業
参

加
者

の
契
約

上
の

権
利

及

び
義

務
を
取

得
し

、
又
は

第
三

者
に
取

得
さ

せ
る
こ

と
そ

の
他

の
事
業

参
加

者
の
保

護
の

た
め
に

必
要

か
つ
適

切
な

措
置

に

関
す

る
定
め
を

規
定

す
る
必
要

が
あ
る

（
施

行
規
則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項

第
15

号
イ
(3
)
及
び
(
4)
）。

 

か
か
る
「

明
瞭
か
つ
公
正

な
定
め

」
に
つ
い
て
は

、
国
交
省

事
務
ガ

イ
ド

ラ
イ
ン
第

3-
2（

1）
⑧

及
び
金
融
庁
事

務
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

7-
2-
2（

1）
⑧
に
お
い

て
、
例
え

ば
、
対
象
不
動

産
の
追

加
取
得
の

方
針

の
変
更

の
内
容
及

び
時

期
等
を
事

業
参

加
者

に
通
知

す
る

方
法
、

通
知

か
ら
変

更
ま

で
の
期

間
の

目
安

並
び
に

当
該

変
更
に

反
対

す
る
事

業
参

加
者
が

契
約

上
の

権

利
及

び
義
務

の
買

取
等
を

求
め

る
方
法

等
に

つ
い
て

の
具

体
的

な
定
め

を
い

い
、
事

業
参

加
者
が

当
該

変
更
を

踏
ま

え
て

引

き
続

き
事
業

に
参

加
す
る

か
否

か
等
の

判
断

を
行
う

た
め

に
十

分
な
情

報
及

び
期
間

を
事

業
参
加

者
に

提
供
す

る
こ

と
な

く

対
象

不
動
産
の

追
加

取
得
の
方

針
を
変

更
す

る
こ
と
が

で
き
る

と
す
る
規
定
は

、「
明
確
か
つ

公
正
な
定

め
」
に
該

当
し
な

い

と
さ

れ
る
。

ま
た

、
か
か

る
「

そ
の
他

の
事

業
参
加

者
の

保
護

の
た
め

に
必

要
か
つ

適
切

な
措
置

」
に

つ
い
て

は
、

国
交

省

事
務

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
第

3-
2（

1）
⑨

及
び
金
融
庁
事

務
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

7-
2-
2（

1）
⑨
に
お

い
て

、
例
え
ば

、
対

象
不
動

産

の
追

加
取
得
の

方
針

の
変
更
に

反
対
す

る
事

業
参
加
者

の
契
約

の
解
除
等
を
認

め
る
旨
の

定
め
を
い
う

と
さ
れ
る

。
 

ま
た

、
対

象
不

動
産
変

更
型

契
約

の
契
約

成
立
時

交
付

書
面

に
は
、

対
象

不
動
産

の
変

更
に

係
る
手

続
に
関

す
る

事
項

を

記
載

す
る
必
要

が
あ

る
（
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

15
号
）。

 

第
3
条
の

2
は

、
こ
れ
ら

を
踏

ま
え
、

こ
れ
ら
の

約
款

記
載
事

項
及
び
契

約
成
立
時
交
付

書
面
記

載
事
項
を
規
定

す
る
も

の
で

あ
る
。
 

第
3
条
の

2
第

2
項
及
び

第
3
項
に
お

け
る
本
契

約
上

の
地
位

の
買
取
の

手
続
に
つ
い
て

は
、
会

社
法
に
定
め
ら

れ
る
株

式
会

社
に
お
け

る
反

対
株
主
の

株
式
買

取
請

求
の
制
度

と
利
害

状
況
が
類
似
す

る
と
考
え

ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
会
社
法
第

11
6

条
等

の
規
定
を

参
考

に
し
て
い

る
。
 

第
3
条
の

2
第

2
項
及
び

第
3
項
に
定

め
る
本
契

約
上

の
地
位

の
買
取
請

求
は
、
対
象
不

動
産
の

追
加
取
得
の
方

針
又
は

手
続

の
変
更

が
行

わ
れ
る

場
合

に
、
当

該
変

更
に
反

対
す

る
事

業
参
加

者
が

自
己
の

保
有

す
る
本

契
約

上
の
地

位
を

公
正

な

価
格

で
買
い

取
る

こ
と
を

請
求

す
る
こ

と
に

よ
っ
て

投
下

資
本

の
回
収

を
図

る
機
会

を
与

え
、
も

っ
て

事
業
参

加
者

の
保

護

86



          （
対

象
不
動

産
等

の
運
用

）
 

第
4
条
 

本
事
業
者
は
、

本
契
約

に
定
め
る
対
象

不
動
産
に

係
る
不

動
産

取
引
そ
の

他
本
事

業
の

目
的
を
達

成
す
る
た

め
に

必
要

と
判
断

す
る

行
為
を

行
う

こ
と
が

で
き

る
。
本

事
業

者
は

、
善
良

な
管

理
者
の

注
意

義
務
を

も
っ

て
誠
実

か
つ

忠
実

に

本
事

業
を
遂

行
す

る
も
の

と
す

る
。
但

し
、

本
事
業

者
は

、
対

象
不
動

産
に

つ
い
て

、
宅

地
の
造

成
、

建
物
の

建
築

に
関

す

る
工

事
又

は
規
則
第

2
条
第

1
項
に

定
め
る

工
事
で
あ

っ
て

そ
の
費

用
の
額
が

規
則
第

2
条
第

2
項
に
定

め
る
金
額
を
超

え

る
も

の
を

行
っ
て
は

な
ら
な
い
。
 

2 
本
事
業
者

は
、

対
象
不
動
産

を
賃
貸

し
て

運
用
す
る

も
の
と

す
る

。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
ロ

】
 

3 
本
事
業
者

は
、
本
事

業
の
目

的
の
た

め
に
、
金

融
機
関
と

の
間
で

金
銭

消
費
貸
借

契
約
（

以
下
「
本

借
入
契
約

」
と
い

う
。）

を
締

結
し
、

本
借

入
契
約

に
従

っ
て
金

銭
を

借
り
入

れ
、

本
借

入
契
約

に
基

づ
く
債

務
を

担
保
す

る
た

め
に
対

象
不

動
産

に

担
保

権
を

設
定
す
る

こ
と
が
で
き

る
。
本

出
資
者
及

び
本
事

業
者
は
、
本
借

入
契
約
に
基
づ

く
借
入
れ

を
行

う
た
め
、
別
紙

5

借
入

関
連

条
項
の
規

定
に
従
う
も

の
と
す
る

。
 

4 
本
事
業
者

は
、
対
象
不
動
産

を
本
事

業
の
目
的
以
外

の
た
め

に
担
保
に

提
供

し
、
又
は
出
資

の
目
的
と

し
て

は
な
ら
な

い
。 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
ホ

】
 

5 
本
事
業
者

は
、
本

事
業
に
係
る

資
産
に
属

す
る
金
銭
（
但
し
、
業
務

外
金
銭
及

び
特
定

金
銭
を

除
く
。
）
を
運

用
す
る

場

合
（
第

2
条
第

1
項
及
び
他
の

匿
名
組

合
契
約
に
基
づ

く
出
資

金
を
第

3
条
第

1
項

に
定
め

る
期

限
ま
で
の

間
運
用
す

る
場

合
を

含
む
。
）
、
金

融
機

関
（
規
則

第
11

条
第

2
項
第

14
号

ロ
に

規
定
す
る

も
の
に
限

る
。）

の
預
金

口
座
に
預

金
す

る
方

法
に

よ
り

運
用
す
る

も
の
と
す
る

。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

6
号
、

同
条
第

2
項
第

14
号
】
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

2
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
2
号
ニ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

14
号

】
 

6 
本
事
業
者

は
、
業
務

外
金
銭
又

は
特

定
金
銭
を

運
用
す
る

場
合
、
以
下
の
い

ず
れ
か
に
掲

げ
る
方
法

に
よ
り
運

用
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
1
）
 
規

則
第

11
条
第

2
項
第

14
号

イ
又
は

ロ
に
掲
げ

る
方
法
 

（
2
）
 
不

動
産
の
小
口

化
・
証
券

化
商

品
へ
の

投
資
 

（
3
）
 
不

動
産
を
信
託

財
産
と
す

る
信

託
の
受

益
権
の
取

得
 

（
4
）
 
リ

ス
ク
ヘ
ッ
ジ

目
的
で
行

わ
れ

る
オ
プ

シ
ョ
ン
取

引
等
 

を
図

る
も
の

と
考

え
ら
れ

る
。

こ
れ
は

す
な

わ
ち
、

対
象

不
動

産
の
追

加
取

得
の
方

針
又

は
手
続

の
変

更
が
行

わ
れ

る
場

合

に
、

事
業
参

加
者

に
対
し

て
、

当
該
変

更
が

行
わ
れ

た
後

に
お

い
て
も

引
き

続
き
本

事
業

に
対
す

る
投

資
を
継

続
す

る
か

否

か
の

選
択
権

を
与

え
る
も

の
と

理
解
で

き
る

。
そ
う

だ
と

す
れ

ば
、
本

契
約

上
の
地

位
の

一
部
の

買
取

を
認
め

る
必

要
は

な

い
と

考
え
ら

れ
る

た
め
、

本
モ

デ
ル
約

款
に

お
い
て

は
、

買
取

の
対
象

を
反

対
出
資

者
の

保
有
す

る
本

契
約
上

の
地

位
の

全

部
と

し
て
い
る

。
 

ま
た
、
本

契
約
上
の
地
位

の
公
正

な
価
格
に
つ
い

て
は
、
私

募
RE
IT

に
お
け

る
基
準
価
額
の

算
定
方
法

を
参
考
に
、
第

4

条
第

10
項
に

お
い
て
定

期
的
に

鑑
定
評

価
書
を
取

得
す

る
こ
と

に
し
た
上

で
、
対
象
不
動

産
を
鑑

定
評
価
額
に
よ

っ
て
時

価

評
価

す
る
こ

と
等

に
よ
っ

て
算

出
さ
れ

る
時

価
純
資

産
額

を
基

準
と
す

る
こ

と
に
し

た
。

定
期
的

な
鑑

定
評
価

書
の

取
得

に

つ
い

て
は
費

用
等

の
負
担

が
発

生
す
る

こ
と

に
は
な

る
が

、
鑑

定
評
価

書
は

不
動
産

の
時

価
に
つ

い
て

の
第
三

者
に

よ
る

客

観
的

な
評
価
で

あ
り

、
公
正
な

価
格
を

算
出

す
る
た
め

の
根
拠

と
し
て
最
も
適

切
で
あ
る

と
考
え
ら
れ

る
。
 

 ■
第

4
条
の
解

説
 

 
第

4
条
は
、

期
中

に
お
け
る

対
象
不

動
産

な
ど
の
本

事
業
の

財
産
の
運
用
等

に
つ
い
て

規
定
す
る
。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
匿

名
組
合
に

お
い

て
は
、
営

業
者
が

業
務
執
行

を
行
う
権
限

を
有
す
る
（
商
法
第

53
5
条

及
び

第
53
6
条

第
3
項
参

照
）。

 

 
第

4
条
第

1
項
第

1
文
は
、
こ
の
点

を
踏
ま
え

、
本
事

業
者
が

本
事
業
に
必
要

な
行
為
を

行
う
権
限
を

有
す
る
こ

と

を
確

認
的
に
規

定
す

る
も
の
で

あ
る
。
 

 
匿

名
組

合
に

お
け

る
営

業
者

は
善

良
な

管
理

者
の

注
意
を

も
っ

て
営

業
を

遂
行

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

解
釈

さ

れ
て

い
る
（
民

法
第

67
1
条
、

第
64
4
条
類
推
適

用
）。

ま
た
、

不
動
産
特
定
共

同
事
業
者

は
、
信
義
を

旨
と
し
、

誠

実
に

そ
の
業
務

を
行

わ
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
（
不
特
法
第

1
4
条

）。
 

 
第

4
条
第

1
項
第

2
文
は
、
こ
れ
ら

を
踏
ま
え

、
本
事

業
者
の

善
良
な
管
理
者

と
し
て
の

注
意
義
務
及

び
誠
実
か

つ

忠
実

に
事
業
を

遂
行

す
る
義
務

を
規
定

す
る
も
の
で
あ

る
。
 

 
特

例
投
資
家

の
み

を
相
手
方

又
は
事

業
参
加
者
と
す

る
場
合

に
は
、
約
款
に
基

づ
い
て
不

動
産
特
定
共

同
事
業
契

約

を
締

結
す
る
必

要
が

な
い
た
め
（
不
特

法
第

6
8
条
第

3
項
及
び
第

4
項
）、

本
モ

デ
ル
約
款

は
一
般
投
資

家
が
事
業

参

加
者

と
な
る
場

合
を

想
定
す
る

も
の
で

あ
る
。
し

か
る
に

、
一
般

投
資
家
が
事
業

参
加
者
と

な
る
特
例
事

業
に
お
い

て

は
、
対

象
不
動
産

に
つ

い
て
、
宅
地

の
造
成
、
建

物
の
建
築
に

関
す
る
工

事
又

は
施
行
規
則
第

2
条
第

1
項
に
定

め
る

工
事

で
あ
っ
て

そ
の

費
用
の
額

が
施
行

規
則
第

2
条
第

2
項
に
定

め
る
金
額
を
超

え
る
も
の

を
行
う
こ
と

が
で
き
な

い

（
不

特
法
第

2
条
第

8
項

第
4
号

）
。
そ
こ
で
、

第
4
条
第

1
項
但

書
に

、
本
事
業

者
が
か
か

る
工

事
を
行
う

こ
と
を

禁
止

す
る
規
定

を
設

け
た
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
お
い

て
は

、
不

動
産

特
定
共

同
事
業
契

約
に
係
る
財

産
の
管
理

に
関
す
る

事
項

と
し
て

、
出
資
又

は
賃
貸
若

し
く

は
賃
貸
の

委
任

の
目
的
で

あ
る
財

産
を
、
当
該
不
動

産
特
定

共
同
事
業
契
約

に
係
る
不

動
産
取
引
に

よ
り
運
用

す

る
旨

を
明
示
し

て
記

載
す
る
必

要
が
あ

る
（
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施
行

規
則
第

11
条

第
2
項
第

4
号
ロ

）。
 

 
第

3
条
第

1
項
の

解
説
で
述

べ
た
と

お
り
、
本

モ
デ
ル
約
款

に
お
い
て

は
、
本
契

約
及
び

他
の

匿
名
組
合

契
約
に
基

づ
き

出
資
さ
れ

る
金

銭
を
、
対

象
不
動

産
の
取
得
、
賃

貸
及
び

売
却
等
に
よ
っ

て
運
用
す

る
事
業

を
想

定
し
て
い

る
。

第
4
条
第

2
項

は
、
こ
れ

ら
の

う
ち
、
本
契

約
及

び
他
の
匿

名
組
合

契
約

に
基
づ
き

出
資
さ

れ
る

金
銭
に
よ

っ
て
取
得
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【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
項
第

8
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号

ハ
、
同
項
第

16
号

イ
】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

、
同
項
第

16
号

】
 

7 
本
事
業
者

は
、

業
務
外
金
銭

及
び
特

定
金

銭
の
合
計

額
が
、

1
年

以
上
継
続

し
て
本
事
業

に
係
る
財

産
の
額
か

ら
特

定
金

銭
の

額
を

控
除
し
た

額
の

7
分

の
3
を
超
過
し
た

場
合
、
超

過
額
に

係
る

金
銭
を
出

資
割
合

に
応

じ
て
本
出

資
者
及
び

他
の

匿
名

組
合
契

約
の

匿
名
組

合
員

に
対
し

速
や

か
に
返

還
し

、
又

は
対
象

不
動

産
を
追

加
取

得
す
る

こ
と

に
よ
り

、
当

該
超

過

を
解

消
す

る
も
の
と

す
る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

8
号
、

同
条
第

2
項
第

16
号
ロ

及
び
ハ
】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

16
号

】
 

8 
本
事
業
者

は
、
法
第

58
条

第
5
項

に
よ
り
適

用
さ
れ
る
法
第

27
条

に
基
づ
き

、
本
事
業

に
係
る
財

産
を
自
己

の
固

有
財

産
と

分
別

し
て
管
理

す
る
も
の
と

す
る
。
本
出
資

者
及
び
本

事
業
者
は
、
本
項

に
基
づ
く

分
別
管

理
が

信
託
法
（
平
成

18
年

法
律
第

10
8
号
、
そ

の
後
の
改
正

を
含
む
。
）
第

3
4
条

に
基

づ
く
分

別
管
理
と

は
異

な
る
こ

と
を
確
認

す
る
。
 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

4
号
、

施
行
規

則
第

47
条
第

3
項
第

2
号
イ
及
び

ロ
】
 

9 
修
繕
費
、
損
害
保
険

料
そ
の
他

対
象

不
動
産
を

管
理
す
る

た
め
に
必
要

な
費
用
は

、
本
事

業
の
費
用

と
し
て
本

事
業

に
係

る
資

産
か

ら
支
出
す

る
。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
ハ

】
 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

4
号
、

施
行
規

則
第

47
条
第

3
項
第

2
号
ハ
】
 

10
 

本
事

業
者
は
、
対
象
不
動

産
に
つ

い
て

、
毎

年
 
 
月
 

 
日
ま
で

に
、
各
営

業
年
度
（
毎
年
 

 
月

 
 
日
か

ら
[翌

年
] 

 
月

 
 
日

ま
で

を
い
う

。
以
下

同
じ

。）
の
末

日
を
基

準
時
点

と
す

る
鑑
定

評
価

書
（

時
点
修

正
に

よ
る
も

の
を

含

む
。
）
を
取
得

す
る

も
の
と
す
る

。
 

                  

す
る

対
象
不
動

産
を

賃
貸
に
よ

っ
て
運

用
す
る
こ
と
を

明
示
す

る
も
の
で
あ
り
、
対
象
不
動

産
の
取
得
に

つ
い
て
定

め

る
第

3
条
第

1
項
及

び
第

4
項

並
び
に

対
象
不
動
産
の

売
却
等

に
つ
い
て
定
め

る
第

5
条

と
あ
い

ま
っ

て
、
か
か
る

約

款
記

載
事
項
が

充
足

さ
れ
る
こ

と
に
な

る
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
本

モ
デ
ル
約

款
は
、
本
事
業
者

が
金
融

機
関

等
か
ら
不

動
産
特

定
共
同
事
業
に

つ
い
て
レ

バ
レ
ッ
ジ
を

効
か
せ
る

た

め
の

借
入
れ
を

行
う

こ
と
を
想

定
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

、
第

4
条

第
3
項
第

1
文

に
お
い

て
、
本
事

業
者
が
金

融
機

関
等
か
ら

の
借

入
れ
を
行

い
、
対

象
不
動
産
に
担

保
権
を

設
定
す
る
こ
と

が
で
き
る

旨
を
規

定
し

た
。
 

 
金

融
機
関
等

か
ら

不
動
産
特

定
共
同

事
業
に
つ
い
て

レ
バ
レ

ッ
ジ
を
効
か
せ

る
た
め
の

借
入
れ

を
行

う
場
合
、
金

融

機
関

の
貸
付
債

権
を

保
全
す
る

た
め
に

、
金
融
機

関
等
か
ら
、
本
契

約
に

様
々
な
条

項
を
規

定
す

る
こ
と
を

求
め
ら
れ

る
こ

と
が
想
定

さ
れ

る
。
も
っ

と
も
、
求
め
ら
れ

る
条
項
は

金
融
機
関
等

や
案
件
に

よ
っ

て
異
な

り
得
る
た

め
、
本
モ

デ
ル

約
款
に
お

い
て

は
、
こ
れ

を
本
文

に
規
定
せ
ず
、

別
紙

5
借
入
関
連
条
項

に
記
載
す

る
欄
を

設
け

る
こ
と
と

し
、

第
4
条
第

3
項
第

2
文
に
お
い

て
当
該

借
入
関
連
条
項

の
規
定

に
従
う
旨
を
定

め
る
こ
と

と
し
た

。
 

4．
 

第
4
項
に
つ
い

て
 

 
本

契
約
は
出

資
を

伴
う
契
約

で
あ
る

た
め
、
約

款
に
、
不
動
産

特
定
共
同
事
業

契
約
に
係

る
財
産
の
管

理
に
関
す

る

事
項

と
し
て
、
対

象
不

動
産
を
当

該
不
動

産
特

定
共
同
事

業
契
約

に
基
づ
く
不
動

産
特
定
共

同
事
業
の
目

的
以
外
の

た

め
に

担
保
に
供

し
、
又
は
出
資
の

目
的
と
す

る
こ
と
を
禁
ず

る
旨
を

明
示
し
て

記
載

す
る
必

要
が
あ
る
（
施

行
令
第

6

条
第

1
項
第

4
号
、

施
行
規
則

第
11

条
第

2
項

第
4
号
ホ
）。

 

 
第

4
条
第

4
項
は

、
か
か
る

約
款
記

載
事
項
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

5．
 

第
5
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
不
動
産
特

定
共
同

事
業
の
業

務
を

行
う
上
で

の
余
裕

金
（
以
下

、「
業
務
上

の
余
裕

金
」
と
い
う
。）

の

運
用

に
関
す
る

事
項

と
し
て
、
施
行
規

則
第

1
1
条
第

2
項
第

1
4
号
イ
及

び
ロ
に
掲

げ
る
方

法
に
よ

る
ほ
か
、
業
務
上

の
余

裕
金
を
運

用
し

な
い
旨
を

記
載
す

る
必
要
が
あ
る（

施
行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

6
号
、
同
条
第

2
項
第

14
号
）
。 

 
ま

た
、
対
象

不
動
産
の

取
得

の
予
定

時
期
ま
で

に
出

資
さ
れ

た
金
銭
を

運
用
す
る
場
合

に
あ
っ

て
は
、
約

款
に
、
不

動
産

特
定
共
同

事
業

契
約
に
係

る
不
動

産
取
引
の
内
容

に
関
す

る
事
項
と
し
て
、
当
該
出
資

さ
れ
た
金
銭

に
つ
い
て

約

款
に

定
め
ら
れ

た
施

行
規
則
第

11
条

第
1
項
第

6
号
に

掲
げ
る

事
項
に
関
す
る

規
定
を
適

用
す
る
旨
の

表
示
を
記

載

す
る

必
要
が
あ

る
（

施
行
令
第

6
条
第

1
項
第

2
号
、

施
行
規

則
第

11
条
第

2
項

第
2
号

ニ
）。

 

 
さ

ら
に
、
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に

は
、
業
務

上
の
余
裕

金
の
運
用
に

関
す
る
事

項
を

記
載
す

る
必
要
が

あ
る
（
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項

第
14

号
）。

 

 
第

4
条
第

5
項
は

、
こ

れ
ら

を
踏
ま

え
、
対
象

不
動
産
の

取
得
の

予
定

時
期
ま
で

に
出
資

さ
れ

た
金
銭
を

含
む
本
事

業
に

係
る
資
産

に
属

す
る
金
銭

（
但
し

、
業
務
外
金
銭

及
び
特

定
金
銭
を
除
く

。
）
に
つ

い
て
、

施
行

規
則
第

1
1
条

第
2
項
第

14
号

ロ
に

規
定
さ
れ

る
金
融

機
関

の
預
金
口

座
に
預

金
す
る
方
法
に

よ
り
運
用

す
る
こ
と
を

規
定
す
る

も

の
で

あ
る
。
 

 
な

お
、
か
か

る
記
載
は

1
つ

の
参
考

例
に
す
ぎ

な
い

。
約

款
の
作
成
に

あ
た
っ
て

は
、
想

定
さ

れ
る
金
銭

の
運
用
方

法
に

応
じ
て
、

金
融

機
関
の
範

囲
を
「

銀
行
」
等
に
限

定
し
た

り
、「

施
行
規
則

第
11

条
第

2
条

第
14

号
イ
又
は
ハ

に
定

め
る
方
法

」
全

て
を
対
象

と
す
る

こ
と
な
ど
も
考

え
ら
れ

る
。
 

6．
 

第
6
項
に
つ
い

て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
約
款

に
お
い
て

は
、
対
象

不
動

産
の
変

更
に
係
る

手
続

に
関
す

る
事
項
と

し
て
、
特

定
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金
銭

の
運
用
方

法
に

つ
い
て
明

確
か
つ

公
正
な
定
め
を

規
定
す

る
必
要
が
あ
り
（

施
行
規
則

第
11

条
第

1
項

第
7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ハ

）、
ま

た
、
業

務
外
金
銭

の
運
用
に

関
す
る
事
項

と
し
て
、
業
務
外

金
銭

の
運
用
方

法
に
つ
い

て
当

該
特

定
金

銭
の

運
用

方
法

に
関

す
る

定
め

を
準

用
す
る

旨
の

定
め

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
明

確
か

つ
公

正
な

定

め
を

規
定
す
る

必
要

が
あ
る
（

施
行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

8
号
、
同
条
第

2
項
第

16
号

イ
）。

 

こ
れ
ら

の
「

公
正

な
定

め
」
に
つ

い
て

は
、
国

交
省

事
務
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

第
3-

2（
1
）
⑩
及

び
金

融
庁

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

7
-2
-2
（
1
）
⑩
に
お

い
て
、

例
え
ば
、
施
行

規
則
第

11
条

第
14

号
イ
又
は
ロ

に
掲
げ
る
方

法
、
他
の

不

動
産

の
小
口
化
・
証
券
化

商
品

へ
の
投

資
、
不
動

産
を
信
託

す
る
信
託
の

受
益
権
の

取
得

、
リ
ス

ク
ヘ
ッ
ジ

目
的
で
行

わ
れ

る
オ
プ
シ

ョ
ン

取
引
等
に

運
用
方

法
が
限
定
さ
れ

て
い
る

も
の
を
い
い
、
不

動
産
と
は

無
関
係
の
高

リ
ス
ク
な

運

用
方

法
を
可
能

と
す

る
規
定
は

「
公
正

な
定
め
」
に
該

当
し
な

い
と
さ
れ
る
。
 

第
4
条
第

6
項
は
、
こ
れ
ら
を

踏
ま
え
、
特

定
金
銭
及

び
業
務

外
金
銭
の
運
用

方
法
に
つ

い
て
規
定
す

る
も
の
で

あ

る
。
 

ま
た
、
対

象
不
動
産

変
更
型
契

約
の
契
約
成

立
時
交
付

書
面

に
は
、
対
象
不
動

産
の
変
更

に
係
る
手
続

に
関
す
る

事

項
（

施
行
規
則

第
47

条
第

2
項
第

15
号
）

及
び
業
務

外
金
銭

の
運
用

に
関
す
る
事
項

（
施
行

規
則
第

4
7
条

第
2
項

第
1
6
号
）
を

記
載
す
る

必
要
が

あ
る
。
 

第
4
条
第

6
項
は
、

こ
れ

ら
の
契

約
成
立
時

交
付

書
面
記
載

事
項
を

規
定

す
る
も
の

で
も
あ

る
。
 

7．
 

第
7
項
に
つ
い

て
 

対
象
不
動

産
変
更
型

契
約

の
約
款

に
お
い
て

は
、
業
務

外
金

銭
の
運

用
に
関
す

る
事

項
と
し

て
、
業
務

外
金
銭
及

び

特
定

金
銭
の
合

計
額

が
、
1
年
以

上
継
続

し
て

不
動
産
特

定
共
同

事
業
の
業
務
に

係
る
財
産

の
額
か
ら
特

定
金
銭
の

額

を
控

除
し
た
額
の

7
分
の

3
を

超
え
な

い
旨
の
定
め
、
並

び
に
業

務
外
金
銭
及
び

特
定
金
銭

の
合
計
額
が

当
該
定
め

に

反
す

る
こ
と
と

な
っ

た
場
合
に

お
い
て
、
当
該

割
合
を
超

え
る
部

分
に
係
る
金
銭

に
つ
い
て

出
資
総
額
に

対
す
る
出

資

の
割

合
に

応
じ

て
事

業
参

加
者

に
対

し
速

や
か

に
返

還
す
る

旨
の

定
め

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
明

確
か

つ
公

正
な

定

め
を

規
定
す
る

必
要

が
あ
る
（

施
行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

8
号
、
同
条
第

2
項
第

16
号

ロ
及
び

ハ
）。

 

第
4
条
第

7
項
は
、
こ
れ
を
踏
ま

え
て
、
業

務
外
金
銭

及
び
特

定
金

銭
の
合
計

額
の
上
限
と

、
か
か
る

上
限
を
超

過

し
た

場
合
の
超

過
解

消
措
置
に

つ
い
て

規
定
す
る
も
の

で
あ
る

。
 

ま
た
、
対

象
不
動
産

変
更
型
契

約
の
契
約
成

立
時
交
付

書
面

に
は
、
業
務
外
金

銭
の
運
用

に
関
す
る
事

項
を
記
載

す

る
必

要
が
あ
る

（
施

行
規
則
第

47
条

第
2
項
第

16
号

）。
 

第
4
条
第

7
項
は
、

か
か

る
契
約

成
立
時
交

付
書

面
記
載
事

項
を
規

定
す

る
も
の
で

も
あ
る

。
 

8．
 

第
8
項
に
つ
い

て
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
不
動

産
特
定
共

同
事
業
契
約

に
係
る
財

産
の
管
理

に
関

す
る
事

項
と
し
て

、
不
特
法

第
2
7
条
に
規

定
す
る
財

産
の
分

別
管
理

を
行
っ
て

い
る

旨
、
及
び

当
該
分
別

管
理

が
信
託
法

第
34

条
に
基
づ

く
分
別

管
理

と
は
異
な

る
と

き
は
、
そ
の

旨
を

記
載
す
る

必
要
が
あ
る
（

不
特
法
第

25
条
第

1
項

第
4
号
、
施
行

規
則
第

4
7

条
第

3
項
第

2
号
イ

及
び
ロ
）。

 

 
第

4
条
第

8
項
は

、
こ
れ
ら

の
契
約

成
立
時
交
付
書

面
記
載

事
項
を
規
定
す

る
も
の
で

あ
る
。
 

 
不

特
法
第

2
7
条
は

、
不
動
産

特
定
共

同
事

業
契
約
に

係
る
財

産
を
、
自
己
の

固
有
財
産

及
び
他
の
不

動
産
特
定

共

同
事

業
契
約
に

係
る

財
産
と
分

別
し
て

管
理
す
べ
き
旨

を
定
め

る
が
、
本
事
業
者

に
つ
い
て

は
本
事
業
以

外
の
事
業

に

従
事

す
る
こ
と

は
想

定
さ
れ
て

い
な
い

た
め
（
第

1
条
第

3
項

）、
自
己

の
固
有
財

産
と
分
別

し
て

管
理
す
る

旨
の
み

規
定

し
て
い
る

。
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                          （
対

象
不
動

産
の

処
分
）
 

第
5
条
 

本
事
業
者
は
、

対
象
不

動
産
の
売
却
等

（
売
却
し

、
又
は

本
事

業
者
の
固

有
財
産

と
し

、
若
し
く

は
他
の
不

動
産

特
定

共
同
事

業
契

約
に
係

る
財

産
と
す

る
行

為
を
い

う
。

以
下

同
じ
。

）
を

相
当
と

判
断

す
る
と

き
は

、
適
切

な
手

続
に

よ

り
対

象
不

動
産
の
売

却
等
を
行
う

も
の
と
す

る
。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
4
号
ロ

】
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

4
号
、

同
条
第

2
項
第

12
号
イ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

12
号

】
 

2 
本
事
業
者

は
、
対
象

不
動
産
の

売
却
等
に

あ
た

り
、
本
出
資

者
に
対
し

、
当

該
対
象
不
動

産
の
鑑
定

評
価
額
又

は
近

傍
同

種
の

不
動
産

の
取

引
価
格

等
を

示
す
客

観
的

な
資
料

を
添

付
し

た
書
面

に
よ

り
、
当

該
売

却
等
の

価
格

が
当
該

資
料

に
示

さ

れ
る

価
格

と
比
し
て

合
理
的
な
価

格
（
当
該

資
料
に
示

さ
れ

る
価
格
を

1
割
以
上
下

回
ら
な

い
価

格
で
あ
る

こ
と
、
又

は
当

該
資

料
に

示
さ

れ
る

価
格

を
1

割
以

上
下

回
る

価
格

で
あ

る
も

の
の

当
該

価
格

に
つ

き
合

理
的

な
理

由
の

あ
る

こ
と

を
い

 
ま

た
、
信
託

法
第

34
条
に
基

づ
く
分

別
管

理
に
お
い

て
は
、

信
託
不
動
産
に

つ
い
て
信

託
の
登
記
を

行
う
こ
と

に

よ
っ

て
分
別
管

理
を

す
る
こ
と

が
で
き

る
が
、
匿

名
組

合
に
お

い
て
は
、
そ
の
よ
う

な
制

度
は
な

く
、
対
象

不
動
産
は

営
業

者
名
義
で

登
記

さ
れ
る
こ

と
に
な

る
た
め
、
本
項

に
基
づ

く
分
別
管
理
が

信
託
法
第

34
条
に
基
づ

く
分
別
管

理

と
は

異
な
る
こ

と
を

確
認
す
る

規
定
に

し
て
い
る
。
 

9．
 

第
9
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
不
動
産
特

定
共

同
事
業

契
約
に
係

る
財

産
の
管

理
に
関
す

る
事
項
と
し
て

、
修
繕

費
、
損

害
保
険
料
そ

の
他

対
象
不
動

産
を

管
理
す
る

た
め
に

必
要
な
費
用
の

負
担
に

関
す
る
定
め
を

記
載
す
る

必
要
が

あ
る
（

施
行
令
第

6

条
第

1
項
第

4
号
、

施
行
規
則

第
11

条
第

2
項

第
4
号
ハ
）。

 

 
ま

た
、
契
約

成
立
時
交

付
書

面
に
つ

い
て
も
、
不
動
産
特

定
共
同

事
業

契
約
に
係

る
財
産

の
管

理
に
関
す

る
事
項
と

し
て

、
修
繕
費

、
損
害

保
険
料
そ

の
他
対

象
不

動
産
を
管

理
す
る

た
め
に
必
要
な

費
用
の
負

担
に
関
す
る

事
項
を
記

載

す
る

必
要
が
あ

る
（

不
特
法
第

25
条

第
1
項
第

4
号
、
施
行
規

則
第

47
条
第

3
項

第
2
号

ハ
）。

 

 
第

4
条
第

9
項
は

、
こ

れ
ら

を
踏
ま

え
、
修
繕

費
、
損
害

保
険
料

そ
の

他
対
象
不

動
産
を

管
理

す
る
た
め

に
必
要
な

費
用

を
本
事
業

に
係

る
資
産
の

負
担
と

す
る
旨
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

 
な

お
、
旧
標

準
約
款
に

お
い

て
は
、
対
象

不
動

産
の
修
繕

の
費
用

に
充

て
る
た
め

相
当
額

の
金

銭
の
積
立

て
を
行
う

旨
の

規
定
や
、
対

象
不

動
産
に
相

当
と
認

め
ら

れ
る
方
式

及
び
額

の
損
害
保
険
契

約
を
締
結

す
る
旨
の
規

定
が
あ
っ

た

が
、
こ
れ
ら
は

約
款
記
載

事
項

で
も
契

約
成
立
時

交
付
書
面
記

載
事
項
で

も
な
い
た

め
、
本

モ
デ

ル
約
款
に

お
い
て
は

記
載

し
て
い
な

い
。
も

っ
と
も
、
約
款
の

作
成
に
あ

た
り
、
こ
れ
ら
の

事
項

な
ど
、
本
事

業
者
が
行
う

事
業
の
遂

行
に

つ
い

て
具
体
的

な
定

め
を
置
き

、
本
事
業

者
が

遂
行
す
べ

き
事
業

の
内
容
を
明
確

化
す
る
こ

と
も
考
え
ら

れ
る
と
こ

ろ

で
あ

る
。
 

10
．

 
第

1
0
項
に
つ

い
て
 

本
契
約
に

お
い
て
は
、
第

3
条
の

2
に
基
づ
く
対
象

不
動
産
の

追
加
取

得
の

方
針
又
は

手
続
の

変
更

に
反
対
し

た
場

合
の

本
契
約
上

の
地

位
の
買
取

請
求
に

お
け
る
買
取
価

格
や
、

第
13

条
に
基
づ

く
本
契
約

の
全
部
又
は

一
部
の
解

除

の
場

合
に
返
還

す
べ

き
出
資
の

価
額
の

算
定
に
お
い
て

、
対
象

不
動
産
の

時
価
評
価

額
を

基
礎
と

す
る
こ
と

と
し

、
当

該
時

価
評
価
額

に
つ

い
て
は
直

近
に
取

得
し
た
鑑
定
評

価
額
に

よ
る
こ
と
に
し

て
い
る
が

、
か
か
る
算
定

を
行
え
る

よ

う
に

す
る
た
め

に
は

、
対
象
不

動
産
に

つ
い
て
定
期
的

に
鑑
定

評
価
書
を
取
得

す
る
必
要

が
あ
る

。
 

第
4
条
第

10
項
は

、
か
か
る
趣
旨

に
よ
り
鑑

定
評
価
書
の
取

得
に
つ

い
て
の
規

定
を

設
け
た

も
の
で
あ

る
。
 

 

■
第

5
条
の
解

説
 

 
第

5
条
は
、

対
象

不
動
産
の

処
分
に

つ
い

て
規
定
す

る
。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
不
動
産
特

定
共

同
事
業

契
約
に
係

る
財
産
の
管

理
に
関
す

る
事
項
と

し
て

、
出
資

又
は
賃
貸

若
し
く
は

賃
貸

の
委
任
の

目
的

で
あ
る
財

産
を
、
当

該
不

動
産
特
定

共
同
事

業
契
約
に
係
る

不
動
産
取

引
に
よ
り
運

用
す
る
旨

を

明
示

し
て
記
載

す
る

必
要
が
あ

る
（
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

4
号
、
施
行
規

則
第

11
条

第
2
項
第

4
号
ロ
）。

 

 
第

3
条
第

1
項
の

解
説
で
述

べ
た
と

お
り
、
本

モ
デ
ル
約
款

に
お
い
て

は
、
本
契

約
及
び

他
の

匿
名
組
合

契
約
に
基

づ
き

出
資
さ
れ

る
金

銭
を
、
対

象
不
動

産
の
取
得
、
賃

貸
及
び

売
却
等
に
よ
っ

て
運
用
す

る
事
業

を
想

定
し
て
い

る
。

第
5
条
は
、
こ

れ
ら
の
う

ち
、
本

契
約
及

び
他

の
匿
名
組

合
契
約

に
基
づ
き
出
資

さ
れ
る
金

銭
に
よ
っ
て

取
得
す
る

対

象
不

動
産
を
売

却
等

に
よ
っ
て

運
用
す

る
こ
と
を
明
示

す
る
も

の
で
あ
り
、
対
象

不
動
産
の

取
得
に
つ
い

て
定
め
る

第
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う
。
）
で
あ
る

こ
と

を
説
明
す
る

も
の
と

す
る

。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

4
号
、

同
条
第

2
項
第

12
号
ロ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

12
号

】
 

3 
本
事
業
者

は
、

対
象
不
動
産

の
売
却

等
を

し
た
と
き

は
、
対

象
不

動
産
の
売

却
等
を
し

た
日
か
ら

30
日
以
内

に
、

第
三

号
事

業
者
を

し
て

、
本
出

資
者

に
対
し

、
以

下
の
内

容
を

記
載

し
た
書

面
を

交
付
さ

せ
、

又
は
当

該
書

面
に
記

載
す

べ
き

事

項
を

電
磁
的

方
法

に
よ
り

提
供

さ
せ
る

。
但

し
、
当

該
売

却
等

に
よ
り

本
契

約
が
終

了
す

る
場
合

に
つ

い
て
は

こ
の

限
り

で

は
な

い
。
 

（
1
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
売
却

等
に

係
る
対

象
不
動
産

の
所
在
、
地
番
、
用
途
、
土
地

面
積
、
延
べ
床
面

積
そ
の
他

の
当

該
対
象
不
動
産

を
特
定
す

る
た

め
に
必

要
な
表
示
 

（
2
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
売
却

等
を

し
た
日
 

（
3
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
売
却

等
の

価
格
 

（
4
）
 
当

該
対
象
不
動

産
の
譲
受

人
と

第
三
号

事
業
者
と

の
関
係
 

（
5
）
 
当

該
対

象
不

動
産

の
売

却
等

を
し

た
日

に
お

け
る

財
産

の
状

況
並

び
に

対
象

不
動

産
の

追
加

取
得

の
方

針
及

び
手

続
 

（
6
）
 
対

象
不
動
産
の

追
加
取
得

の
予

定
時
期

の
定
め
が

あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は

当
該
予
定
時
期

 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ロ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

                    

3
条

第
1
項
及

び
第

4
項

並
び

に
対
象

不
動
産
の

賃
貸

に
つ
い

て
定
め
る
第

4
条
第

2
項

と
あ
い

ま
っ
て
、
か
か
る
約

款
記

載
事
項
が

充
足

さ
れ
る
こ

と
に
な

る
。
 

 
ま

た
、
約
款
に
は
、
対

象
不

動
産
を

売
却
し
、
又
は
自
己

の
固
有

財
産
と
し
、
若
し
く

は
他
の
不
動

産
特
定
共

同
事

業
契

約
に
係
る

財
産

と
す
る
行

為
（
以
下
、「

対
象
不
動

産
の

売
却
等

」
と

い
う
。
）
に

関
す
る

事
項

と
し
て
、
対
象

不

動
産

の
売
却
等

の
予

定
の
有
無

並
び
に

対
象
不
動
産
の

売
却
等

を
予
定
す
る
場

合
に
お
い

て
は
、
当
該
対

象
不
動
産

の

売
却

等
の
手
続

に
関

す
る
定
め

を
記
載

す
る
必
要
が
あ

る
（

施
行
規

則
第

1
1
条
第

1
項
第

4
号
、
同
条

第
2
項
第

12

号
イ

）。
 

 
さ

ら
に
、
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に

は
、
対
象

不
動
産
の

売
却
等
に
関

す
る
事
項

を
記

載
す
る

必
要
が
あ

る
（
施
行

規
則
第

47
条

第
2
項
第

12
号

）
。
 

 
第

5
条
第

1
項
は

、
こ

れ
ら

を
踏
ま

え
、
対
象

不
動
産
の

売
却
等
の
予

定
が
あ
る

こ
と

、
及
び

対
象
不
動

産
の
売
却

等
の

手
続
を
規

定
す

る
も
の
で

あ
る
。
 

 
対

象
不
動
産

の
売

却
等
の
手

続
に
つ

い
て
は
、
出
資
者
全
員

に
と
っ
て

の
重
大
な

関
心

事
で
あ

る
た
め
、
約
款
作
成

に
あ

た
り
、
商

品
設
計
に

応
じ

て
、
出
資
者

の
意

思
を
反
映

さ
せ
る

た
め

の
手
続
等

を
詳
細

に
規

定
す
る
こ

と
も
考
え

ら
れ

る
。
も
っ

と
も
、
適
時
に
売

却
を

行
う
た
め

に
は
意
思

決
定
を
迅
速

に
行
う
要

請
も

あ
る
と

こ
ろ
、
匿

名
組
合
に

お
け

る
業
務
執

行
は

営
業
者
が

行
う
も

の
で
あ
る
こ
と

か
ら
（

商
法
第

53
5
条
、

第
5
36

条
第

3
項
）、

本
モ
デ
ル

約

款
に

お
い
て
は

、
旧
標
準

約
款

と
同
様

に
、
本
事

業
者
が
相

当
と
判

断
す

る
と
き
に

適
切
な

手
続

に
よ
っ
て

対
象
不
動

産
の

売
却
等
を

行
う

旨
を
規
定

す
る
に

留
め
て
い
る
。
 

 
な

お
、
平
成

29
年

の
施
行
規

則
の
改

正
に

よ
り
、
対

象
不
動

産
の
売
却
等
の

時
期
に
つ

い
て
は
、
約

款
記
載
事

項

で
は

な
く
な
っ

た
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

平
成

31
年
の
施
行

規
則
の
改

正
に
よ
り
、

対
象
不
動

産
の
売

却
等

に
関
す
る

約
款
記
載
事

項
と
し
て

、「
対
象

不
動

産
の

売
却

等
を

予
定
す

る
場
合

に
あ
っ

て
は

、
当
該

対
象
不

動
産
の

売
却

等
の
手

続
及

び
当

該
対
象

不
動
産

の
売

却
等

の
価

格
が

当
該

不
動
産

の
鑑
定

評
価
額

又
は

近
傍
同

種
の
不

動
産
の

取
引

価
格
等

に
照

ら
し

合
理
的

な
も
の

で
あ

る
こ

と
を
担
保

す
る

た
め
に
必

要
か
つ

適
切

な
措
置
に

関
す
る
定

め
」
が
追
加

さ
れ
た
（

施
行

規
則
第

11
条
第

2
項
第

12

号
ロ
）。

 

か
か

る
「
必
要
か
つ

適
切
な
措

置
」
に
つ
い

て
は
、
国

交
省
事

務
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
第

3-
2（

1）
④
及
び
金
融

庁
事
務

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

7-
2-
2（

1）
④

に
お
い

て
、
例
え
ば
、

当
該
不

動
産
の
鑑

定
評

価
額
や
近

傍
同
種

の
不

動
産
の
取

引
価

格
等

を
示

す
客

観
的
な

資
料
を

示
す
こ

と
に

よ
り
、

当
該
売

却
等
の

価
格

が
こ
れ

ら
の

資
料

に
よ
り

示
し
た

価
格

と
比

し
て
、
合
理
的
な
価

格
と
な
っ

て
い
る
こ
と

を
事
業
参

加
者
に

説
明

す
る
等
の

措
置
を
い
う

と
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、

か
か
る
「

合
理

的
な
価
格

」
に
つ

い
て

は
、
国
交

省
事
務
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン

第
3-

2（
1）

⑤
及
び
金

融
庁

事
務
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

7-
2-
2
（
1）

⑤
に
お
い
て

、
例
え

ば
、

客
観
的
な

資
料
に

よ
り
示
し
た
価

格
を
、
概

ね
1
割
以
上
下

回
る
よ
う
な

売
却
等
の

価
格

で
あ
っ
て

、
合
理

的
な

理
由
が
な

い
も
の
は

こ
れ
に
該
当

し
な
い
と

さ
れ

る
。
 

第
5
条
第

2
項

は
、
こ
れ
ら
を

踏
ま
え

、
対
象
不
動
産

を
売
却

等
す
る
際

に
お

け
る
本
出

資
者
に

対
す

る
説
明
に

関
す

る
規
定
を

設
け

る
も
の
で

あ
る
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

対
象
不

動
産

変
更
型

契
約
の

約
款
に

は
、

対
象
不

動
産
の

変
更
に

係
る

手
続

に
関

す
る
事

項
と
し

て
、
不

動
産

特
定

共
同
事
業

者
等

は
、
対
象

不
動
産

の
売

却
等
（
当

該
対
象
不

動
産
の
売
却

等
に
よ
り

契
約

が
終
了

す
る
も
の

を
除
く
。）
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           （
利

益
相
反

取
引

）
 

第
5
条
の

2 
本
事

業
者
は
、
次

に
掲
げ
る
行

為
又
は
取

引
を

す
る
場

合
、
こ
れ

ら
の
行
為
又

は
取
引
を

行
う
日
の

[1
4]
日

以

上
前

ま
で
に

、
第

三
号
事

業
者

を
し
て

、
本

出
資
者

に
対

し
、

当
該
行

為
又

は
取
引

に
係

る
財
産

を
特

定
す
る

た
め

に
必

要

な
表

示
、
当

該
行

為
又
は

取
引

の
予
定

時
期

並
び
に

当
該

財
産

の
評
価

額
及

び
そ
の

算
出

根
拠
を

記
載

し
た
書

面
を

交
付

さ

せ
、

又
は

当
該
書
面

に
記
載
す
べ

き
事
項
を

電
磁
的
方

法
に

よ
り
提

供
さ
せ
る

も
の

と
す
る

。
 

（
1
）
 
本

事
業
に
係
る

財
産
を
、
第
三
号

事
業
者
の

固
有
財
産

又
は

他
の
不

動
産
特
定

共
同

事
業
契

約
に
係
る

財
産
と
す
る

行
為
 

（
2
）
 
第

三
号

事
業

者
の

固
有

財
産

又
は

他
の

不
動

産
特

定
共

同
事

業
契

約
に

係
る

財
産

を
本

事
業

に
係

る
財

産
と

す
る

行
為
 

（
3
）
 
利

害
関
係
人
（

規
則
第

11
条
第

2
項
第

15
号
ホ
(3

)に
規
定
す

る
利

害
関
係
人

を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
と
の

間
に

お
け
る
本
事
業

に
係
る
財

産
に

関
す
る

取
引
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
ホ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

       （
公

正
な
第

三
者

の
関
与

）
 

第
5
条
の

3 
本
事

業
者
は
、
対

象
不
動
産
の

追
加
取
得

又
は

売
却
等

を
行
う
場

合
、
次
の
各

号
の
い
ず

れ
か
の
手

続
を

経
る

も
の

と
す

る
。
 

（
1
）
 
弁

護
士
、
公
認

会
計
士
、
不
動

産
鑑
定

士
そ

の
他
の
者

で
あ
っ

て
、
不
動
産
取

引
に

関
す
る

実
務
に
関

す
る
知
識
を

有
す

る
者
（

利
害
関

係
人
に

該
当
す

る
者
を

除
く

。
以

下
「

第
三

者
専
門

家
」

と
い

う
。）

を
構

成
員
に

含
む

投
資

判
断
に
関
す
る

委
員
会
を

開
催

し
、
第
三
者
専
門

家
の
意
見

を
聴
取

し
、
当
該

取
引

が
本
出

資
者
及
び

他
の

匿
名
組

を
し
た
と

き
は

、
当

該
対
象
不

動
産
の

売
却
等
を
し
た

日
か
ら

30
日
以

内
に
、
事
業
参
加
者

に
対
し
、
当
該

対
象
不
動

産
の

売
却

等
に

係
る
対

象
不
動

産
の
所

在
、

地
番
、

用
途
、

土
地
面

積
、

延
べ
床

面
積

そ
の

他
の
当

該
対
象

不
動

産
を

特
定

す
る

た
め

に
必
要

な
表
示

、
当
該

対
象

不
動
産

の
売
却

等
を
し

た
日

、
当
該

対
象

不
動

産
の
売

却
等
の

価
格

、
譲

受
人

と
不

動
産

特
定
共

同
事
業

者
等
と

の
関

係
、
当

該
対
象

不
動
産

の
売

却
等
を

し
た

日
に

お
け
る

財
産
の

状
況

並
び

に
対

象
不

動
産

の
追
加

取
得
の

方
針
及

び
手

続
並
び

に
対
象

不
動
産

の
追

加
取
得

の
予

定
時

期
の
定

め
が
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当
該

予
定
時

期
を
記

載
し
た

書
面

を
交
付

す
る
旨

又
は
当

該
書

面
に
記

載
す

べ
き

事
項
を

電
磁
的

方
法

に
よ

り
提
供
す

る
旨

の
定
め
を

規
定
す

る
必

要
が
あ
る

（
施
行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、
同

条
第

2
項
第

1
5
号
ロ

）。
 

ま
た
、

対
象

不
動
産

変
更
型

契
約
の

契
約

成
立
時

交
付
書

面
に
は

、
対

象
不

動
産

の
変
更

に
係
る

手
続
に

関
す

る
事

項
を
記
載

す
る

必
要
が
あ

る
（
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

）。
 

第
5
条
第

3
項
は
、

こ
れ

ら
を
踏

ま
え
て
、

こ
れ

ら
の
約
款

記
載
事

項
及
び
契
約
成

立
時
交

付
書
面
記
載
事

項
を
規

定
す
る
も

の
で

あ
る
。
 

 

■
第

5
条
の

2
の
解

説
 

第
5
条
の

2
は
、
本
事
業

者
が
利

益
相
反
取
引
を

行
う
場
合

の
取
扱

い
に

つ
い
て
規

定
す
る

。
 

対
象

不
動

産
変

更
型
契

約
の

約
款

に
は
、

対
象
不

動
産

の
変

更
に
係

る
手

続
に
関

す
る

事
項

と
し
て

、
不
動

産
特

定
共

同

事
業

者
等
は

、
次

に
掲
げ

る
行

為
又
は

取
引

を
す
る

場
合

に
お

い
て
は

、
事

業
参
加

者
に

対
し
、

当
該

行
為
又

は
取

引
に

係

る
財

産
を
特

定
す

る
た
め

に
必

要
な
表

示
、

当
該
行

為
又

は
取

引
の
予

定
時

期
並
び

に
当

該
財
産

の
評

価
額
及

び
そ

の
算

出

根
拠

を
記
載

し
た

書
面
を

事
前

に
交
付

す
る

旨
又
は

当
該

書
面

に
記
載

す
べ

き
事
項

を
電

磁
的
方

法
に

よ
り
提

供
す

る
旨

の

定
め

を
規
定
す

る
必

要
が
あ
る

（
施
行

規
則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、
同

条
第

2
項
第

15
号
ホ
）。

 

（
1）

 
不

動
産
特

定
共
同
事
業
契

約
に
係

る
財
産
を
、
自
己

の
固
有
財

産
又
は
他
の
不

動
産
特
定

共
同
事

業
契

約
に
係
る

財

産
と
す
る

行
為
 

（
2）

 
自

己
の

固
有

財
産

又
は

他
の

不
動

産
特

定
共

同
事

業
契

約
に

係
る

財
産

を
不

動
産

特
定

共
同

事
業

契
約

に
係

る
財

産
と
す
る

行
為
 

（
3）

 
利

害
関
係

人
と
の
間
に
お

け
る
不

動
産
特
定

共
同

事
業
契
約

に
係
る

財
産

に
関
す
る

取
引
 

ま
た

、
当

該
行

為
又
は

取
引

は
、

当
該
書

面
を
交

付
し

又
は

当
該
書

面
に

記
載
す

べ
き

事
項

を
電
磁

的
方
法

に
よ

り
提

供

し
た

日
か
ら
原

則
と

し
て

2
週
間

以
上
の
期

間
を

お
い
て
行

う
こ
と

と
さ

れ
る
（
国

交
省
事

務
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
第

3-
2（

1）

⑪
及

び
金
融
庁

事
務

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

7-
2-
2（

1
）
⑪
）
。
 

ま
た

、
対

象
不

動
産
変

更
型

契
約

の
契
約

成
立
時

交
付

書
面

に
は
、

対
象

不
動
産

の
変

更
に

係
る
手

続
に
関

す
る

事
項

を

記
載

す
る
必
要

が
あ

る
（
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

15
号
）。

 

第
5
条
の

2
は

、
こ
れ
ら

を
踏

ま
え
て

、
こ
れ
ら

の
約

款
記
載

事
項
及
び

契
約
成
立
時
交

付
書
面

記
載
事
項
を
規

定
す
る

も
の

で
あ
る
。
 

 ■
第

5
条
の

3
の
解

説
 

第
5
条
の

3
は

、
対
象
不

動
産

の
追
加

取
得
又
は

売
却

等
を
行

う
場
合
に

お
け
る
公
正
な

第
三
者

の
関
与
に
係
る

手
続
に

つ
い

て
規
定
す

る
。
 

対
象

不
動

産
変

更
型
契

約
の

約
款

に
は
、

対
象
不

動
産

の
変

更
に
係

る
手

続
に
関

す
る

事
項

と
し
て

、
対
象

不
動

産
の

売

却
等

及
び
追

加
取

得
に
係

る
判

断
が
弁

護
士

、
公
認

会
計

士
又

は
不
動

産
鑑

定
士
そ

の
他

の
者
で

あ
っ

て
不
動

産
取

引
に

係
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合
契

約
の

匿
名

組
合

員
に

と
っ

て
必

要
か

つ
合

理
的

な
取

引
で

あ
る

こ
と

等
に

つ
い

て
第

三
者

専
門

家
の

同
意

を

得
る
こ
と
 

（
2
）
 
第

三
者
専
門
家

か
ら
意
見

書
の

提
出
を

受
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
当
該
取
引

が
本
出
資
者
及

び
他
の
匿

名
組
合
契
約

の
匿

名
組

合
員

に
と

っ
て

必
要

か
つ

合
理

的
な

取
引

で
あ

る
こ

と
等

に
つ

い
て

第
三

者
専

門
家

の
同

意
を

得
る

こ

と
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
リ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

       ［（
助

言
契

約
）

 

第
5
条
の

4 
本
出

資
者
及
び

本
事
業
者
は

、
第
三
号

事
業
者

が
別
紙

4
助
言

契
約
の
相

手
方
記
載
の

者
と
の
間

で
、
対

象
不

動
産

の
変
更

に
係

る
対
象

不
動

産
の
選

定
並

び
に
当

該
対

象
不

動
産
の

変
更

の
時
期

及
び

方
法
に

関
し

助
言
を

受
け

る
こ

と

を
内

容
と

す
る
契
約

を
締
結
す
る

こ
と
を
確

認
す
る
。
］
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
チ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

15
号

】
 

            （
業

務
の
委

託
）
 

第
6
条
 

本
事
業
者
は
、

本
事
業

を
営
む
た
め
、

法
の
規
定

に
従
い

、
本

事
業
に
関

し
営
ま

れ
る

不
動
産
取

引
に
係
る

業
務

を
、
法
第

2
条
第

8
項
第

2
号
に

規
定
さ
れ

る
第
三
号
事
業

を
行
う

不
動
産
特
定
共

同
事
業

者
で
あ
る

以
下

の
者
（
以

下
「
第

三
号

事
業
者

」
と

い
う
。
）

に
委

託
す
る

も
の

と
す
る

。
当

該
委

託
に
係

る
契

約
（

以
下
「

本
委

託
契

約
」

と
い
う

。
）
の

概

要
は

別
紙

6
本
委
託

契
約
の
概
要

に
記
載
の

と
お
り
と

す
る

。
 

る
実

務
に
関

す
る

知
識
を

有
す

る
公
正

な
第

三
者
が

関
与

し
て

適
正
に

行
わ

れ
る
こ

と
を

担
保
す

る
た

め
の
必

要
か

つ
適

切

な
措

置
に
関
す

る
定

め
を
規
定

す
る
必

要
が

あ
る
（
施

行
規
則
第

11
条

第
1
項
第

7
号
、

同
条
第

2
項
第

15
号
リ

）。
 

か
か
る
「

必
要
か
つ
適
切

な
措
置

」
に
つ
い
て
は

、
国
交
省

事
務
ガ

イ
ド

ラ
イ
ン
第

3-
2（

1）
⑭

及
び
金
融
庁
事

務
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

7-
2-
2（

1）
⑭
に
お
い

て
、
対
象

不
動
産
の
売
却

等
及
び

追
加
取
得

を
行

う
際
に

、
投
資
判

断
に

関
す
る
委

員
会

の
開

催
や
、

意
見

書
の
提

出
を

受
け
る

こ
と

に
よ
り

、
弁

護
士

、
公
認

会
計

士
、
不

動
産

鑑
定
士

そ
の

他
の
者

で
あ

っ
て

、

不
動

産
取
引
に

係
る

実
務
に
関

す
る
知

識
を

有
す
る
者
（
同

⑫
に
掲

げ
る

利
害
関
係

人
に
該

当
す

る
者
を
除

く
。）

の
意
見

を

聴
取

し
、
当

該
取

引
が
事

業
参

加
者
に

と
っ

て
必
要

か
つ

合
理

的
な
取

引
で

あ
る
こ

と
等

に
つ
い

て
同

意
を
得

る
旨

の
定

め

を
い

い
、
例

え
ば

古
民
家

再
生

に
資
す

る
フ

ァ
ン
ド

等
と

銘
打

ち
な
が

ら
、

都
心
部

の
ワ

ン
ル
ー

ム
マ

ン
シ
ョ

ン
に

相
当

部

分
入

れ
替
え
る

よ
う

な
こ
と
は

、「
事

業
参
加
者

に
と
っ
て
必
要

か
つ
合
理

的
な

取
引
」
に

該
当
し

な
い
と
さ
れ
る

。
 

第
5
条
の

3
は

、
こ
れ
ら

を
踏

ま
え
て

、
か
か
る

約
款

記
載
事

項
と
し
て

、
対
象
不
動
産

の
追
加

取
得
又
は
売
却

等
を
行

う
場

合
に
お
け

る
公

正
な
第
三

者
の
関

与
に

係
る
手
続

を
規
定

す
る
も
の
で
あ

る
。
 

ま
た

、
対

象
不

動
産
変

更
型

契
約

の
契
約

成
立
時

交
付

書
面

に
は
、

対
象

不
動
産

の
変

更
に

係
る
手

続
に
関

す
る

事
項

を

記
載

す
る
必
要

が
あ

る
（
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

15
号
）。

 

第
5
条
の

3
は
、
か
か
る

契
約
成

立
時
交
付
書
面

記
載
事
項

を
規
定

す
る

も
の
で
も

あ
る
。
 

 ■
第

5
条
の

4
の
解

説
 

第
5
条
の

4
は

、
対
象
不

動
産

の
変
更

に
係
る
対

象
不

動
産
の

選
定
並
び

に
当
該
対
象
不

動
産
の

変
更
の
時
期
及

び
方
法

に
関

す
る
助
言

契
約

に
つ
い
て

規
定
す

る
。
 

不
動

産
特

定
共

同
事
業

者
等

が
対

象
不
動

産
の
変

更
を

す
る

と
き
に

、
当

該
対
象

不
動

産
の

変
更
に

係
る
対

象
不

動
産

の

選
定

並
び
に
当

該
対

象
不
動
産

の
変
更

の
時

期
及
び
方

法
に
関

し
助
言
を
受
け

る
こ
と
を

内
容
と
す
る

契
約
（
以
下
、「

助
言

契
約

」
と
い
う

。）
を
締
結
す
る
場

合
、
対
象

不
動
産
変

更
型
契

約
の

約
款
に
は

、
対
象
不

動
産
の

変
更
に
係
る
手

続
に
関

す

る
事

項
と
し

て
、

不
動
産

特
定

共
同
事

業
契

約
の
締

結
を

す
る

と
き
に

、
当

該
助
言

契
約

の
相
手

方
の

商
号
若

し
く

は
名

称

又
は

氏
名
、

住
所

、
法
人

に
あ

っ
て
は

そ
の

代
表
者

の
氏

名
及

び
当
該

助
言

契
約
の

内
容

を
記
載

す
る

欄
（
当

該
助

言
契

約

の
相

手
方
が

不
動

産
投
資

顧
問

業
者
で

あ
る

場
合
に

あ
っ

て
は

、
不
動

産
特

定
共
同

事
業

契
約
の

締
結

を
す
る

と
き

に
、

当

該
助

言
契
約

の
相

手
方
の

商
号

又
は
名

称
、

住
所
、

そ
の

代
表

者
の
氏

名
、

当
該
助

言
契

約
の
内

容
及

び
不
動

産
投

資
顧

問

業
者

の
登
録
を

受
け

て
い
る
旨

を
記
載

す
る

欄
）
を
設

け
る
必

要
が
あ
る
。
 

第
5
条

の
4
は
、
こ

れ
を
踏
ま

え
て
、
助
言

契
約
を
締

結
す

る
場
合

を
想
定
し

て
、

別
紙

4
に
こ
れ

ら
の

事
項
を
記
載

す

る
欄

を
設
け
る

こ
と

に
よ
り
、

か
か
る

約
款

記
載
事
項

に
つ
い

て
規
定
す
る
も

の
で
あ
る

。
 

ま
た

、
対

象
不

動
産
変

更
型

契
約

の
契
約

成
立
時

交
付

書
面

に
は
、

対
象

不
動
産

の
変

更
に

係
る
手

続
に
関

す
る

事
項

を

記
載

す
る
必
要

が
あ

る
（
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

15
号
）。

 

第
5
条
の

4
は
、
か
か
る

契
約
成

立
時
交
付
書
面

記
載
事
項

を
規
定

す
る

も
の
で
も

あ
る
。
 

も
っ
と
も

、
助
言
契
約
を

締
結
し

な
い
場
合
は
、

本
条
を
設

け
る
必

要
は

な
い
。
 

 ■
第

6
条
の
解

説
 

 
第

6
条
は
、

本
事

業
者
の
第

三
号
事

業
者

及
び
第
四

号
事
業

者
に
対
す
る
業

務
の
委
託

に
つ
い
て
規

定
す
る
。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
特

例
事
業
者

は
、
不

動
産
特
定

共
同
事

業
契

約
に
基
づ

き
営
ま

れ
る
不
動
産
取

引
に
係
る

業
務
を
第
三

号
事
業
者

に
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商
号
又
は

名
称
：
○

 
住

 
 
 

 
所
：
○

 
代
表

者
の
氏
名

：
○

 
許

可
番

号
：
○

 
【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

9
号
、

同
条
第

2
項
第

17
号
イ

及
び
ロ
】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

2
号
、
第

3
号
】
 

2 
本
事
業
者

は
、
本
委

託
契
約

に
基
づ

き
、
第
三

号
事
業
者

に
対
し
、
前
項
に
規
定

す
る
業

務
の
対
価

と
し

て
、
以
下

の
と

お
り

報
酬

を
支
払
う

。
 

（
1
）
 
［

ア
ッ
プ
フ
ロ

ン
ト
フ
ィ

ー
/本

事
業
の
組
成
の
対

価
］
と
し
て

、
対
象
不

動
産

の
取
得
時

に
、［

取
得
価
格
の

○
％

/
金
○
円

］
 

（
2
）
 
各

計
算
期
間
（

第
9
条
第

2
項

に
定
め

る
。
以
下
同
じ

。）
に

係
る
対

象
不
動
産

の
管

理
運
営

の
対
価
と

し
て

、
第

9

条
第

5
項
及

び
第

11
条
第

2
項

の
金
銭

の
分
配
時

に
、［
［

対
象
不

動
産
の
取

得
価

格
/対

象
不
動

産
の
賃
料

収
入
/

本
事
業
に
係
る

分
配
金
の

合
計

額
/本

事
業
に
係

る
税
引
前
利

益
］
の
○
％
［（

但
し
、
当
該
金

額
が
対
象

不
動

産
の

取
得

価
格
の

○
％
を

下
回
る

場
合
に

は
、
対

象
不
動

産
の
取

得
価

格
の
○

％
）
］
/
金
○

円
］（

但
し

、
計
算

期
間

が

○
ヶ
月
に
満
た

な
い
場
合

又
は

○
ヶ
月

を
超
え
る

場
合
に
は
、

実
日
数
に

基
づ
く
日
割
計

算
（

1
円

未
満
の
端
数
は

切
り
捨
て
）
に

よ
り
算
出

す
る

。）
 

（
3
）
 
対

象
不
動
産
の

全
部
又
は

一
部

の
売
却

等
の
対
価

と
し
て
、
売
却
等

に
係

る
代
金
の

受
領
時

に
、
売
却

等
の
価
格
の

○
％
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

8
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
8
号
、

同
項
第

8
号
の

2】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

7
号
】
 

3 
本
事
業
者

は
、

法
の
規
定
に

従
い
、

本
契

約
及
び
他

の
匿
名

組
合

契
約
の
締

結
の
勧
誘

の
業
務
を
法
第

2
条
第

8
項

第
3

号
に

規
定

さ
れ
る
第

四
号
事
業
を

行
う
不
動

産
特
定
共

同
事

業
者
（
以
下
「
第
四
号
事
業

者
」
と

い
う
。）

に
委

託
し
た

こ
と

を
確

認
す

る
。
本
事

業
者
は
、
本
事
業

に
関
し
匿

名
組
合
契
約

の
締
結
の

勧
誘
（
追

加
募
集

に
係

る
勧
誘
を

含
む
。）

を
行
う

場
合

、
第

四
号
事
業

者
に
そ
の
勧

誘
を
行
わ

せ
、
自
ら

そ
の

勧
誘
を

行
わ
な
い

も
の

と
す
る

。
 

             

委
託

す
る
必
要

が
あ

る
（
不
特

法
第

2
条
第

8
項
第

2
号
）。

 

 
第

三
号
事
業

者
の

約
款
に
は

、
不
動
産

特
定

共
同
事
業

契
約
に

基
づ
き
営
ま
れ

る
不
動
産

取
引
に
係
る

業
務
の
委

託

先
に

関
す
る
事

項
と

し
て
、
不
動

産
特
定

共
同

事
業
契
約

に
基
づ

き
営
ま
れ
る
不

動
産
取
引

に
係
る
業
務

の
委
託
先

の

商
号

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
不

動
産

特
定

共
同

事
業
契

約
の

締
結

を
す

る
と

き
に

当
該

委
託

に
係

る
契

約
の

概

要
を

記
載
す
る

欄
を

記
載
す
る

必
要
が

あ
る（

施
行
規
則
第

11
条
第

1
項
第

9
号

、同
条
第

2
項

第
17

号
イ

及
び
ロ
）
。 

 
第

6
条
第

1
項
は

、
こ

れ
ら

を
踏
ま

え
、
本
事

業
者
が
本

事
業
に

関
し

営
ま
れ
る

不
動
産

取
引

に
係
る
業

務
を
第
三

号
事

業
者
に
委

託
す

る
こ
と
を

規
定
す

る
と
共
に
、
同
項

及
び
別
紙

6
に
お
い
て

第
三
号
事

業
者
の
商
号

又
は
名
称

及

び
住

所
並
び
に

本
委

託
契
約
の

概
要
を

記
載
す
る
欄
を

設
け
た

も
の
で
あ
る
。
 

 
特

例
事
業
に

係
る

契
約
成
立

時
交
付

書
面
に
は
、
委
託

特
例
事

業
者
の
委
託
を

受
け
た
不

動
産
特
定
共

同
事
業
者

の

商
号

又
は
名
称
、
住
所

及
び
代
表

者
の
氏

名
並

び
に
不
動

産
特
定

共
同
事
業
者
の

許
可
番
号

を
記
載
す
る

必
要
が
あ

る

（
施

行
規
則
第

47
条
第

2
項
第

2
号
、
第

3
号
）
。
 

 
第

6
条
第

1
項
は
、
こ
れ
を
踏

ま
え
、
第
三
号
事

業
者
の

商
号
又

は
名
称
、
住
所
、
代

表
者
の
氏
名

及
び
許
可

番
号

を
記

載
す
る
欄

を
設

け
て
い
る

。
個
別
契

約
書

の
作
成
時

に
か
か

る
欄
に
第
三
号

事
業
者
に

関
す
る
具
体

的
な
記
載

を

す
る

こ
と
に
よ

っ
て

、
か
か
る

契
約
成

立
時
交
付
書
面

記
載
事

項
が
充
足
さ
れ

る
こ
と
に

な
る
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
不

動
産
特
定

共
同

事
業
者
の

約
款
に

は
、
不
動

産
特
定
共
同

事
業
者
の

報
酬
に
関

す
る

事
項
と

し
て
、
不

動
産
特
定

共
同

事
業

者
の

報
酬

の
額

の
算

定
の

方
法

並
び

に
収

受
の
時

期
及

び
方

法
に

関
す

る
定

め
を

記
載

す
る

必
要

が
あ

る

（
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

8
号

、
施
行
規
則
第

11
条
第

2
項
第

8
号
）。

 

そ
し
て
、
対
象
不
動

産
変
更
型
契

約
の
約
款

に
お
い
て
は
、
か

か
る

報
酬
の
額

の
算
定
方
法

は
、
対
象

不
動
産
の

価

額
又

は
収

益
若

し
く

は
利

益
に

対
す

る
割

合
を

基
礎

と
し
て

算
定

す
る

方
法

そ
の

他
の

公
正

な
方

法
で

あ
る

必
要

が

あ
る
（
施
行

規
則
第

11
条
第

2
項
第

8
号
の

2）
。
か

か
る
「
公

正
な
方
法
」
に
つ
い
て

は
、
国
交

省
事
務
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン

第
3-
2（

1）
③

及
び
金
融

庁
事
務

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

7-
2-
2
（
1）

③
に
お
い

て
、
例
え

ば
、
対
象
不

動
産
の
価

額

や
不

動
産

取
引

に
よ

り
生

じ
た

収
益

又
は

利
益

に
一

定
割
合

を
乗

じ
た

金
額

を
不

動
産

特
定

共
同

事
業

者
の

報
酬

と

す
る

な
ど
、
事

業
参
加
者

と
不

動
産
特

定
共
同
事

業
者
の
利
益

が
連
動
す

る
こ
と
に

よ
り

、
対
象

不
動
産
変

更
型
契
約

に
基

づ
く

不
動

産
特

定
共

同
事

業
を

事
業

参
加

者
の

た
め
に

適
切

に
実

施
す

る
こ

と
を

動
機

付
け

る
よ

う
な

方
法

を

い
い

、
対
象
不

動
産
の
価

額
や

不
動
産

取
引
に
よ

り
生
じ
た
収

益
又
は
利

益
に
一
切

連
動

す
る
こ

と
な
く
、
契
約
時
の

み
に

一
定
額
を

不
動

産
特
定
共

同
事
業

者
の
報
酬
と
す

る
こ
と

等
の
方
法
は
、
原
則
と
し

て
「
公

正
な
方
法

」
に
該
当

し
な

い
と
さ
れ

る
。
 

 
ま

た
、
契
約

成
立
時
交

付
書

面
に
は

、
不

動
産

特
定
共
同

事
業
者

の
報

酬
に
関
す

る
事
項

を
記

載
す
る
必

要
が
あ
る

（
施

行
規
則
第

47
条
第

2
項
第

7
号
）
。
 

 
第

6
条
第

2
項
は
、
こ
れ
ら
を

踏
ま

え
、
第
三
号

事
業
者

の
報
酬

の
額
の
算

定
の

方
法
、
収

受
の

時
期
、
及
び

収
受

の
方

法
に
つ
い

て
規

定
す
る
も

の
で
あ

る
。
 

 
報

酬
の
定
め

方
は

各
不
動
産

特
定
共

同
事
業
者
毎
に

異
な
る

た
め
、
本

モ
デ
ル
約

款
に

お
い
て

は
、
約
款

作
成
に
際

し
て

参
考
に
な

る
よ

う
に
い
く

つ
か
の

サ
ン
プ
ル
を
記

載
し
て

い
る
。
約

款
の
作
成

に
あ

た
っ
て

は
、
商
品

設
計
に
応

じ
て

、
不
要
な

記
載
は
削

除
し

、
報
酬

の
額
の
算

定
方
法
を

選
択
す
る
な

ど
し
て
、
第
三
号

事
業

者
の
報
酬

に
つ
き
明

確
に

定
め
る
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
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              （
本

事
業
の

状
況

に
係
る

報
告
等

）【
施
行
規
則

第
47

条
第

2
項
第

6
号

イ
、
同
項
第

11
号
】
 

第
7
条
 

本
事
業
者

は
、
毎
年
 

 
月
 
 
日
ま

で
に
、
第
三

号
事
業
者

を
し

て
、
法
第

2
8
条
第

2
項
に
定
め

る
本
事

業
に

係
る

財
産
の

管
理

の
状
況

に
つ

い
て
報

告
書

を
作
成

さ
せ

、
本

出
資
者

に
対

し
書
面

に
よ

り
交
付

さ
せ

、
又
は

電
磁

的
方

法

に
よ

り
提

供
さ
せ
る

も
の
と
す
る

。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

3
号
、

同
条
第

2
項
第

11
号
イ

】
 

2 
本
事
業
者

は
、
本
出

資
者
が
請

求
す
る
場

合
に

は
、
第
三
号

事
業
者
を

し
て
、
財
産
の
管

理
の
状
況

に
つ
い
て

説
明

さ
せ

る
も

の
と

す
る
。
 

3 
本
事
業
者

は
、

第
三
号
事
業

者
を
し

て
、

法
第

29
条
に
定

め
る

本
事
業
に

係
る
業
務
及

び
財
産
の

状
況
を
記

載
し

た
書

類
を

事
業

所
ご
と
に

備
え
置
か
せ

、
本
出
資

者
の
請
求

に
応

じ
て
こ

れ
を
閲
覧

さ
せ

る
も
の

と
す
る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

3
号
、

同
条
第

2
項
第

11
号
ロ

】
 

4 
本
事
業
者

は
、

第
三
号
事
業

者
を
し

て
、

法
第

30
条
第

1
項
に

定
め
る
本

事
業
に
係
る

事
業
参
加

者
名
簿
を

作
成

及
び

保
存

さ
せ

、
本
出
資

者
の
請
求
に

応
じ
て
こ

れ
を
閲
覧

さ
せ

る
も
の

と
す
る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

3
号
、

同
条
第

2
項
第

11
号
ハ

】
 

          

 
特

例
事
業
者

は
、
不

動
産
特
定

共
同
事

業
契

約
の
締
結

の
勧
誘

の
業
務
を
第
四

号
事
業
者

に
委
託
す
る

必
要
が
あ

る

（
不

特
法
第

2
条
第

8
項
第

3
号

）。
 

 
第

6
条
第

3
項
は

、
こ

れ
を

踏
ま
え

、
本
事
業

者
が
、
本

契
約
及

び
他

の
匿
名
組

合
契
約

の
締

結
の
勧
誘

の
業
務
を

第
四

号
事
業
者

に
委

託
し
た
こ

と
を
確

認
す
る
と
共
に
、
期
中
に

お
い
て
匿
名
組

合
契
約
の

締
結
の
勧
誘

又
は
追
加

募

集
の

勧
誘

を
行

う
場

合
に

は
第

四
号

事
業

者
に

そ
の

勧
誘
を

行
わ

せ
る

こ
と

を
本

事
業

者
の

義
務

と
し

て
規

定
す

る

も
の

で
あ
る
。
 

 
な

お
、「

不
動
産
特
定

共
同
事

業
者
の

報
酬
」（

施
行
規
則
第

11
条

第
2
項
第

8
号
）

は
第

一
号
事

業
者
又
は

第
三

号
事

業
者
の
報

酬
を

意
味
す
る

と
解
さ

れ
て
い
る
た
め

（
平
成

29
年
の
施
行
規

則
改
正
に

係
る
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ

ン

ト
回

答
N
o.
25
）
、
第

四
号

事
業
者

の
報

酬
に

つ
い

て
は
約
款
に

記
載

す
る

必
要

は
な
い
。

こ
れ

に
対

し
、

契
約

成
立

時
交

付
書
面
に

記
載

す
べ
き
「

不
動
産

特
定
共
同

事
業

者
の
報

酬
」（

施
行

規
則
第

47
条

第
2
項
第

7
号
）
に
つ
い
て

は
、
第
四
号
事

業
者
が
交

付
す

べ
き
も

の
で
あ
る

た
め

、
第

四
号
事
業
者

の
報
酬
も

記
載

す
べ
き

と
考
え
ら

れ
る
。
本

モ
デ

ル
約
款
に

は
記

載
が
な
い

が
、
約
款

の
空

欄
部
分
等

に
必
要

な
記
載
を
追
記

す
る
こ
と

に
よ
っ
て
そ

の
ま
ま
個

別

契
約

書
兼
契
約

成
立

時
交
付
書

面
と
し

て
利
用
す
る
場

合
に
は
、
第
四
号
事
業
者

の
報
酬
に

つ
い
て
も
約

款
に
記
載

す

る
必

要
が
あ
る

の
で

留
意
す
る

必
要
が

あ
る
。
 

 ■
第

7
条
の
解

説
 

 
第

7
条
は
、

本
事

業
の
状
況

に
係
る

報
告

等
に
つ
い

て
規
定

す
る
。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
不

動
産
特
定

共
同

事
業
者
の

約
款
に

は
、
業
務

及
び
財
産
の

状
況
に
係

る
情
報
の

開
示

に
関
す

る
事
項
と

し
て

、
不

特
法
第

28
条

第
2
項
の

規
定
に

よ
り
交

付
さ
れ
る

財
産

の
管
理

の
状
況
に

つ
い
て
の
報
告

書
（
以

下
、「

財
産
管
理
報

告
書

」
と

い
う
。
）
の

記
載

事
項
が

事
業

参
加

者
に

開
示
さ
れ
る

た
め

の
方

法
に

関
す
る
定

め
を

記
載

す
る

必
要
が
あ

る
（

施
行
規
則
第

11
条

第
1
項

第
3
号

、
同
条
第

2
項
第

1
1
号
イ

）。
 

 
第

7
条
第

1
項
は

、
か
か
る

約
款
記

載
事
項
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

 
不

特
法
第

28
条
第

2
項
は
、

不
動
産

特
定

共
同
事
業

者
の
財

産
管
理
報
告
書

の
交
付
義

務
を
定
め
る

た
め
、
本

項

に
お

い
て
は
、

本
事

業
者
が
、

第
三
号

事
業
者
を
し
て

、
財
産

管
理
報
告
書
を

交
付
す
べ

き
義
務

を
規

定
し
て
い

る
。
 

 
平

成
29

年
の

不
特

法
改
正
に

よ
り
、

電
磁

的
方
法
に

よ
っ
て

財
産
管
理
報
告

書
を
交
付

す
る
こ
と
が

可
能
に
な

っ

た
（
不

特
法
第

28
条
第

4
項
）。

そ
こ
で

、
第

7
条
第

1
項
に
つ

い
て
も
、
電
磁
的

方
法
に
よ

る
財

産
管
理
報

告
書
の

交
付

を
想
定
し

た
規

定
に
し
て

い
る
。
な

お
、
電

磁
的
方
法
に
よ

る
財
産
管

理
報
告
書
の
交

付
を
行

う
に
あ
た

っ
て

は
、

交
付

先
た
る
本

出
資

者
の
承
諾

を
取
得

す
る
な
ど
不
特

法
第

28
条
第

4
項
が
準

用
す
る
同

第
24

条
第

3
項
の
要
件

を

充
足

す
る
必
要

が
あ

る
た
め
、

留
意
す

る
必
要
が
あ
る

。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
不

動
産
特
定

共
同

事
業
者
は

、
不
特

法
第

28
条
第

1
項
に
基

づ
き
、
事
業
参

加
者
の
求

め
に
応
じ
、

不
動
産
特

定

共
同

事
業
契
約

に
係

る
財
産
の

管
理
の

状
況
に
つ
い
て

説
明
す

る
義
務
を
負
う

。
 

 
第

7
条
第

2
項
は

、
こ

れ
を

踏
ま
え

、
本
事
業

者
が
、
第

三
号
事

業
者

を
し
て
か

か
る
義

務
を

履
行
さ
せ

る
こ
と
に

つ
い

て
規
定
す

る
も

の
で
あ
る

。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
不

動
産
特
定

共
同

事
業
者
の

約
款
に

は
、
業
務

及
び
財
産
の

状
況
に
係

る
情
報
の

開
示

に
関
す

る
事
項
と

し
て

、
不
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                    （
本

事
業
者

の
報

酬
）
 

第
8
条
 

本
事
業
者
は
、

本
事
業

の
遂
行
に
係
る

役
務
の
対

価
と
し

て
、

各
計
算
期

間
に
つ

き
金

○
円
（
以

下
「
本
事

業
者

報
酬

」
と

い
う
。）

を
、
第

9
条
第

5
項

及
び
第

11
条

第
2
項

の
金

銭
の
分
配

時
に
、
本
事

業
に
係
る

資
産
か
ら

本
事

業
者

の
固

有
財
産

と
す

る
こ
と

が
で

き
る
も

の
と

す
る
。

但
し

、
計

算
期
間

が
○

ヶ
月
に

満
た

な
い
場

合
又

は
○
ヶ

月
を

超
え

る

場
合

に
は

、
実
日
数

に
基
づ
く
日

割
計
算
（

1
円
未
満

の
端
数

は
切

り
捨
て
）

に
よ
り
算
出

す
る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

10
号

、
同
条
第

2
項

第
18

号
】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

8
号
】
 

  （
出

資
者
に

対
す

る
損
益

及
び
金

銭
の

分
配

）【
施
行
令
第

6
条
第

1
項
第

3
号
、
施
行
規

則
第

11
条
第

2
項

第
3
号
】【

法

第
25

条
第

1
項
第

3
号
】
【
施
行

規
則
第

4
7
条
第

2
項
第

6
号
ハ
】
 

第
9
条
 

本
事
業
の

損
益
は
、
法

令
及
び
本
契
約

に
従
っ
て

計
算
さ
れ
る

も
の
と
す

る
。
本
事
業

者
は

、
商

法
第

1
9
条

に
基

づ
き

、
一
般

に
公

正
妥
当

と
認

め
ら
れ

る
会

計
の
慣

行
に

従
い

、
本
事

業
に

関
す
る

全
て

の
取
引

に
関

す
る
正

確
な

帳
簿

及

び
記

録
を

作
成
し
、

か
つ
、
保
持

す
る
も
の

と
す
る
。
 

2 
本
事
業
の

計
算

期
間
は
、
各

計
算
期

日
（
計
算

期
間
の
末

日
を
い
い
、
初
回
を
 

 
年
 

 
月
 
 

日
と

し
、
以
降

毎
年
 

 
 

月
 
 

日
及

び
本
事

業
の

清
算
手

続
に

お
い
て

本
事

業
に

係
る
一

切
の

債
務
を

弁
済

し
た
日

又
は

本
事
業

に
帰

属
す

る

財
産

の
全

て
が
本
事

業
に
係
る
債

務
の
弁
済

に
充
て
ら

れ
た

日
と
す

る
。
以
下

同
じ
。）

の
翌
日
（
但
し

、
最
初
の

計
算

期
間

特
法

第
29

条
の

規
定

に
よ
り
閲

覧
さ
れ

る
業

務
及
び
財

産
の
状

況
を
記
載
し
た

書
類
の
記

載
事
項
が
事

業
参
加
者

に

開
示

さ
れ
る
た

め
の

方
法
に
関

す
る
定

め
を
記
載
す
る

必
要
が

あ
る
（
施
行
規

則
第

11
条

第
1
項

第
3
号

、
同
条
第

2
項

第
11

号
ロ
）。

 

 
第

7
条
第

3
項
は

、
か
か
る

約
款
記

載
事
項
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

 
不

特
法
第

2
9
条
は

、
第
三
号

事
業
者

に
対

し
て
、
委

託
特
例

事
業
者
の
業
務

及
び
財
産

の
状
況
を
記

載
し
た
書

類

の
備

置
義
務
及

び
事

業
参
加
者

に
当
該

書
類
を
閲
覧
さ

せ
る
義

務
を
負
わ
せ
る

た
め
、
本

項
に
お

い
て
は
、
本
事
業
者

が
、

第
三
号
事

業
者

を
し
て
、

当
該
書

類
を
備
置
さ
せ

、
事
業

参
加
者
へ
の
閲

覧
さ
せ
る

こ
と
を

規
定

し
て
い
る

。
 

4．
 

第
4
項
に
つ
い

て
 

 
不

動
産
特
定

共
同

事
業
者
の

約
款
に

は
、
業
務

及
び
財
産
の

状
況
に
係

る
情
報
の

開
示

に
関
す

る
事
項
と

し
て

、
不

特
法
第

30
条
第

2
項

の
規
定
に

よ
り
閲

覧
さ

れ
る
事
業

参
加
者

名
簿
の
記
載
事

項
が
事
業

参
加
者
に
開

示
さ
れ
る

た

め
の

方
法
に
関

す
る

定
め
を
記

載
す
る

必
要
が
あ
る（

施
行
規
則
第

11
条
第

1
項

第
3
号
、
同

条
第

2
項
第

11
号
ハ
）
。 

 
第

7
条
第

4
項
は

、
か
か
る

約
款
記

載
事
項
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

 
不

特
法
第

3
0
条
は

、
第
三
号

事
業
者

に
対

し
て
、
事

業
参
加

者
名
簿
の
作
成

・
保
存
義

務
及
び
事
業

参
加
者
に

事

業
参

加
者
名
簿

を
閲

覧
さ
せ
る

義
務
を

負
わ
せ
る
た
め
、
本

項
に
お
い
て

は
、
本
事
業
者
が
、
第
三
号
事

業
者

を
し
て
、

事
業

参
加
者
名

簿
の

作
成
・
保

存
及
び

事
業
参
加
者
へ

の
閲
覧

さ
せ
る
こ
と
を

規
定
し
て

い
る
。
 

5．
 

契
約

成
立
時
交

付
書

面
記
載
事

項
に
つ

い
て
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
出
資
又

は
賃

貸
若
し
く

は
賃
貸

の
委
任
の
目
的

で
あ
る
財

産
に
関
す
る

事
業
参
加

者

の
監

視
権
の
有

無
及

び
そ
の
内

容
（
施

行
規
則
第

47
条

第
2
項

第
6
号
イ
）、

並
び
に
業
務

及
び
財
産
の

状
況
に
係

る

情
報

の
開
示
に

関
す

る
事
項
を

記
載
す

る
必
要
が
あ
る

（
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

11
号
）
。
 

 
第

7
条
は
、

こ
れ

ら
の
契
約

成
立
時

交
付
書
面
記
載

事
項
を

規
定
す
る
も
の

で
も
あ
る

。
 

 

■
第

8
条
の
解

説
 

 
第

8
条
は
、

本
事

業
者
の
報

酬
に
つ

い
て

規
定
す
る

。
 

 
第

三
号
事

業
者

の
約
款

に
は

、
委
託

特
例

事
業
者

の
報

酬
に

関
す
る

事
項

と
し
て

、
委

託
特
例

事
業

者
の
報

酬
の

額
の

算

定
の

方
法
並
び

に
収

受
の
時
期

及
び
方

法
に

関
す
る
定

め
を
記

載
す
る
必
要
が

あ
る
（
施

行
規
則
第

1
1
条

第
1
項
第

1
0
号
、

同
条
第

2
項
第

18
号

）。
 

 
ま

た
、
特

例
事

業
に
係

る
契

約
成
立

時
交

付
書
面

に
は

、
委

託
特
例

事
業

者
の
報

酬
に

関
す
る

事
項

を
記
載

す
る

必
要

が

あ
る

（
施
行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

8
号
）。

 

 
第

8
条

は
、
こ
れ

ら
を
踏
ま
え

、
本
事
業

者
の
報
酬
の
額

の
算
定

の
方
法
、

収
受

の
時
期

、
及
び
収

受
の

方
法
に
つ

い
て

規
定

す
る
も
の

で
あ

る
。
 

 

■
第

9
条
の
解

説
 

 
第

9
条
は
、

出
資

者
に
対
す

る
損
益

及
び

金
銭
の
分

配
に
つ

い
て
規
定
す
る

。
 

 
約

款
に
は

、
事

業
参
加

者
に

対
す
る

収
益

又
は
利

益
の

分
配

に
関
す

る
事

項
と
し

て
、

事
業
参

加
者

に
対
し

分
配

す
べ

き

収
益

又
は
利

益
の

額
の
算

定
の

方
法
並

び
に

そ
の
分

配
の

時
期

及
び
方

法
に

関
す
る

定
め

を
記
載

す
る

必
要
が

あ
る

（
施

行

令
第

6
条
第

1
項
第

3
号
、
施

行
規
則
第

11
条

第
2
項
第

3
号
）
。
 

 
契

約
成
立

時
交

付
書
面

に
は

、
事
業

参
加

者
に
対

す
る

収
益

又
は
利

益
の

分
配
に

関
す

る
事
項

を
記

載
す
る

必
要

が
あ

る

96



に
つ

い
て

は
 
 
年

 
 
月
 
 

日
）
か
ら

直
後
の
計

算
期
日

ま
で
と
す
る
。［

但
し
、
最
後

の
計
算
期

間
を

除
き
、
各

計
算

期
日

に
お

い
て
当
該

計
算
期
日
が

属
す
る
計

算
期
間
に

対
応

す
る
匿

名
組
合
損

益
（
次
項

に
定
義

す
る
。）

と
し

て
損
失

が
生

じ
る

こ
と

が
見
込
ま

れ
る
場
合
、

当
該
計
算

期
間
の
末

日
は

翌
計
算

期
日
に
延

期
さ

れ
る
も

の
と
す
る

。］
 

3 
本
事
業
者

は
、
各
計

算
期
間
末

に
、
当

該
計

算
期
間
の
第
（

1）
号
に
規
定

さ
れ
る
本
事
業

か
ら
生
じ

た
収

益
か
ら
第
（

2）

号
に

規
定
さ

れ
る

本
事
業

か
ら

生
じ
た

費
用

を
控
除

す
る

こ
と

に
よ
り

、
本

事
業
に

係
る

税
引
前

利
益

（
以
下

「
匿

名
組

合

利
益

」
と

い
う
。）

又
は

税
引
前
損

失
（

以
下
「
匿

名
組

合
損
失

」
と
い
い
、
匿

名
組
合
利
益

及
び
匿
名

組
合
損
失

を
総

称
し

て
「

匿
名

組
合
損
益

」
と
い
う
。）

を
計
算

す
る
。
 

（
1
）
 
本

事
業
か
ら
生

じ
た
収
益
 

①
 
対

象
不
動

産
か
ら
生
じ
る

賃
料
収

入
 

②
 
対

象
不
動

産
の
売
却
益
 

③
 
対

象
不
動

産
に
係
る
保
険

金
 

④
 
本

事
業
に

係
る
金
銭
の
運

用
か
ら

得
ら
れ
る
受
取

利
息
 

⑤
 
匿

名
組
合

出
資
金
償
還
益

及
び
本

事
業
に
関
連
す

る
債
務
の

債
務
免

除
益
 

⑥
 
本

事
業
に

係
る
そ
の
他
の

収
益
 

（
2
）
 
本

事
業
か
ら
生

じ
た
費
用
 

①
 
対
象

不
動
産
の
取
得

、
管
理
、

修
繕
及
び
売

却
等
に
要

す
る
諸

費
用
 

②
 
対
象

不
動
産
の
売
却

損
 

③
 
対
象

不
動
産
に
係
る

損
害
保
険

料
 

④
 
対
象

不
動
産
に
係
る

公
租
公
課

 

⑤
 
本
借

入
契
約
に
係
る

諸
費
用
及

び
支
払
利
息

相
当
額
 

⑥
 
本
事

業
に
係
る
日
常

的
な
経
理

業
務
や
一
般

管
理
業
務

に
要
す

る
費

用
そ
の
他

の
一
切
の
営

業
費
用
 

⑦
 
匿
名

組
合
出
資
金
償

還
損
 

⑧
 
第
三

号
事
業
者
及
び

第
四
号
事

業
者
に
対
す

る
報
酬
 

⑨
 
本
事

業
の
遂
行
に
係

る
本
事
業

者
報
酬
 

4 
各
計
算
期

間
に

対
応
す
る
匿

名
組
合

損
益

は
、
出
資

割
合
に

応
じ
て
、
本
出
資
者

に
帰

属
す
る

も
の
と
す

る
。
な
お

、
匿

名
組

合
利

益
が
あ
る

場
合
で
、
当
該

計
算
期
間
の
前

の
計
算
期

間
ま
で
（
以
下
「
経
過
済

計
算
期

間
」
と

い
う
。）

に
本

項
に

従
っ

て
本
出

資
者

に
分
配

さ
れ

た
匿
名

組
合

損
失
（

も
し

あ
れ

ば
。
但

し
、

経
過
済

計
算

期
間
ま

で
に

本
項
に

従
っ

て
補

て

ん
さ

れ
た

金
額
を
控

除
す
る
。）

が
あ
る

と
き
は
、
当
該

匿
名
組

合
利

益
は
ま
ず

当
該
匿
名
組

合
損
失
の

補
て
ん
に

充
当

す
る

も
の

と
す
る

。
ま

た
、
当

該
計

算
期
間

中
に

本
出
資

額
又

は
他

の
匿
名

組
合

員
の
出

資
額

に
変
動

が
あ

っ
た
場

合
に

は
、

こ

れ
ら

の
額

を
実
日
数

で
加
重
平
均

し
て
算
出

さ
れ
た
割

合
を

出
資
割

合
と
す
る

。
 

5 
本
事
業
者

は
、
各
計

算
期
間
末

の
属

す
る
月
の

2
ヶ
月
後

応
当
月
の
最

終
営
業
日

ま
で

の
間
で

、
本

事
業
者
が

裁
量

に
よ

り
指

定
す

る
日
（
以

下
「

金
銭
配

当
日
」
と
い
う

。）
に
、
金
銭

配
当
日
に
お
い

て
本
事
業

に
係
る

資
産

に
属
す
る

金
銭
（
但

し
、
本
借
入

契
約
に
従
い
本
契

約
に
基

づ
き

分
配
可
能

な
金
額

に
限
る
。）

か
ら

、
運
転
資
金
、
修
繕
積
立
金
、
公

租
公

課
積

立
金

、
敷
金

・
保

証
金
等

の
預

り
金
そ

の
他

本
事
業

者
が

本
事

業
の
継

続
的

遂
行
の

た
め

に
留
保

す
べ

き
と
合

理
的

に
判

断

し
た

金
額
を

控
除

し
た
残

額
に

、
出
資

割
合

を
乗
じ

た
金

額
を

本
出
資

者
に

支
払
う

も
の

と
す
る

。
但

し
、
各

金
銭

配
当

日

に
本

出
資
者

に
支

払
わ
れ

る
金

額
は
、

本
出

資
者
に

分
配

さ
れ

た
対
応

す
る

計
算
期

間
に

係
る
匿

名
組

合
利
益

（
も

し
あ

れ

ば
。
但
し

、
前

項
に

基
づ
き
匿

名
組
合

損
失
の
補
て
ん

に
充
当

さ
れ
た
匿

名
組

合
利
益
は

含
ま
れ

な
い

。）
相
当

額
を
上

限
と

（
不

特
法
第

25
条
第

1
項
第

3
号
）。

 

 
第

9
条
は
、

こ
れ

ら
を
踏
ま

え
て
本

事
業

に
係
る
損

益
及
び

金
銭
の
分
配
に

つ
い
て
定

め
て
い
る
。
 

 
ま

た
、
契

約
成

立
時
交

付
書

面
に
は

、
事

業
参
加

者
の

権
利

及
び
責

任
の

範
囲
等

に
関

す
る
事

項
と

し
て
、

収
益

又
は

利

益
の

受
領
権
に

関
す

る
事
項
を

記
載
す

る
必

要
が
あ
る

（
施
行

規
則
第

47
条
第

2
項
第

6
号
ハ

）。
 

 
第

9
条
は
、

か
か

る
契
約
成

立
時
交

付
書

面
記
載
事

項
を
規

定
す
る
も
の
で

も
あ
る
。

 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
第

9
条
第

1
項
は

、
本
事
業

に
お
け

る
損
益
の
計
算

方
法
に

つ
い
て
規
定
す

る
も
の
で

あ
る
。
 

 
匿

名
組
合
が

組
成

さ
れ
た
場

合
、
匿
名

組
合

に
係
る
損

益
の
計

算
と
営
業
者
に

係
る
損
益

の
計
算
の

2
つ
の
損
益

の

計
算

が
な

さ
れ

る
こ

と
に
な
る

。
こ

の
う
ち

、
匿

名
組
合
に

お
け

る
損

益
の

計
算
に

つ
い

て
は

、「
一

般
に

公
正
妥
当

と
認

め
ら
れ
た

会
計

基
準
」
は
存

在
し

な
い
た
め
、
第

9
条

第
1
項

前
段
は
「
法
令
及
び

本
契
約
」
に
従

っ
て
計
算
す

る
こ

と
を
定
め

て
い

る
。
 

 
営

業
者
に
係

る
損

益
の
計
算

に
関
し

て
は
、
商
法
第

19
条
の

適
用
が
あ
り
、

営
業
者
は

、
そ
の
営
業

の
た
め
に

使

用
す

る
財
産
に

つ
い

て
、
一
般

に
公
正

妥
当
と
認

め
ら

れ
る
会

計
の
慣
行

に
従
っ
て
、
適

時
に
、
正
確
な
商

業
帳
簿
を

作
成

し
、
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
匿
名
組
合
事

業
は
、
営
業

者
の

事
業
で
あ

り
（

商
法
第

53
5
条
）、

通
常

は
、

匿
名

組
合
の
貸

借
対

照
表
は
営

業
者
の

貸
借
対
照
表
の

一
部
と

整
理
さ
れ
て
い

る
。
そ
の

た
め
、
本
事
業
者

は
、
本
事

業
に

関
す
る
取

引
に

つ
い
て
も

、
一
般
に

公
正

妥
当
と
認

め
ら
れ

る
会
計
の
慣
行

に
従
っ
て

正
確
な
帳
簿

及
び
記
録

を

作
成

し
、
保
存

す
る
必
要

が
あ

る
こ
と

に
な
る
。
第

9
条
第

1
項
後
段
は

、
こ
の
点

を
確
認

的
に

規
定
す
る

も
の
で
あ

る
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
第

9
条
第

2
項
は

、
本
事
業

に
お
け

る
計
算
期
間
を

規
定
す

る
も
の
で
あ
る

。
 

 
第

9
条
第

2
項
但

書
は
、
対

象
不
動

産
の
開
発
・
改
修
を

行
う
場

合
の

個
人
投
資

家
の
税

務
を

考
慮
し
た

規
定
案
で

あ
る

。
事
業
開

始
当
初
は

損
失

が
発
生

し
、
開
発
・
改
修
が

終
了
し

た
後

に
利
益
が

発
生
す

る
よ

う
な
ケ
ー

ス
に
お
い

て
、
当

初
の
計
算
期
間

に
お
い
て

損
失
が

帰
属

し
、
後
の
計

算
期

間
に
お

い
て
利
益

が
帰

属
す
る

こ
と
と
な

っ
た
場
合
、

個
人

の
投
資
家

に
つ

い
て
は
、

損
失
は

切
り
捨
て
ら
れ

、
利
益

部
分
に
つ
い
て

課
税
さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
て
し
ま

う
。

こ
の

よ
う
な
こ

と
を

避
け
る
た

め
の
方

策
と
し
て
、
損
失

が
発
生

す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る

場
合
に
つ
い

て
は
計
算

期

日
を

延
期
し
、
利
益
が
出

る
ま

で
の
期

間
を

1
つ

の
計
算
期
間

と
し
て
損

益
を
分
配

す
る

こ
と
が

考
え
ら
れ

る
。
か
か

る
但

書
に
つ
い

て
は

、
個

別
の

事
業
特

性
に
応
じ

て
、
会
計

税
務
的

な
観

点
か
ら
の

検
討
を

経
た

上
で
規
定

す
る
こ
と

を
想

定
し
て
い

る
。
な
お

、
法
人

が
事

業
参
加
者

に
含
ま
れ

る
こ
と
が
想

定
さ
れ
る

場
合

に
は
、
当
該
法
人

に
と
っ
て

匿
名

組
合

事
業

の
計

算
期
間
が

1
年
を

超
え

る
こ
と

に
つ
い
て

支
障

が
な

い
か

を
確
認
す

る
必

要
が

あ
る

た
め
留
意

さ
れ

た
い
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
第

9
条
第

3
項
は

、
損
益
の

計
算
の

時
期
及
び
計
算

方
法
に

つ
い
て
規
定
す

る
も
の
で

あ
る
。
 

4．
 

第
4
項
に
つ
い

て
 

 
第

9
条
第

4
項
は

、
損
益
の

分
配
に

つ
い
て
規
定
す

る
も
の

で
あ
る
。
 

な
お
、
対

象
不
動
産

変
更
型
契

約
に
お
い
て

は
、
計
算

期
間
中

に
追
加
募
集
や

本
契
約
上

の
地
位
の
買

取
等
に
よ

っ

て
各

事
業
参
加

者
の

出
資
額
に

変
動
が

生
じ
る
場
合
も

考
え
ら

れ
る
た
め
、
そ
の

場
合
の
出

資
割
合
の
扱

い
に
つ
い

て

の
規

定
を
設
け

て
い

る
。
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す
る

。
な

お
、
別
紙

5
借

入
関
連

条
項
に
定
め
る

配
当
停
止

事
由
（

以
下

「
配
当
停

止
事
由

」
と

い
う
。
）

が
発
生
し

た
場

合
、

配
当
停

止
事

由
が
全

て
解

消
す
る

ま
で

の
間
、

本
事

業
者

は
本
項

に
従

っ
た
金

銭
の

分
配
を

行
わ

な
い
。

か
か

る
分

配

の
停

止
は

、
本
事
業

者
の
債
務
不

履
行
を
一

切
構
成
し

な
い

も
の
と

し
、
本
出

資
者

は
こ
れ

を
異
議
な

く
承
諾
す
る
。

 

6 
本
条
に
基

づ
き

分
配
さ
れ
た

匿
名
組

合
損

失
に
つ
い

て
は
、
同
額

の
出

資
の
払
戻

し
と
し

て
会
計
処
理
す

る
。
ま
た
、
当

該
匿

名
組
合

損
失

が
本
条

に
基

づ
き
匿

名
組

合
利
益

に
よ

っ
て

補
て
ん

さ
れ

た
場
合

、
同

額
に
つ

い
て

出
資
の

増
加

が
あ

っ

た
も

の
と

し
て
会
計

処
理
す
る
。
 

                    （
契

約
期
間

）
 

第
10

条
 
本

契
約

の
契
約
期
間

は
、
 

 
年

 
 
月
 

 
日
か

ら
 

 
年
 
 

月
 
 
日

ま
で
と
す
る

。
 

2 
前
項
に
か

か
わ

ら
ず
、
本
契

約
の
契

約
期
間
内
に
対

象
不
動

産
全
部
の

売
却

等
が
完
了

し
な
い

場
合

に
は
、
本
事
業
者

は
、

本
契

約
の

契
約

期
間

の
満

了
日

の
○

ヶ
月

前
ま

で
に

本
出

資
者

に
書

面
又

は
電

磁
的

方
法

に
よ

り
通

知
を

す
る

こ
と

に
よ

り
、

○
年

を
超
え
な

い
範
囲
で
本

契
約
の
契

約
期
間
を

延
長

す
る
こ

と
が
で
き

る
。
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

5
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
5
号
】
 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

5
号
】

 

    

5．
 

第
5
項
に
つ
い

て
 

 
第

9
条
第

5
項
は

、
現
金
の

分
配
に

つ
い
て
規
定
す

る
も
の

で
あ
る
。
 

 
前

述
の
と
お

り
、
本
モ

デ
ル

約
款
は

、
本

事
業

者
が
金
融

機
関
等

か
ら

不
動
産
特

定
共
同

事
業

に
つ
い
て

レ
バ
レ
ッ

ジ
を

効
か
せ
る

た
め

の
借
入
れ

を
行
う

こ
と
を
想
定
し

た
も
の

で
あ
る
。
金
融
機

関
等
か
ら

か
か
る
借
入

れ
を
行
う

場

合
、

貸
付
人
か

ら
、

貸
付
債
権

の
保
全

の
た
め
、
LT
V（

Lo
an
 t
o
 V
al
ue

：
借
入
金

等
の
負
債

額
を

資
産
価
値

で
割
っ

た
比

率
）
や

DS
CR
（

De
bt
 S
er

vi
ce
 C
o
ve
ra
g
e 
Ra
ti
o：

一
定
期
間
の
営

業
収
益
を

同
期
間

の
元

利
返
済
額

で
割
っ

て
求

め
る
数
値

）
が
悪
化

し
た

場
合
等

、
一

定
の

場
合
に
は

匿
名
組

合
契

約
に
基
づ

く
配
当

を
停

止
す
る
こ

と
を
求
め

ら
れ

る
こ
と
が

多
い

。
ま

た
、
収

益
の

す
べ
て
を

投
資
家
に

分
配
す
る
の

で
は
な
く

、
一
定

の
積

立
や
留
保

を
求
め
ら

れ
る

こ
と
も
多

い
。
そ

こ
で
、
第
一
号
事

業
・
匿

名
組
合
契

約
型
約

款
と
は
異
な
り
、
分

配
さ
れ
る
金

銭
を
分
配

さ
れ

る
利

益
と
一
致

さ
せ

て
お
ら
ず

、
ま
た

、
分
配

可
能
な
金

銭
を
本

借
入
規
約
に
従

い
本
契
約

に
基
づ
き
分

配
可
能
な

金

額
に

限
定
す
る

と
共

に
、
配
当

停
止
事

由
が
発
生
し
た

場
合
に

は
金
銭
の
分
配

を
行
わ
な

い
こ
と

を
規

定
し
て
い

る
。

配
当

停
止
事
由

に
つ

い
て
は
、
貸
付
人

や
案
件
に

よ
っ
て
異
な

り
得
る
た

め
、
約
款

に
具
体

的
な

記
載
を
す

る
の
で
は

な
く

、
別
紙

5
に
こ
れ
を

記
載

す
る
欄

を
設
け
る

こ
と
に
よ
り

、
本

契
約

作
成
時
に

記
載
す

る
こ

と
が
で
き

る
よ
う
に

し
て

い
る
。
 

 
商

品
設
計
と

し
て

は
、
各
本
組

合
員
に

対
し

て
分
配
さ

れ
た
利

益
相
当
額
を
上

回
る
現
金

を
分
配
で
き

る
よ
う
に

す

る
こ

と
も
可
能

で
あ

る
。
し
か

し
、
実

際
に
は
出

資
元
本
が

取
り
崩
さ
れ

て
い
る
に

も
か

か
わ
ら

ず
、
現
金

の
分
配
に

よ
っ

て
一
般
投

資
家

が
実
態
以

上
の
利

益
が
生
じ
て
い

る
と
誤

認
す
る
よ
う
な

こ
と
を
防

止
す
る

た
め
、
本
モ
デ
ル

約

款
に

お
い

て
は

、
利

益
（
但
し

、
損

失
の
補

て
ん

に
充
当
さ

れ
た

利
益

は
含

ま
れ
な

い
。）

相
当

額
を

上
限

と
し
て
現

金
の

分
配
が
で

き
る

も
の
と
し

て
い
る

。
 

 
な

お
、
本
モ

デ
ル
約
款

の
記

載
は

1
つ
の
例
に

す
ぎ
な
い
。
金
融

機
関

等
か
ら
不

動
産
特

定
共

同
事
業
に

つ
い
て
レ

バ
レ

ッ
ジ
を
効

か
せ

る
た
め
の

借
入
れ

を
行
う
場
合
、
金
銭
の

分
配
の
規

定
に
つ
い

て
は

、
想
定

す
る
商
品

の
商
品
性

や
金

融
機
関
等

に
よ

っ
て
様
々

な
規
定

の
仕
方
が
あ
り

得
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、

実
際
の
約

款
の
作

成
に

あ
た
っ
て

は
、

必
要

に
応
じ
て

金
融

機
関
等
と

協
議
を

行
う
な
ど
し
て

、
各
事

業
者
が
工
夫
す

る
必
要
が

あ
る
と

考
え

ら
れ
る
。
 

6．
 

第
6
項
に
つ
い

て
 

 
第

9
条
第

6
項
は
、
損
失
が
分

配
さ
れ

た
場

合
及
び
損

失
が
補

て
ん
さ
れ
た
場

合
の
会
計

処
理
の
根
拠

と
な
る
規

定

を
定

め
る
も
の

で
あ

る
。
 

 

■
第

10
条
の

解
説
 

 
第

10
条
は

、
本
契
約

の
契
約

期
間
に

つ
い
て
規

定
す

る
。
 

 
約

款
に
は

、
契

約
期
間

に
関

す
る
事

項
と

し
て
、

不
動

産
特

定
共
同

事
業

契
約
を

締
結

す
る
と

き
に

契
約
期

間
を

記
載

す

る
欄

並
び
に

契
約

期
間
の

延
長

を
予
定

す
る

場
合
に

あ
っ

て
は

そ
の
要

件
及

び
手
続

に
関

す
る
定

め
（

契
約
期

間
を

定
め

な

い
場

合
に
あ
っ

て
は

、
そ

の
旨

の
定
め

）
を
記
載

す
る
必
要

が
あ
る
（
施
行
令

第
6
条
第

1
項
第

5
号

、
施
行
規

則
第

11
条

第
2
項
第

5
号

）。
 

 
第

10
条
第

1
項

は
、

こ
れ
を
踏

ま
え
、
契

約
期

間
を
記
載

す
る
欄

を
規

定
す
る
も

の
で
あ

り
、
第

1
0
条

第
2
項
は
、
契

約
期

間
の
延
長

の
要

件
及
び
手

続
を
規

定
す

る
も
の
で

あ
る
。
 

 
ま

た
、
契
約
成
立

時
交

付
書
面

に
は
、
契
約
期

間
に
関
す
る

事
項
を
記

載
す
る
必

要
が

あ
る
（
不
特

法
第

25
条
第

1
項
第

5
号

）。
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 （
本

契
約
の

終
了
・
本
事

業
の
清

算
）【

施
行
令
第

6
条
第

1
項
第

6
号
、
施
行
規
則

第
11

条
第

2
項
第

6
号

イ
及
び
ロ

】【
法

第
25

条
第

1
項
第

6
号
】
 

第
11

条
 
本

契
約

は
、
以
下
の
い

ず
れ

か
の
事
由

が
生
じ
た

場
合
に
は
終

了
す
る
。
か
か
る

事
由
の
発

生
に
よ
り

本
契

約
が

終
了

し
た

場
合
、
本

事
業
者
は
、

本
出
資
者

に
直
ち
に

通
知

す
る
も

の
と
す
る

。
 

（
1
）
 
第

10
条

に
定
め
る
本
契

約
の
契
約

期
間
の
満
了
 

（
2
）
 
新

た
な
対
象
不

動
産
の
取

得
を

予
定
し

な
い
場
合

の
対
象
不
動

産
全
部
の

売
却
等
の
完
了

 

（
3
）
 
本

事
業
の
継
続

の
不
能
 

（
4
）
 
本

事
業
者
に
係

る
破
産
手

続
開

始
の
決

定
 

（
5
）
 
出

資
総
額
が
第

2
条
第

1
項
に

定
め
る

出
資
予
定

総
額
に
満
た

な
い
場
合

で
あ
っ
て
、
第
三

号
事
業
者

が
出
資
を
行

わ
な
い
と
き
そ

の
他
の
や

む
を

得
な
い

事
由
が
あ

る
と
き
 

2 
前
項
の
規

定
に

よ
っ
て
本
契

約
が
終

了
し

た
場
合
、
本
事

業
者
は
、
本
事
業

に
お
い
て
金

銭
以
外
の

資
産
が
あ

れ
ば

こ
れ

を
換

価
処
分

し
た

上
、
本

事
業

に
係
る

資
産

か
ら
本

事
業

者
報

酬
、
第

三
事

業
者
及

び
第

四
号
事

業
者

の
報
酬

並
び

に
本

借

入
契

約
に

基
づ
く
債

務
を
含
む
本

事
業
に
係

る
一
切
の

債
務

を
弁
済

し
、
第

9
条
第

4
項
に

従
い

、
速
や
か

に
最
終
の

計
算

期
間

に
係
る

匿
名

組
合
損

益
及

び
本
出

資
者

に
分
配

す
べ

き
匿

名
組
合

損
益

を
確
定

し
、

本
事
業

に
属

す
る
金

銭
か

ら
清

算

手
続

に
要
す

る
費

用
そ
の

他
の

残
余
財

産
か

ら
支
払

わ
れ

る
べ

き
費
用

を
控

除
し
た

金
額

に
出
資

割
合

を
乗
じ

た
金

額
を

本

出
資

者
に

支
払
う
も

の
と
す
る
。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

4
号
、

同
条
第

2
項
第

12
号
ロ

】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

6
号
ハ

】
 

                  

 
個

別
契
約

書
の

作
成
時

に
契

約
期
間

を
記

載
す
る

欄
に

具
体

的
な
日

付
を

記
載
す

る
こ

と
に
よ

っ
て

、
か
か

る
契

約
成

立

時
交

付
書
面
記

載
事

項
が
充
足

さ
れ
る

こ
と

に
な
る
。
 

 ■
第

11
条
の

解
説
 

 
第

11
条
は

、
本
契
約

の
終
了

及
び
本

事
業
の
清

算
に

つ
い
て

規
定
す
る

。
 

 
約

款
に
は

、
契

約
終
了

時
の

清
算
に

関
す

る
事
項

と
し

て
、

契
約
終

了
の

原
因
と

な
る

事
由
及

び
契

約
終
了

時
の

残
余

財

産
の

分
配
の
方

法
そ

の
他
の
清

算
の
手

続
に

つ
い
て
明

確
か
つ

公
正
な
定
め
を

記
載
す
る

必
要
が
あ
る
（
施
行

令
第

6
条

第
1

項
第

6
号
、
施

行
規

則
第

11
条

第
2
項
第

6
号
イ

）。
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
契
約
終
了
時
の

清
算
に
関

す
る
事

項
を

記
載
す
る

必
要
が

あ
る
（
不

特
法
第

2
5
条
第

1
項

第
6
号
）。

 

 
第

11
条
は

、
こ

れ
ら
を
踏
ま

え
、
第

1
項
に
お

い
て
契
約

終
了
の

原
因

と
な
る
事

由
を
規

定
し

、
第

2
項
に
お

い
て
契

約

終
了

時
の
残
余

財
産

の
分
配
の

方
法
そ

の
他

の
清
算
の

手
続
に

つ
い
て
規
定
す

る
も
の
で

あ
る
。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
前

述
の
と
お

り
、
第

11
条
第

1
項
は

、
契
約
終

了
の

原
因
と

な
る
事
由

を
規
定
す
る
も

の
で
あ

る
。
 

 
第

2
条
第

2
項
の

解
説
で
述

べ
た
と

お
り
、
匿

名
組
合
に
お

い
て
は
、
各
匿
名
組

合
員
が

営
業

者
と
の
間

で
締
結
す

る
契

約
は
そ
れ

ぞ
れ

別
個
独
立

の
契
約

で
あ
る
た
め
、
契
約
の

終
了
に
つ

い
て
も
、
匿
名
組

合
契

約
ご
と
に

終
了
事
由

の
発

生
の
有
無

が
判

断
さ
れ
、
ま

た
、
終
了
の
効
果
が

発
生
す

る
こ
と
に
な
る

。
し

か
し
、
本
事

業
者

、
本

出
資
者
及

び
他

の
匿
名
組

合
契

約
の
匿
名

組
合
員

は
、
本
事

業
全
体
に
つ

い
て
共
通

の
利
害
関

係
を

有
し
て

お
り
、
契

約
の
終
了

事
由

に
つ
い
て

も
、
本
事

業
に

係
る
す

べ
て
の
匿

名
組
合
契
約

に
共
通
す

る
終
了
事

由
と

、
本
契

約
の
み
を

対
象
と
す

る
終

了
事
由
の

2
つ
が

存
在
す
る

。
第

1
1
条
第

1
項
は
、
こ

れ
ら
の
う
ち

本
事
業
に

係
る
す

べ
て

の
匿
名
組

合
契
約

に
共

通
す
る
終

了
事

由
を
規
定

す
る
も

の
で
あ
る
。
 

 
対

象
不
動
産

変
更

型
契
約
に

お
い
て

は
、
新

た
な
対
象

不
動
産

を
追
加
取
得
す

る
予
定
で

対
象
不
動
産

全
部
の
売

却

等
を

行
う
こ
と

も
考

え
ら
れ
る

た
め
、
第

11
条
第

1
項

第
（
2）

号
の
終
了
事
由

を
新
た
な

対
象
不
動
産

の
取
得
を

予

定
し

な
い
場
合

に
限

定
し
て
い

る
。
 

第
11

条
第

1
項
第
（
4）

号
は

、
商

法
第

5
41

条
第

3
号
を
踏

ま
え
た
終

了
事

由
で
あ
る

。
商

法
第

54
1
条
第

3
号

に
お

い
て
は
、
匿
名
組
合

員
が

破
産
手

続
開
始
決

定
を
受
け
た

こ
と
も
終

了
事
由
と

定
め

ら
れ
て

い
る
が
、
本
出
資
者

の
破

産
は
本
事

業
全

体
を
終
了

さ
せ
る

べ
き
事
由
で
は

な
い
た

め
、
第

11
条
第

1
項
に
は

規
定
せ
ず
、

本
契
約
の

み

を
対

象
と
す
る

終
了

事
由
と
し

て
、
第

13
条
第

3
項
に
規
定
し

て
い
る
。
 

 
約

款
に
は
、
契
約
終
了

時
の

清
算
に

関
す
る
事

項
と
し
て
、
出
資

が
予

定
し
た
財

産
に
満

た
な

い
場
合
で

あ
っ
て
不

動
産

特
定
共
同

事
業

者
等
が
出

資
を
行

わ
な
い
と
き
そ

の
他
の

や
む
を
得
な
い

事
由
が
あ

る
と
き

に
は
、
不
動
産
特

定

共
同

事
業
契
約

が
終

了
す
る
旨

の
定
め

を
記
載
す
る
必

要
が
あ

る
（
施
行
令
第

6
条
第

1
項
第

6
号
、

施
行
規
則

第

11
条
第

2
項

第
6
号
ロ

）。
 

 
そ
こ
で
、
第

11
条
第

1
項
第
（
5
）
号
に
お

い
て
、
か
か
る
約

款
記

載
事
項
を

踏
ま
え
た

終
了
事
由
を

規
定
し
て

い
る

。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
第

11
条
第

2
項
は
、

第
11

条
第

1
項
に
よ
っ

て
本
契
約

が
終
了

し
た

場
合
の
清

算
に
つ

い
て

規
定
し
て

い
る
。
 

 
匿

名
組
合
契

約
が

終
了
し
た

と
き
は

、
営
業
者

は
、
匿

名
組
合

員
に
そ
の
出
資

の
価
額
を

返
還
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
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         （
本

契
約
上

の
地

位
の
譲

渡
）
 

第
12

条
 
本

出
資

者
は
、
本
事
業

者
の

事
前
の
書

面
又
は
電

磁
的
方
法
に

よ
る
承
諾

が
あ

る
場
合

に
限
り
、
本
契

約
上

の
地

位
を

譲
渡

す
る
こ
と

が
で
き
る
。

但
し
、
本

事
業
者
は

、
当

該
承
諾

を
正
当
な

理
由

な
く
拒

否
で
き
な

い
も
の
と
す
る

。
 

【
施

行
規

則
第

11
条
第

1
項
第

5
号
、

同
条
第

2
項
第

13
号
】
 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

13
号

】
 

2 
本
出
資
者

は
、
前
項

に
基
づ
き

本
契
約
上

の
地

位
を
譲
渡

し
た
場

合
、
第
三
号
事
業
者

に
対
し

、
本

契
約
上
の

地
位

の
譲

渡
に

伴
う

事
務
手
続

に
関
し
、
金

○
円
を
支

払
う
も
の

と
す

る
。
 

                     

い
（

商
法
第

54
2
条

）。
第

11
条

第
2
項
は
、
そ

の
具
体
的

な
手
続

を
定

め
る
も
の

で
あ
る

。
 

 
ま

た
、
第

11
条
第

2
項
は
、

本
契
約

終
了

時
ま
で
に

対
象
不

動
産
の
売
却
が

行
わ
れ
て

い
な
い
場
合

に
お
け
る

対

象
不

動
産
の
売

却
の

手
続
を
定

め
る
も

の
で
あ
る
た
め
、
施

行
規
則
第

1
1
条
第

1
項
第

4
号
及
び
同

条
第

2
項
第

12

号
ロ

の
約
款
記

載
事

項
を
記
載

す
る
も

の
で
も
あ
る
。
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
収
益
又

は
利

益
及
び
契

約
終
了

時
に
お
け
る
残

余
財
産
の

受
領
権
並
び

に
出
資
を

伴

う
契

約
に
あ
っ

て
は

出
資
の
返

還
を
受

け
る
権
利
に
関

す
る
事

項
を
記
載
す
る

必
要
が
あ

る
（
施

行
規

則
第

47
条

第

2
項

第
6
号
ハ

）。
 

 
第

11
条
第

2
項
に
よ

り
、
第

11
条
第

1
項
に

よ
っ
て
本
契

約
が
終
了
し

た
場
合
に

お
け
る

残
余

財
産
の
受

領
権
及

び
出

資
の
返
還

を
受

け
る
権
利

に
関
す

る
事
項
が
記
載

さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
 

 

■
第

12
条
の

解
説
 

 
第

12
条
は

、
本
契
約

上
の
地

位
の
譲

渡
に
つ
い

て
規

定
す
る

。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
事
業
参
加

者
の

契
約
上

の
権
利
及

び
義
務
の
譲

渡
に
関
す

る
事
項
と

し
て

、
契
約

の
相
手
方

で
あ
る
不

動
産

特
定
共
同

事
業

者
等
の
同

意
を
得

た
場
合
に
限
り
、
事
業
参

加
者
の
契
約
上

の
権
利
及

び
義
務
を
譲

渡
す
る
こ

と

が
で

き
る
旨
の

定
め

を
記
載
す

る
必
要

が
あ
る
（
施
行

規
則
第

11
条
第

1
項
第

5
号
、
同

条
第

2
項
第

13
号
）。

 

 
ま

た
、
契
約

成
立
時
交

付
書

面
に
は

、
事

業
参

加
者
の
契

約
上
の

権
利

及
び
義
務

の
譲
渡

に
関

す
る
事
項

を
記
載
す

る
必

要
が
あ
る

（
施

行
規
則
第

47
条

第
2
項
第

13
号

）。
 

 
第

12
条
第

1
項
は

、
こ
れ
ら

を
踏
ま

え
、

本
事
業
者

の
事
前

の
書
面
又
は
電

磁
的
方
法

に
よ
る
承
諾

が
あ
る
場

合

に
限

り
、
本
出

資
者

が
本
契
約

上
の
地

位
を
譲
渡
す
る

こ
と
が

で
き
る
こ
と
を

規
定
す
る

も
の
で

あ
る

。
 

 
本

契
約

に
お

い
て

は
、
本
出

資
者

の
主
導

に
よ

っ
て
本
契

約
を

終
了

さ
せ

る
こ
と

が
で

き
る

方
法

と
し

て
、
第

13

条
第

1
項
に
定

め
る
や
む
を
得

な
い
事

由
が
存
在

す
る

場
合
等

の
解
除
及

び
第

16
条
に
定

め
る
ク
ー
リ

ン
グ
オ
フ

に

係
る

解
除
の
ほ

か
、
第

13
条
第

2
項
に

定
め

る
本
契
約

の
全
部

又
は
一
部
の
解

除
が
あ
る

が
、
か
か
る

解
除
は
そ

の

全
部

又
は
一
部

が
認

め
ら
れ
な

い
こ
と

が
あ
る
た
め
、
本
契
約

上
の
地
位

の
譲
渡
は
、
本

出
資
者

に
と
っ
て

、
投
下
資

本
の

回
収
の
た

め
の

重
要
な
手

段
で
あ

る
。
そ
こ

で
、
本
モ

デ
ル
約
款
に

お
い
て
は

、
第

12
条
第

1
項
但
書
を
設
け
、

本
事

業
者
は
本

項
の

承
諾
を
正

当
な
理

由
な
く
拒
否
で

き
な
い

こ
と
を
定
め
て

い
る
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
第

12
条
第

2
項
は

、
本
出
資

者
が
本

契
約

上
の
地
位

を
譲
渡

し
た
場
合
に
、

第
三
号
事

業
者
に
対
し

て
本
契
約

上

の
地

位
の
譲
渡

に
伴

う
事
務
手

続
の
対

価
を
支
払
う
べ

き
こ
と

を
定
め
た
規
定

で
あ
る
。

 

 
特

例
事
業
者

た
る

本
事
業
者

は
SP
C
で
あ
る
た
め
、
本

契
約
上

の
地
位
の
譲
渡

に
伴
う
事

務
手
続
を
行

う
の
は
第

三

号
事

業
者
と
考

え
ら

れ
る
。
本

出
資
者

と
第
三
号

事
業
者
と
の

間
に
は
契

約
関
係
は

な
い

た
め
、
本
出
資
者

が
本
事
業

者
に

支
払
い
、
本
事
業
者

が
第

三
号
業

事
業
者
に

支
払

う
と
い

う
整
理
も

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

、
本
モ

デ
ル
約
款
に

お
い

て
は
、
よ

り
直
接
的

に
、
本

出
資

者
が
第
三

号
事
業
者

に
支
払
う
こ

と
と
し
た

。
第
三

号
事

業
者
が
か

か
る
対
価

を
受

領
す
る
根

拠
に

つ
い
て
は

、
本
委

託
契
約
に
お
い

て
定
め

る
こ
と
を
想
定

し
て
い
る

。
 

 
な

お
、
本
項
の
「
本
契

約
上

の
地
位

の
譲
渡
に

伴
う
事
務
手

続
」
に
つ
い

て
は
、
事
業
参

加
者

名
簿
の
書

換
等
の
事

務
を

想
定
し
て

お
り
、
不
動
産
特

定
共
同

事
業

契
約
の
代

理
又
は

媒
介
に
該
当
す

る
行
為
を

第
三
号
事
業

者
が
行
う

こ

と
は

想
定
し
て

い
な

い
。
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（
本

契
約
の

解
除

等
）【

法
第

25
条

第
1
項
第

7
号

、
施
行
規

則
第

47
条
第

1
項
第

1
号

な
い
し
第

4
号
】
 

第
13

条
 
本

出
資

者
は
、
や
む
を

得
な

い
事
由
が

存
在
す
る

場
合
に
は
、
本
事

業
者
に
対
し

て
書
面
に

よ
っ
て
通

知
す

る
こ

と
に

よ
り
、

本
契

約
を
解

除
す

る
こ
と

が
で

き
る
。

ま
た

、
本

出
資
者

が
死

亡
し
た

場
合

又
は
後

見
開

始
の
審

判
を

受
け

た

場
合

に
は
、

そ
の

相
続
人

又
は

成
年
後

見
人

は
、
本

事
業

者
に

対
し
て

書
面

に
よ
っ

て
通

知
す
る

こ
と

に
よ
り

、
本

契
約

を

解
除

す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

2 
前
項
に
か

か
わ

ら
ず
、
本
出

資
者
は
、
本

項
の
定
め

に
従
い

、
本

契
約
の
全

部
又
は
一
部

を
解
除
す

る
こ
と
が

で
き

る
。
 

（
1
）
 
本

出
資
者
は
、
毎
年
 

 
月

1
日
か
ら

 
 
月
末
日
ま

で
の
期

間
（
以
下
「
解
除

希
望
受

付
期
間
」
と
い

う
。）
、
本

事
業
者
に
対
し

、
本
契
約
の
全

部
又
は

一
部
の
解
除
を

希
望
す

る
旨
を
書

面
に

よ
っ
て
通

知
（
以
下
「

解
除

希
望
通

知
」

と
い
い

、
解
除

希
望
通

知
に
記

載
さ
れ

る
解

除
対

象
に

係
る

出
資
の

価
額

を
「

解
除

希
望

価
額

」
と
い

う
。
）

す
る
こ
と
が
で

き
る
。
但
し
、
本
契
約

の
一

部
の
解
除

を
希
望

す
る

場
合
は
、
解
除

対
象
に

係
る
本
出

資
額

が
○
円

単
位
に
な
る
よ

う
に
記
載

し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い

。
 

（
2
）
 
当

該
解
除
希
望

受
付
期
間

に
お

け
る
本

契
約
及
び

他
の
匿
名
組

合
契
約
に

係
る
解
除
希
望

価
額
の

合
計
（
以

下
「
解

除
希
望
総
額
」

と
い
う
。
）
が
直
前

の
営

業
年
度
の

末
日
の
出

資
総
額
の
○

％
（
以
下

「
返
還

上
限

額
」
と
い

う
。）

を
超
え
な
い
場

合
、
解
除

希
望
受

付
期
間
の
直
後

の
計
算
期

間
の
末

日
を

も
っ
て
、
解
除
希

望
通
知
の

記
載

に
従
っ

て
本
契
約
の
全

部
又
は
一

部
が

解
除
さ

れ
る
も
の

と
す
る
。
 

（
3
）
 
当

該
解
除
希
望

受
付
期
間

に
お

け
る
解

除
希
望
総

額
が
返
還
上

限
額
を
超

え
る
場
合
、
解
除

希
望
受
付

期
間
の
直
後

の
計
算
期
間
の

末
日
を
も

っ
て

、
返
還
上

限
額
に
解

除
希
望

価
額
を

乗
じ
解
除

希
望

総
額
で

除
し
た
金

額
に

対
応
す

る
本
契
約
の
一

部
が
解
除

さ
れ

る
も
の

と
し
、
そ
の

余
の
金

額
に
対

応
す
る
解

除
希

望
通
知

は
効
力
を

失
う

も
の
と

す
る
。
 

（
4
）
 
前

各
号
に
か
か

わ
ら
ず
、
以
下
の

い
ず
れ
か

の
事

由
に
該
当

す
る
場

合
、
本
出

資
者

は
本
項

に
基
づ
き

本
契
約
を
解

除
す
る
こ
と
が

で
き
な
い

も
の

と
す
る

。
こ
の
場
合
、
本
出
資

者
の

解
除
希
望

通
知
は
効

力
を
失
う
も

の
と
し
、
本

事
業
者
は
、
本

出
資
者
に

対
し

、
そ
の

旨
を
書
面

又
は
電
磁
的

方
法
に
よ

り
通
知
す
る
も

の
と
す

る
。
 

①
 
○
年

○
月
○
日
が
経

過
し
て
い

な
い
場
合
 

②
 
当

該
営

業
年

度
に

お
け

る
本

契
約

及
び

他
の

匿
名

組
合

契
約

の
解

除
に

伴
う

出
資

の
価
額

の
返

還
を

行
う

こ
と
に

よ
り
、
本
借
入
契

約
に
基
づ

き
本

事
業
者

が
負
う
義

務
に

違
反
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
と
本
事

業
者
が

合
理
的
に
判
断

す
る

場
合
 

③
 
当

該
営

業
年

度
に

お
け

る
本

契
約

及
び

他
の

匿
名

組
合

契
約

の
解

除
に

伴
う

出
資

の
価
額

の
返

還
を

行
う

こ
と
に

よ
り

、
本
事
業
に
重

大
な
悪
影

響
が
生
じ
る

お
そ
れ
が

あ
る
と

本
事

業
者
が
合

理
的
に
判
断

す
る
場
合
 

【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

7
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
7
号
、

同
項
第

7
号
の

2】
 

3 
本
出
資
者

が
破

産
手
続
開
始

の
決
定

を
受

け
た
場
合

に
は
、

本
契

約
は
当
然

に
終
了
す

る
。
 

4 
前
三
項
又

は
第

3
条
の

2
第

3
項
の
規

定
に
よ
っ
て
本
契

約
の
全

部
又
は
一
部
が

終
了
し

た
場
合
、
本
事

業
者
は
、

第
9

条
第

4
項

に
準
じ
て
、
速

や
か
に

本
出
資
者
に
分

配
す
べ
き

本
契
約

の
全

部
又
は
一

部
の
終

了
日

ま
で
の
匿

名
組
合
損

益
を

算
定

し
、
当

該
損

益
を
分

配
し

た
場
合

に
生

ず
る
本

出
資

者
に

対
す
る

債
権

債
務
を

計
上

し
た
上

で
、

本
出
資

者
に

対
し

、

出
資

の
価

額
の
返
還

と
し
て
、
本
契
約

の
全
部
又

は
一
部
の
終

了
後
[1
]
ヶ
月
以
内

に
、
本
事

業
の
時
価

純
資
産
額

に
本

出
資

者
の

出
資

割
合
（
但

し
、
本
契

約
の
一

部
の
終
了

の
場
合
に
は

、
終

了
部

分
に
係
る

出
資
割

合
に

限
る
。）

を
乗

じ
た
金

額
を

本
出

資
者

の
指
定
す

る
金
融
機
関

口
座
に
送

金
す
る
方

法
に

よ
り
支

払
う
も
の

と
す

る
。
但

し
、
別
紙

5
借

入
関
連
条

項
記

載
の

出
資

返
還
制
限

条
項
に
従
う

も
の
と
す

る
。
 

 

■
第

13
条
の

解
説
 

 
第

13
条
は

、
本
契
約

の
解
除

等
に
つ

い
て
規
定

す
る

。
 

 
第

11
条
第

1
項
の
解

説
で
述

べ
た
と

お
り
、
本
契
約
の
終

了
事
由

に
つ
い
て
は
、
本
事

業
に
係

る
す
べ
て
の
匿

名
組
合

契

約
に

共
通
す
る

終
了

事
由
と
、
本

契
約
の
み
を
対

象
と
す
る

終
了
事

由
の

2
つ
が
存

在
す
る

が
、
第

1
3
条

第
1
項
な
い
し

第

3
項

は
、
こ
れ

ら
の
う
ち
本
契

約
の
み

を
対
象
と

す
る

終
了
事

由
を
規
定

す
る

も
の
で
あ

る
。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
約

款
に
は
、
契
約
の
解

除
に

関
す
る

事
項
と
し

て
、
や
む

を
得
な
い
事

由
が
存
す

る
場

合
に
契

約
を
解
除

し
、
又
は

組
合

か
ら
脱
退

す
る

こ
と
が
で

き
る
旨

の
定
め
、
並
び

に
か
か

る
場
合
を

除
き
、
契

約
を

解
除
し

、
又
は
組

合
か
ら
脱

退
す

る
こ
と
が

で
き

る
場
合
に

あ
っ
て

は
、
そ
の

条
件
及
び
手

続
に
関
す

る
定
め
を

記
載

す
る
必

要
が
あ
る
（
施
行
令

第
6
条
第

1
項
第

7
号
、
施
行

規
則
第

11
条
第

2
項
第

7
号
、

同
項
第

7
号
の

2）
。
 

 
ま

た
、
商
法

第
54
0
条

第
2
項
は
、
匿
名
組
合

の
存
続
期
間
を

定
め
た
か

否
か
に
か
か
わ

ら
ず
、
や
む
を
得

な
い
事

由
が

あ
る
と
き

は
、

各
当
事
者

は
い
つ

で
も
匿
名
組
合

契
約
の

解
除
を
す
る
こ

と
が
で
き

る
と
定

め
る

。
 

 
第

13
条
第

1
項
前

段
は
、
こ

れ
ら
を

踏
ま

え
、
や
む

を
得
な

い
事
由
が
存
在

す
る
場
合

に
本
出
資
者

が
本
契
約

を

解
除

す
る
こ
と

が
で

き
る
旨
を

規
定
す

る
も
の
で
あ
る
。
や
む
を

得
な

い
事
由
に

つ
い
て
は

、
当

事
者
の
重

要
な
義
務
、

例
え

ば
、
出
資
・
利
益
分

配
・
営

業
執
行

義
務
等
の
懈
怠
、
又
は
そ
の
義
務

の
履
行
不
能

の
よ
う
な
場

合
を
い
う

と
解

さ
れ

て
い
る
（
西

原
寛
一
『
商
行

為
法
』（

有
斐
閣
、
第
三
版

、
昭
和

6
0
年
）
18
3
頁
、
服
部

榮
三
・
星
川

長
七
編
『
別

冊
法

学
セ
ミ
ナ

ー
No

.1
47
 基

本
法
コ
ン

メ
ン
タ
ー

ル
［
第
四
版
］
商
法
総
則
・
商
行

為
法

』（
日
本
評
論

社
、
平
成

9

年
）

12
9〔

和
座

一
清
〕
等
）
。

ま
た

、
国
交

省
事

務
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
第

3-
2（

1）
①
及
び

金
融

庁
事

務
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
7
-2
-2

（
1）

①
は

、
か

か
る
「

や
む

を
得

な
い

事
由
」
に
つ

い
て

、
例

え
ば

、
不
動
産

特
定

共
同

事
業

者
が

対
象

不
動

産
に

係
る

不
動

産
取

引
や

収
益

又
は

利
益

の
分

配
等
の

不
動

産
特

定
共

同
事

業
契

約
上

の
重

要
な

義
務

を
正

当

な
理

由
な
く
履

行
し

な
い
場
合

や
、
当

該
義
務
を
履
行

す
る
こ

と
が
で
き
な
く

な
っ
た
場

合
、
施

行
規

則
第

11
条

第

2
項
第

12
号

ロ
又
は
第

15
号

イ
(5
)に

掲
げ
る

合
理
的
な
価

格
に
該
当
し

な
い
価
格

に
よ
り

対
象

不
動
産
の

売
却
等

又
は

追
加
取
得

を
行

っ
た
場
合

な
ど
、
不

動
産

特
定
共
同

事
業
者

に
不
動
産
特
定

共
同
事
業

契
約
上
の
重

大
な
契
約

違

反
が

あ
る
場
合

や
、

不
動
産
特

定
共
同

事
業
者
に
重
大

な
法
令

違
反
が
あ
る
場

合
の
ほ
か

、
任
意

組
合

型
に
お
い

て
、

事
業

参
加
者
が

属
す

る
組
合
の

営
業
方

針
の
変
更
に
よ

り
、
当

該
事
業
参

加
者
の
利

益
が

著
し
く

害
さ
れ
、
共
同
経
営

を
す

る
に
耐
え

な
い

程
度
に
至

っ
た
場

合
を
含
み
、
事
業

参
加
者

が
重
篤
な
病
気

に
罹
患
し

た
場
合
や
重

傷
を
負
っ

た

場
合

、
地

震
・

火
災

等
に
罹
災

し
た

場
合
等

の
事

業
参
加
者

の
自

己
都

合
は
、
「

や
む
を
得

な
い

事
由

」
に

含
ま
れ
な

い
と

す
る
。
 

 
商

法
第

54
1
条
第

2
号
は
、
営

業
者
の

死
亡

又
は
営
業

者
が
後

見
開
始
の
審
判

を
受
け
た

こ
と
を
匿
名

組
合
契
約

の

終
了

事
由
と
し

て
定

め
る
が
、
営
業
者

に
該
当
す

る
本

事
業
者

は
法
人
で

あ
る
の
で
、
そ

の
適
用

が
な
い
。
本
モ
デ
ル

約
款

に
お
い
て

は
、
商
法

と
同

様
に
、
匿
名

組
合

員
の
死
亡

又
は
匿

名
組

合
員
が
後

見
開
始

の
審

判
を
受
け

た
こ
と
は

匿
名

組
合
契
約

の
終

了
事
由
と

は
し
て

い
な
い
。
第
一

号
事
業
・
任
意
組

合
契
約
型

モ
デ

ル
約
款

に
お
い
て

は
、
民
法

第
6
79

条
第

1
号
及

び
第

3
号

を
踏
ま

え
、
組

合
員
の
死

亡
及
び

組
合
員
が
後
見

開
始
の
審

判
を
受
け
た

こ
と
を
組

合

か
ら

の
脱
退
事

由
と

し
て
規
定

し
て
い

る
。
本
モ

デ
ル

約
款
に

お
い
て
も

、
第
一
号

事
業
・
任
意

組
合
契
約

型
モ
デ
ル

約
款

と
同
様
に

本
契

約
が
当
然

に
終
了

す
る
と
い
う
規

定
を
置

く
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
が

、
匿
名
組
合
員

は
出
資
者

と

し
て

の
立
場
で

事
業

に
関
与
す

る
に
す

ぎ
ず
、
当

然
に
本
契
約

を
終
了
さ

せ
る
必
要

は
な

い
こ
と

か
ら
、
旧

標
準
約
款

101



【
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

6
号
、
施

行
規
則
第

11
条
第

2
項

第
6
号
イ

、
同
項
第

7
号

の
2】

 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

6
号
】

 

【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

6
号
ハ

】
 

5 
本
事
業
者

は
、
業
務

上
の
余
裕

金
、
特
定
金
銭

又
は

業
務
外

金
銭
の
一

部
又
は
全
部
の

運
用
の

中
止
、
流
動
性

の
高

い
対

象
不

動
産
の

売
却

、
新
規

の
借

入
れ
、

追
加

募
集
等

に
よ

っ
て

調
達
し

た
資

金
を
も

っ
て

、
前
項

に
定

め
る
出

資
の

価
額

の

返
還

を
行

う
も
の
と

す
る
。
 

6 
本
出
資
者

及
び

本
事
業
者
は

、
本
事

業
に
対
し

て
出
資
を

行
う
匿
名
組

合
契
約
の

解
除

が
多
発

し
た
と
き

は
、
本
事

業
を

継
続

で
き

な
く
な
る

お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
を

確
認
す
る

。
 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

7
号
、

施
行
規

則
第

47
条
第

1
項
第

5
号
】
 

                            

と
同

様
に
、
相
続

人
や

後
見
人
が

本
契
約

上
の

地
位
を
一

旦
承
継

し
た
上
で
解
除

す
る
こ
と

が
で
き
る
も

の
と
し
て

い

る
。
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
契
約

の
解
除
に

関
す

る
定
め

が
あ
る
と

き
に
は
、
そ
の

内
容
と

し
て
、
契

約
の
解
除

又
は

組
合
か
ら

の
脱

退
の
可
否

及
び
そ

の
条
件
、
契
約
の
解
除

又
は
組
合

か
ら
の
脱

退
の

方
法
、
契
約
の
解

除
又
は
組

合
か

ら
の
脱
退

に
係

る
手
数
料

、
契
約

の
解
除
又

は
組
合
か
ら

の
脱
退
の

申
込
期
間

を
記

載
す
る

必
要
が
あ

る
（
不
特

法
第

25
条
第

1
項
第

7
号
、
施

行
規
則
第

47
条

第
1
項
第

1
号
な

い
し
第

4
号
）
。
 

 
第

13
条
第

1
項
は

、
こ
れ
ら

を
踏
ま

え
、

契
約
の
解

除
の
可

否
及
び
そ
の
条

件
と
し
て

、
や
む
を
得

な
い
事
由

が

存
在

す
る
場
合
、
本
出

資
者
が
死

亡
し
た

場
合

及
び
後
見

開
始
の

審
判
を
受
け
た

場
合
に
本

契
約
の
解
除

が
可
能
で

あ

る
こ

と
、
契
約

の
解
除
の

方
法

と
し
て

、
書
面
に

よ
っ
て
通

知
す
る
方
法

に
よ
る
べ

き
こ

と
を
規

定
し
て
い

る
。
契
約

の
解

除
に
係
る

手
数

料
及
び
契

約
の
解

除
の
申
込
期
間

に
つ
い

て
は
、
記
載
し
な

い
こ
と
に

よ
っ
て
手
数

料
及
び
申

込

期
間

が
な
い
こ

と
を

意
味
す
る

も
の
と

考
え
ら
れ
、
記
載

し
な
く

と
も
契
約
成
立

時
交
付
書

面
記
載
事
項

の
充
足
に

問

題
は

な
い
と
解

さ
れ

る
た
め
、

記
載
し

て
い
な
い
。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

第
13

条
第

1
項
の
解
説
で

述
べ
た

と
お
り
、
約
款

に
は
、
契

約
の
解

除
に

関
す
る
事

項
と
し

て
、

や
む
を
得

な
い

事
由

が
存
す
る

場
合

を
除
き
、
契
約
を

解
除
し

、
又
は
組
合

か
ら
脱
退
す

る
こ
と
が

で
き

る
場
合

に
あ
っ
て

は
、
そ
の

条
件

及
び
手
続

に
関

す
る
定
め

を
記
載

す
る
必
要
が
あ

る
（
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

7
号
、
施
行

規
則
第

1
1
条

第

2
項

第
7
号
、

同
項
第

7
号
の

2）
。
 

国
交
省
事

務
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
第

3
-2
（
1）

②
及
び

金
融
庁
事

務
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

7-
2
-2
（
1）

②
は
、

対
象
不
動

産

変
更

型
契
約
に

基
づ

き
不
動
産

特
定
共

同
事
業
を
行
う

場
合
で

あ
っ
て
、
特
に
特

例
投
資
家

に
該
当
し
な

い
者
を
事

業

参
加

者
と
し
、
契
約
期
間

が
長

期
に
わ

た
る
場
合

に
は

、
当

該
定
め
と
し

て
、
例
え

ば
営
業

年
度

ご
と
に
発

行
済
み
出

資
口

数
の
一
定

割
合

に
つ
い
て

、
契
約
の

解
除

又
は
組
合

か
ら
の

脱
退
が
可
能
で

あ
る
旨
の

定
め
等
が
あ

る
こ
と
が

望

ま
し

い
と
す
る

。
 

第
13

条
第

2
項
は
、
こ
れ

ら
を
踏

ま
え
、
一
定
の

条
件
の
下

、
本
出

資
者

に
よ
る
本

契
約
の

全
部

又
は
一
部

の
解

除
を

認
め
る
規

定
を

設
け
た
も

の
で
あ

る
。
 

か
か
る
解

除
に
つ
い

て
は

、
こ

れ
を
無
制
限

に
認
め
る

と
本

事
業
へ

の
悪
影
響

が
生

じ
る
可

能
性
が
あ

る
た
め
、
一

定
の

範
囲
に
限

定
せ

ざ
る
を
得

な
い
が
、
事
業

参
加
者
の

解
除
の

希
望
が
か
か
る

範
囲
を
超

え
る
場
合
を

ど
の
よ
う

に

取
り

扱
う
か
に

つ
い

て
は
、
様

々
な
制

度
設
計
が

あ
り
得
る
も

の
と
考
え

ら
れ
る
。
先
着
順

又
は

抽
選
に
よ

っ
て
解
除

で
き

る
者
を
選

別
す

る
こ
と
も

考
え
ら

れ
る
が
、
先
後
関
係
の

認
定
や
抽

選
の
客
観

性
・
平

等
性

の
確
保
が

難
し
い
な

ど
実

務
的
な
課

題
が

あ
る
こ
と

か
ら
、
本
モ
デ
ル

約
款
に
お
い

て
は
、
解

除
を
希
望

す
る
対

象
に

対
応
す
る

出
資
の
価

額
に

応
じ
て
割

合
的

に
解
除
を

認
め
る

こ
と
と
し
た
。
 

第
13

条
第

2
項
第
（
1）

号
但
書
に

お
け
る
本
契
約

の
一
部
の

解
除
を

希
望

す
る
場
合

の
解
除

対
象

に
係
る
本

出
資

額
の

単
位

は
、

募
集

時
に
お
け

る
出

資
の
単

位
と

同
じ
金
額

と
す

る
こ

と
を

想
定
し

て
い

る
。

同
項

第
（

3）
号
に
基

づ
く

本
契
約
の

一
部

の
解
約
に

よ
り
、
本

出
資

者
に
係
る

本
出
資

額
の
残
額
が
当

該
単
位
を

下
回
る
こ
と

も
考
え
ら

れ

る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
残
額

す
べ
て

の
解
除
で

あ
れ
ば
「
本
契

約
の
一
部

の
解

除
を
希
望

す
る
場
合
」
に
は

該
当
し

な
い

た
め
、
同

項
第

（
1）

号
本

文
に
基

づ
き
解
除

を
希

望
す
る

こ
と
が
で

き
る
も
の
と
考

え
ら
れ

る
。
 

本
事
業
の

状
況
に
よ

っ
て

は
第

13
条
第

2
項
の
解

除
を
認
め

る
と
本

事
業

に
重
大
な

悪
影
響

が
生

じ
、
他
の

匿
名

組
合

契
約
に
係

る
事

業
参
加
者

が
不
利

益
を
被
る
こ
と

に
な
る

こ
と
も
考
え
ら

れ
る
た
め

、
第

13
条
第

2
項
第

（
4）
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号
に

、
解
除
が

認
め

ら
れ
な
い

場
合
の

規
定
を
設
け
て

い
る
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
第

11
条
第

1
項
の
解

説
で
述

べ
た
と

お
り
、
第

13
条

第
3
項

は
、
商

法
第

54
1
条
第

3
号

を
踏
ま
え
た

本
契
約
の

終
了

事
由
で
あ

る
。
 

4．
 

第
4
項
に
つ
い

て
 

 
前

述
の
と
お

り
、
約
款

に
は

、
契
約

終
了
時
の

清
算
に
関

す
る
事
項
と

し
て
、
契

約
終
了

の
原

因
と
な
る

事
由
及
び

契
約

終
了

時
の

残
余

財
産

の
分

配
の

方
法

そ
の

他
の

清
算
の

手
続

に
つ

い
て

明
確

か
つ

公
正

な
定

め
を

記
載

す
る

必

要
が

あ
る
（
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

6
号
、
施
行
規

則
第

1
1
条
第

2
項
第

6
号

イ
）。

 

 
ま

た
、
契
約

成
立
時
交

付
書

面
に
は

、
契
約
終

了
時
の
清

算
に
関
す
る

事
項
を
記

載
す

る
必
要

が
あ
る
（

不
特
法
第

25
条
第

1
項

第
6
号

）。
 

 
第

13
条
第

4
項
は

、
こ
れ
ら

を
踏
ま

え
、
第

13
条
第

1
項
な

い
し
第

3
項
又

は
第

3
条

の
2
第

3
項

に
よ
っ
て

本

契
約

の
全
部
又

は
一

部
が
終
了

し
た
場

合
の
清
算
手
続

に
つ
い

て
規
定
し
た
も

の
で
あ
る

。
 

 
第

11
条
第

2
項
の

解
説
で
述

べ
た
と

お
り

、
匿
名
組

合
契
約

が
終
了
し
た
と

き
は
、
営

業
者
は
、
匿

名
組
合
員

に

そ
の

出
資
の
価

額
を

返
還
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
（
商

法
第

54
2
条

）。
第

13
条
第

4
項
は

、
第

11
条
第

2
項
と
同

様
に

、
そ
の
具

体
的

な
手
続
を

定
め
る

も
の
で
あ
る
。
 

 
第

13
条
第

4
項
に

基
づ
く
清

算
は
、

本
事

業
に
係
る

す
べ
て

の
匿
名
組
合
契

約
に
共
通

す
る
終
了
事

由
で
は
な

い

た
め
、
本
契
約
の
終
了

に
か
か
わ

ら
ず
、
他
の
匿
名

組
合
契

約
は
終

了
せ
ず
、
本
事
業
は

存
続
す

る
こ

と
に
な
る
。
本

事
業

に
係
る
出

資
金

を
対
象
不

動
産
の

取
得
に
充
て
て

い
る
場

合
、
本
事
業
に

係
る
財
産

に
は
第

1
3
条
第

4
項
の

出

資
の

価
額
の
返

還
を

行
う
だ
け

の
現
金

が
存
し
な
い
こ

と
も
想

定
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り

、
こ
れ
を
行
う

と
本
事
業

に

悪
影

響
が
生
じ

る
可

能
性
が
あ

る
。
い

わ
ゆ
る

GK
-T
K
ス
キ
ー

ム
に
お
け

る
匿
名
組

合
契

約
で
は

、
出
資
の

価
額
の
返

還
に

よ
っ

て
事

業
の

継
続

に
支

障
が

生
じ

る
場

合
に

は
当
該

支
障

が
解

消
さ

れ
る

ま
で

こ
れ

を
延

期
す

る
こ

と
が

で

き
る

旨
の
規
定

を
置

く
こ
と
が

あ
る
が

、
本
モ
デ

ル
約
款
は
、
一
般

投
資

家
が
事
業

参
加
者

に
な

る
事
業
を

想
定
し
て

お
り

、
事
業
参

加
者
の
投

下
資

本
の
回

収
が
制
限

さ
れ
る
こ
と

に
な
る
こ

の
よ
う
な

規
定

は
設
け

な
か
っ
た

。
も
っ
と

も
、
出
資
の
価

額
の
返
還

を
行

う
こ
と

に
よ
っ
て

事
業
に
悪
影

響
が
生
じ

た
場
合
、
他
の
匿

名
組

合
契
約
に

係
る
事
業

参
加

者
が
不
利

益
を

被
る
こ
と

に
な
る

。
こ
れ
を
避
け

る
た
め

の
方
策
と
し
て

は
、
第

1
3
条
第

1
項
又

は
第

3
項

に

定
め

る
事
由
が

発
生

し
た
場
合

に
、
契

約
の
終
了
及
び

出
資
の

価
額
の
返
還
と

い
う
方
法

で
は
な

く
、

第
13

条
に

基

づ
く

本
契

約
上

の
地

位
の

譲
渡

に
よ

っ
て

本
出

資
者

の
本
事

業
か

ら
の

離
脱

及
び

投
下

資
本

の
回

収
を

図
る

こ
と

が

考
え

ら
れ
る
。
そ
の
た
め

、
第

13
条
第

1
項
又

は
第

3
項
に

定
め
る

事
由

が
発
生
し

た
場
合

、
本
事
業

者
と

し
て
は

、

本
出

資
者
等
と

協
議

し
、
本
契

約
上
の

地
位
の
譲

渡
を
行
う
よ

う
に
誘
導
・
説
得
す

る
こ
と

も
検

討
に
値
す

る
と
思
わ

れ
る

（
但
し
、
第

13
条
第

3
項

に
定
め

る
事

由
が
発
生

し
た
場

合
に
つ
い
て
は

、
破
産
管

財
人
や
裁
判

所
と
の
協

議

が
必

要
で
あ
り

、
か
か
る

方
法

を
採
り

得
る
と
は

限
ら
な
い
こ

と
に
留
意

さ
れ
た
い

。）
。
第

四
号

事
業
者
に

代
理
又
は

媒
介

さ
せ
る
こ

と
に

よ
っ
て
こ

れ
を
支

援
す
る
こ
と
も

考
え
ら

れ
る
。
 

5．
 

第
5
項
に
つ
い

て
 

国
交
省
事

務
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
第

7
-6
（
1）

④
及
び

金
融
庁
事

務
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

7-
6
-6
（
1）

④
は
、

契
約
成
立

前

交
付

書
面
に
記

載
す

る
べ
き
「
契

約
の
解

除
又

は
組
合
か

ら
の
脱

退
に
当
た
り
事

業
参
加
者

が
出
資
の
返

還
を
受
け

る

こ
と

が
で
き
る

金
額

の
計
算
方

法
及
び

支
払
方
法
」（

施
行
規
則

第
43

条
第

1
項
第

15
号
ハ

）
に

つ
い
て
、

業
務
上

の
余

裕
金
や
追

加
取

得
準
備
金

等
（
特

定
金
銭
及

び
業
務
外
金
銭

を
意
味
す

る
（
国
交

省
事
務
ガ

イ
ド

ラ
イ
ン
第

5（
1）
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              （
不

動
産

流
通

税
の

軽
減
措
置

関
連

条
項

）
 

第
14

条
 
本

出
資
者
及

び
本
事

業
者
は

、
対

象
不
動
産

の
取
得

に
際

し
登
録
免

許
税
及
び
不

動
産
取
得

税
の
軽
減

措
置

の
適

用
を

受
け
る
べ

く
、
別
紙

7
の

規
定
に

従
う
も
の

と
す

る
。
 

      （
反

社
会

的
勢

力
排

除
条
項
）

 

第
15

条
 
本

出
資
者
及

び
本
事

業
者
は

、
反
社
会

的
勢
力
を
排

除
す
べ
く

、
別
紙

8
の
規

定
に
従

う
も
の
と

す
る

。
 

            

①
及

び
金

融
庁

事
務

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

7
-4
（

1）
①
）
。）

の
一
部

又
は

全
部

の
運

用
の
中
止

、
流

動
性

の
高

い
対
象
不

動
産

の
売
却
、
新
規
の
借

入
れ

や
追
加

募
集
等
、
事
業
参
加

者
に
償

還
す

る
金
銭
を

調
達
す

る
方

法
が
具
体

的
に
記
載

さ
れ

て
い
る
必

要
が

あ
る
と
す

る
。
か

か
る
事
項

は
、
約
款

記
載
事
項
で

は
な
い
が

、
契
約

成
立

前
交
付
書

面
は
不
動

産
特

定
共
同
事

業
契

約
の
内
容

及
び
そ

の
履
行
に
関
す

る
事
項

を
記
載
す
る
も

の
で
あ
る

か
ら
（

不
特

法
第

24
条

第

1
項

）、
本
契

約
に
お
い

て
か
か
る

事
項

の
記
載
を

す
る
必
要

が
あ
る
も
の

と
考
え
ら

れ
る

。
 

本
モ
デ
ル

約
款
は
、
基
本
的
に

そ
の
ま
ま
個

別
契
約
書

と
し

て
利
用

す
る
こ
と

を
想

定
し
た

も
の
で
あ

る
た
め
、
第

13
条
第

5
項

に
か
か
る

事
項
に
つ

い
て

の
規
定
を

設
け
た
も

の
で
あ
る
。
 

6．
 

第
6
項
に
つ
い

て
 

 
契

約
成
立
時

交
付

書
面
に
は

、
契
約

の
解
除
に

関
す

る
定
め

が
あ
る
と

き
に
は
、
そ
の

内
容
と

し
て
、
契

約
の
解
除

又
は

組
合
か
ら

の
脱

退
が
多
発

し
た
と

き
は
、
不
動
産
取

引
を
行

う
こ
と
が
で
き

な
く
な
る

お
そ
れ
が
あ

る
旨
を
記

載

す
る

必
要
が
あ

る
（

不
特
法
第

25
条

第
1
項
第

7
号
、
施
行
規

則
第

47
条
第

1
項

第
5
号

）。
 

 
第

13
条
第

6
項
は

、
こ
れ
を

踏
ま
え

、
本

事
業
に
対

し
て
出

資
を
行
う
匿
名

組
合
契
約

の
解
除
が
多

発
し
た
と

き

は
、
本

事
業
を
継

続
で

き
な
く
な

る
お
そ

れ
が

あ
る
こ
と

を
本
出

資
者
及
び
本
事

業
者
の
間

に
お
い
て
確

認
す
る
旨

の

規
定

を
設
け
た

も
の

で
あ
る
。

 

 

■
第

14
条
の

解
説
 

 
不

特
法
第

2
条

第
3
項

第
2
号
の
不

動
産
特

定
共
同
事
業
契

約
に
係
る

特
例

事
業
に
つ

い
て
は

、
対
象
不
動
産

た
る
建

物

の
建

替
え
・
増
築
等
を
す

る
場
合

又
は
対
象
不
動

産
た
る
更

地
上
に

建
物

を
新
築
す

る
場
合

に
、
一
定

の
要
件
を

満
た
せ

ば
、

敷
地

や
建
物
に

係
る

登
録
免
許

税
及
び

不
動

産
取
得
税

の
軽
減

を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
（
租
税

特
別

措
置
法
第

83
条

の
3、

地
方

税
法
附
則
第

11
条

第
14

項
）。

 

 
そ

の
要
件
の

1
つ

に
、
一
定

の
事
項

を
不

動
産
特
定

共
同
事

業
契
約
に
記
載

す
る
こ
と

が
あ
る
。
 

 
そ

こ
で
、
第

14
条
は
、
登
録
免

許
税
及
び

不
動
産
取
得
税

の
軽
減

措
置
の
適

用
を

受
け
る

た
め
に
別
紙

7
の
規
定
に

従
う

旨
を

規
定
し
、

当
該

事
項
を
別

紙
7
に

記
載

す
る
こ
と

が
で
き

る
よ
う
に
し
て

い
る
。
 

 ■
第

15
条
の

解
説
 

 
第

15
条
は

、
反
社
会

的
勢
力

排
除
条

項
に
つ
い

て
規

定
す
る

。
 

 
反

社
会
的

勢
力

排
除
条

項
は

、
約
款

記
載

事
項
で

も
契

約
成

立
時
交

付
書

面
記
載

事
項

で
も
な

い
が

、
社
会

的
に

要
請

の

強
い

事
項
で

あ
り

、
ま
た

、
不

動
産
特

定
共

同
事
業

者
に

お
い

て
反
社

会
的

勢
力
と

の
関

係
を
遮

断
す

べ
き
こ

と
は

、
国

交

省
事

務
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
第

1
0
及
び

金
融
庁
事

務
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
7
-9

が
求
め
る
と

こ
ろ
で
も

あ
る

。
そ
こ
で

、
第

15
条
と

し
て

、
反
社
会

的
勢

力
排
除
条

項
を
規

定
し

て
い
る
。
 

 
反

社
会
的

勢
力

排
除
条

項
は

、
様
々

な
表

現
の
規

定
が

あ
り

、
各
事

業
者

に
お
い

て
雛

形
を
有

し
て

い
る
こ

と
も

考
え

ら

れ
る

こ
と
か
ら

、
本

モ
デ
ル
約

款
に
お

い
て

は
、
具
体

的
な
規

定
を
設
け
る
の

で
は
な
く

、
別
紙

8
に

各
事

業
者
に
お

け
る

反
社

会
的
勢
力

排
除

条
項
を
記

載
で
き

る
よ

う
に
し
て

い
る
。
 

 
反

社
会
的

勢
力

排
除
条

項
に

お
い
て

は
、

反
社
会

的
勢

力
と

の
関
係

を
遮

断
で
き

る
よ

う
に
す

る
た

め
、
解

除
条

項
を

定

め
る

べ
き
で
あ

る
が

、
契

約
の
解

除
に
関
す

る
事
項
は
約
款

記
載
事

項
で
あ
る
た
め
（
施

行
令
第

6
条
第

1
項
第

7
号
）、

約

款
の

作
成
に
あ

た
っ

て
は
別
紙

8
な
ど

に
解

除
に
関
す

る
記
載

を
す
る
必
要
が

あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
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（
ク

ー
リ
ン

グ
オ

フ
）【

法
第

25
条

第
1
項
第

7
号

、
施
行
規

則
第

47
条
第

1
項
第

1
号

な
い
し
第

4
号
】
 

第
16

条
 

本
出

資
者
は

、
法
第

25
条
の

書
面

の
交
付

を
受
け
た

日
か

ら
起
算
し

て
8
日
を
経

過
す
る
ま

で
の
間
、
本
事

業

者
に

対
し

て
書
面
に

よ
っ
て
通
知

す
る
こ
と

に
よ
り
、

本
契

約
を
解

除
す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

2 
前
項
に
基

づ
く

解
除
は
、
本
出

資
者

が
本
契
約

の
解
除
を

行
う
旨
の
書

面
を
発
し

た
と

き
に
効

力
を
生
じ

る
。
前
項

に
基

づ
く

本
契
約

の
解

除
に
よ

っ
て

、
本
出

資
者

は
何
ら

の
手

続
を

要
す
る

こ
と

な
く
当

然
に

本
事
業

に
係

る
出
資

者
で

な
か

っ

た
も

の
と

み
な
さ
れ

る
。
 

【
法
第

25
条

第
1
項
第

7
号
、

施
行
規

則
第

47
条
第

1
項
第

6
号
】
 

3 
第

1
項
に

基
づ

き
本
契
約
が

解
除
さ

れ
た

場
合
、
本
事
業

者
は
、
本
出
資

者
に

対
し
、
出

資
金
額

を
返

還
す
る
も

の
と
し

、

そ
の

解
除

に
伴
う
損

害
賠
償
又
は

違
約
金
の

支
払
を
請

求
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
も

の
と
す

る
。
 

                      （
準

拠
法
・

管
轄

）
 

第
17

条
 
本

契
約

は
、
日
本
国
の

法
律
に
準

拠
し

、
日

本
国
の

法
律
に
基

づ
き
解
釈
さ
れ

、
日
本
国
の

法
律
に
基

づ
き

執
行

さ
れ

る
も

の
と
す
る

。
 

2 
本
契
約
に

関
す

る
紛
争
に
つ

い
て
は

○
地

方
裁
判
所

を
専
属

的
合

意
管
轄
裁

判
所
と
す

る
。
 

  

 ■
第

16
条
の

解
説
 

 
第

16
条
は

、
ク
ー
リ

ン
グ
オ

フ
に
つ

い
て
規
定

す
る

。
 

 
事

業
参
加
者

は
、
不
特

法
第

2
6
条

に
基

づ
き
、
ク
ー
リ
ン

グ
オ
フ

を
す

る
こ
と
が

で
き
る

。
不

動
産
特
定
共
同

事
業
契

約

に
お

い
て
同
条
第

1
項
な

い
し
第

3
項
よ
り

事
業
参
加
者
に

不
利
な

定
め
を
設

け
た

と
し
て

も
、
無
効

と
な

る
（
不
特

法
第

26
条
第

4
項

）。
第

16
条
は
、
こ
れ

を
踏

ま
え
、
不
特
法
第

26
条

に
基
づ
く
ク
ー

リ
ン
グ
オ

フ
に
つ
い
て
確

認
的
に
規

定
す

る
も

の
で
あ
る

。
 

1．
 

第
1
項
に
つ
い

て
 

 
第

16
条
第

1
項
は
、

不
特
法

第
26

条
第

1
項

の
内
容
を
確

認
的
に
規
定

し
た
も
の

で
あ

る
。
 

 
第

13
条
第

1
項
の

解
説
で
述

べ
た
と

お
り

、
契
約
成

立
時
交

付
書
面
に
は
、

契
約
の
解

除
に
関
す
る

定
め
が
あ

る

と
き

に
は
、
そ

の
内
容
と

し
て

、
契
約

の
解
除
又

は
組
合
か

ら
の
脱
退
の

可
否
及
び

そ
の

条
件
、
契
約
の
解

除
又
は
組

合
か

ら
の
脱
退

の
方

法
、
契
約

の
解
除

又
は
組
合

か
ら
の
脱
退

に
係
る
手

数
料
、
契

約
の
解

除
又

は
組
合
か

ら
の
脱
退

の
申

込
期
間
を

記
載

す
る
必
要

が
あ
る
（
不
特
法

第
25

条
第

1
項
第

7
号
、
施
行
規
則
第

47
条

第
1
項
第

1
号
な
い

し
第

4
号
）。

 

 
第

16
条
第

1
項
は

、
ク
ー
リ

ン
グ
オ

フ
に

係
る
解
除

に
つ
い

て
、
か
か
る
契

約
成
立
時

交
付
書
面
記

載
事
項
を

定

め
る

も
の
で
も

あ
る

。
 

2．
 

第
2
項
に
つ
い

て
 

 
第

16
条
第

2
項
は
、

不
特
法

第
26

条
第

2
項

の
内
容
を
確

認
的
に
規
定

し
た
も
の

で
あ

る
。
 

 
契

約
成

立
時

交
付

書
面

に
は

、
契

約
の

解
除

に
関

す
る
定

め
が

あ
る

と
き

に
は

、
そ

の
内

容
と

し
て

、
不

特
法

第

26
条

第
1
項
の

規
定

に
よ
る
契

約
の
解

除
は

、
当
該
契

約
の
解

除
を
す
る
旨
の

書
面
を
発

し
た
時
に
、

そ
の
効
力

を

生
ず

る
旨
を
記

載
す

る
必
要
が

あ
る
（

不
特
法
第

25
条
第

1
項
第

7
号

、
施
行
規

則
第

47
条
第

1
項
第

6
号
）
。
 

 
第

16
条
第

2
項
は
、

か
か
る

契
約
成

立
時
交
付

書
面

記
載
事

項
を
定
め

る
も
の
で
も
あ

る
。
 

3．
 

第
3
項
に
つ
い

て
 

 
第

16
条
第

3
項
は

、
不
特
法

第
26

条
第

3
項

の
内
容
を
確
認

的
に
規
定

す
る
と
共
に
、
本

出
資

者
に
対
す

る
出
資

金
額

の
返
還
に

つ
い

て
規
定
し

た
も
の

で
あ
る
。
 

4．
 

実
務

上
の
工
夫

に
つ

い
て
 

 
本

出
資
者
か

ら
出

資
を
受
け

、
そ
れ

に
よ
っ
て
対
象

不
動
産

を
取
得
し
た
後

に
ク
ー
リ

ン
グ
オ

フ
が

な
さ
れ
る

と
、

本
出

資
者

に
対

す
る

出
資

金
の

返
還

原
資

が
本

事
業

に
係
る

財
産

に
な

い
と

い
う

よ
う

な
事

態
も

想
定

さ
れ

る
と

こ

ろ
で

あ
る
。
 

 
そ

の
た
め
、
実
務
上
は

、
ク
ー

リ
ン
グ

オ
フ

の
期
間
が

終
了
す

る
ま
で
の
間
は

本
出
資
者

に
出
資
さ
せ

な
い
又
は

対

象
不

動
産
を
取

得
し

な
い
と
い

っ
た
工

夫
を
す
る
必
要

が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る

。
 

 

■
第

17
条
の

解
説
 

 
第

17
条
は

、
準
拠
法

及
び
管

轄
に
つ

い
て
規
定

す
る

。
 

 
一

般
的
な
契

約
書

に
お
け
る

準
拠
法

・
管

轄
に
係
る

規
定
を

踏
ま
え
た
も
の

と
し
て
い

る
。
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（
規

定
外
事

項
）
 

第
18

条
 
本

契
約

に
定
め
の
な

い
事
項

に
つ

い
て
は
、
商
法

そ
の
他
の
関

係
法
規
に

従
う

ほ
か
、
本
出

資
者
及
び

本
事

業
者

が
信

義
に

則
り
誠
意

を
も
っ
て
協

議
の
上
定

め
る
も
の

と
す

る
。
 

 

［
以

下
余

白
］
 

 上
記

を
証

す
る
た
め

、
本

契
約
を

2
通
作
成
し
、
本
出

資
者
及

び
本
事
業

者
が

各
自
記
名

捺
印
の

上
、
各

1
通
を
保
有

す
る
。 

  
 

年
 

 
月
 
 

日
 

 本
出

資
者
 

   本
事

業
者
 

［
受
理
番
号
］
 

 
 

［
本
店
所
在
地

］
 

 
 

［
社
名
］
 

 
 

［
代
表
者
］
 

  第
四

号
事

業
者
 

［
許
可
番
号
］
 

 
 

［
本
店
所
在
地

］
 

 
 

［
社
名
］
 

 
 

［
代
表
者
］
 

 【
施

行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

1
号
な

い
し
第

5
号
】
 

  
 

業
務
管
理
者
 

 
 

［
業
務
管
理
者

名
］
 

 【
法
第

25
条

第
2
項
】
 

 

別
紙

1 

 

物
件
目

録
 

 （
所

在
、

地
番
、
土

地
面
積
、
延

べ
床
面
積

そ
の
他
の

対
象

不
動
産

を
特
定
す

る
た

め
に
必

要
な
事
項

を
記
載
す
る
）

 

 

■
第

18
条
の

解
説
 

 
第

18
条
は

、
規
定
外

事
項
に

つ
い
て

規
定
す
る

。
 

 
一

般
的
な
契

約
書

に
お
い
て

規
定
さ

れ
る

内
容
を
踏

ま
え
た

も
の
と
し
て
い

る
。
 

   

■
記

名
・
押
印

頁
の

解
説
 

 
特

例
事
業
に

係
る

契
約
成
立

時
交
付

書
面

に
は
、
次

の
事
項

を
記
載
す
る
必

要
が
あ
る

。
 

・
当

事
者

の
商

号
若
し

く
は
名
称

又
は

氏
名

及
び
住

所
並
び

に
法

人
に

あ
っ
て

は
、
そ
の

代
表

者
の

氏
名
（

事
業

参
加
者

に
あ

っ
て
は
、

そ
の

商
号
若
し

く
は
名

称
又
は
氏
名
）（

施
行
規

則
第

47
条
第

2
項

第
1
号

）
 

・
委

託
特
例
事

業
者

の
委
託
を

受
け
た

不
動

産
特
定
共

同
事
業

者
の
商
号
又
は

名
称
、
住

所
及
び
代
表

者
の
氏
名
 

・
不

動
産
特
定

共
同

事
業
者
の

許
可
番

号
（

施
行
規
則
第

47
条
第

2
項
第

3
号
）
 

・
委
託
特
例
事

業
者
の
不

特
法

第
58

条
第

2
項

の
規
定
に
よ

る
届
出
の
受

理
番
号
（

施
行
規

則
第

47
条
第

2
項

第
4
号

） 

・
不

動
産
特
定

共
同

事
業
契
約

を
締
結

し
た

年
月
日
（

施
行
規

則
第

47
条
第

2
項
第

5
号

）
 

 
ま

た
、
契
約

成
立

時
交
付
書

面
に
は

、
業

務
管
理
者

が
記
名

押
印
す
る
必
要

が
あ
る
（

不
特
法
第

2
5
条

第
2
項
）。

 

 
記

名
・
押

印
頁

に
は
、

こ
れ

ら
を
踏

ま
え

て
、
契

約
締

結
日

を
記
載

す
る

欄
、
本

出
資

者
、
本

事
業

者
及
び

第
四

号
事

業

者
に

関
す
る
事

項
を

記
載
す
る

欄
並
び

に
業

務
管
理
者

が
記
名

押
印
す
る
欄
を

設
け
て
い

る
。
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 （
例

示
）
 

1．
土
地
 所
 
 
在

：
 

地
 
 
番

：
 

地
 
 
目

：
 

地
 
 
積

：
 

 

2．
建
物
 所
 
 
在

：
 

家
屋
番
号

：
 

種
 
 
類

：
 

構
 
 
造

：
 

床
 面

 積
：
 

 3．
新
築

建
物
 

所
 

 
在
：
 

種
 

 
類
：
 

構
 

 
造
：
 

床
 面

 積
：
 

 （
土

地
及

び
建
物
に

つ
い
て
は
登

記
簿
記
載

事
項
、
新

築
建

物
に
つ

い
て
は
計

画
概

要
）
 

 

別
紙

2  

対
象

不
動

産
の

追
加

取
得
の
方
針

 

 

（
1
）
 
追

加
取
得
す
る

不
動
産
の

所
在

地
域
、
延
べ
床
面
積
、
構
造
方

法
、
用
途
及
び

建
築

後
の
経

過
年
数
並

び
に
敷
地
面

積
そ
の
他
の
追

加
取
得
す

る
不

動
産
の

選
定
の
基

準
 

  （
2
）
 
地

域
別
、
用
途

別
そ
の
他

の
追

加
取
得

す
る
対
象

不
動
産
に
係

る
分
類
別

の
比
率
の
予
定

 

  （
3
）
 
追

加
取
得
に
係

る
借
入
れ

に
関

す
る
制

限
 

  

                         ■
別
紙

2
対
象

不
動

産
の
追
加

取
得
の

方
針

の
解
説
 

第
3
条

第
4
項
の
解

説
に
お
い

て
述
べ
た
と

お
り
、
別

紙
2
対
象
不

動
産
の

追
加

取
得
の
方

針
は
、
追

加
取

得
の
方
針

に

関
す

る
事
項
を

記
載

す
る
欄
を

設
け
る

も
の

で
あ
る
。
 

施
行
規
則
第

11
条

第
1
項
第

2
項
第

15
号
イ
(1

)は
、
不

動
産
特

定
共
同
事

業
契

約
の
締

結
を
す
る

と
き

に
対
象
不

動
産

の
追

加
取
得
の

方
針

に
関
す
る

次
に
掲

げ
る

事
項
を
記

載
す
る

欄
を
設
け
る
こ

と
を
求
め

て
い
る
。
 

(i
) 

 
 
追
加

取
得

す
る
不

動
産

の
所
在

地
域

、
延
べ

床
面

積
、

構
造
方

法
、

用
途
及

び
建

築
後
の

経
過

年
数
並

び
に

敷
地

面

積
そ

の
他
の
追
加
取

得
す
る
不

動
産
の
選
定

の
基
準
に

関
す
る

事
項
 

(i
i)
 
 地

域
別
、

用
途

別
そ
の

他
の
追

加
取

得
す
る

対
象

不
動

産
に
係

る
分
類

別
の

比
率

の
予
定

が
明

ら
か
で

あ
る

場
合

に

あ
っ

て
は
、
当
該
比

率
に
関
す

る
事
項
 

(i
ii

) 
追
加
取

得
に

係
る
借
入

れ
に
関

す
る

制
限
に
関

す
る
事

項
 

(i
v)

  
そ
の
他

事
業

参
加
者
の

判
断
に

重
大

な
影
響
を

与
え
る

事
項
 

別
紙

2
第

（
1）

号
な
い
し
第
（
3）

号
及
び

第
（
5）

号
は
、

こ
れ
ら

の
事
項
に
つ
い

て
の
欄

を
設
け
た

も
の

で
あ
る
。
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（
4
）
 
追

加
取
得
す
る

対
象
不
動

産
の

稼
働
率

の
基
準
 

  （
5
）
 
そ

の
他
本
事
業

に
係
る
出

資
者

の
判
断

に
重
大
な

影
響
を
与
え

る
事
項
 

         

別
紙

3  

追
加
募

集
の

手
続
 

 （
1
）
 
追

加
募
集
に
係

る
募
集
額

の
決

定
方
法
 

本
事
業
者
は
、
対

象
不
動
産
の
追

加
取
得
そ

の
他
の
本

事
業

の
遂
行

又
は
継
続

に
関

し
合
理

的
に
必
要

な
資

金
需
要

を
踏
ま
え
、
追

加
募
集
に

係
る
募

集
額

を
決
定
す

る
こ
と
が
で

き
る
。
 

 （
2
）
 
追

加
募
集
の
方

法
そ
の
他

追
加

募
集
の

手
続
 

①
 
本
事

業
者
は
、
追

加
募
集
を
行

う
場
合
、
ま
ず
、
本
出
資
者
及

び
他
の
匿

名
組

合
契
約
の

匿
名
組

合
員
（
以
下
「
既

存
出

資
者
」
と
総
称

す
る
。）

に
対
し
、

出
資
割
合
に
応

じ
て
追

加
募
集
を
行
う

。
 

②
 
本
事

業
者
は
、
前

①
の
追
加

募
集

に
基
づ

く
既
存
出

資
者

に
よ
る

出
資
が
追

加
募
集
に
係
る

募
集
額

に
不
足
す
る
場

合
、

当
該
不
足
額
に

つ
い
て
、

他
の
既
存
出

資
者
に
対

し
て
追

加
募

集
を
行
う

。
か
か
る
追

加
募
集
に

つ
い
て
は
、

出
資

割
合
に
応
じ
て

行
う
必
要

は
な
い
も
の

と
す
る
。
 

③
 
本
事

業
者
は
、
前

①
及
び
②

の
追

加
募
集

に
応
じ
た

既
存

出
資
者

に
よ
る
出

資
が
追
加
募
集

に
係
る

募
集
額
に
不
足

す
る

場
合
、
当
該
不
足

額
に
つ
い

て
、
第
三
者
と
の

間
で
匿
名

組
合
契
約
を
締

結
し
、
当
該

第
三
者
か
ら
出

資
を
受

け
る

こ
と
が
で
き
る

。
 

 ［（
3）

 追
加
募
集

に
係

る
募
集
額

の
累
計

額
の

上
限
 

 （
4
）
 
前

号
記
載
の
累

計
額
の
上

限
を

超
え
る

追
加
募
集

を
行
う
場
合

の
手
続
 

前
号
記
載
の
累

計
額
の
上

限
を
超

え
る

追
加
募
集

を
行
う
場
合
、

本
事
業
者

は
、
既
存
出
資

者
の
出
資

割
合
の

3
分

の
2
の
事
前
の

承
諾
を
得

る
も
の

と
す

る
。］

 

 

ま
た
、
国
交
省

事
務
ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
第

3-
2（

1
）
⑦
及

び
金
融

庁
事

務
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

7-
2-
2（

1）
⑦

は
、
施
行
規
則

第

11
条
第

1
項

第
2
項

第
15

号
イ
(
1)
(i
v)
に
規

定
す

る
「
そ
の

他
事
業
参

加
者

の
判
断
に

重
大
な

影
響
を
与
え
る

事
項
」

と

は
、

例
え
ば

、
追

加
取
得

す
る

対
象
不

動
産

の
稼
働

率
の

基
準

等
、
当

該
不

動
産
に

係
る

収
益
や

コ
ン

プ
ラ
イ

ア
ン

ス
等

に

関
わ

る
事
項
で

あ
っ

て
、
事
業

参
加
者

の
保

護
や
投
資

判
断
に

重
大
な
影
響
を

与
え
る
も

の
を
い
う
と

す
る
。
 

別
紙

2
第
（
4）

号
は

、
こ
れ
を

踏
ま
え

、
追
加
取

得
す

る
対
象

不
動
産
の

稼
働
率
の
基
準

に
つ
い

て
記
載
す
る
欄

を
設
け

た
も

の
で
あ

る
。

も
っ
と

も
、

対
象
不

動
産

の
稼
働

率
を

追
加

取
得
す

る
不

動
産
の

選
定

の
基
準

に
し

な
い
場

合
に

は
、

必

ず
し

も
か
か
る

欄
を

設
け
る
必

要
は
な

い
と

考
え
ら
れ

る
。
 

か
か
る
事

務
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
か
ら

す
れ
ば
、
別
紙

2
第
（

5）
号
に

は
、
本

契
約
を
締

結
す

る
と
き

に
、
予

定
す
る
事
業

に

応
じ

て
、
対

象
不

動
産
の

追
加

取
得
の

方
針

の
う
ち

、
追

加
取

得
す
る

対
象

不
動
産

に
係

る
収
益

に
関

す
る
事

項
（

追
加

取

得
す

る
対
象

不
動

産
の
利

回
り

に
関
す

る
基

準
等
）

や
コ

ン
プ

ラ
イ
ア

ン
ス

等
に
関

す
る

事
項
（

第
三

号
事
業

者
や

そ
の

利

害
関

係
人
か

ら
の

対
象
不

動
産

の
追
加

取
得

に
関
す

る
事

項
等

）
な
ど

、
事

業
参
加

者
の

保
護
や

投
資

判
断
に

重
大

な
影

響

を
与

え
る
も

の
を

記
載
す

る
こ

と
が
考

え
ら

れ
る
。

事
業

参
加

者
の
適

切
な

投
資
判

断
の

確
保
の

観
点

か
ら
は

、
ど

の
よ

う

な
方

針
で
運
用

が
な

さ
れ
る
の

か
が
な

る
べ

く
明
確
に

な
っ
て

い
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る

と
考
え
ら
れ

る
。
 

  

■
別
紙

3 

追
加
募
集

の
手
続
の
解
説
第

2
条
の

2
第

2
項

、
第

4
項
及
び
第

5
項
の

解
説

に
お
い
て

述
べ
た

と
お

り
、
別
紙

3
追
加

募
集

の
手
続
は

、
追

加
募
集
に

係
る
手

続
等

、
追
加
募

集
に
関

す
る
事
項
を
規

定
す
る
も

の
で
あ
る
。
 

1．
 

別
紙

3
第
（
1
）
号
に
つ

い
て
 

本
モ
デ
ル

約
款
に
お

い
て

は
、
追

加
募
集
に

係
る
募
集

額
の

決
定
方

法
に
つ
い

て
、
機
動

的
な
資
金
調

達
が
で
き

る

よ
う

に
、

第
（

3）
号

に
記

載
さ
れ

る
追

加
募

集
に

係
る
募
集
額

の
累

計
額

の
上

限
を
超
え

る
場

合
で

な
い

限
り
、
本

事
業

者
に
裁
量

を
与

え
る
内
容

に
し
て

い
る
。
 

2．
 

別
紙

3
第
（
2
）
号
に
つ

い
て
 

追
加
募
集

の
手
続
に

つ
い

て
は
、
既
存

の
出
資
者

の
保

護
の
観

点
か
ら
、
1
口
あ
た
り
の

出
資
額
の
算

定
方
法
を

定

め
、
追
加
募
集

時
点
の

1
口
あ

た
り
の

時
価
純
資

産
額
に
よ
っ

て
募
集
す

る
こ
と
と

す
る

こ
と
も

考
え
ら
れ

る
が

、
本

モ
デ

ル
約

款
に

お
い

て
は
、
「
口
」

と
い

う
単

位
を

設
け
る
内
容

に
な

っ
て

い
な

い
た
め
、

か
か

る
手

続
に

は
し
て
い

な
い

。
 

こ
の
点
、

本
モ
デ
ル

約
款

に
お
い

て
は
、
第

2
条
の

2
第

5
項
及

び
別

紙
3
第
（
5）

号
に
お

い
て

、
既
存
の

権
利

の
価

格
が
変
動

す
る

リ
ス
ク
が

指
摘
さ

れ
る
と
と
も
に

、
別
紙

3
第
（

2）
号
に

お
い
て
、

既
存
の
出
資

者
に
対
し

て

優
先

的
に
追
加

募
集

を
行
う
こ

と
と
し

、
既
存
の

出
資
者
に
希

薄
化
を
防

ぐ
機
会
を

与
え

る
こ
と

に
よ
っ
て

、
一
定
程

度
既

存
の
投
資

家
の

保
護
が
図

ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
 

3．
 

別
紙

3
第
（
3
）
号
及
び

第
（
4）

号
に
つ
い
て
 

第
2
条
の

2
第

4
項

の
解

説
に
お

い
て
述
べ

た
と

お
り
、
追
加

募
集
に

係
る

募
集
額
の

累
積
額

の
上

限
を
定
め

る
こ

と
は

必
須
で
は

な
く

、
こ
れ
を

定
め
な

い
場
合
に
は
別
紙

3
第
（
3
）
号
及
び

第
（

4）
号
を

規
定

す
る
必
要

は
な
い
。
 

本
モ
デ
ル

約
款
に
お

い
て

は
、
追
加

募
集
に
係
る
募

集
額
の
累

計
額
の

上
限

を
超
え
る

追
加
募

集
を

行
う
場
合

の
手

続
に

つ
い
て
、
株

式
会

社
の
発
行

可
能
株

式
総

数
の
増
加

に
係
る

定
款
変
更
に
関

し
株
主
総

会
の
特
別
決

議
が
必
要

と

さ
れ

て
い
る
こ

と
を

参
考
に
し

て
（
会

社
法
第

46
6
条

、
第

30
9
条
第

2
項
第

11
号
）、

既
存
出

資
者
の
出

資
割
合
の
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（
5
）
 
想

定
さ
れ
る
既

存
の
権
利

の
価

格
変
動

の
概
要
 

            

別
紙

4  

助
言
契

約
の

相
手

方
 

 

（
1
）
 
商

号
若
し
く
は

名
称
又
は

氏
名

 
  （
2
）
 
住

所
 

  （
3
）
 
代

表
者
の
氏
名

 
  （
4
）
 
契

約
の
内
容

 
  （
5
）
 
不

動
産
投
資
顧

問
業
者
の

場
合

は
、
不

動
産
投
資

顧
問
業
者
の

登
録
を
受

け
て
い
る
旨

 
 

別
紙

5  

借
入

関
連

条
項
 

 （
借

入
れ
を
行

う
た
め
に

必
要

な
事
項

を
記
載
す

る
）
 

 

3
分

の
2
の
事

前
の
承
諾

を
必

要
と
し

た
。
 

4．
 

別
紙

3
第
（
5
）
号
に
つ

い
て
 

第
2
条
の

2
第

5
項
の

解
説
に

お
い
て

述
べ

た
と
お
り

、
別
紙

3
第
（
5）

号
は
不
動

産
特
定

共
同

事
業
契
約

の
締

結
を

す
る
と
き

に
想

定
さ
れ
る

そ
の
変

動
の
概
要
を
記

載
す
る

欄
（
施
行
規
則

第
11

条
第

2
項
第

15
号
ト

(4
)）

を

規
定

す
る
も
の

で
あ

る
。
 

当
該
欄
に

つ
い
て
は

、
個

別
契
約

書
を
作
成

す
る

際
に
具
体

的
な
記

載
が

な
さ
れ
る

こ
と
に

な
る
。
 

な
お
、

か
か

る
「

想
定

さ
れ
る
そ

の
変

動
の
概

要
」

に
つ
い
て

は
、

国
交

省
事

務
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

第
3
-2
（
1）

⑬

及
び

金
融

庁
事

務
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
7-
2-
2
（
1）

⑬
に

お
い
て
、

例
え

ば
、

優
先

劣
後
構
造

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

優
先

出
資
部
分

に
係

る
追
加
募

集
を
行

う
場
合
に
お
け

る
劣
後

出
資
部
分
の
既

存
の
事
業

参
加
者

や
、
同

順
位
の
出

資

で
あ

っ
て

も
追

加
募

集
の

条
件

が
そ

れ
以

前
の

募
集

に
係
る

も
の

よ
り

有
利

な
も

の
で

あ
る

場
合

に
お

け
る

既
存

の

事
業

参
加
者
が

有
す

る
不
動
産

特
定
共

同
事
業
に
係
る

権
利
の

価
格
が
下
落
す

る
こ
と
等

、
当
該
追
加
募

集
に
よ
り

事

業
参

加
者

の
権

利
の

価
格

に
生

ず
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る
主

な
変

動
の

概
ね

の
内

容
が

分
か

る
も

の
を

い
う

と
さ

れ

て
い

る
。
 

  ■
別
紙

4
助
言

契
約

の
相
手
方

の
説
明
 

第
5
条

の
4
の
解
説

に
お
い
て

述
べ
た
と
お

り
、
別
紙

4
助

言
契
約

の
相
手
方
は
、

助
言
契

約
を
締
結

す
る

場
合
に
の

み

必
要

と
な
る
も

の
で

あ
る
。
 

各
欄
の
具

体
的
な
記
載
に

つ
い
て

は
、
個
別
契
約

書
を
作
成

す
る
際

に
記

載
す
る
こ

と
に
な

る
。
 

              ■
別
紙

5
借
入

関
連

条
項
の
解

説
 

 
第

4
条
第

3
項
の
解
説

に
お

い
て
述

べ
た
と
お

り
、
別
紙

5
借
入
関

連
条
項
に
は
、
本

契
約
を

締
結
す
る
と
き

に
、
金

融

機
関

等
か
ら

の
借

入
れ
を

行
う

に
あ
た

っ
て

、
金
融

機
関

等
か

ら
本
契

約
に

規
定
す

る
こ

と
を
求

め
ら

れ
る
条

項
を

記
載

す

る
こ

と
を
想
定

し
て

い
る
。
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（
例

示
）
 

1．
配
当

停
止

事
由
 

 2．
対
象

不
動

産
売
却
手

続
 

 3．
倒
産

不
申

立
特
約
 

 4．
責
任

財
産

限
定
特
約
 

 5．
劣
後

特
約
 

 6．
出
資

返
還

制
限
条
項
 

 

別
紙

6 

 

本
委
託

契
約

の
概

要
 

 

（
本

委
託
契
約

の
概
要
を

記
載

す
る
）
 

 （
例

示
）
 

1．
契
約

締
結

日
 

 2．
委
託

す
る

業
務
 

 3．
契
約

期
間
 

 4．
委
託

報
酬
 

本
契

約
第

6
条
第

2
項
に
規
定

の
と
お
り
。
 

 5．
契
約

終
了

事
由
 

 6．
そ
の

他
重

要
な
事
項
 

 

別
紙

7  

不
動

産
流

通
税

の
軽

減
措
置
関

連
条

項
 

 

 
具

体
的
な
条

項
に

つ
い
て
は

、
金
融

機
関

等
と
の
協

議
・
交

渉
の
上
、
内
容

が
定
ま
る

こ
と
に
な
る

。
 

              ■
別
紙

6
本
委

託
契

約
の
概
要

の
解
説
 

 
第

6
条
第

1
項
の
解
説

で
述

べ
た
と

お
り
、
別

紙
6
本
委
託

契
約
の
概

要
は

、
本
契
約

を
締
結

す
る
と
き
に
本

委
託
契

約

の
概

要
を
記
載

す
る

欄
を
設
け

た
も
の

で
あ

る
（
施
行

規
則
第

11
条
第

1
項
第

9
号
、
同

条
第

2
項
第

17
号
ロ
）
。
 

 
な

お
、
第

四
号

事
業
者

は
、

不
動
産

特
定

共
同
事

業
契

約
の

締
結
の

勧
誘

に
あ
た

っ
て

、
そ
の

相
手

方
に
対

し
て

説
明

義

務
を

負
う
も

の
と

考
え
ら

れ
、

か
か
る

説
明

義
務
の

一
環

と
し

て
、
勧

誘
の

相
手
方

に
対

し
て
本

委
託

契
約
に

関
す

る
重

要

な
事

項
に
つ
い

て
説

明
す
る
必

要
が
あ

る
こ

と
に
留
意

す
る
必

要
が
あ
る
。
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別
紙

8 

 

反
社

会
的

勢
力

排
除

条
項
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健全な不動産投資の促進に向けた環境整備のための調査業務 

令和 2 年 3 月 
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